
港湾、経済研究

港湾と国際複舗法の展望
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序

日本港湾経済学会会長 北 見 俊 郎

昭和37年に、乙の学会の創立総会および第 1回全国大会が開催されてより、

早くも4分の l世紀がたちました。乙の学会年報の創刊号が刊行されたのは

第2回全国大会（東京）時で、前年度大会の研究報告を中心に編集されたザ

ラ紙のタイプ版でした。 しかし当時としては、学会創設ι共に「年報」が刊
行されるのはめずらしい ζとでもありました。

乙乙iと第25回全国大会を3たび東京でむかえ、 「年報」 24号が、共通論題

「港湾と国際複合輸送の展望」と自由論題、計17氏（うち韓国諸大学会員3

氏）もの玉稿を中心に刊行される乙とは、創刊号に比し正に昔日の感大なる

ものがあります。もとより学会活動の中で、会員各位の研究発表と 「年報」

刊行はもっとも中心的なもので、とりわけ今年度は数多くの方々の玉稿がよ

せられた乙とは、学会にとって大きなよろ乙びとせねばなりません。

その乙とは単iζ量的な問題ではなく、 「学会」としての質的向上を意味す

るもので、全く新しし、分野ともされた港にかんする社会科学的研究が定着し、

深化し、高い社会的評価が与えられつつある乙とを意味するものと思います。

今後ますます会員各位のご指導と乙協力によって，乙の学会の任務が達成さ

れますよう心からお祈り申し上げます。

また、乙の25年に亘り、会員ならびに関係各位の一方ならぬ乙努力が歴史

の中に秘められている乙とを覚え深く感謝いたします。さらにζ多用の中に

玉稿をおよせ下さった方々、日頃の学会運営や 「年報」編集などに心くだか

れる事務局関係者、さらに大会開催上とくにζ意力下された方々に重ねて厚

くお礼を申し上げます。毎年奉仕的に「年報」を印刷して下さる文化印制株

式会社にも感謝しつつ，いよいよ学会の盛んなる乙とを深く念じます。

（昭和 61年 ・秋）



目 次

序ー・ ・ ー・・・……・…ーー ・ ・・e ・eー・…………－－北見 俊郎

研究

共通論題

海貨業の総合物流業への脱皮 ー・山悶源次（ 1 ) 

A Study on Port-Harbor and International lntermodal 
Transportation －ー ーー … ーーー......... e金

国際複合輸送と港湾機能 ー ーー…・・・ーー………・・・…一一市

国際一貫輸送の進展と港湾問題ーー…ーー・0 ・e e・ ーー・ーー山

国際複合輸送の展開と港湾 ・ 一ー………－－…一 高

自由論題
関東の船運と東京港 ーーー・・ ー・・・ ー ー…－－－ーー・佐藤

わが国港湾の労働政策と課題ーーー……ーーーー ……… ぃ ー田 中

競争効果とX一効率ー ••• e …・・・・・・・・・・・・・・・ ……ー・，坂井

倉庫機能と図書館機能 e ・0 ・ ー………ー－…－－－…ー谷端

自動車輸送と港湾機能の変化 …・…ー・ ・・・ー・ー… ー.....遠 藤

機密保護法下の港湾研究 ー －… ーー・ ・ー ・0 ・・ 0 ・・…一千須和

船船登録固と港湾国の協力0・ ・・・0 ・・............. ー榎本

中共交易と群山港の広域背後地開発IC関する研究一－－－－ ー朴
中国経済体制改革と上海港 ••• ••• • ••••••• ・....高 見

産業の多国籍戦略と港湾ーー……一 一ー…・ー・ーー・司・ 日比野
韓国港湾行政と港湾開発.... ••••••• ••• ー 一 一 ......金

R
u
－－
A
p
h
d
n
U
 

1
4
q
u
A当

C
U

河

也

学

三

在

清

恵
来

村

橋

正夫（ 77 ) 

省三（ 93 ) 

吉良（ 107 ) 

政調（126 ) 

幸子（ 141 ) 

富士夫（ 152 ) 
喜三郎（ 167) 

餅洪（ 183) 

玄一郎（ 201 ) 

光伸（ 219) 

洪基（ 234) 

Canadian International Seaport City and its Socio cultural 
History ...........・..・0 ・.-••• . ••• ョー…・ Tomotane Araki ( 252 ) 

書 評

喜多村昌次郎編港湾シリーズ「港湾労働」ー… .........ー大森秀雄（265) 
篠原陽一編著「現代の海運」 •• ••• ••••• ー ••••••••••••• ・ 木村武彦（270) 

北見俊郎・喜多村昌次郎・山上徹編著「滋と経済・社会の変貌」

ー鷹取 調（275 ) 

学会記録

港湾活性化と都市再開発（第24回）全国大会（大阪港）シンポジウム概要ー（ 280) 
第24回全国大会（大阪港）概要 ーーー ーーーーー..........ーーー ー－ ••• ・ ( 302) 
部会活動状況 ・・… ー・ ・・・ ーー ー•.• •• e・........…・…・ー ・・ ・ ( 304) 

業績リストー ・… ーー・ーー…・一..・ ・...........………...・ H ・－…・…・・ーー ( 308) 

編集後記・・…………－……・ 一 ・………ー・..・・ー ・ー・ーー一（ 326) 



海貨業の総合物流業への脱皮

山田源次

（港湾 ・輸送総合研究会）
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1.序論

海貨業というのは港湾運送事業法に基づく一般港湾運送業事業の中の限定

免許で定期船貨物の一般港湾運送を行っている通称「海運貨物取扱業」の略

称、である。

一般港湾運送事業は港湾運送事業法では 陸上運送と海上運送の聞に介在

する港湾運送を行う事業と規定しているので，海貨業の固有の性格は港湾運

送に関する限り運送人（carrier）であり， 一般に呼ばれるフレイト・フォ

ワーダー（freightforwarder略してforwarderフォワーダー）ではなく，

俗lという乙仲（ I iner cargo space broker）でもない。そのうえ 海貨業は

港湾運送事業法le規定する免許事業であり 法律所定の物的人的施設の保有

を義務づけられており，その運賃料金は運輸大臣の認可制による確定金額で

乙れは運送貨物の数量iζ比例する構成である。更に，法』とより公共性がある

ため，法律で許された場合のほかは荷主の委託に対して港湾運送の引受を拒
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絶できない。

乙のような特殊性を持つ海貨業は 港湾を通過する定期船貨物が好況の間

は事業は発展するが， 不況となると悪化した情勢に即応して運賃料金を引上

げたり 任意に事業を縮少できない困難がある。乙の事情のため 低成長期

に入ってからは 海貨業だけでは経営が維持できないので 欧米のフォワー

ダーの経営するような物流業に進出し 乙れらの事業の兼営により海貨業を

補完しながら軽うじて収支均衡を保持してきた。 と乙ろが 近年，国際貿易

物流の様相が変動し 貿易貨物が軽薄短小・ 多品種化し荷主の船積みも少

量多様化し 種々の国際複合一貫輸送サービスが要請されるようになってき

た。そ乙でI 海貨業者中の進歩的業者の一群（先進グループ）は自社の港湾

運送の顧客の確保と集荷対策のため進んで国際複合運送とコンテナ貨物の小

口混戦業K乗り出した。現在では乙れら海貨業者の行う国際複合運送事業と

混載業は船社系や商社系のものに伍して堂々と活躍してる。今や国際物流は

情報化の時代lζ入っているので 乙れら海貨業の先進グループを リーダーと

して他の海貨業者も挙って国際複合運送事業と混載業に進出し， 更に諸情報

網の拡充強化を図り速かに総合物流業lζ脱皮するととが望ま しい。ζれ乙そ

海貨業者が長い生命を保つための最良の基本的活性化対策であると考える。

以下その理由並びに現状及び展望について述べてみたい。

2. 海貨業は運送業である

(1) 一般港湾運送事業の概念

一般港湾運送事業は港湾運送事業法の規定により，港湾において， 他人

（荷主文は船社）の依頼に応じて．船積の場合は貨物を荷主から受取り本船

K引渡し，陸場の場合は貨物を本船から引取って荷主に引渡す行為を行うた

めに船内荷役，はしけ運送，沿岸荷役，し、かだ運送の行為（ζれらを法律で

港湾運送と呼称する）のうち，関連するものを一貫して責任をもって行う行

為（乙れを一般港湾運送と言う）を業として行う運送人である。外国の港湾

lとは乙のような港湾運送の考え方はなく，海陸両運送機関の間で貨物は接続
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(transfer or transhi p）されると考え 乙の行為はlongshoring（沿岸荷

役）と stevedoring （船内荷役）によってloading（積込み） unloading 

（卸下）， 或は，shipping• discharging される cargowork or cargo 

handling （荷役作業）であるという考え方が一般的であって，わが国の港湾

運送事業法のような公法を国が制定施行している国は他に見当らない。

一般港湾運送事業を営む者は運輸大臣の免許を受けなければならない。そ

の運賃料金は運輸大臣の認可を受けなければならない。それは運送貨物の数

量に基づいて算出する確定金額である。 乙の認可運賃料金を増 ・減 ・免した

り1 害lj戻（ リベー 卜）したりすると法律により事業停止や免許取消し処分を

受けたり 罰金に処せられる。また 事業に公共性があるので港湾運送事業

法（第15条の 2)Iζ定めた場合を除き港湾運送の引受けを拒絶できない。

一般港湾運送事業の免許は利用者， 取扱貨物その他業務の範囲を限定して

行う ζとができる。海貨業の免許は乙の限定免許である。

(2) 海貨業は限定免許の一般港湾運送事業である

J海貨業は一般港湾運送事業の中で荷主の委託lとより．個品に限り一般港湾

運送を行う乙とができる限定免許業で，通称「‘海運貨物取扱業」の略称であ

る。海貨業の中で更に高度の施設と能力を持っていて海貨業の免許業務のほ

かに更に船社から船内荷役の伴わない業務，例えばコンテナ貨物運送のCF

S業務や船社のTRS（戸前受制度）の上屋業務も行える免許業を新海貨業

文は海貨無限定業と呼んでいる。

(3) エーゼント業は無限定免許の一般港湾運送事業である

取扱貨物ICも，利用者にも一切制限がなくあらゆる一般港湾運送が行える

一般港湾運送事業は通常船社から船積陸場業務を委託されるから，乙れらの

事業は一般に船積陸湯代理業（Shippingand Landing Agent l略して

Agentエーゼント）と呼ばれている。関西の港湾では，在来船の船内荷役

を船社から元請する一般港湾運送事業をStevedor（批ってステベドアー，

略してステベ）と呼んでいたが，乙れらの業者はエーゼント業を同時に行う
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から今日では関西地区でも一般にエーゼ、ン卜と呼ぶようになったが 1 今でも

もステベとl呼ぶ人々もいる。

(4) 海貨業とエーゼント業の相違

海貨業は以上述べたとおり，取扱貨物が個品，つまり定期船貨物に限定さ

れ，船社から船積I陵揚代理業が引受けられなし、から，エーゼン卜業iζ比べて

業域が著しく狭い。そのうえ，エーゼント業者は，エーゼン卜業務を社業の

主軸とし，そのほかに社内lζ海貨業部門を設け 課文は部制を敷き専従者を

配置して海貨業務iζ専念させ，海貨業の同業会lζも加入していて，一般の海

貨業者と激しい集荷競争を繰り拡げている。海貨業の専業者は同業者とのほ

かにエーゼン卜業者とも非常に不利な条件で競争を行わなければならないか

ら，定期船貨物不況期にはその経営は著しく困難となる。

(5）海貨業は公共性の運送業である

海貨業は一般港湾運送事業者であるから公共性の運送業である。港湾運送

事業法lと基づく一定の物的人的施設を保有し，運送貨物の数量ベースの運賃

料金の認可を受けて事業を行っているのであり，その事業収入は運送貨物の

数量により増減する。港湾を通過する定期船貨物の不況時には，乙れに即応

した運賃料金の引上げは聞に合わず，事業規模を縮小したり，利益の少ない

運送を拒絶することができない。乙乙iと海貨業の宿命的特異性がある。

海貨業は通称「海運貨物取扱業」の略称であるため，乙の通称、から運送業

としての語感が（5）かず，その語意から運送取扱業と誤解され，戦前の海道組

合法による自由業であった乙種海運仲立業の略称の乙仲と一般に呼ばれてき

たが，乙れは海貨業の概念を理解しないための誤用である。海貨業は定期船

貨物の港湾運送の運送人（carrier）で免許事業者であるが，乙仲は定期船

貨物の仲立業（スペース・ブローカー）で自由業であったが， 22年l乙海運組

合法の廃止と共に無くなったものであるから全く異質のものである。それに

乙仲は死語であり，海貨業者を乙仲と呼ぶのは誤りである。

しかし海貨業者は後で述べるとおり，運送取扱業を兼営して欧米のフォ
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ワーダーと同じ事業を兼営するようになったから，乙れらの兼営業者はフォ

ワーダーと呼ばれるようになって今日に到っている。

3. 海貨業のフォワーダー業への脱皮

(1) 高成長時代の海貨業

港湾運送事業法は昭和26年5月29日公布，同6月20日施行された。当時港

湾運送事業は登録制で運賃料金は届出制であった。

34年3月！全面的に改正し， 事業の目的の中lζ 「事業の健全な発達を図り．

もって公共の福祉を増進する乙とJを加えて公共性を法制化し 事業を免許

制K改め，運賃料金を認可制とした。 41年6月，免許基準を引上げ事業の責

任体制を義務づけて，一般港湾運送事業の胞設の増強を図った。 36年頃から

40年代にかけての高度成長期の波K乗って 海貨業者も引上げられ免許基準

を満し，物的人的施設を増強し，海貨業に専念して経営は向上した。

(2) 海貨業のフォワーダ一事業への進出

48年10月から第l次石油危機が始まり，わが国も極度の石油エネルギ一規

制政策を採ったため港湾運送貨物の減少を来した。一般港湾運送事業者は限

られた貨物の奪い合いのため激しい集荷競争を展開した。海貨業者は，港湾

運送事業だけの専業者としては！運賃料金のダンピング以外には荷主獲得の

武器が無く経営は著しく困難になった。そ乙で荷主lζ対して他社より優れた

サービスを提供するために通開業の兼業を特に強化し，まず海上運送の面か

ら海上運送取扱業を，次いで貨物自動車運送取扱事業，内航運送取扱業を開

始するほか梱包業元請，各種損害保険代理業を兼営し，倉庫業にも進出した。

乙れらの兼営事業が欧米のfreightforwarder (I略してforwarderフォワー

ダー）の事業と同じである乙とから，ζれらの兼営業者はフォワーダーと呼

ばれるようになった。

しかし，フォワーダーと呼ばれる海貨業者は今尚海上運送貨物のブッキン

グの主導権を握る乙とができず，荷主に直接ブッキングされ，海貨業者がフォ
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ワーダーとして行った貨物船積行為K対しても，わが国発着の場合は海運同

盟加盟船社からはコンペンセーション（compensation，つまり bookmg 

commission文はbrokerageで、ある）がもらえない。又，海貨業者は船社lζ支

払う海上運賃料金は原則として荷主の為lζ立替えない。以上の2点は海貨業

者のフォワーダー的業務が欧米のフォワーターの業務と根本的に異ると ζろ

である。

(3) 安定成長時代の海貨業

53年の第2次石油危機を過ぎてからはわが国の経済が低成長期に入り，港

湾運送貨物の増加率は年々低下してきた。外国貿易額乙号55年以後は増加し

てきて，特に56年以後は輸出が輸入を超えてきたため国際貿易摩擦問題を生

じて，爾来わが国の経済はし、わゆる定成長期lζ入って今日に及んでいる。し

かし，わが国の外国貿易額は安定成長しつつあるが，貿易貨物は軽薄短小化

しつつあるため，港湾運送の個品貨物は年々減少してきて， 59年からいく ら

か持直したものの貨物の流れは好転しない。

海貨業者がフォワーダ一事業を兼営しだした頃は，自社の港湾運送事業確

保のためにその補完的物流業を兼営してきたので，それらの兼営事業は自社

の港湾運送の顧客に対するサービス強化K主眼を置いた関係上，兼営事業そ

れ自体では必ずしも採算がとれたとは言えなかった。しかし，低成長期に入

るや，海貨業はそれぞれの兼業そのもので利益を上げて総合経営で収支均衡

を保つためにフォワーダ一事業を益々拡充強加する必要に迫られた。

4. 海貨業の利用運送業への進出

(1) 無限定免許取得の困難性

海貨業者が努力して無限定免許を取得し，エーゼント業lζ成長するととは

海貨業者最高の希望であり， 41年の港湾運送事業法改正以来の国の指導育成

方針でもあった。しかし海貨業者が無限定免許を取得するためには，新た

に船内荷役とし、かだ運送の必要施設とノウハウを備え，沿岸荷役及びはしけ
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運送iζ対する更に高度の免許基準を満さなければならないので非常に困難で

ある。今日まで乙の難関を突破した業者は全国で5指にも達しない程である。

今では他の海貨にとっては夢となってしまった。また，たとえ無限定免許を

取得したとしても今日ではエーゼン卜業界へ割込む余地がない。寧ろ無限

定免許取得lζ要する資金と努力は総合物流業への進出に投じた方が効果的で

あると考える。

(2) 利用運送業への進出

フォワーダ一事業，つまり貨物運送取扱事業には，運送取扱業，運送代弁

業，運送仲立業 運送取次業， 利用運送業がある。わが国の海運同盟船社か

らコンペンセーションが収得できない海貨業と しては，フォワーダ一事業の

うち，利用運送事業を行う乙とが経営上有利である。海運業のコンテナ化が

伸展した結果， LCL貨物の混載により船社からBoxRateその他の大口

貨物割引運賃で海上運送サービスを仕入れて，自社が設定する単品運賃との

利さやを嫁ぐ方法は海貨業者が行う利用海上運送業のーっと して効果的であ

る。乙乙IL着服した海貨業者は，フォワーダ一事業兼営以来，単独で，或は

協同で混載業を兼営してきた。なお，圏内運送においても， ζれまでトラッ

ク運送取次事業を行ってきたが，輸出入貨物の圏内協同一貫運送を主宰する

必要から各種利用運送事業を行って運賃の差益収得を狙うようになってきた。

(3) 国際複合運送事業への進出

海貨業者が利用運送事業へ進出した中で最も注目すべきものは国際複合運

送への進出であった。

わが国発着の国際複合運送は1971（昭和46年） IL.シベリア経由ランドブリッ

ジ・サービス（SiberianLand Bridge略称SLB）がはじめて一般港湾

運送業者を中心として開始され，続いてSea-'I、rain社， Ser-Land社，

による AmrericanLand Bridge (ALB），大平洋海運同盟船社， lと

よる Mini Land Bridge ( MLB ) , Interior Point Intermodal 

(IP］） 等が次々に開始された。乙れら船社が主宰する国際複合運送サー
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ビスの開始lζ伴い海貨業者もエーゼン卜業者も各々の先進グループが挙って

米国・カナダ及び欧州諸国向複合運送に乗り出し その取扱範囲を年々拡大

し，今日では既lζ海貨業者全国158業者（含新海貨・ 60年3月現在）の約4

分の lの業者が殆んと全世界に向ってそれぞれ国際複合運送のJレー卜を拡げ

ており，その他の海貨業者も多数進出を計画し準備中である。

(4) 世界の国際複合運送の歩み

1965年以前から欧州諸国では国際複合運送は無統制に実施されていたので，

ζれを各国共通のものに標準化しようとして， 1965年ローマ私法統一国際協

議会で研究し，国際複合物品運送契約K関する条約案，通称パッゲ条約案の

審議が国連の場で開始されてから15年間 好余曲折を経た討議の末，1980

（昭和55年）5月コンセンサス方式により ，全世界の多数固により，国連国

際物品複合運送条約（UnitedNations Convention on International 

Multimodal Transport of Goods）が採択されたが，わが国をはじめ，世

界の先進国が批准しないため未だ発効されていない。また， ζれらを速かに

発効させようとする動きも全くうかがわれない。

しかしながら，国際複合運送は国際貿易取引において需要が多し、から，欧

州主要国はフォ ワーダーの同業会や協会（Association）で標準運送約款を

制定して，フォワーダーがそれを基準にして国際複合運送を行っている。米

国は新海事法に基づいてNVOCCが行っている。なお，欧州諸国のフォワー

ダーの協調とその利益擁護を目的として1926年ウィーンに設立されたFIA-

TA ( Federation Internationale des Associations de Transitair-

es et Assimilesの略称。国際フォワーダー協会あるいはフィアタと呼ばれ

ている）が国際複合運送証券（FIATACT~）を制定しており，乙れ

を国際商業会議所 (ICC）が民統一規則の改正で国際複合運送書類と して

船社発行の CT~ と同ーの取扱いを特認した ζ とから ， FIATAの準会員

（正式会員が各国のフォワーターの集合機関の代表機関で乙のメンバーを

FIAT Aの準会員 と規定 している。）がFIATACT Xを購入 して使

用するようになった。わが国では，船社系以外のMTOはそれぞれ自社の国
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際複合運送証券 CMTKあるいはCTX）を発行してきたがFIATAの

CTXを発行する業者もある。 60年10月1日に社団法人になったわが国の日

本インターナショナノレ・フレイ 卜・ フォワーダーズ協会（略称JIFFA) 

も創立以来6年近くの間わが国の国際複合運送統一向上のため真剣な活動を

続けており，最近国際複合運送のためのMTXを制定したと ζろ，乙れがわ

が国のフォワーダーがMTOとなって行う国際複合運送K適合するので乙の

MTXを使用する業者が多いということである。

15) 海貨業が行う国際複合運送の得失

海貨業が行う国際複合運送lとは次の2方式がある。

A フォワーダーとして行う方式

海貨業者が荷主の貨物の輸送lζ最も効率的のjレー トを選び，関連運送機関

を選定して組合せて国際複合運送を設定し，荷主の代理人として荷主の貨物

をとの運送機聞に取次いで一貫輸送を完遂させて各運送機関から取次手数料

を収得し，荷主からは港湾運送運賃料金及び貨物取扱料金を収受する。荷主

には運送機関所定の運賃料金を支払わせ，運送機聞には運送責任を負担させ，

自らは負わない。各運送機関から受取った死及び運送証券は自社が保有し，

荷主lζ対しては自社の全区聞をカバーするForwardersCargo Re-ceipt 

（｜略称FCR）を発行する方式である。

B 複合運送人（MTO）として主宰する方式

乙の方式は海貨業者がMTOとなって，予め一定のノレートの国際複合運送

を設定しておくか，荷主の希望するノレートに国際複合運送を設定し，関連運

送機関と有利な条件で運送契約を締結し，荷主とは全区聞に対し運送人（M

TO）として複合運送契約を結び，荷主からは自社の全区聞に対する運賃料

金を収受し， MTXを渡し全区聞に対して運送責任を負担する。

自社は荷主となって荷主の貨物を実運送機聞に託送して，荷主との国際複

合運送契約を履行する。荷主から収受した運賃料金と実運送機関へ支払った

ものの差益を収得するのが狙いである。

A方式では，海貨業者lζは運送責任は無いが，し、かに多額の取次手数料を
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収得するかが海貨業者の手腕である。

B方式では，海貨業者の運送責任は重いが，荷主に売れる運賃が設定でき

れば差益は必ず収得できる。同業者間の競争が激しいので，売れ易い運賃の

設定がむずかしい。 いかに有利な条件で運送を仕入れるかがMTOの手腕で

ある。

わが国の国際複合運送はB方式で行われるのが主体であるが，海貨業者は

必要に応じA方式でも行う。欧州、同ミはA方式が主体で必要IC応じてB方式を

併用 している。それぞれの国情と歴史の違いがある。国連国際物品複合運送

条約はB方式を規定している。

わが国の国際複合運送のMTOを大別すると，船社系，商社系，その他

（港湾運送事業者，港湾運送事業を兼営する倉庫業者や陸連業者その他）と

なっている。船社系は船社自身が主宰するもので，海上運送は自社で行いそ

の他の区間の運送は荷主のために手配（arrange）し， それを荷主K保証す

る形をとっている。

わが国の国際複合運送事業は，その事業自体では利益を生んでいるものは

少いようであるが，各社共将来の発展を目指して重点を注いでいるようであ

る。乙れまでの最大の狙いは自社主力事業の業域防衛と更に拡充強化のため

の補完事業として遂行してきている。したがって，船社系のものは自社の航

路のJレー卜に限られ，商社系のものは系列会社の形体ではあるが，自社取扱

商品主体iζ片寄る憾があり， Jレー トも限定される倶れがあるから，系列外の

荷主は利用しにくい場合がある。

と乙ろが，海貨業者は元来個品限定免許の関係上，多品種，多形態，小口

貨物の多方面輸送lζ関するノウハウに優れているので，国際貿易物流が軽薄

短小となり荷主のニーズが多様式化した近年は，不特定多数の荷主にとって

は最も利用し易いMTOである。船社系や商社系MTOは特定商品や高級商

品の専門店であるが，海貨業者のMTOはスーパー・マーケットであり ，デ

ノfー卜メン ト・ ストアーである。乙の海貨業者のMTOの大衆性に将来の発

展性がうかがえるのである。

反面，海貨業者のMTOは資力信用の点と情報網の点で船社系や商社系lζ
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劣るとの批判がある。確かに海貨業者自体は大手の船社や商社よりは資力は

低いし，情報網も小さし、。しかし 信用は資力だけでーは保てない。運送の信

用は，安全，確実，迅速，低簾のサービス提供により生れるのである。海貨

業者のMTOが優秀な運送機闘を下請に使用し，その運送を厳格に管理して

遂行させれば荷主の信用は獲得できる。外国の優れた代理店と密接な提携を

行って， ζれらから諸外国の最新の情報を入手し，下請運送機関からの情報

と併せて荷主に適時的確に提供すれば荷主は必ず満足する筈である。

情報網の拡充とは必ずしも自己の資金で自己の通信施設を整備する乙とだ

けではない。むしろ，いかに他の通信施設を低コス卜で効率的に使用し，乙

れを荷主にいかに速かに正確に伝達するかである。乙の成否は熱意と誠意の

有無による。海貨業者のMTOが乙の熱意と誠意を活用すれば船社系や商社

系より情報提供が悪いと荷主から苦情を受ける乙とは無し、筈である。

5. 海貨業の総合物流業への脱皮

(1) 海貨業の総合物流業への進出

一般港湾運送事業は港湾通過貨物の数量の増減によりその経営が左右され

る不安定な企業であるから，港湾運送事業を基盤としてその他の物流業を多

数兼営して総合物流業に大成させて港湾運送事業を安定させ発展させようと

する考えが既に以前から政府にあって，運輸省の機構改正時以来当局ではそ

の方策を研究中である。

運輸省貨物流通局の考え方lとよると，総合物流業を営むためには次の条件

を必要とするという乙とである。

A 陸海空lζ跨がる運送サービスを提供するための運送iと関するノウハウ

を備えている乙と

B 安心して利用者が利用できる信用力がある乙と

c 高度化・多様化したニーズに効率的に対応できる情報ネットワークを
設定している乙と

A については，海貨業者のうち大部分の業者が今日ではフォワーダーに
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成長しているので運送取扱業として海陸各運送について運送代弁業 運送取

次業，運送仲立業による各種サービスを提供しており，更に新海貨業者を含

めて40業者以上が各種利用運送事業と して小口混載業や国際複合運送事業を

主宰している。乙のうち，多数の業者は次lζ述べる方法で航空貨物の運送取

扱も行っている。

乙のように，海貨業者の先進グループはAの条件を達成しつつあり その

他の海貨業者も先進グループを追いながら総合物流業に進出しつつある。

B Kついては，既に混載業や国際複合運送事業を行っている海貨業者は，

自営する一般港湾運送事業については免許事業者として十分の信用があり，

乙の信用lζ基づいて行う運送取扱事業や利用運送事業の実施lζ際しては，荷

主の貨物を委託する実運送機関の運送を厳格に監視し，安全，確実， 迅速な

運送の完遂を確認する乙とを怠らなし、から，十分荷主の信頼を受けていると

考えられる。 したがってBの条件は既に満している。

c については，海貨業者の大部分が既にOAを導入しており，近く主要
港湾のシップネッツ・システムが発足する見通しであり，大部分の海貨業者

がζれに参加する態勢である。乙の実施により，輸出では荷主の船積指図か

ら死入手までの貨物の動きが刻一刻コンピューターに打込まれるので荷主が

必要とする情報は随時提供できる。そのうえ常時船社の高度化された情報網

が随時活用できる し，多数の業務提携先の外国代理店やシッピング ・コレス

ポンデン 卜から広範囲に亘る最新の情報が入手できるので，海貨業者が総合

物流業者として成長するための条件は揃いつつある。要は乙れらの業者が，

いかに乙れらの総合情報システムを活用して荷主とのコミュニケーションを

深めていくかである。乙れを完遂させる鍵は業者の熱意と誠意である。海貨

業者は常に資力の劣勢をカバーするために優れた人材の育成により乙の鍵を

獲得しているからCの条件も満されるものと考える。

(2) 海貨業の航空貨物の運送取扱業への進出

わが国経済の高度成長期は海貨業者は押し寄せる海貨の港頭滞貨を捌くの

に追われて空を仰ぐ余裕がなかったが，低成長期IL入り同業者間iζ激しい集
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荷競争lζ入るや海運の衰退に比べて空運の著しい発展振りに気がついて限を

見張った。そして，将来の空貨の激増を見通して50年頃から海貨業者の先進

クソレープは航空貨物の運送取扱事業に乗り出した。

航空貨物の運送取扱事業には，（1）利用航空運送事業（貨物） （通称航空貨

物混戦業。運輸大臣免許事業） '(2）航空運送取扱業（貨物） （通称航空貨物

取扱業。運輸大臣に届出制） ' (3）航空運送代理店業（通称航空貨物代理店。

IATAの免許制で運輸大臣に届出制）の 3事業がある。乙のうち，（1）は，

複数小口貨物を混載して大口貨物として混載業者が航空会社に支払う大口低

率運賃と荷主から収受する単品運賃との差益を収得する事業で収益性が高い。

免許基準が著しく高し、から海貨業者は一足飛びには到達できない。（2）は空貨

の航空会社への取次業だが，航空会社からは取次手数料が収受できなし、から，

有名無実である。 （3）は航空会社の営業代理店業務を行って集荷した貨物の運

賃の一定率（通常5%）の金額を代理店手数料として収受する事業である。

乙のIATAの免許基準が実績評価方式で非常に高い。

そ乙で，海貨業者はまず航空貨物代理店の集荷代理店（俗lζIATA

Sub Agentと呼ばれる）となって代理店から集荷手数料を収受しつつ，

実績が免許基準に達した時ICIATAlζ申請し，審査を受けて航空貨物代理

店となるのである。乙のようにして代理店としてのノウハウを十分備え，集

荷力が大きくなったらグループ方式の空貨混載業lζ参加して混載業を行い，

将来独立して単独混載業者iと大成するのである。現在までにIATAの航空

貨物代理店免許を取得した海貨業者は僅少で，他はいずれも集荷代理店の段

階であるがその集荷活動は活発である。

航空貨物は海貨業者が見通したとおり，近年著しく発展している。 51年か

ら60年までの10年聞にわが国の貿易額は87%伸びた。乙のうち，海運貨物は

77%しか伸びていないが，航空貨物は実に214%も激増し，全外国貿易額iζ

占める空運の割合は51年の6.9%から60年には11.6%に飛躍している。 60年

の空運によるわが国外国貿易額は輸出4.3兆円強，輸入4.1兆円強で合計

8.5兆円弱となり，外貿全額73兆円の11.6%に達している。総合物流業l乙大

成する条件としては航空貨物の運送取級いは不可欠である乙とが理解できる。
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(3) 海貨業の総合物流業への脱皮

以上述べたように，海貨業者のうちの先進グループ40業者以上は既に総合

物流業に進出して着々成果を挙げつつある。

その昔，海運のコンテナ化の兆しが芽生えはじめた頃から今日を見通して，

海貨専業者に対して， 「海貨業を基盤とする国際フォワーターに脱皮せよ」

と機会あるどとに呼びかけて2昨経った。今では殆んど全業者がフォ ワーダ一

事業を兼営していて，その中の4分の lは既に総合物流業者として育ちつつ

ある。その他の業者も乙れに続いて総合物流事業への道程としての利用運送

事業であるコンテナ貨物の混載業と国際複合運送事業には是非共進出する ζ

とが望ましい。

既lζ海貨業を基盤としてフォワーダーに脱皮した海貨業全業者lζ対して今

度は「総合物流業l乙脱皮せよJと呼ひ．かけたい。 ζれζそ， ζれからの時代

における海貨業者が港湾運送事業を営みながら長く生き延びるための最高の

活性化対策であると確信する故である。
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A STUDY ON PORT-HARBOR AND INTERNATIONAL INTERMODAL TRANSPORTATION 

ー ESPECIALLY,CENTERING AllOUND TUE WEST COAST OF KOREA -

Prof. Jae Ha Kim 

Chapter 1: Introduction 
1. Notion of International Intermodal Transportation 
”United Nations International Multimodal Transportation of Good Treaty" was concluded 
by United Nations Convention on International Multimodal Transportation of Coods in 
May 1980. Definition o f”International Multimodal Transportation of Goods" stipulated 
in Article 1 of the General Provisions of the treaty reads, "International multimodal 

transport”means the carriage of goods by at least two different modes of transport 
on the basis of a multimodal transport contract from a place in one country at which 
the goods are taken in charge by the multimodal transport operator to a place desig-
nated for delivery situated in a different country". In other words, "Multimodal 
Transport Contract" means a contract whereby a multimodal transport operator under-
takes, against payment of freight, to perform or to pτocure the performance of inter-

national multimodal transport. Therefore, the combined transportation operator of 
international cooperative and continuous transport are granted with the guarantees 
of (a) Singleness of transportational subject, (b) Singleness of transportation, (c) 
Unitary freight tariff and (d) Singleness of transportation liability As an example; 
Such material forms as Land Bridge Service, the diverse cooperative and intermo<lnl 

tでansportationalsystem and its economic nature are pattern of international intermodal 
transportation. 
Thus, International Intermodal Transportation assumes liability for all sections of 
transportational route and maintains the constancy of freight by transporting cargos 
from the door of consignor ・to the door of consignee with organic combination of more 
than two different modes of transport. Also, in view of national economy, interna-
tional intermodal transportational system minimizes total transportation cost and is 
a synthetic transportational system most suitable for rapid and safe transportation. l) 

2. Problems of International Intermodal Transportation 
1he characteristic of international intermodal transportation through the medium of 

container is prefeてencebetween its route and relative parties. The main routes 
which are linked with thfs country are (1) American Land Bridge (ALB）・ A route th rough 
which cargos are transported to European countries after being transshipped on the 
East Coast of 令hPUnited States acrossing American Continent being connected with 

railroads at harbors on the West Coast of the United States after acrossing the Pacific 
Ocean. (2) Canada Land Bridge (CLB）・ Acrossingthe territory of Canada by rail road 
after acrossing the Pacific. (3) Sea and air transportations via the West Coast of 
North America: Transportation to European countries loading on aircraft in Vancouver, 
North America and Europe after acrossing the Pacific. (4) Sea and aiて transportation
via South-East Asia: Transportation to European countries by transshipping on aircraft 
after transporting to Hong Kong, Singapore and Vancouver. (5) Intermodal tτansporta-
tion via European route・ Intermodaltransportation to the inlands of European countries 
by transporting to European ports through European route (via Suez Canal). (6) Mirtl 
Land Bridge (MLB) (shipping company service): Transportation to Gulf ports on the 
East Coast of North America acrossing the continent after transshipping on railroad 
at ports on the West Coast of North America after acrossing the Pacific. (7) Interior. 
Point. Intermodal (shipping company service): Transportation to the inland of North 
America after transshipping on railroad at ports on the West Coast of North America 
after acrossing the Pacific. (8) Riverst. Interior. Point. Intermodal (RIP!) 

1), NACFC'I Trailer/container traffic, Special llulee for Containers Measuring Le•• 
・ 'nlan 400 CUbic Feet Inoide Dimenoion, P 255. 



A Study on Port Harbor and International lntermodal Transportat10n 17 

(shipping company service): Transportation to the inland of North America after 
transshipping on trucks at ports on the East Coast of North Ameγica after coming 
to the ports via Panama Canal (9) Intermodal Transportation between Korea and 

America (forwarder service): Foτwarder service applicable to (6) and (7) (10) 

Intermodal transportation between Korea and Japan: Transportation to the inland 
of Japan after transshipping on railroad or truck at Shimonoseki Port after trans-
porting to Shimonoseki Port by Kwanbu Ferry from Busan or by container ship from 

Inchon Port. (11) Inter『nodaltransportation between Korea and Taiwan・ Transpor-
tation to the inland of Taiwan after transporting to ports of Taiwan such as 

Kaohsing, Keelung and others ports transshipping at these ports. Also, there is 
another route through which cargos are transported from Korea to the inland of 
Taiwan by way of Keelung port. (12) Intermodal transportation between strait 
localities of Korea and the South-East Asia: Transportation to the inland of Korea 
after transporting at Hong Kong, Singapore or Bangkok. (13) Intermodal transporta-

tion to Africa: Trans poτtation to the inland of Afτica by railroad or truck after 
transporting to Lagos and other places. (14) Intermodal transportation to Austてalia:
Transportation to the inland of Australia by transshipping on railroad or truck after 
transporting to Sydney or Melbourne. (15) Intermodal transportation to the Middle 
East・ Transportation to the inland of the Middle East by acrossing the continent 
by truck after transporting to Dubai, Dammam, Kuwait and Basra Port by container, etc. 
The above routes "re operated by such carriers as shipping companies and airlines who 
operate their modes of transportation for themselves and, in addition to these ~re 
diverse by such diverse enterprises as transportation handling enterprises, overland 
carriers, warehousemen and shipping agents as NVOCC (Nonvessel Operating Common Ca-
rrier by Warer). However, international intermodal transportation service cannot 
fulfill its function sufficiently as transit transportation. Therefore, overall 
regulation by public law is necessary for international intermodal transportation 
that can change the function of containerization from hard phase to soft one. 
For example: Problems such as terms and conditions of trade, financing, insurance, 

liability of carrier, B/L and various freights should be systematically solved so 
that transportation can be undertaken with Add on Rate and Network Liability System 
by issuing through B/L. Especially, terms and conditions of trade, financing, in-
surance, liability of carrier, freight and Letter of Credit may be referred to July, 
August and September issue of "Problems of International Intermodal Transportation" 

writ ten by me and published by ”Cargo Press".2) 

3. Policy of Readjusting Port-Harbors to cope with Containerization 
To cope with the increase of the quantity of goods transported by containers, it is 
urgent task to frame a policy for readjusting port-harbors by securing sufficient 
capacity of marine transportation and by expanding port-harbor facilities From 
the beginning of 1980s, Korea began to act a leading role in the world in the field 
of the capability of shipbuilding and of manufacturing container. Also, the number 
of container owned is also ranking high in the world. In view of economic prere-
quisites and of the trend of international intermodal transportation, the formula-
tion of policies for marine transportation and port-harbor will be accelerated for 
the re-arrangement of port-harbors of this country to cope with prospective contain-

erization. 
Neverthless, in”Post Development ”published by UNCTAD, it was asserted that, as the 
most ideal form of current container development system, and in the case of tradi-
tional port cities like Busan of Korea, a container transportation system in which 

2) Jae Ha別配”Proble問 ofh日rnatlonalIntermodal Tr•n•portatlon＂，即時 － 49 
"Trade tran•portatlon”, Aug. 1986，”lbld”， pp 45 -48. Sep. 1986, Pceu Cargo, 
August and September 1986 
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container terminal soly undertake~ loading and unloading of container while such 
incidental function as storage function, sorting function and custom clearance 
function are transferred to I.C.D. that is geographically near from final con-
signee or initial consignor may be recommended.3) Also, in”Measures for Ration-
alization of Container" publiRhPrl hv KATST (Korean Academic Institute of Science 
and Technology) and the Ocean Research Institute, the u尽elessnessof local con-
taineτport-harbors was asserted by mentioning，”. • • now ad包quac.v can no longer 
be found in the reason for the existence of lo'cal container port-harbors in this 
country. Accordingly, one port-harbor for one route of one country or one harbor 
for plural routes of one country should be recommended”. ln extremity, they asserted 
one port for one route or one continent.4) 
Corresponding to these assertions, the scale of Busan Poτt is lagging behind its 
increasing volume of container owing to the delayed start of the construction of 
its container pier, which was resulted in a blockade of lurther growth of the port-
harbor. On the other hand, in order to be prepared for probable development of 
room for further development of Inchon Container Port, an exclusive container port 
is constructing in Kwangy町、（！.B&y on the South Coast. In addition to these, in 
view of prospective relation with Communist China and of syntheatic development 
of territory, a plan was formulated for the development of Biin Port on the West 
Coast to construct a large-scaled container port of international level. Another 
plan was framed for the containerization of international inteてmodaltransporta-
tion that connects respective transportational organ of sea, land and air together 
after constructing Ocheon Feeder Port and Mado Feeder Port as base ports. 百1e
intended purpose of these plans is, in view of efficiency and principle of compe-
tition, to change the routine circulation system, a type of ・’followingafter demand" 
in which service is adapted to demand to a reverse type of "developing demand" 
with mutual assitance (cooperation and tie-up) of relative parties by curtailing 
administrative power to a possible extent in view of publicity. Therefore, confront 
tasks are rapid development of the capability・ of international intermodal transporta-
tion system that gives option to users and improvement and expansion of new con-
tainer port-harbors which are competition prerequisites in demand for traffic 
service and readjustment of port-harbors to cope with intermodal transportation of 
containers based on the background of plan for the construction of new ports. 
There are 1,868 port-harbors in Korea and, among these, 44 are designated port-
harbors. Among the remaining 1, 409 port-harbors including fishery harbors, there 
are Inchon Container Port, Busan Container Port and Kwangyang Container Port that 
is to be completed in 1987. This means that, where there are many local port・9
the theory of one port for one routs of one country or that of one port for plural 
routes is nonsense. Also, it is considered that transferring the function of ware-
housing and sorting to ICD except for service of mother ship and marshalling func-
tion which container port-harbors must perform is contrary to the function of 
intermodal transportation. Futhermore, the West Coast of this country is a vast 
space that has a strong possibility of constructing new’.porl.!1 of international 
level and such ports will be able to handle ever-growing quantity of cargo to 
be transported by container. If ICD transfers custody, distribution and storage 
functions of port-harbor to inland, ICD of inland port type that is not collecting 
and distr士butingcenter of cargo can be a harmful factor that hinders the rapidity, 
economizing and safety of international intermodal transportation, unlike the func-
tion of European ICD that is like an inland post wher,e such functions are perfectly 
fulfilled at exclusive container pier. 
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Ch,.pt貯 2 Int"rn司tionalintnm吋 altraneportation and dir..ction of crv町 l>mdtransporta-
ti。nof containP.r. 

1. Int~r帆tlo'l•l l,.,t.,rmndtl trl¥'lsportation And dir<>ction of t・ransportAtion by cont"lin"r 
tT11ck. Int・rnPtlonPlintormodAl traneport~tion 1~ formP.d in traffic m~rkP.t throuph 

~om噌tltim 酬明V叫 chmPtms of t同 ffic •rd fr!'!" 8Pl.0ctfoηby u gρre. It ie " pluralistic 
cut、ic "y•tom cov~riηp t円1cks,tr月ins,mArin" tran’portiitio.,, air traneportntion. 
Thor,.fnrP, it is An indispMs"bl" pr,.misP. for廿1ρconstructionof int.,rmodal transporta-
tion sy枕哨 ofsM, lar叫 andair by cha押 ct.,rizing the eystem with the peeulia rity of 
"Aeh m"ane of trar咽portationby r町stad円。uatelyallocating budg!!t t。themin or廿円rto 
most剖 itablyeov貯 thP.P.ntire tP.rri tory with this eyst開. Especially, in trail!!r tr回ト
portation syetem, computerization of information ha凶lingis ir討ispenaablefor the 
問団tructionof such system. The readjustment of public road transportation which makes 
the central eystem of trailer transportation as the etarting and ending marks of inter-
班活altraneportation is the node of port-harbor traneportation eystem which is the core 
。finternational intermodal transportation. Connection between port-harbor and intermodal 
traneportation may be expected by co田 tructingpiers for containers to make preparation 
for the increase of the m皿 tity of both hor国咽adeand foreign・madego。deto be tranepor-
ted and by exp皿dingand improving road tr回 sportationin the rear ba~ed on a plan 
concerning廿1e quantity of goods to be transported by containers （πU) • 1) • A plan 
for the organization of r国 dnetwork in the rear. l'ixpress-highways plans to be connected 
。rexpanded under the 2nd Plan for MultiplP. Pur下oseDevelopment of the Land, th" 5th 
Fivト TearPlan for宵cono皿ieand Social Development and plane for the development of J(wang 

Tang Bay and Biin Port”follows: (l）・ Inor由 rto connect between 

Table l. Plan for the expansion of trans凹rtationnet＂。rkfacility. Biin and Daejeon, construction 

口assti Scale of project Period of of聞 inriustr吐al"xpress-hip)iway 
cation - Description Section fkml Project with 4-lane and a leneth of 
Road e時間sionof e却ress-Taejon-K•angju 170.7(4 laR'S) 1982 1986 畑1should be started. 

highways ；.：~~ ~＝~~~l~n l~fl~： ：：~：：~ 1985 ：：：~~ ｛の.In abrf'ast with the double-
Taegu-Masan 84.2(4 lanes) -1991 tracked railroad, 2 2-lane 

~~~~~＝~i；~.~~ Taegu －~~~~ － 330.0 1987-l捌 exprese-highwayshηuld b" 
Expansion of e司 目白ー parall符1with th" ri ver-sid台
higoways Je。njuN四四n 58.9(4 lanes) -1988 ？。良凶d al。n~ Kum lliv"r Bおnk(KunM 

" D叩bl• 臼a出ingof ~~：；口
H。n胡 Line b向 e。町1円t向din 19117. (1) C。n厨t

－ 
K向n箆 BuLine Cπ5，咽n-Don• Toe'" 285.6 1984-1988 ruction of a 1.-lan向＂xpr~ss-

同日町日山dynn policy o r 附川町 T，山田バ•＂O" hi付lWaybP.tweP.n Inchon and Mokpo 
( :';'! ＇：~；；~：：~；.：· h叫 ip ,;, Th' '"'"' Port E<oo叫刊 along the W•rnt C cast Lim> 
吋 ti仰いdcost: ／，~も1111on Won) and aotiol.e-t.racking of the West Coast Railroad sh nuld 
be started at thP. snme tおM with th句 eomplPtion。fbank nt the mouth of the Kum fli ver. 
(4). The 4-lane P!xpre..e・-highway that connectti Jinju, N由回onJ.C. and Kwangju shnuld be 
connee ted with the 88 Expr凹トHighwayand the West Coast ExprMe-Highway at Nmnwon. 
空＇・ p開 bl個。fもransp。r
8仇ipet。。btainhigh w。rkむ1gr色ti。. At the e皿 etime, a study should be回 deto giv" a 
hiゆ productivityto the trucking industry・Especially,in overland transportation of 
containere, reliable ard rapid wi thdrawl。fcontain~rs and overland transportation of 
暫首ptyeontaineni ehould b~ aeei@l'led t。truckereand a cerいinsystem酎10uldbe establi-
11hed so that皿 chsystem can be profitable to trucker11. ll Also, tasks in relation to 
凹 erlandtran11portation or containers and in abreast with the develop鴨川 ofinterォnodal
transportation ..,.stem are as foll何 es (1). Systematizing overland transportation and 
cone tr・uetionof powerful tr回 eportationnet闘技. (2). Re-organization of tr回 sportational
capacity to be equipp剖 withp開 erfulcapability of collection and delivery・（ヲ）. Jmpro” 
vement。fthe ability of har泊linginformations by introducing ∞町市terfor the managemP.nt 
or containers，問lative皿 chinery,equipments and faciliti・s.仏）. lmpr。ve問 ntand exp担叩
sion。rrn叫 faeilitie11and田 pple田 ntationof existing regulations and systems of over-
la凶 tran!!p肝 tationfor廿1eP-stabliehment of international intermodal transportation 
町st.. m. 竹.r.ost of inland transportation. TherP. ie a trer唱。fprolonging the distance 
of int..rnAtional tranep。rtationcau9..cl by the expansion of trade by the Pacific natione, 
o( incr,.Min~ th＂＇酬 antitvof四odstran・porヤdby containPrs and of building and using 
l¥. HACFC"・Trall•r/Comta1 n• r tr色ffic,~p•cial Rules f。TConta..l用 roMeaeuring Le＂町田
ι内、Cubie?e備も Insido Dimonsion, p 25 5 • 

r 』
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1門戸－~1z"'1 coηtei n"r ehips. Ae a r .. sult, int,.rriatiomil intP.nnodal transportation 
ey~t .. m, wh"n Inchon Por屯 isuef'd for ~ods of町 portor import，仙台 costof tranepor-
t~tion is only 1(1(1100(1 Won for 100 tone of cargo. How"v"r• coat of inland transporta-
tion to臥1sanie 1，ι∞，。00Won. Therefore, cost to Inchon Port ie low by 1,100,000 
：ぉ；。~nw：：なa：~eo~a~~~~n＝~~argofe~~~t2}e l~~ ~；♂；；；官。；；nb~i~p~：~~~：~~！~ npor-
tation c。., Ltd., they abolished, in August 19110, differential freight system that 
had been applied to Inchon and Busan Port. F.ven if differential freight is charged, 
coet at Inction Port is lo嗣 rby 770,000 Won if cost of overland transportation is 
included. 3) ’ robl• l. llhen differential freight is not charged 

ιJassiticaUon >eouJ lncnon-Yokohama Scou 1・伽凶son司v。kohamn
Freight tariff W243,540,000 百育方百万百百

185,870,000 
16 820 000 

Cost of overlnnd transportotion 43, 020, 000 
Stevedorin• charge 16 .710 000 
T。tal・ "303 ,270,000 － Table l, 

附endifferential freight is charged 

Ci白sification Se凹 llnchon-Yokoha<阻
Freight taritt WZ 10, 000, 000 
Cost of。verJandtransportation 43,020,000 
Stevedorin• char.. 16目710,000
Total: "269 ,730, ooo 

Se五瓦下両sanι花正面瓦師a
現百万百万茄
185' 870' 000 
16,8l0,000 
官官古百万茄

&terial : Jae Ha Kim；”Ibid”p 21，和eKorea Port Econ岨ic• A回 ociaもion;
1986 

Nevertheless, 80 percent of exporters and 1且porter唱 ofSeoul prefer to Busan Port 
eince they are lack of the consideration of total cost system for saving cost in 
血aterialcirculation. 

Table 3・＝；·~~~~o~fH~~~：， h町 bo目 by国民間日町anhationsin the sphere of山 in仙 eace

Cfassi＜，ー
ca.ti。n
Tot瓦r.

‘ 1983 、
1984 、

lmport ’：xPort T<>t.gJ Inchon 8usan Other Inch~ Busnn 町 CTS
Harbor Harbor h町回目 Total Harbor 陥加x hnr;:;, 

54,032,479 32,066,278 1,727,269 238,932 6,6四，4344,285,230 2,292,535 101,60~ 
100 94.2 s.o 0.8 100 64.1 34.3 1.6 
16,791,292 15,863.220 846,120 81,952 3,446,699 2,267,967 1,429,399 49,333 
100 94.4 s.o o.6 100 66.8 32.8 1.• 
17,241,187 16,203,058 881,149 156,'80 3,232,735 2,017,263 1,163,136 52,336 
100 93 ,9 5.1 1.0 100 62.4 35.9 I. 7 

Heterhl : or rlc• of C u品。町 Adminiotr,ti o川 Inv••tiiratl 。n ＂叫
St•thtic• B\n唱＇＂• 1986 

As eh帽れ ebovρ，inth角 pP.rfnnnancf!of inland transportation with cont泣n~r,., th!'! 
pAtt.P.rn of contain"r traηeportati。ni!I d .. t..rmin"'d by inlar討 tr町、eportationif the 
t .. rm,. And eのηditions of IMrin" trar咽por・t11tionar＂開聞記 th tho~＂ of inla吋 trans-
porti!tj nn. IJIJW~V叩，問 to tr・aneportAtionb:r contAln"r train, coat of transportation 
le l円r.r＂附阿 ffの？”伺h。rtd:l!!tAnc縄開i'11!to円 C"ssiv"capitlll cost. Jn th" c11＂併の f lonp. 
M叶.~c~ '"d of j,,J~-.d t叫時間rt•tlon of con11l.e,,ore 11r償却tto pre 向rtrirnsportation 
f"1 hj mWA:V• h~r.•11~1> Of CO•t O.f 111PintP'1!lnC" Of t•rminels And則的 hindP.rinl! factors 
叩•in11t th" irit .. ~rl..ct improv .. mont of thP ,.ff,.ct of intP.nnodal traneportation eyst個目
崎 olo:viriv11 eoeのndm"•ne of tr~n~porti1tion when carg。haeto be dP.li刊円dto final 
e~rpo own町 aIn問刷。111ieanalysis for thP sel同 tionof th" most凹 itabl"place for 
contein"r pi .. rs And, in cae" cost。fcontainPr transportation on the hip:hway occupies 
51' to 80 P＂町内 tof all e却 en!I咽， costof cont・1間 rtransportation on the hi！，＆】wayin 
the arf'J&S of Seoul, Busan, Daegu, Kwangju, Narnwon, Kwangyang Biin, Ocheon and Mado 
arl! respflctivel:r d仰 rminedrefiecting estimated 0/0 volume of cont山 erof each a刊 a
after computing unit cost of the bueiQeBe of container transportation on the hi~way 
ar叫 thetotal cost of the rueine阿・ 4}

2) Gil s。。 Park．”A c。mparacivestudy on the oost of t=ansporting goods of eoq>。＂
and lop。rtat Inch。nHnrb。rand Bu93n Harb。，.. , the •econd v。lume,pp 7Q-73. 

笥1, Sorioo ~o，勺~ of”＂＂＂ Soo Hnrbor“published by Office。fMaritime企
Port Autliorib. 

叫；；；：rf~ ； ~~：·~！：： ， ~u：~~~：~：＂~：~ ~：；n~；o：：：：ァ；；e·~;v~iv!0：。：：：.：： 1~~~~~なE
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Th旧e,f.nt@rnational int.ermodal tr皿 sport.at.iongreatly eave time of transporting cargo to 
an area in a short or medillDI di stance凹 d 凹 chtransportation is greatly effective as a 
etratP.gie m"ane of int昨 nationalintermodal tr回 sportation. Port-harbor, railroad !'nd 
airp。rtrespectively shares a part of the世1oleprocess of transportation and 4ltimately 
they are connected by a terminal to display thl'! function of international int匂rmodal
transportation. Int .. rmodal transportatl on貯 stemshould grPatly uplift the gravity of 
trucki n,<t by displayin,<t, to the maxirum extr.nt, th円 pr.culiarlty of intermodal transpor-
ta ti on前 ichro11d t刊行ichae. 2. Int.,rnstional inteMOOdal transp。rtationand dir.,ction 
of tranAportat:I。nby col"ta:ln•r train. In l(orea, quantity of goods transportro by contai-
npr tr~in 同s 6<n，何明何Uin 19勺9, Th,. ouantity ie inc向田ingP.VP.rv yPRr and if the 
柑 An+-it.yof 10'’9 iA aseum..d to b,. irn, t.h,. ouantit~＇ wee ,77 ,noo Tl'U in目的 oran 
iner~• "" hv "" pore,.nt, 4!1凹 m:Inp廿1stthis t,.nd•"'lcy of incr.,asP. is constant, it is 
•"lt.iclpot吋 th•t th ..... u.ηti ty will b,. incr.,asl'd to Approx. 1,166,0(1(1 T司Uinl9n6 and 
•pproy, l,!'11.(),01"11, 'l"'U iη1999. A comr-rison。rthP. eh•rP. of r11ilrosd with th符材、ole
刊1•ntj ty of notl on•l tra~eport•tion sh。附 th•t th"' sharP. of railroad w11s 5. 9 pP.rcP.nt in 
19伽，nd6.6 p~rc,.nt (incrP問 ..dby （），マ P＂同町 t)in 198 5, A compari eon of th円 ehar<'!of 
SPoul-Bus•n with thP whol’ou1mtity of n•tional transportation shows that thP share of 
SP.Cul-Bu開 nwas 15.1 p,.rcent in 1980 and :n.5 P"'ro<'!nt or an incrP.aee by 7・hp貯 c<!!ntin 
1985. 
Table I.. Yeorly tendency of cont l) •ιapacity of railroad trans-
4 ainer cargo. l'nl" ｛九IYO""") p。rtaもionof containers. 

In Korea, assuming thaもthescale 
of facility will be the回 erage 
value or 7 berths of the whole 
scale in 1989, estimated quantity 
to be transported by railroad will 
be 102,191 TEU in 1989.停

Year 
'lassiflcation 
司王τIOnO了一一一一
(i >er.,,;,, ＂＂】
S•ou J- eu'"" -
incr.,, in• ra"l 
Railr"d －ー

On the basis of 110 working days 

w 一－' ....回J 円 山，回日 per Yf'l¥r based on working diary, 
~n the adoption of quanoity of日中国 behandled昨日chbe<th ln f<>ml• m・rngeq1antity to be transportPd 
p lon for conta!ne<叩 d3nd 同uipmen民 oap•billty。fstovedor1n8 per be ；~~ °l'.Y r1d.l吋 11dwill hP. 'lln’MW  
g<aduo lly lne<eases f n •cco吋anee叫 ththe scale of facilitv to be installed (2,fYll. units) p円Tda.y ar泊／，（）"1

~：c~ ： ~~i .. ~：：：’：；e CY'." c ；~· .~： t：：：：：；；：：：よ.~~；」：：；~1~~.~fょc~：~： c~；；＂：~ TEU pn d匂 :i.nhi同1問 t-<lP.mand
initial .cag• of fa<Ui町，，叩pliedin che application of sceved。≪ngoapa- eeaeon. 日開府内r,railr・coR!ltrans-
bility per berth, it is anticipated that a phe岡田nonof •ho rtag巴 o f the p。rt~tion of contllinρr will b~ 

~~~~~i~~ ；二acl~ ；；h~＇！！h~~c：；ょ：~：~·：：.：！：~ ， ：~·_r~~~： i ！~~；：·~： ：！.：~： d, 96 TflJ (61, unite) per trip，刷ch
•u<plus in叫 S<contmay be made on <he in it ta! s<a<e. In 。rderto p同 vent出 is ill double quantity transport引tby 
conocrad!ction, In Chi• plan, all of 207,000 TEU "" appliod In cho doco"'lnatlon a train consiet.。f/.I, fr句ip:ht
:; ~~＝n:c~！~. o；ょ：ロ：：c~！~：~， ~ヘ；：e.~：；；：e o：ょ：：：·＝~~；：.h:::::":, ＇；：：~ ；；！；y c・m (48 'l'F.U). 'ih旬開fo珂， ., ... 
百 1'quontity is neoclv s•me 叫th the quantity (209叩oTEU/Ber出 In1982】 q山町tityin high-demar前iseas。n 
：~＂：~＝~＂ bv p：；：へ
(1 -a berth•). per day by five trains. 

The開 for",index in highest-
de同叫町田onis 1.21 (!80寺

川， M 仰 t均 canbe皿 ltipliedin町町esue as。perating2 trains per d~y or 
4 trainl!I per day and so forth ・However,as an example of allocation of estimated quantity 
of containers to be handl“at railroad terminal within the pr岨 ieeeof container terminal 
In the case of operating 4 trains per day for roond-trip r~epectively for 200 days in a 
ye町町叫ヲ trainsper d9'f for 60 daye ar凶 2trains per day far 50 de.vs，匂leallocation 
or the fr・equenc;:rof operation ie ae follow町
Table 5 • Allo四位。nof the frequency of ope四tingc。ntainer目叫n.
出抽町 Fr<甲町cyof op町町ing Railr<>d 恥ontityof g。。ds。Edaりv trdns per day for 
round-trio TEU UNIT 

司00 ‘（384TEUJ 76,0UU 51,200 
60 3 (288 TEU) 172 ,280 11.520 
so 2 (192百Ul 9,600 6:400 

Material Office of M•riti田＆ Har回rAuもhorlty；” Top。gra悼icSu門町
and Selection。zPlace for the d肝 eloP""'由。gContainer 
Piers伺 p63. 

From the table on the 11モft-handside, 
we can see that, on the basis of th合
8岨 eghen conditione or stevedoring 
raciliti伺 atSeoul and Busan as 
existing conditione, the numbt'!r of 
container (TEll) transported by train 
can be incr・asedto approx. 200,000 
TEU per year con可parinswith 57, 500 
TEU in 1979. lf addi王ionalcapacity 
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can .be。btainedby increasing the number of train for daily operation to 8 trains per 
da.v ror 。ne-wa.ytrip respectively or by incrP.asing the number of freight car to /,fl per 
track, the capacity of railroad "'111開 achup to approx. 270,000 T明日 per year and this 
value is s四円 withthe estimated value f。r1986 ar叫 1991for transportation betweP-n Seoul 
and Buean・Pres朋 tly,Office of National Rsilroad has 400 freight carB for c.-.ntaini宅内
町、dth師 musthave 4f1fl more cnntainP-r train in 19S6, If they fail to increa凹 thenumrer 。rcontain凹・ trainto be op.,rated between Seoul and臥isan,the number of cont凡in<'r引＇u
to hP. handl円db,V truck will bl'! 205,fl(l(l TF.U in 19116町叫 2笈l,(1()(1T柑 in1 991 comparing 
with 19~ ，N1f\ Ti::ll of 1979. 判附efor•" OfN.e・ofNational Railroads should hP.rP.11ft"r p.et 
’1t of l':y。nirbuAxiB {SP.cul －臥tsan)and should閉 tablishcontainP.r t .. nninalR at Da"jP.on, 
Tiri, MAmwon, 'KwenP',1u •凶官wanitch"°" in orrl肝 tohandl・lonp.-<iista.ncecargo. Th同 ρ5
t, .. nninnJ !I AT'; Anti c1pAt吋 h r"c"i v"' a'KI forwa吋 approx，円わ，nnn'1"'.U by way of Bus勾n,
!fwAnl' To"'P'• 11Bn, nch.,on a可lMAdo・Ueo,it is llnticip厄t剛ith•t some 119n,n代、 Tl':Uwill 
h ...... c，汁，dAT叫ん吋銅吋i...Jin 1991. If同 il閉店d tr•nsporte 5n p貯 c"ntof this volum..,, thP 
volum,. will hn i.,er叫 Bodto •opro文・ 11",mfl TF.U in 19116 a柑 to?J,5,n<、n'1'1'.U in 1991. 
ヲ）.M時間何時 forth .. tn叶 porhtionbv e。ntain円・ trains. Ma.t .. rial l!IPll.SUres for thP. 
d時 .. 1。pmrmtof fr,.j凶tlin"'!ItransportAtion for .,ff刊 tiVI! door-t~oor tra.nsport,.tion and 
for th，時tAblishmnntOf intP向田daltrsneport>1tion町 et"'marP. as follower (1). F.stahlish-
m""t of effective transit system 11此 edwith trucking. (2), Intr。ductionof computer 
eyst酬 forinformation syst明・（3).Exp回 si叩 ofthe capacity of transportation by 
container train. （ι）.Long-term plans for the construction of a double-trackP.d river-
包iderailroad parallel with the West-{:oast E却 ress-Highwaywhich will connect Inchon and 
Mokpo and whieh will be completed in 1991 and for the eonstruction of other double-
tracked railroads to connect Biin and Daejeon, Kwang Yang and N四 Won,Po Hang and 
Mokpo即 dNamwon and Jinju. 3. Overland transportation of container and function of I .c.D. 
Inland depot ie a place曲 ereemall cargos are consolidatP.d after being coll,,cted from 
the inland of the country・H。redetaily, I.CL cargoe transported to truck te円ninalor 
train terminal art'! filled up in a contain町 atan inland depot that actsもhe role of 
inland containP.r base or inland containP.r depot from which containP.r filled up with 
Ir.L c11.rp.os ie tra.nsportPd to cont1tin"r port. Inland depot or inland cl,.11rance dPpot is ”t up at 11・ conurbotion (bu~int'!eB of popnlation c<>ntP.r place), an imp。rtantfocus in 
inhr泊 trafficnPtwork ar討 isus1111.lly loc11tP.d about 5n to 6n km aw11y from port-h11rb。r。F f•eto可 for th .. pn巾 os,.of tran11portinl! coneolidatPd c11.rgos by cont.ainPr truck or 
r .... J,.htli可，.r・<Mini' to 1 ts RCAlP. that rf'"1dPre円巴onomic,.ff.,ct, inland transportation 
＂＂・tn”n干、，，.，jηimlz阿I.In othPr wor廿s,11.ll containPr car1rne arP. coll<>ct!'d at ICD locllted 
in ” en.,urh•t.1oηT守 th" CO＂＼~olid 仰tion rol,. of ICD and thP.n the c11r!'OB arP. r"fulA rly 
t時 ntop。rt..:!to """t~i.,nr oort or consiim”・ ThρrPfore,it 11.cte a rolP. of c。nsolidntion
mポ dlstrihutionof CPrpos which l!r,.atly rP.<lucee thP. incrP.a!ling tr .. nd of avP.rae:e cost. 
Al~o, with s;v~t 司Mtic coo:rdiTIAtion am possibility of control of such functions as CY 
fll'1ction, mAnUf6cturin~ function, stock manAgemen七functionar討 warehousingfunction for 
maximum profit and minimum巴ost,inland depot, from the notion of modern markηting, 
altP.re port" to an interface for international interm:idal transportation nr討 alsotransfeJ 
routine port function to ICD that is away from pier while LCL cargos are broken ay CFS 
ar凶 improvement。fcue tom forma.liti es pro冊 teeefficiency of port. With the establishment 
of !CD base, trunk road transportation and local dietribu七ionare claeeified and laq;e 
quantity of cpntainer transportation and epeedfying it become possible in this sy枇凹，
cargoe are transported from coastal railroad terminal to container pier wi仙 roadtrailer 
between sections of trunk road transportation如何肉（traileron freight car) mP.thod or 
in C0fC (container on frei@ttt ear) method taking advantages of Bpeedfying railroad and 
minimizing肘 iginalcost in long-<l.ist阻 ce.This syst四 canease traffic congestion and is 
an econ咽 icintermodal transportation syet四 thatincludes the features of short-distance 
highway transportation and long-distance railroad transportation system, small loads of 
many consignors are loaded in a full container at road terminal (RY} and then carried 
by contain..r truck to the door of consignee at廿1edestination. Locations for the 
construction of IGO may be selected to Seoul Area, Hona皿 Ar開田dllyongsang Ar同 onthe 
baeie or top。gr却，)ticfactor町叫 volumeof contain!'r. Here, Seoul Area covers Kyungei-do 
Province and P:angwon-<!o Province excluding Se四 1and Inchon. From this area, Kyonp.bu 
"xpr.,ss-hi@hway ar泊 γoungnamexpress-hil!hway are connectoo togeth甘 atObone Railroad 
b•nnin.U.. For C!'!ntral ArP.a, with a lev附 of!!Xisting P:unsan Port ，廿1eE九tewayto DaP jeon ・ituatρdin th .. c•mt・•r of thP. t .. rritory. Biin Port, Ocheon Port and Mado Port叫iichare 
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to t、， e内” •tl"'1ct od, •" l門lor泊 dPpOtnf e角rl'Or.ollccti onρy対 di5tr吐butiont:vpP. m司yb弓
co － ~t刊ct!'CI ~t Kwnnl'cheon thP. c .. nt町 of"xpr＂明 -hi内WBy!I的 ich conn.,ct J "on ju and 
J•nl' h担 g, Bii"l Al対 DaPjPon 角川 Inchon and Mokpo And of th円 double-tracked rnilroad 
。rth~ w .. 11t Co1111t thAt connPet11 Ch .. onn•n, Marlo, Kw11npcheon, Janghang, Kunsan and 
Yiri tog .. th町‘・ Onth" o廿＇＂＇rhar叫， forKyongsang A r"a, a groupai;" ci叩otmay b丹 construe-
ted at Ku~hP.on, the CP.nter of Kyongr、runCircum which c凹 er!!Jinju, Msean and Ulsan 
台xcludingBusan ard of Kyongeang Circum which covers Ar討ong,Daegu ar討 Pohang.
Hon型nArea connects Narnhae express-highway and 88 F.:xpres11-Highway and is situatctl on 
the border between Kyongsangnar』doProvince, Je叩 abuk-doProvince and Jeonanam-do 
Province前ichcover l '3 counties. Al開， itis the center of the South-West part of this 
country and an inlard depot of inlar叫 porttype that will be unique in this country may 
be constructed at N回 wonthat is near from P:w四 gjuwhose gateway will be Kwangyang 
container port that is being constructed. Thus, in abreast with the development of the 
intermodal tr回 eportationof阻 rinecontaine四， inlandcontainer transp。rtati。nsyst。m
will act ae feeder for mar吐netransp。rtation. F.speci ally，討1eninternational intermoda工
transportation syst四 stepsinto full-scale op貯 ation,marine container transportation 
will depend upon the achievement of inland container transportation. Ther唱forP.,the 
success or failurP. of international intermodal transportation will cause direct and 
serious competition between railroad and highway because virtually C咽 petitionarises 
in the coll町 tionof container cargo from inland. However, as we can see from rngular 
e:xpress car!'o train system ar凶 inte向。ntainereyst開 enforcedin the United Kin同om,
Franct'! ar吋 oth肝町何pP.ancountries where inland container transportation ey~trm is 
dev供lop吋 ar泊 fromPil?!';I' Back Sy~tem enfo向付 inth角 Unit・dStatP.s, containP.r trans-
portation on r11il.ro羽町討 hi内way1trP. combi n吋 inth"' form o.f mutual suppl.,mP.ntation, 
rnthP.r th"n comp.-titiv" rPl'ltion. Aleo, in int.,nnodlll inla叫 transportationsy円tP.m,
roAd tr11n•n肝tAtion di~ph;v thρ 山間tinnof f押 d肝 S!'r'l'ie同 fromrailro1td t .. rminRl.. 
Thor.,for .. , hil'hwnv tr~n叩ort•tioηnηt only lOAd!!I n .. :xible and div向円esize of cerl!O 
hit ~1,.n m•k円 1 nt.•"'100札 trl\叶port.tion emooth b;or car円rin11:from d問 T ta door owing 
tn i t.e moトiljt,v. 作、 th..。り1・rhon<!, as railr。adtraηsportAtion can carry cont,.Jn~rs 
fη 叩・ntjtマ •ncl l'A・t,1t. U"rfonn~ eoll~れtion "nd tr11'1Sff'!r of cer伊 rror".. rriciP.ntly 
th•n hiPh＂角v tr~珂河口。rt舗tion do・，． l'1nw "" ean e，供 ft唱mthP abov" discu司sionthAt the 
e明句tr.,ctionof /1 JCD9 for SPoul Ar..a, C"ntrRl Ar唱， HonamArea and Kyonl".!lang A rP.a 
c~n b" d"fln..d開 th.. c。n11t刊 ctionof groupap:P. d"pot9 ae”ICD”。fcargo collPction 
snd distribution t;vp .. , ..xcluding th.，”inland cl問 rancedep。tof inland harbor type” 
at Na耐 onof HonAm ArP.a. ThP prP.!!lent construction of Obong Railroad terminal, the plan 
for Office of Cuetoms Adm!.nietration for the constM>ction of etorage place for 
exclusive uee for inlar叫 containere ar対出円 constructionof general CFS ar叫 ICUby 
Korea Maritime and Port Authority are not for the pu叩oseof expanding Busan Port that 
ie now in its 1知吐t.Now the writer proposes the neeceesity of developing 1 large base 
port of international level on the West Coast to be prepared for the increase of d凹 and
for port in 1990s and for the prospective possibility of trade with Co四mmiatChina 
町叫 theestablishment of !CD t。1皿provethe efficiency of inteMllOdal transportation 
of container by transferring the function of CY and CFS to inland for the establishment 
。finternational intennodal transportation eyst回 ofcontainers. 
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Chapter 3 Conclusion 

1. Conversion of Container Transportation Marl《et to Multi-Calling at Port-Harbors 
In door-to-door intermodal transportation and in competition among land, sea and 

air, competition power of marine transportation is てelativelydisadvantageous. トlain
competition is developed on overland transportation. The freight rate of marine 
transportation is uniform regardless of tonnage whether it is a single ton or 1,000 
tons. Furthermore, as international intermodal transportation is a transportation 
in which capital is concentrated, the Freight Confeてenc巴 considers that the emergencp 
of transportation of container by nonconference vessels is impossible. However, the 
rapid increase of container hull caused the improvement of container pier as a resuH 
of the stてucturalchange of container transportation market and the improvement caused 
harbor function as a new pardigm.l) 

＇＇＂・ 0 ＇°＇＂叫四回 r~·~•o ltrt川＇＂＂＇回同~ ~‘ 蜘 V巳hA・・rleanl'aclflc Con~ Line 
!I.αJO t鵬首' ※＂Shipping and Trnde News": March JO. l98J 

v。1"mewas tried ba•ed on the talkin卑ag<eementl0107 made by Korea. 
Japan/North Pacific Tariff Alliance (TPJK). Jopon. Kocea/Wen Conada 
Tariff Alliance (J剛C)and llong Kong Taiuan/North Pacific 

01…g w……ge of 14…凶 l5 rJ円0
t。nsof the volume 。fhull recently during six years 
shows more than 2 times of vessel surplus stRte. /¥s 
to the reflection of freight index, we c~n see from 
隣 ＜Fig.山 atS川山ng山山 of freight was such 
協調 that the index of 106 in 1981 was in the same level 
協 offreight prevailed seveτal years ago. Owing to マi山 W山叫 ofSea Land Co叩町 from山 ancefor 
l 2 years and 5 months, serious competition against 

H;,,,h；百＇＇＇＂’h；、 ＂’.1回1朋目戸E n。nc。τtfeてencevessels was resulted in an abrupt fall一
陥，.，’.1：凪叫闘；d
1979.2) This change in container transportati。nmarket and the levelling。Fservice 
for containerization expedited pursuit of the most adquate route of inland transpor 
tation and cutdown of transportation cost As a result, the followings became nece-
ssary: (1) Creation of synthetic harbor space to be prepaγed for the magnification 
of the size of container: (2) Provision of more delicate service by establishing 
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intermodal transportation てのutes ・ Ex is ting 
MLB (llini Land Bridge: /¥ railroad service 

route that connects harbors on the East Coast 

of North /¥merica and Fulf harbors 九Fter acro-
ssing North /¥merican Continent) and lPI (ln-
ter Point Intermodal) introduced by TPKJ 
(Korea ・Japan/North Pacific Coast F同 fght 
Alliance) are Micro Bridge Service that trans-

ports cargo to the inland point of North /¥me-
,;;,; rican Con・tinent, i.e. development of Unit 
Road System.3) 

，，..，..閉s1976 1917 19川刊，... 国語同I Thus, the structural change of container 
柚tcd•I ,h；開i噌 U叫官山 Ne明 .s叩＇＂＇担＇＇°・＇咽 transportation maτket caused conversion to 

multi-calling at ports. Also, the productivity of container pier widened the domain 
of local harbors from mere feeder service or tramper port for international inteτー

日 Jae Ha Kim ”Con日 inerport activation •nd inte~odal transpoctation", a theai• 
included in a collect<。nof Korean. Chine,. and Japane•e academic th.,1'e• and 
read on K。te•-Ch lna-Japan International Academia Conference in ”arch 1986 
2) Takehikio Kimura.”S tructural chan•e of container transportation market ana 
pore”； PP 36-37 The Japan Port E~onomics Assoi:iation, No. 21. 
J) Takehiko Kimura：”lb id”. pp 35-36 
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modal transportation to the wide-ranged and deep-rooted purnult of economicτa tion-
ality and socially adapted purposes in coastal ind us try, development of comm1111 ity 
and city, formation of harbor, circulation and environment. In this situation, 
conversion to multi-calling at ports should be taken into consideration as a new 
and paradigmatic container service for the development of local harboτf mm the 

viewpoint of protes tantismic ethics of state, rommりnfty, city, enterprise, people’宍

economy and the society and even of ethical ideology of capitalistic idea (Protest-
antishe Ethik und der Geist des kapitalismus). 

2. International Intermodal Transportation and Direction of Long Te引nDevelopment 
of Local Container Port-Harbor 

Considering that, even with the activiation of Inchon Port and expansion of R11s九n
Port to its limit, port facilities will be in short for 38 ,000 ,000 tons of cargo 
out of prospective 480,000,000 tons of cargo to be transported by containers in 
2001, 4) constructions of new port-harbor is much more advantageous than the re-
development of Busan Port even for the establishment of International Intermodal 
Transportation system. Therefore, plans should framed until 1987 for the construc-
tion of Yeocheon Petro-Chemical Complex, completion of the construction of Kwangyang 
Iron Refinery Complex, expansion of pier for iron refinary, readjustment of Yeosoo 
Port as a base port for service, Kwangyang Port as international container port-
harhor, expansion of pier at Samil Harbor for chemical raw materials, readjリstment
of Yeulchor、’Tarborfor light industry on the reclaimed land of 26,000,000 mζalong 
with the coast of Yeulchon-myun Township, Yeocheon-kun County, Jeonlanam-do Province 

to be prepared for coming Pan-Pacific Age with a goal of constructing international 
container port. Also, inτelation to the largest indus tてialcomplex of this country 
located at Yeulchol-myun Township, the capacity of Yeulchon Port should be expanded 
to a total length of 5,000 meters for container including the existing pier that 
can receive 250,000 DllT at the most. Further, in order to be prepared for prospec-
tive demand for port of the nineties and possibility of trade with Communist China, 
foundation of container pier should be formed at Ocheon Port and Mado Port based 

on the new Bi 1n Container Port that is in international level in size. Titis for-
mation of foundation should be prepared when the development of Busan Port comes 

to its limit. 
Further, any harbor is a prerequisite for the function of international intermodal 
transportation and it is indirect high effect on the maximum utilization of port 
capital and on the development of relative industries.5) In other words, expansion 

of port facility and effective operation of port which fall within the range of 
international intermodal transportation system reduce the import price of goods 
and improve competitive power for export, 6) together with international intermodal 
transportation. On the contrary, ineffective operation of port in one’s own country 
and insufficient port facility cause the increase of expenses and congestion sur-
charge and consequently transportation cost is raised and lost the function of 
international intermodal transportation in international competition. 7) Especially, 
only effective management of port or international scale for rationalization of 
contafoer・can establish international intermodal transportation system.8) In other 

4) Jae Bok Lee ”Past ten years ot port construction cost and port development 
direction" p. 16 "Pore No 10＇’ the Korea Port and Harbor Association. 
5) UN・ Port development; A handbook for planning in development countries; TD/BC, 
4(175, Ne" York; p. 1, 1978. 
6) Sea trade, Monthly, J。urnal, V。1 5: p. 29; No. 12: London. 
7) F. Voigt, The importance of the transport system for economic development 
process, Econo悶icCo•回iss ion for Africa, Sales No. E/CN, 14/c. 
8) R Robinson: "'Modelling the port on operation sys回m",Economic Geography, 
Vol. 56; pp 31-33，し。ndon
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words, in international intermodal transportation, container port is First), intra-
port subsystem of international container port that defines the physical limit of 
container port and Second), port-inteてlandsubsystem that includes inland area 
starting from container port and Third), port forland subsystem which incl11c1eR 

regular liner and port of destination or port of origin. As we can see from the 
above, construction of new container port is Rn 1!'1nortAnt nγnトle!'l1n tl,p dpci只fon 

of a policy to meet ever-growing demand foで transportation by container and s11pplv 
of service and for international intermodal transportation of sea, land air that 

is suitable for containerization through container port of system. 
J. Conclusion Remaτk 

”Harbor and international intermodal transportation" is the common subiect to be 
discussed at the 24th (Conference (1986) to be sponsored by Japanese Harbor Economic 
Institute. Mv problem consciousness concerning this sub.1ect is as follow只 (1)
Economic growth→e pansion and intensification of overseas marketサreducementof 
circulatory expenses, a problem may be arisen in view of low cost, rapid and safe 
transportation when Korean goods are exported to U S. market. (2) Intermodal trnns-
portation is not merely overland transportation－タport－ヲTiarinetransportation司 even
after unloading, international intermodal transportation is the most reasonable means 
of transportation for port→overland transportation (or air trnnsportation). (J) 
From international viewpoint, intermodal transportation that includes relative尽
countries was mainly propelled by the industry and ”what influence does it rQnder 
to port of a country？” is considered to be the key point of port and intermodal 
transportation. On the other hand, the terminology of "Intermoda 1 Trans poγta tfon 
System”was generally used in the industry and relative r.overnment-department in 
this country. However, its meaning is not yet scientifically defined. Especially, 
problems which may be arisen out of international intermodal transportation arc・
First), Oiversification of the route of international intermodal tてansportatlon.
Besides such forwarding agents as shipping companies and airlines who operate main 
transportational means for themselves, services are offered by utilizing the serv.lces 
of these forwarding agents In other words, services of transportation are carried 

out by intermodal transportation agents, overland transportation agents, warehouse-
men and port operators like so-called NVOCC (Non-Vessel Operating Common Carrier by 
Water). Route connecting port with European circle and the United States which 
have a wide-range of interland is the very domain to be studied. Furthermore, in 
this domain, transportation service motivated by competition for route is problem-
atic. Most of all, International Intermodalτransportation System arose hRsic nro-
blem to traditional and customary practise of transactions in trade and other systems 
for which marine transportation was constituted as a base for international trnde.G) 
In other words, the kernel of problem to be looked into is a through review of con-
ditions of trade, financing, insurance, liability of carrier, bill of l ndinr,, 
various systems of freight and establishment of new order for what the system should 
be. 
Nevertheless, according to an academv announcement invitation letter forwarded to 
me from Fτof. Toshio Kitami, Chairman of Japanese Harbor Economic Institute for seem-
ing object of discussin良 concerninglocal harbors and function of intermodal trans 
旦竺竺旦£.1.'.i.it seems to me that he wanted me to studv over instances occurinQ in Korea 
and, in response to his request, I attempted a social scientific and descriptive 
study with a problematic sense on the policy for the formation of foundation for the 
constructdon of international intermodal transportation system in Korea and, especiallv 
on”port and international intermodal transportation system”centering around the West 
Coast of Korea. 
9) Harbor Operati。明；＂Perspective。fHarbor operation", Series 5; pp. 11-12 
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(1) Before a pier wa尽 con-
structed at Busan Port in 
1978 for exclusive use for 

container, container volume 
already reached above 500,000 

TEU and even after the constr11c-

tion of the 5th Pier, 40 peγ－ 
cent of the entire volume was 

handled through CY/CFS of off-
rlock and, in the me;in time, 
the 6th Pier was opened in 
1983, container volume reached 
up to 884,000 TEU which was 
far above the prescribed capa-

city of the 5th and 6th Piers combined which was 72,000 TEU and the actual handling 

volume was only 61 percent of the entire volume and the remaining was handled by CY/CFf 
off-dock, which was virtually resulted in the additional burden upon exporters and 
importers and furthermore it was the very cause of weakening competitive power in 
international competition. It was evaluated that all these result came from the in 
sinceてeresearch report by KAIST which gave a base for the errorneous enforcement of 
policy .10) Furthermore, there was a remarkable gap between the ha sic achievement 
value for 1976 and the planned value for the same year As a result, owinR to the 

shortage of then port facility, in feeder service with Japan, cargo owners had to 

bear a heavy burden of 190 Dollars per TEU (price in 1980) incurred from transporta-
tion cost by mother ship of container and cost of container by feeder, and such costs 
were caused by uneconomical transportation costs such as cost for trans-shipment, CF, 
cost for transit to off-dock and CY/CFS and handling charge. 
'!"hus, development of Busan Port reached trial and error. Take a instance, problem 
was inland CY of Busan Port. It was estimated that l~ billion Won was necessary for 
the construction of an unit of CY. Presently, the areas of pier for exclusive use 

for container is 200,000 pyung while that of inland CY is 300,000 pyung. The pro-
portion of pier to inland CY is 38 to 62 percent while proportion in the function 
of virtual operation of container is 14 percent for pier and 86 percent for inland 
CY. In consequence, it is obvious that the construction of a large-scaled container 
oort of international level is indispensable in abreast with the trend of construc tー
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ing and using large-sized 

container ships. 
Unit' Ship The number of ships smal I.er 

than 10,000 O¥VT class was 
百C:W,ooo 10,000 - 20,000 -30,000 -4o,uoo - so,ooo 

20,000 30,000 刊，ooo so,ooo a above Total 1,296 in 1979 or 70 percent 
DWT O町 OWT D肝 OWT D附 ofthe entire number. 1n 

J瓦瓦二二百盃正三
19J9 1,296 349 69 35 13 66 1,828 1984, the number w;is 11 
Proportion 70‘ 19.山 3.8‘ 1.9‘ 0.7‘ 3.6も 100‘or17 percent of the entire 
~；~，－J肌 11 185 203 159 98 1 663 number or a decrease to 
Pro問 rtion l.河 27.9¥ 30.叫 24.帥 14.叫 し出叩帥 1/40 In 20,000 to 30,000 
Kat•riall J .. Ha Kim附 A・tudy.。np。Hey。fMarine Traneportaもionar世 Port・f'IWTclas sー thenumber of 

in Korea: p 211 The 11:。m h出 Econ叫 oAooo山 tion:1馴 shipwhich multi-calling 

at Busan Port was 69 or 3.8 percent or an increase by 3・0 6 percent (203 ships). In 
30,000 to 40,000 DWT class, number of ships which multi-calling at Busan Port was 
466 ships or 61 percent of the entire number of 765 ships. In 1983, 765 ships out 

10) ~~~＼1 ＇.可；；t for adequacy for the 3τd Step development of Korean ports"; 

Tabb 2・Cl回目ificatfonby the cla•e of container shi p• which 
oloppedσver at Bus回 Porも．

Peri。d



28 A Study on Port-Harbor and International Intermodal Transportat10n 

of the entire number of 1,1品2ships an increase to 66 percent. The reason wa宍 thM.

in order to save transportation cost, ships of 30,000 GTW class were generally u男ed
in the past. However, it is a worldly trend that full container ships of Renernnli-

zation are widely used not only in this country but also every country is hurridly 

constructing international container port with a water depth of more than 111 metern 

(2) Considering this international trend and perspective of dispe r尽ingcontainer 

ports in localities and the change of the composition of world trade, the direction 

of readjustment of piers under multi-calling at ports service shows that, in KorC'a, 

24 percent of read]ustment is performed in avernge every year, 10.1 percent in Janpan. 

22 percent in Taiwan, 11 percent in Hong Kong and 26 percent in Singapore.11) A 

plan should be propelled for the re-development of Inchon Container Port on the on 

the West Coast aiming at international intermodal transportation in view of the 

present tendency of international container main route (Singapore一一一ーHonf;Kong一一一ー
Keelung- Kobe) to change to regular sea route network that covers Shanghai. Tient-

sin, Tsintao and Dairen, foreseeing the possibility of trade with Communist China. 

τable 3: Plant for Developing Piers at Container Harbors 

•Developing Inchon Harbor: Additional Construction of 8 Births (1986 to 1997) 
『 Break"ater . 300 meters ’ 
-Quay (SO ,000 D町） : 27240 ,,_ • 
-Volume of dredging ・ 25,600,000 mJ 
-Stevedoring facility : 20 cranes (including 4 to be additionally provided 

for巴xisting pier). 
合 DevelopingRi In Harbor: Construction of 6 berths (1986 to 1997) 
-Quay (50 ,000 DWτ） : 3 ,080 meters 
Volume of dredging 36,600,000 m3 
-Stevedoring facility 22 cranes 
Floodgate(S0,000 OWT). l 
-Floodgate(20,000 DWT）・ 1

会 D.evelopingOcheon Harbor and Mado Harbor: C。nstruction。f2 Additional Berths 
(1986 to 1997) 

-Breakwater : l,690 meters (South side・690meters, North side. 
1,000 meters) 

-Quay (50,000 DWT) : 2,800 meters 
-Volume of dτedging : 4,846,000 m3 
-Stevedori口実 fac!l!tv : 20 cranes 

会 DevelopingKo Kunsan Harborτo secure site by filling up, with dredged clay, 
inside coast line that connects islands after selecting the most safe place 
against wind and waves by utilizing the heavily indented coast line between 
Sunyu Island, Shinshi Island and Munyo Island is initial task to be performed 
After securing site, the outer harbor of Kuns an uill be moved to the fro引 side
。fthe site if development of B!!n Harbor is not realhed. 
合 EitherBiin Harbor or Kunsan Harbor will be selected for location 

※Pr刊貯同 hvJ." . .i~： J包lyl明6
(3) Functioning contai!ler pier is more important than speedfying SL-7, the superhigh 

speed container ship. Especially, a plan is framed to construct a container aircraft 
transportation system consist of container truck, container trains and container air-
craft and such system will be linked with intermodal transportation on land, sea and 

air centering around container port. 
(4) In Korean system of inland transportation of container, 75 percent of tot~l volume 

is shared by container trucks. The perspective of public road transportation on 
highway is bright seeing that the entire volume of cargo is transported by container 

trucks from container pier at Busan Port to Busanjin and betw噌enObong Terminal and 

warehouses, cargo owners or factories. In America, container truck is replaced hv 

trailer because the horse power of its engine is half of that of truck. The number 

of container truck register色d.in Aiherica・iS13;4oo;ooo -40 perヒentof 仁hetοtel 
11) Cargo Press Co・：”Astudy on international inter冒odaltransportation, pp. 
28-30；”Monthly Trade & Transport”・ Aug.1986. 
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number of truck operated all over the world. Of these, 55 percent ts scrapped 

every year 百ius,50 percent of overland transportation is replaced every year 
by new type trailer. However, Korea has to plan for transpoτtation by container 

trailer. Furthermore, domestic production of truck or chassis should hurry up 
Tn addition, domestic assemhlv or manufacturini; is difficult. 

(5) Not to speak of the construction of double-tracked railroad on the West Coast 

to circulate around Busan, Kwangyang, Biin, Kwangcheon, Seocheon and Inchon, 
readjustment of system for exclusive railroad transportation of containeγs, ma nu 
facturing of train for exclusive use for containeτ，construction of lnlanc1 depot 
(Base railway station for transportation and container dispMi tion depot) of 

cargo collection and distribution type, establishment of large-scaled netwnγk of 
fτeight liner, construction of effective relav transportation system on the ;ixis 
of liners, development of containers for exclusive use for each item of good気 、
introduction of lease svstem, rational operation of on/off rail transportntion 
and re-establishment of poてtand inland transportation system are necessarv for 
international intermodal transportation system. 

二Lど一一一一←一一一一一一一一一一一一一 （日） ln int…山nal
URBAN ACCESS ROAD !KWAN尉附G) ~ I intermodal transport.o-

L：「抗、 同ナiτヨ~g子｜ 山 nsystem, is i nrlis- . 
I,.'._'"' ¥ ~＇oo品r同 ；MみJI pensable sing] e cnrri.er 's 
ー｝』u1；，主袋廻!l"JL liability or uni form 

沼山~i~~~ ' ／、，1:!1窃”し一；i；：.・2川町 liability system in 
____. ¥' ..，＿＿＿，，...，＿置凪 ＂＂＇＇：~甜＼~I'";:;::·;;..,: which a carrier hecome 

'"'" ＇・＇・::::;;;:;,; the principal boclv and 
‘Cロ山F other transpoτtat ion 
'' ~：；：：；－；， organ become suhcon-
＂＇・lh・・？町..... tractor for transpor-
'・ ・；；“：J「 tationunder a contract 
：之江、 linked mutually by 
：：.：.’：：：；，. different transporta-
(I・...

司 d山.，f.- tion organs of Jann, 
~＇＂.~：：二月ea and air. Also, 

diversification of 
liner by harmonizini; 
the low freight of marine 
transportation with the 

rapidity of air trans-

portation, establishment of multiple warehouses for exclusive use for agents, for-
mation of warehouse complex within the premises of cargo teてminal,provision of 
middle or long-term facilities for air cargo through Government-controlled systema-
tization of data of cargo to be cleared through the customs and readjustment of 
international intermodal transportation system are necessary. 
On the initial premise of activating Inchon Port as a container port of the Far 
East and, at the same time, of functioning Busan Port and Kwanp,vang Port as inter-
national container ports until they come to respective limit, this thesis enumerate<! 
measures in the above for the increase device of international intermodal transpor-
tation through the supply of scientific informations and reasonable distribution 
of resources. Also, this thesis presented problems to determine the intention of 
policy whether the cited measures are for reasonable international intermodal trans-
portation or what influence would they render to international intern】odaltrans-

portation of containers. 
Finally, this analysis made on the phase of civil engineering works, cost for the 
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construction of a container pier on the soft ground on the So11th Coast and cost 
for the construction of a dock at container port on the West Coast are same 

Rather than the result of a general review of the cost of constructing pier只 at 
Busan Port or Kwangyang Port and at Inchon Port or Biin Bay, upkeep cost, m九na-
gement expenses, working expenses, inland transportation cost, construction or 
expansion of linking express-highways, sod a 1 expenses such as the price-rise 

of peripheral lands, volume of cargo to be transported and so forth, a prerequi-
site was set with the triangular traffic network construction of land, sea and 
air for svstematizing Inchon Port and New Biin Port inteτnational intermo<lal 
transportation, together with Busan Port and Kwangyang Port in view of prospec-
tive relation with foreland Communist China and of overall development of terri-
tory. 
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国際複合輸送と港湾機能
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1 .はじめに

市 来清 也

（流通経済大学）

国際複合輸送は，国際間Kわたる生産と消費を結ぶ一貫輸送サービスを提

供し，国際物流の総合的合理化をはかる乙とをその特色としている。そ乙で

は，国際フォワーダ一等により，一貫責任のもとに，海陸空の各種輸送手段

の組合せによる物流システム化が進展しつつあり，乙れらが港湾機能にも大

きな影響を及ぼしつつあるものと想定される。

乙れらに関して，国際複合輸送の発展にともなう港湾物流の近代化および

港湾機能の変革 ・課題等について，以下，考究する乙ととする。

2.国際復合輸送の概要と特色

国際海上コンテナ船輸送の進展や国際航空輸送の発達にともない，コンテ

ナを利用したドア・ツー・ドアの国際輸送が可能となり，国際複合輸送は国

際物流の合理化をはかる主な方策として登場してきている。国際複合輸送は，

単一の輸送契約のもとに，異なった複数以上の輸送手段を組み合わせて，

2国間の貨物輸送を発地から着地まで一貫して行うものである。乙れについ

て，1980年国連国際物品複合輸送条約では， 「国際複合輸送 (International

Multimodal Transport）とは，複合運送人が物品をその管理下IC置いた
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一国のある場所から，荷渡のために指定された他国のある場所までの，複合

輸送契約lζもとづく，少く とも2つの異なった輸送方法による物品の輸送を

いう。単一方法による輸送契約の定めると ζろに従い，同契約の履行に際し

行われる物品の集配の作業は，国際複合輸送と解釈されてはならない」と定

義されている III0 

国際複合輸送は，具体的には，国際間の雑貨個品輸送の合理化をはかるも

のと して，コンテナを媒体としたユニット ・ロード・システムにより行われ

ており，最初の複合運送人が全区間の運送を引受け，その一部または全部を

他の運送人に下請輸送させる方法がとられている。すなわち，乙の国際複合

輸送は，利用運送として，輸送手段の選択組み合わせなどにより，それぞれ

独自の内容，運賃料金をもったサービスを提供し，荷主企業の国際物流合埋

化に大きく寄与してきているのであるが，乙れを行うための条件として 一

貫した運送責任，複合運送証券の発行，通し一貫運賃の設定の 3つが必要な

ものとなっており，乙れらに関して，まだ過渡的な面も一部みられている状

況である。

国際複合輸送の現状をみると，その主宰者（複合運送人）は，船社とフォ

ワーダーに大別される。すなわち，船社はその海上コンテナ輸送の実績を基

盤とする一貫輸送と して，欧州航路経由一貫輸送，アメ リカ ・ラン ドブリッ

ジ（ALB），ミニ・ランドフリッジ（MLB）， インテリア・ポイン卜・

インタ ーモー夕、Jレ (IPI)などのサービスを行っている。また，フォワー

ダーは利用運送業と して，シベリア・ランドブリッジ（SLB），カナタ・

ランドブリッジ（CLB），シー・アンド・エア（Sea& Air ）の諸サー

ビスをはじめ，米国，カナダ，中国，韓国，欧州， 濠州， アフ リカなど世界

各国を結ぶコンテナ輸送を利用した国際ドア・ツー・ドア（またはポイント・

ツー・ポイン ト）サービスを行っている 。

3.国際フォワーダーの活躍と港湾物流

(1) 国際フォワーダーの概念

フォワーダーについて，その概念や本質を把握するととは，国際物流業と
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してのあり方や港湾物流との関連などを検討する上で重要な要素になるもの

と思われる。わが国では，フォワーダーに関するものとして，運送取扱人等

について，商法や事業法iζ規定されているが，特iζフォワーダーそのものに

ついての法的概念はなく，通常， 乙の語は物流上の経済的概念と して，物流

関連分野，Kおいて広範に使用されており，不明確な点も多い。そ乙で，乙乙

では物流業としてのフォワーダーの実態に基づき，その概念、をまず検討して

みたいと思う。

物流業は，他人の需要に応じて商行為として，物流用役を提供する事業で

あるが，乙れは，単lζ輸送業や倉庫業，港運業などの事業そのものを指して

いるのではなく，乙れらの事業が経済社会における企業の生産・販売活動に

ともない発生する物資流通過程での一貫した物流活動を対象として，その総

合的合理化をはかるために有機的存在と して機能する事業である乙とを本質

的内容としている。すなわち，物流業においては，包装，荷役，輸送，保管

などの個々の物流サービスを単に提供するだけでなく，荷主企業に対し，専

門的立場から，物流の効果的選択・組合せや運営，システム化，取扱などの

ソフト面のサービスを提供し，荷主企業における物流の一貫した総合的効果

的運営を推進していくと乙ろに，その本質的機能を有する乙とになる。

物流業は，現実ICは，既存の輸送業や倉庫業，港運業，通運業，梱包業な

どによって形成されているのであるが，乙れらを物流の形態によって大別す

ると，物流の線部分（Link) である輸送経路で主に活躍するキャ リアlζ該

当する事業と，物流の結節部分（Node）である物流基地で主に活躍する広

義の運送取扱業（フォーワーダー）に該当する事業とに分類される。

① キャリアK該当する事業

(a）国鉄，私鉄（b）自動車運送事業 (c）船舶運航事業

(d）船舶貸渡業 (e）航空運送事業

(f) 広義の運送取扱業（フォワーダー） Iと該当する事業

(a）自動車運送取扱事業 (b）通運事業 (c）海上運送取扱業

(d）海運仲立業 (e）海運代理店業 ( f）港湾運送事業

(g）利用航空運送事業 (h）航空運送代理店業 (i）倉庫業，その他



34 国際複合輸送と港湾機能

ζれらの事業のうち，物流業の本質的内容としてのソフ卜面のサービスを

効果的に発揮しうる事業としては，キャリアよりは，広義の運送取扱業であ

るフォワーダーの方がより機能性を有するものと思われる。すなわち，物流

業の本質的内容の機能的担い手としては，フォワーダーが主導的役害I］を演ず

る可能性を有するものと言えよう。

わが国では，商法には狭義の運送取扱人についてのみ規定されているが，

各事業法では広義の運送取扱業iと該当する事業について規定されている。そ

して， ζれらの広義の運送取扱業に該当する事業を包括した表現として 通

常，フォーワーダーまたはフレート・フォワーダーの語が一般に良く使用さ

れている。そ ζでは，現実の経済社会において，フォワーダーは荷主と運送

人との中間的立場lとあって，広汎多岐にわたる物流業としての役割を果たす

内容のものとなっている。

乙のような乙とから，国際フォワーダーの概念は，究極的には 国際フォ

ワーダーと呼ばれている業者の国際物流業として果たしているその業務の内

容によって形成される乙とになるものと思われる。そ ζで，ととでは，国際

物流の分野で広義の運送取扱業IC::該当する事業を営むものを国際フォワーター

とみなして，一般的lζ定義すると，国際フォワーターとは，他人の需要に応

じて，国際間の物品運送の取次，代弁，媒介，利用運送および乙れらに付帯

する業務を行う ζとを業とする者であるというととになる。

国際フォワーダーは，国際物流業として，経済上の実質的な広義の運送取

扱業lζ該当する各種業務を包含した概念のものとして存在する乙とにになり，

その機能も多岐に及ぶ乙とになる。乙れらの国際フォワーダーの機能は，基

本的なものと，付帯的なものとに分類される。すなわち，基本的機能は，国

際フォワーダーとしての本質的な役割を果たすために必要なものであって，

運送取扱，運送代弁，運送媒介，利用運送の諸機能からなっている。そして

付帯的機能は，国際フォワーダーとしての活動を増進する上で必要なもので

あって，運送関係書類作成，輸送の調整・組合せ，スペースの手配，貨物の

混載，仕分け，集配，道路運送，コンテナサービス 通関，保管，在庫管理．

流通加工，梱包，保険代理サービス，金融補助サービス，マーケット・リサー
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チ．コンサJレタント，情報提供などの諸機能がその主なものとしてあげら

れる 。

(2) NVOCCと米国新海運法

わが国では，国際複合輸送lζ進出している国際フォワーダーを指して，一

般にNVOCCと呼んでいる。乙れは米国の制度lζ基づく用語で，米国では，

連邦海事委員会（FMC）の規定（GeneralOrder 4 , Amendment 1 , 

1963年 5月制定）により NVOCC(Non -Vessel Operating Common 

Carrier by Water）の制度が定められている。それによると，NVOCC

は自分で船舶を所有し管理する必要はなく，船舶による輸出貨物の運送を一

定の報酬を受けて，自分で引き受ける ζとを公言し，全区間の運送責任を引

き受け 単一の料金，スノレ－B/Lにより運送できるものとなっており，運

賃を連邦海事委員会へ届け出る乙とによって営業可能なものとなっている。

また，米国の新海運法 (1984年6月発効）では ，NVOCCについて，海上

運送の輸送手段である船舶を運航しない公共運送人であり E 公共海上運送人

との関係では荷主であるとしており，利用運送業として位置づけている。米

国では，具体的には， IndependentOcean Freight ForwarderやDom

-estic Freight Forwarderなどが， FMCK運賃表を届け出て， NVO

ccとしての営業を行っている 。

わが国のNVOCCあるいは国際フォワーダーの国際複合輸送への進出形

態をみると，当初，海外のフォワーダーと提携し，そのパートナー・システ

ムで2国聞の複合輸送を行うものが主であったが，その後，海外lζ直接自ら

進出し，駐在員や事務所を置いたりして行うものが増え，さらに100%出資

の現地法人を設け，倉庫やデポなどを設置して，現地での集配，保管，輸送

なども行うものが出現してきている。 ζのような乙とから，最近の国際複合

輸送においては， NVOCCは，相手国に現地法人を設立し，自社ネットワ

クを形成して自前で一貫して行うものをはじめ，相手国のNVOCC，フォ

ワーダー，内陸輸送業者などを提携代理店として自ら主導権を持つ運営者と

なって行うもの，あるいはその逆iζ相手国運営者の日本側代理店として単κ

機能するもの，または相手国提携先と相互代理店契約を結んで行うものなど，
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種々の利用運送としてのパターンで，活動を展開している。乙れらのわが国

フォワーダーによる国際複合輸送は年間550万トンIC達しているものと推計

されている刷。

と乙ろで，わが国の国際輸送において，米国は最大のマーケットである乙

とから， 1984年6月発効の米国新海運法は， NVOCCなどによる国際複合

輸送の分野にも大きな影響をおよほすものとなっている。すなわち，新海運

法は，米政府の規制緩和策のーっとして行われたもので，次のような規定K

より，乙れまでの海運同盟の制限的運賃のあり方IC対し，自由競争の原理が

導入されており，国際複合輸送におけるNVOCCの活躍の場を拡げる要因

をもたらすものとなっている刷。

① インディペンデント・アクション（ I/A) 

同盟lζ対する10日以内の予告で， 加盟船社が独自の運賃やサービスを提

供しうる独自行動権の制度を同盟lζ義務づけた。

② サービス・コントラク卜 CS/C)

同盟または加盟船社は，一定期聞に一定量以上の貨物を出荷する荷主に

特別の運賃および条件によるサービスを提供できるものとした。

③ タイム ・ボリ ューム・レー ト（T.V.R.)

各船社の賃率は，一定期l聞に船積みされる貨物の多寡別に設定する乙と

カ3できる乙とになった。

④二重運賃制の禁止

同盟の荷主との一手積契約iζ基づく二重運賃制が禁止された。

乙の米国新海運法lζより，同盟の運賃やサービスに大量割引や競争原理の

概念が導入され，同盟加入の荷主は，自由な立場で同盟船や盟外船を選択で

きる乙とになった。そζでは，多くの荷主の貨物を混載して一貫サービスを

提供するNVOCCにとって，運賃などの面で効果的に国際複合輸送を遂行

しうる有利な場が整えられる乙とになり，対米国際輸送においては， NVO

ccによる新たな活動が積極的lζ展開される乙とになった。
乙のようなととから，最近，船社系，商社系企業によるNVOCCへの参

入も相ついでいる状況である。今後，対米国際輸送において，新海運法の実施
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にともない， NVOCCは， LCL貨物の混載業務などでボリューム・レー

トなどのメリットを受ける乙とになり， LCL貨物の混載業務を基盤とした

利用運送業として新たな経営展開をとげるものと思われる。

(3) 港湾物流の動向

港湾物流は，港湾を経由する有形，無形の経済財の供給者から需要者にい

たる時間的，空間的隔りを，効果的K克服するために，港湾の有するターミ

ナル機能を基盤として，港湾において行われる物理的な経済活動である。換

言すれば，港湾物流は，港湾を経由してする経済財の供給者から需要者にい

たるまでの時間的空間的隔りを物理的に克服する乙とにより，その経済財の

効用，経済的価値の増大をはかる乙とを内容と している。そ乙では，港湾を

経由して必要とする量の経済財を必要とする場所，時聞に妥当なコストで提

供するための物流の一貫した総合的合理化をはかる乙とが重要な要素となる。

すなわち，港湾物流は，究極的には，港湾のターミナノレ機能を基盤として，

港湾を経由する経済財の総合的物流合理化をはかる乙とにより ，企業の繁栄

や経済の安定的発展に寄与する ζとを目的としたものである。

港湾物流は，物流の形態よりみると，物流の結節部分（Node)Iとおける

活動を主に担当しており，国際物流の一部を分担している乙とになる。すな

わち，港湾物流は，国際物流というトータル・システムに対して，ザブ・シ

ステムと して位置づけられ， トータ Jレ・システムのより合理性を目指して機

能する ζとになる。そ乙では，港湾物流は，国際物流における迅速，低コス

トのドア・ツー・ドアの一貫サービスを効果的に推進するために，機能する

乙とが重要となっている。

港湾物流において，国際複合輸送の対象となる貨物は，主iζ雑貨個品類と

称せられる商業（消費）関連物資や加工型産業関連物資がその大部分を占め

る乙とから，都市との結びつきの特に強い性格のものとなっている。乙れら

の貨物は，主として，コンテナ船や一般定期船により海上輸送されているの

であるが，その物流システムについてみると，船社の主催性の強いものとなっ

おり，運賃同盟を背景にした船社中心的な物流システムが推進されてきてい
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る。

と乙ろで 港湾物流においては，国際物流の一環として，その総合的合理

化をはかるために，利用者である荷主企業の意向が疎外されない物流システ

ムである乙とが基本的lζ重要な要素となっている。 ζれには，フォワーダー

またはフォワーダーとしての機能が，船社と荷主企業との間Kあって，乙れ

らの調整者と して， 一貫した物流の総合的合理化をはかる役割を果たしてい

るものと言えよう。

港湾物流は，フォワー夕、ーの機能を介して 国際物流の総合的合理化を目

ざして，船社主体の物流システムから，荷主主体の物流システムへと変革しつ

つあり， ドア・ツー・ドアの一貫した物流合理化の中枢的存在として機能す

るものとなってきている。特に国際複合輸送の発展にともない，港湾物流は

従来の船社主体のポー 卜・ツー・ポートの物流形態へ対応する性格のものか

ら，荷主企業主体の ドアー・ツー・ドア（またはポイント・ツー ・ポイン ト）

の総合的物流合理化に積極的に寄与する性格のものへと，その質的向上によ

る物流近代化への対応が進展しつつある。

4.総合国際物流業と港湾機能

(1) 港湾物流近代化への対応

国際物流においては，国際商流に対応して，利用者たる荷主企業のニーズ

を満足させ，その総合的流通合理化をもたらすとともに，国民経済的にも総

体的物流コスト節減に寄与するような合理的物流システムとして，国際間に

わたるドア・ツー ・ドア（またはポイン 卜・ ツー・ポイント）の一貫したサー

ビスを提供する乙とが，とくに重要となってきている。荷主の国際物流に対

する要請も，単なる海上（航空）輸送分野の合理化だけでなく，発地におけ

る包装，仕分け，運搬，保管，在庫管理，流通加工，通関，輸送手段の選択

などから，着地における通関，荷拐IJ，配送，情報提供などにいたるまで，各

種物流サービスを最適に組み合せて，一貫した総合的国際物流の合既化が得
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られるような内容のものへと変革してきている。

荷主企業にとっては， 国際貿易における競争に対処する経営戦略として，

総合的物流合理化iとより z流通コストの節減と顧客へのサービス向上により，

海外市場の維持確保をはかるととがII干要となっている。乙のような要請lζ乙

たえるべく，港湾物流においては，国際物流の一環として，国際複合輸送な

どによる物流近代化への対応が進展しつつある。そ ζでは，国際フォワーダー

が，国際物流業としての本質を発揮して，港湾物流近代化の主な担い手とし

ての役割をはたすζとになる。

すなわち，国際フォワーダーは，荷主企業K対し，港湾のターミナノレ機能

を基盤とする個々の物流活動によるサービスを単K提供するだけでなく，荷

主企業の物流管理の高度化をはかるために，積極的にその物流システムに参

加し，またはそれを設計し推進するものと して，港湾物流近代化への対応を

はかる乙とになる。そして，国際フォワーダーは，NVOCCとして国際複

合輸送に進出したり，また一貫した国際物流における総合サービスを提供す

るために，国際物流に関連する各種業務を兼営または改善したりして，総合

国際物流業を目ざしての戦略的展開を積極的IC推進しつつある 問。ζのよう

なζとから，港湾物流は，港湾のターミナJレ機能を基盤として，ドア・ツー・

ドア（またはポイン卜・ツー・ポイント）の総合的国際物流の中枢的存在と

して機能する乙とが重要となってきている。

(2) 総合国際物流業の進展

総合国際物流業は，荷主の需要IC応じて，荷役，包装，輸送，保管，在庫

管理，流通加工，通関，情報処理など国際物流全体を通じての一貫した合理

的物流サービスを生産し販売する国際物流における総合物流業である。とろ

で，総合物流業は，総合運送取扱業または総合運送取扱人とも呼ばれている

のであるが，乙れに関して，昭和56年 7月の運輸政策審議会答申の「長期展

望に基づく総合的な交通政策の基本方向Jにおいて，適時適切に輸送機関の

選択，組合せや運賃の提示などが行えるような総合運送取扱業制度の創設が
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必要であるとしており，その検討を進めるべきであると論述している。

総合物流業は，乙のように総合運送取扱業ともいわれる性格を有する乙と

から，広義の運送取扱業に該当する事業を営むものとしてのフォワーダーが，

その主な担い手になるものと思われる。そして，総合国際物流業においては，

その役割を効果的lζ果すため，物流手段の選択，組合せ，物流の一貫性，総

合性を遂行するものとしての機能を有する乙とが特に肝要である。すなわち，

総合国際物流業としての役割を果たすためには，国際間にわたる各物流機能

を組合せ連繋して運営し，システム化して，総合的国際物流業務を効果的に

行いうる機能を具備する乙とが本質的要素として必要である。

最近，国際物流の総合的合理化の面で E NVOCCをはじめ国際フォワー

ダーの総合国際物流業としての役割は，その重要性が一段と高まっている。

と乙ろで， NVOCCなどの現状をみると，相互間の競争もはげしく，純然

たる国際複合輸送だけでは経営上難しい点も少からずみられている。乙のよ

うな面から，総合国際物流業への進出にあたっては，国際フォワーターは，

それぞれの物流業績の穣みあげとしての特色ある経営基盤に根ざした経営の

多角的展開が重要かと思われる。

今後，国際フォワーダーは，不断の多角的営業の集積により戦略的経営の

多角化を推進し，相乗効果による経営の安定成長をはかりつつ，国際複合輸

送などによる総合国際物流業の主な担い手として発展していくものと予想さ

れる。

(3) 港湾機能の変革と課題

港湾は，ターミナJレ活動を基盤として種々の関連する機能を有している。

その故K，港湾機能ICついては，国際物流の結節点であるターミナノレとして

の役割における物流上の条件のみでなく，現実に港湾として背後都市との関

連で行われている諸活動を可能にしている経済的，社会的諸条件をも含めて

把握するととが重要であるnm。そ乙で，港湾機能について，物流機能（物理

的機能），経済的機能，社会的機能の3つの面から取りあげ，国際複合輸送
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の進展lζともなう影響や課題などを考究してみる乙ととする。

港湾の基本的機能は，ターミ ナjレ活動としての物流機能である。乙れは，

海陸結節点における物流基地または物流拠点として，海運貨物の取扱，積換

え，仕分け，集配，／毘載，保管，流通加工，物流手段の選択組合せ，情報処

理などの諸活動をなす機能である。 ζのようなターミナノレ活動との関連にお

いて，国際フォワーダーまたはNVOCCによる利用運送としての国際複合

輸送などが発展しつつあり，また国際フォワーダーの総合国際物流業を目ざ

しての脱皮も進みつつある。そこでは，港湾のターミナノレ機能を基盤として

の物流手段の選択，組合せ，小口貨物の混載，情報処理などが，国際物流の

一貫したドア ・ツー・ドア（またはポイン卜・ツー・ポイント）の総合的合

理化をはかる上で特に重要な要素となってきており，乙れらによる物流用役

の質的向上による港湾物流近代化への対応が進展しつつある。

港湾のターミナノレ活動を国際物流の総合的活動の面からみると，国際間に

わたる生産から消費までの物の流れの一部を分担している乙とになるので，

その一貫した物の流れにおいて，港湾のターミ ナノレ活動が円滑効率的に機能

する乙とが要請される乙とになる。すなわち，港湾のターミナノレ活動は荷

役や保管を内容とした単なる結節点型のものから，国際物流の総合的合理化

を対象とする適正な物流手段の選択組合せや一貫サービスの提供などを主体

とした流通型のものである乙とが重要な要素となってきている。そ ζでは，

港湾のターミナノレ活動は， l出結節点型へと変革し， 国際複合輸送などの一貫

性の中に包摘される乙とになるが，乙れは，港湾のターミナル機能が利用運

送の一部として単に埋没してしまうのではなくて，機能面における流通型へ

の質的向上を内容と しているものである。

国際物流とくに国際複合輸送において，港湾は，利用者（荷主企業）に対

し，その結節点としての物流面の停滞や障害をもたらさないζとが重要な要

素となってきている。乙のような乙とから，利用者に対し，ドア・ツー・ド

ア（またはポイン卜・ツー・ポイント）の一貫した合理的物流サービスを円

滑効果的に提供できるような流通型港湾と してのソフト面の改善をはかるな

ど，そのターミナノレ機能の一層の質的向上を推進するととが，今後の主な課
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題になるものと思われる。

また港湾は，そのターミナル機能を基盤として，物資流通の合理化を推進

する乙とにより，市場拡大，生産力増強，消費充実などをもたらす乙とにな

り，乙れらにより経済の発展成長lζ寄与するものとしての経済的機能を有し

ている。とくに製品輸出や雑貨輸入においては，国際複合輸送が乙れらの流

通面の合理化をはかるものとして大きな役割を果たしており，流通コストの

低減や一貫サービスの提供などlζより，港湾の有する経済的機能を一層増大

せしめている。なお港湾は，国際フォワーターなどにとって，国際複合輸送

などの物流用役を生産，販売する場ともなっているのであるが，国際複合輸

送の発展にともなって，乙れらの場は，港湾から都市内陸部へと拡大されて

きており，港湾背後地の増大および港湾機能の内陸部への拡散現象をもたら

している。そ乙では，港湾における情報化とともに，港湾機能を中枢とする

内陸部をも包含した物流システム化をはかる ζとが重要な課題となってきて

いる。

さらに港湾は，背後都市の形成増進をはじめ，その都市の文化や都市再開

発，市民生活への寄与，レクリエーションの場の提供などに大きな関連を有

し，寄与しており，このような面で多くの社会的機能を有している。と乙ろ

で，国際複合輸送は，その対象貨物が雑貨個品類である乙とから，都市の商

業活動と特iζ関係が深く，またドア・ツー・ドア（またはポイン卜・ツー・

ポイント）のサービスを提供する乙となどにより，港湾と都市の結びつきを

さらに有機的なものにする役割を果たすものとなっている。乙のような乙と

から，国際複合輸送の発展は，ターミナノレとしての港湾機能を流通型へ純化

し港湾の社会的機能の充実を可能にする乙とから，とれらを通じて，港湾lζ

対する市民の親しみを一層増大せしめる効果をもたらすものと思われる。

以上のように，国際複合輸送は，港湾機能の脱結節点化としての流通型へ

の変革を招来しつつある。複合輸送業者であるNVOCCなどが， ドア・ツー

・ドア（またはポイント・ツー・ポイント）の一貫したサービスを提供する

乙なり，利用者である荷主企業は，直接的には，港湾機能と関係を有すると

とが少ないものとなりつつある。と ζろで，乙れは，港湾機能が国際複合輸
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送などの利用運送の一部として単に埋没してしまう乙とではなくて 港湾機

能の流通型への質的向上による近代化を示しているものと言えよう。

5 .むすび

国際複合輸送などの進展にともない I 港湾物流においては，国際フォワー

ダーなどの活躍により 国際物流の総合的合理化をはかるための物流近代化

への対応が進展しつつある。乙のような動向にともない 港湾機能において

も 従来の結節点としてのターミナノレの役割を果たしていたものから それ

を基盤としつつ！ ドア・ツー・ ドア（またはポイント・ツー・ポイン卜）の

脱結節点としての流通型ターミナノレのものへと。質的な変革がみられつつあ

る。 本稿は 乙れらに関し 国際物流業の本質的内容との関連iとおいて

国際フォワーダーと国際複合輸送との関係などをとりあげ，乙れらが港湾機

能lζ及ぼす影響などについて理論的考究を試みたものであるが 具体的事

象などの検討については，なお不充分な点も少なくないものと恩われる。し

かし いずれにしても，今後国際複合輸送の発展とともに 港湾機能の流

通型化が進み，都市機能との有機的一体化がさらに強まっていくものと推論

される。

注 11) 日本海上コンテナ協会編発行 「国連国際物品複合運送条約；

United Nations Convention On International 

Multimodal Transport of Goods」，1980.3頁

12) 日本海上コンテナ協会編「国際複合運送’85J近藤記念海事財団

発行， 1986.32頁～65頁 .104頁～110頁

13) National Economic Development Office；，“The Freight 

Forwarder ”. Her Majesty’s Station巴ryOffice. 

London. 1970. PP. l～3 

(4) 港湾労働経済研究所編発行「最新国際複合輸送の話J. （松本好

雄稿「国際複合一賞輸送」） • 1985. 14頁
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(5) 日本海上コ ンテナ協会編「国際複合運送’85J近藤記念海事財団

発行 ＇ 1986, 112頁～114頁

161 日本インターナショナノレフレイ 卜フォワーダーズ協会編，発行「国

際物資輸送iζ関する調査報告書J' 1984, 24頁～27頁

(7) 拙著「倉庫概論J成山堂書店 ＇ 1985. 115頁～116頁

(81 拙著 「物流経営論」ぎょうせい，1980, 336頁

(9) till箸 「倉賄側論」成11.1常持店＇ 1985. 171頁

日01 拙著 「港湾管出論J成山堂書店＇ 1983. 5頁～ 7頁
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1 . はじめに

山村 学

（明治学院大学）

国際輸送の効率化を目途とした海上貨物のコンテナ化は，年々増加を続け

ている。乙れは国際海上コンテ輸送の普及，定着化と相まって，世界各国の

港湾整備が進んだ乙とと，コンテナ貨物を最終需要先まで一貫輸送できる体

制が確立されてきた乙とにあるといえる。近年は，とくに国際物流の効率性

追及とサービス水準の向上に加え， ドァ，ツー，ドァの一貫した物流サービ

スの供給が強く要請されてきている。

確かに，乙のような国際一貫輸送体制の確立は，国際物流の質的向上と物

流コストの低減Kよって国際競争力を強化する一助となるが その拠点とな

る港湾での物流活動をみた場合IL.，多くの問題が残されているといわねばな

らなし、。

したがって，本稿では乙れらの問題に対する事実認識を深めながら，今後

の対応課題を提起してみる ζとにする。

2. 国際一貫輸送の要請とその展開
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(1) 一貫輸送の要請とその背景

わが国は，近年の低成長下において高付加価値産業化への構造変化が進ん

できた。しかし，円高や貿易まさつの追い打ちが加わって，最近の国際貿易

環境は一段ときびしさを増してきている。そのため， 次のような背景から

国際物流への対応要請も変化を続けてきている。

＠ 高付加価値産業（組立型産業や知識集約型産業など）が中心的地位を

占めるようになり，差別商品化，軽薄短小化，多品種少量化が進んで，物流

面でも適時適量，適地へのジャス卜，イン，タイムによる高度な納入体制

確立を強く要請されてきた乙とである。

乙れは効率的な一貫物流システムの確立を目指すものであり，企業終営戦

略の一環として優位性を高めようとするものである。

＠ 近年lζおける海外生産活動の活発化iとともなって，乙れを支えるため

の国際物流体制が企業経営戦略lζ大きな影響を与えるようになってきできる。

したがって，円滑かつ迅速な国際一貫物流体制の確立が，経営戦略の成否を

にぎる鍵となっている、

の新技術の開発と，その国際交流が急速に進んでいるため，商品のライ

フサイクノレは短命化の傾向にある。また，国際情報化の進展も，これに伯車

をかけている。

したがって，国際物流面では総体的な日時の知縮化，保管費の削減，包装

コストの節減などが要請されている。また，国際物流情報のシステム化をは

かつて効率的な一貫物流サービスを行う乙とが望まれている。

(2) 国際一貫輸送活動の展開とその方向

国際一貫輸送への要請に対応するためには，国際間で海，陸，空など複数

の輸送手段とターミナノレの組合せによる物流システムが形成されなければな

ない、そのため， わが国の港湾関連物流業界が主体となって，次のような一

貫輸送体制の確立を目指し，需要の創造や拡大をはかつてきている。

＠ 国際物流システムを形成し， ドァツードアの一貫物流活動を行う乙と

が国際複合一貫輸還または国際総合物流活動と呼ばれ，業者の態様によって，
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大きく二つに分けられている。Ill

その一つは，外航船社や国際航空会社が自己の提供による輸送手段（船舶，

航空機）を中心にして，相手国の鉄道， トラック，ターミナル会社などと提

携し，国際複合一貫輸送を自巳の責任で完結させるものである。またE もう

一つの態様は，輸送手段を持たない運送取扱また利用運送業者が，それぞれ

の輸送業者やターミナル業者と下請ないし提携化をはかつて，自巳の名儀と

責任で元請し国際複合一貫輸送を完結させるものである。

したがって，いずれの場合も一本のB/L（船荷証券）で通し運賃，一貫

責任のもとで提供させる国際物流サー ビスという ζとになるが，前者はキャ

リアーまたは voe ( VESSEL OPERATING COMMON 

CARRIER）と呼ばれ，船社を主体にしてMBL（ミニランド，ブリッ

ジ）やIPI（インテリア，ポイン卜 ，インターモーダル，またはMB＝マ

イクロ，ブリッジ）などの一貴輸送方式を開発してきている。 一方，後者は

非船舶運航業者，すなわち NVOCC ( NON VESSEL OPERA 

TING COMMON CARRIER）と呼は、れ，元請 責任において後

述のように種々の方式により国際一貫輸送を行ってきているが，日lj名インタ

ナショナル，フレート，フオーワーダーとも呼ばれ，わが国では海貨業者が，

乙の分野の活動主体となっている。しかし，専業者は少く，大部分が港運業，

海運業，倉庫業，道路運送業などを兼業しており，海外に現地法人や出先機

を設置したり，物流拠点を保有するよう leなってきている。

＠ 国際化の進展と一貫輸送のニーズが高まった乙とから，わが国でのN

voccとしては日通をはじめ，大手の港湾業者や倉庫業者などが，つぎつ

ぎと乙の国際物流市場へ参しネットワークを形成して定期的な貨物や不定期

のプラントプロジェクト貨物などを一貫して取扱うようになってきた、しか

し国際複合一貫輸送の主流はコンテナ化された貨物であり，次のように種々

のルー ト別方式が開発されてきている。例えば，

(A旧本からソ連ナホトカまで海上輸送を行い，シベリア大陸経由して欧州

や中近東へ陸上輸送するシベリアランドブリッジ（SLB）方式。

(B旧本からアメリカの西岸諸港まで海上輸送し，アメリカ大陸を横断して
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東海岸lζ運び， そ乙から再び海上輸送を行って西欧へ送るALB（アメ リカ

ラン ドフリッジ）方式。

(D旧本からアメ リカ西岸へ海上輸送を行い，そ乙から東岸の諸港やガJレフ，

中西部の諸都市など‘へ鉄道輸送するMLB方式。また西岸からシカゴ，デン

ノイーなどの内陸諸都市へ鉄道輸送するIPIないしMB方式。同様に，西岸

から東岸まで鉄道輸送を行い，そ乙から仕向先の諸都市へトラック輸送する

RIP! （リパースIP！） 方式。

(C旧本からカナダのパンクーパーまで海上輸送し， そとからモントリオー

ル， トロントなどの諸都市へ鉄道輸送を行う臼加一貫輸送方式，日本から韓

国の釜山まで海上輸送し，そとからコンテナ ドレイや トラックでソウノレまで

輸送する日韓一貫輸送方式。

(E）さらに海空一貫輸送方式（シーアン ドエア方式）では，日本からシア ト

ノレ（アメリカ）やパンクーパー（カナ夕、）まで海上輸送を行い，そ乙から欧

州方面へ航空輸送される方式などである。

乙のような一貫輸送方式は，前述の如く利用者側にとっても総合的な輸送

日時の短縮と正確化， 総体運賃の低減，在庫費用や包装費用の節減となり，

国際競争力強化の大きは一助となってきている

の したがって，わが国の国際物流業者は， さらに，国際一貫輸送を進展

させるためのNVOCC百数十社がJIFFA （ジャパン，インターナショ

ナノレ，フィートフォワーダーズ，アソシェイーシヨン）という組識を設立し，

現在は社団法人として活発な組職活動を展開するに至っている ~21 また ， 新ら

しい業者の参入も増加し，一貫輸送方式やノレートの拡張も行われながら国際

複合一貫輸送は拡充が進むと同時に競争化の傾向を強めてきている。

乙の背景としては， 1980年代に入って欧米諸国での運輸規制緩和が進み，

国際複合一貫輸送が容易に行えるようになった乙とと，総合的効果をねらっ

て荷主のニーズが高ま ってきた乙とがあけ‘られる ~I もちろん，日中貿易の増

大や小口貨物のコンテナ混載lζよる国際コンソ リデーションサービス需要の

増加， 新らしい地域向の開発lζよる増加，三国聞における一貫輸送の開発な

ども国際一貫輸送進展尽の大きな要素となっている。
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そζで， ζ乙数年前頃から行われ始めた国際一貫輸送の主なものをとり上

げてみると，

（；＼旧本から香港経由で広州、｜まで一貫輸送したり，天津港経由で北京や上海

港経由で南京まで一貫輸送する日中複合一貫輸送方式。

(B旧本から台湾，タイ，インドネシア，南アフリカ共和国などの国内仕向

地までの国際複合一貫輸送方式。

(C）シーアンドエア方式ではアフリカ，東南アジア諸国，オース卜リア，中

近東諸国，中南米諸国向の国際一貫輸送。

(D旧本の業者によって海外から日本に輸入される貨物の国際一貫輸送や米

国，カナダなどから東南アジア諸国を向地とするもの及びその逆のものの三

国間一貫輸送。

(E旧本から海上輸送した相手国の港でトランシツプして仕向地まで一貫輸

送を行うシーブリッジ方式などが行われてきている。

(3) 各業界における対応策の展開

すでに述べた如く，今日におけるわが国の産業構造はハイテクノロジー，

バイオテクノロジー，新素材などの産業化と高度組立産業の発展を中心とし

た産業構造へと変化してきており ，高付加価値商品化や商品の軽薄短小化，

多種多様化が進んでいる。乙のような変化は物流単位の小口化と複雑多様な

物流サービスへの要請につながってくる。

また，一方においてはメーカーが海外生産拠点の拡大をはかつてきており，

国際的な工程内分業や製品差別化分業の進展iζ対応するための国際物流合理

化を要請するに至っている。もちろん，乙の背景には円高や貿易摩擦の回避

対策が折込まれている乙とも否めない事実である。

そ乙で物流関連業界の国際複合一貫輸送lζ対する取り組み状況を追ってみ

るととにする。

＠まず主要荷主の場合は，国際情勢の変動に見合った物流への対応にせま

られており，最近は海外から原材料その他の諸物資輸入を促進する一方，海

外生産拠点、の拡充をはかつている。とくに国際物流面に焦点を当ててみると，

物流情報システムの構築による一元的な管理体制の強化をはかり ，効率的な
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一貫輸送体制の確立を目指している。そのため，国外の物流拠点集約化，輸

送単位の大口化，小口貨物の仕向先別混戦化などが行われ，船社やNVOC

Cの選定やルート別方式の見直しなども行われている。

＠船社の場合はコンテナ埠頭の借受けに始まり ，海外のコンテナターミ

ナJレを確保する乙とによ って，アメリカではすでにMBL,IPIなどの一

貫輸送Kめざましい進出をとげている。

最近，一部の船社lζおいては内陸の輸送コスト削減とスケーノレメリッ卜の

追及を目途として二段積コンテナ列車によるユニットトレーンサービスも開

始されてきている。乙れは，配船スケジューJレにあわせてコンテナ列車を運

行する方式であり，到着日時の正確性が売り物になっている。

また，一昨年9月のアメリカ新海運法施行lζ伴う競争激化の中で，各船社

は荷主とSCCサービス，コントラス卜）を締結して数量の確保を行いなが

ら，荷主ニーズの高まりに対応するため種々の一貫輸送対策を展開してきて

いる0141

さらに極東地域と北米間のネットワーク強化をはかるため，船社の共同配

船を単独運航lζ切りかえたり，大型コンテナ船の投入によるメリッ卜追及が

行われ始めている。

のわが国のNVOCCKよる国際複合一貫輸送は，従来の船社や大手物

流業者に加えて集荷力のある港運業，倉庫業， トラック業からの参入と海外

ネットワークをにぎる商社や大手荷主などを母体した子会社，系列会社の参

入が相次いで行われてきている。また，乙れらの業者は圏内における物流事

業の各種免許を背景lζ海外のネットワーク形成iζ必要な現地法人化や事務所

設置，現地企業との堤携などを行い，海外活動を自社主体で展開するための

ラセンス取得や物流拠点の整備拡充なども行ってきている。もちろん，国内

においても集配力を強力するために内陸の物流拠点整備を進めたり，港湾背

後地に国際一貫輸送体制を確立ための諸施設整備や拡充をはかったりしてき

ている。 乙れは，個々の荷主特有のニーズIL.対応していく乙とを目途とし

ているものの，量的増加を見込めない乙とからくる業者間のサパイパJレ戦略

Kもとづた競争を背景としているのも事実である。
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そζで，NVOCCによる国際複合一貫輸送への対応状況を眺めてみると，

荷主と船社のSC締結分を除いたものの盟外船利用や小口少量貨物のコンテ

ナ混載輸送を主体に開発を進めている ζとがわかる。

④行政当局及び港湾管理者の対応方向

アメリカにおいては運輸行政の規制緩和が進行し， 1977年（昭和52年）に

航空貨物の規制廃止， 1980年（昭和55年）にはトラック運送事業の大巾な規

制緩和が行われてきた。乙の過程で1979年9月OECDから「競争政策に関

する理事会勧告」が出され，運輸行政の規制緩和策が各国で展開されるよう

になってくるのである。

わが国でも1981年（昭和56年）に運輸政策審議会が「10年後の総合交通の

あり方Jを運輸大臣へ答申しているが，乙の中lζ規制緩和をふまえた「総合

運送取扱人」の創設や国内外の情勢変化に対応できる物流体制の確立などが

うたわれている。乙れらは今日の国際複合一貫輸送への対応に見合うもので

あり，行政面からの検討によって具体化をはかるために第二次臨時行政調査

会（通称第二臨調）を発足させ，臨時行政改革推進審議会（通称行革審）に

よって規制緩和策への展開が進められているのである。

本稿では紙面の都合上，国際複合一貫輸送の拠点となる港湾の物流体制を

中心とした行行政当局及び港湾管理者の対応施策展開を追ってみる乙とにす

る。

既IC述べたように流通港湾で取扱われる外貿貨物の中で国際複合一貫輸送

の対象となるものが増加しており，その内容も大宗貨物ばかりでなく，小口

化，多様化し，地域やjレート方式も広範囲に及んできている。したがって行

政当局としては次のような対応施策の展開を行ってきている。

＠ 昨年は港湾運送事業法の一部改正を行い，統括管理基盤の新設，船内

荷役と沿岸荷役を港湾荷役業に統合及び免許基準の量的調整や下請範囲の変

更などを行ってきた。また，特認料金の設定も認可するようになったが，乙

れらは港湾物流体制の変化に対応するための措置であり，法制度の弾力的運

用もなされている ζとから規制緩和の方向にある乙とを理解できる。 （図式

(1)' (2)) 
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業種区分の改正図式（1)

(jif:来区分） (t;訂正区分）

E二E E二E

目団
~ ~ 

E互ヨ E三ヨ
1 1 伊丹．述愉 ＇（， I~物流泊局の説明会資料による。

下請制限の改正と統括管理基盤の新設図式（2)

（はいt）圧ヨ 面面
（向日

（沿

(tt) ※r11は「コンテナ；1;1.yfi専の近代的な地設においてi苦i:"J):ll送

を統括管里11 する行t.~J が~Ii たな依然として i!d lJll さ れたも の。

I.I＼所 業同区分の＆JF.図式(1）と問じ。
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＠ 国際一貫輸送活動の拠点となる港湾においては，迅速かっ効率的な作

業が要請され一貫輸送関係者間で正確，迅速な情報交換や効率的な事務処理

が必要となる乙とから港湾貨物情報ネットワークシステム（通称シップネッ

ツ）構築への対応施策が展開され，現在では本格稼動に入ってきている。し

かし，シップネッツの範囲は海貨業者，船社，検量業者，検数業者lζ限定さ

れているため，情報システムとしては不十分な面がある。そのため運輸省当

局は本年8月から調査整備委員会を設置して調査検討を行い， より広範囲に

わたる物流情報システムの構築を目指する乙とになっている。

の また，昭和61年度を初年度とする第7次港湾整備計画においては「複
合一貫輸送等高度化する物流lζ対応した港湾の整備Jを推進する乙とになっ

ているし，港湾地域内及び背後地との聞を貨物が円滑に流れるようにするた

めの道路も整備される ζとになってきる。

乙れを受けて主な流通拠点港湾の管理者は

(A）外貿ライナーパースやコンテナパースの整備拡充。

(B）既設埠頭の再開発による港湾機能の増進。

(C）埠頭後背地における国際複合一貫輸送関連施設の整備。

（同背後地の物流活動や都市機能と港湾地域を結び、つけるための諸通路その

他の基礎施設整備。

(E）港湾関連情報システムの整備などを計画している。

さらに港湾整備は従来の公共事業ばかりでなく ，民間活力を導入して総合

的な施設整備を推進していく乙とになっており，第三セクターの設立も予定

されている。

θ来年度に運輸省当局は， 国際複合一貫輸送の統一的な約款整備や責任の

明確化などを目的とした基礎資料を作るための実態調査を行う乙とになって

いる。とれは国際物流の構造的変化に的確に対応していくためのものである

が，大手メーカーの海外進出とともに荷主や物流業者による海外ターミナノレ

開設が進み，NVOCC関連の現地法人化や事務所設置，海外業者との物流

業務提携化などが目立ってきている乙とも，乙の実態調査の大きな背景となっ

ている。
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3. 港湾における問題点とその対応課題

国際的に高度な技術革新が進展している乙とと，わが国の産業構造も高度

技術装置型，知識集的型的産業が中心となる構造へと変化しているζとに加

え，国際経済情勢がますますきびしくなる乙とを考え併せれば，乙の様な情

勢IL.対応した港湾物流体制が確立されなければならない乙とはいうまでもな

い。しかし，流通拠点としての港湾から国際複合一貫輸送の進展について検

討を加えてみると，いくつかの問題点があり その対応課題を提起してみる

必要がでてくるのである。

(1) 産業の「空洞化jと港湾物流の変化

わが国の大手企業においては前述の如く海外生産拠点の拡充が進できてい

る。 しかし，乙の生産内容をみると

① ノウハウやブランド以外は殆んど現地の原材料によって一貫生産し製

品化するもの。

＠生産工程のうち簡単な部分は中進国や新興工業国で生産を行い，複雑

かつ高度な部分は日本で生産して圏内で製品化するものと海外生産拠点でK

D方式によって製品化するもの。

の一般的な製品は中進国や新興工業国で生産し‘高級な製品は日本で生

産するものなどIL.分けられる。したがって，海外生産分は日本の雇用なりG

NPが減少し， 乙れらを日本K輸入すれば，日本のGNPはさらに減少する

乙とになる。

乙れを産業の空洞化と呼んでいるが，円高や貿易摩擦への対応と国際市場

鉱大策が背景にある以上，産業の生産構造変化としてとらえねばならないで

あろう。 （表 1) 
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表 1 海外地域男IJ日本企業の直接投資届出実績 (lj’f./: i'i Iiドノレ、 %) 
一一一一一 一一一一一一一 一ーー 一－ －ーー 一一一

ハけu~）削lj :r.1~： 別 l'l81 l'l8~ l'IH:l 1 りH~ i'IWi 社！ ,JI h'liJ,X:Jヒ
一一一一一ー 一一一

;Jt 米 2,522 2,905 2,701 3, 544 5. 4% 17. 167 36.4 

，，，南米 I, 181 1,503 1,878 2, 290 2.616 9.468 20. l 

ア Zーノ， :l, Tl8 J .:l84 J ,8'17 l .fi28 l . 4:l日 り，1；：’12 20.4 

j仕 ~~ り6 n-i 175 n:i 4S 71 :i I. 5 

l状 HI 798 876 990 I, 937 I, 930 6,5:ll 13.CJ 

大 ff ・HI 121 121 I'll 157 52S I. 718 :u; 

T 7 リカ 573 48り ;JG4 :m; 172 l.D24 4 I 

8,932 7,702 8, 146 10, 155 12,218 47' 153 100.0 

:I＇，ド・Ji 大械的li<ll:r,¥金融／，；Jfttlによる”

しかし，乙のような生産構造の変化は， 港湾における国際物流構造の変化

となってあらわれてきており，海外生産拠点と結びついたタイムリ な国際

複合一貫輸送を要請されるに至っているのである。

港湾物流関係者は，かかる生産構造の変化に対応したメーカーの物流対策

についての理解を深めつつ，乙れに見合った体制づくりを行う乙とが当面の

大きな課題のーっとなっているといえる。

(2) 国際複合一貫輸送制度の体系化

国際複合一貫輸送はコンテナリゼーションの進展とともに普及し，一方で

は各国の運輸規制が緩和されてきたζともあって，乙れからの国際物流にお

ける主流になろうとしている。しかし， 1980年の「国連国際物品複合運送条

約Jを批准しないまま，先進諸国において国際複合一貫輸送を実施するに至

っているのである。乙れは実務上不適応の内容があったとされているが，事

実が先行する形となり，既にその効果はあがってきている。
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そのためK，制度上の体系的な整備も後追いの形となり，種々の対応策が

急がれているのは周知の通りである。

＠ その一つは港湾運送事業法の改正lζよる統活管理基盤免許の新設であ

る。乙れによると，統活管理の設備基準がきびし過ぎ，取扱量も全体の50%

以上でなければならならないという制約がある。また，統活管理業務への基

盤変更によって，従来の基盤業務を密接な関係にある専業者に移行して下請

契約を締結しなければならなくなっている。

乙れらに対処する乙とは，港湾における国際複合一貫輸送活動の実態から

みて非常にむづかしいといわざるをいないし，現実lζ統活管理基盤への移行

が進んでいないのも確かである。 したがって，実態をふまえた免許基準の

弾力的運用がはかられるようK働きかけを行ってし、く必要がある。

＠わが国の港湾におけるNVOCCの活動につては港湾運送事業法，国

際海上物品運送法などからみても法的参入や運賃料金の規制が明確にされて

いないし，またB/Lを含めた国際運送上の約款に しても統一化されていな

いのが現状である。

ζれは利用運送行為が法的に体系化されていな七、からであり， NVOCC

の活動に必要な利用運送の法制化を進めていくべきであろう。また，小口，

少量貨物のコンテナ混載によるコンソリデーション活動についても法的なJレー

ルを確立していく必要があるのではなかろうか。

。港湾におけるNVOCCの活動範囲や内容の拡大は，港運業の業務拡

大につながり，ひいては港湾労働者の職域拡大となってくる。 しかし，そ

の業務内容は複雑多様化し高度な知識や技術が必要となってくるのは火をみ

るよりも明らかである、

したがって，港湾労働法も，乙のような体制変化に対応できる内容のもの

に改訂を加える必要がでできているといえよう。

@ B/L （ビル・オブ・レイデング）すなわち船荷証券は商法や国際海

上物品運送法によって有価証券としての性格が裏付けされている。しかし，

国際複合一貫輸送業者が発行している複合運送証券は，各社まちまちの書式

であり，運送責任の所在も明確になっていない面がある。その上，法的裏付
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けがない乙とから貿易決済を行う銀行の中には，乙の複合運送証券の受取り

を拒否すると乙ろもでている。

乙のようにな問題の対処策と して（社）日本海運集会所は標準統一書式化

をはかり，運送責任の所在を明確にして，銀行が受取りやすくしようとして

いる。また，書式の内容については船荷証券の機能と陸運の貨物引換証，航

空の貨物受領証を一枚の証券で兼用できるようにしたものであるが， 今日で

はζの早急な実施が必要となっている、

(3) 民間活力の導入と港湾の管理運営

国家および地方財政の行きづまりと港湾機能整備の必要性を考え併せれば，

民間の資金やノウハウを導入するための港湾機能総合整備事業制度を活用す

べきであろう。周知のように，乙の方策は民活法の適用による税制上の優遇

措置や日本開発銀行など政府系金融機関による投融資Kよって民間企業が行

う港湾施設整備を促進させる乙とである。

しかし民間企業は資本の論理にもとづく経済性の追及を前提としなけれ

はならないので，次のような問題への対応課題が検討されねばならない。

＠ まず第ーに，港湾管理者の計画を検討し具体化させる方針を決める

機関の審議会や委員会などの委員構成である。乙れまでの諸報告や答申の内

容をみてもわかる通り，大局的な判断や既成事実，既成理論の展開lζ始終し

ており，実態にふみ込んで経験科学として解明していく姿に欠けているわけ

である。

したがって，委員構成の検討が重要課題としてとり上け‘られねばならない

であろう。

＠ つぎに，港湾施設の整備に進出する民間企業の行動である。企業にと

ってみれば自己の都合に見合う施設利用に変形したり，自己の企業構図を作

るための手段に したりするが有利となる。

したがって，民間活力を導入する場合，どのようにして，乙れに対処し港

湾物流の秩序維持をはかるが対応課題と して検討されねばならないであろう。
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(4) 港湾物流業界の体質強化

すでに述べてきた如く j巷湾の物流業界は，国際化や情報化の進展を背景と

して効率的な一貫輸送体制の擁立を目指して，経営の合理化をはかりつつ今

日に至っている。とくに，国際複合一貫輸送活動に焦点、を当ててみると，そ

れぞれが潜在需要の顕在化をはかったり，新規需要を開発したりしてきてお

り， NVOCCとしてシステム，オノレガ‘ナイザー的地位l乙脱皮をはかつてい

るものも見受けられる。しかし，港湾を主体として経済活動を展開する中小

企業であっても，その特徴を生かして経営体質の強化をはかる方策を，さら

に追及していく必要があろう。 例えは、

＠物流業務の共同化を可能にできる範囲が拡大できれば，システム事業

化の推進はより容易になる。共同集荷，共同施設利用，共同配送・荷役・保

管・包装・情報処理，関連及び付帯業務の共同化などの検討をもっと積極的

に検討すべき時期にきているといえるので‘はなかろうか。

＠また， 事業機会の拡大lζ走り過ぎ，無媒な競争を展開し易すい体質を持

ち合せている乙とも否定できない事実である。したがって労使協調のもとで

抜本的な体質改善をはかつていく ζとも今日の緊急対応課題といえよう。

の中小企業事業団の調査によると，海外進出中小企業の一部には撤退が

みられ，現地法人の実情把握も乏しく，投下資本の回収もできないものもあ

と報告されている。そして撤退理由は需要不振などの経済的理由よりも，現

地パートナーとの考え方の相違が主流を占めている。

今後ともNOVCCを目指す港湾物流業の海外進出は活溌化するであろう

が，海外ネツ卜ワーク形成に必要な人材育成の遅れが否めず，重要な対応課

題としてとり上げられなければならないであろう。 5

注（1）物流活動の構成機能については，統計審機会の資料 （昭和40年） ＇ζ 
よれば，物資流通と情報流通の各活動に大別され，前者は輸送，荷役，保管，

包装，流通加工の活動と乙れらの施設提供活動K分けられている。後者は情

報伝達及び情報施設活動となっている。

また，システムとは， （財）流通システム開発センターの資料によると
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「ある共通の目的を達成しようとして， 多くの要素が相互に関連をもちはが

ら効率的K作用している複合体である」としている。そして物流活動を構成

する各部門の活動を機能と費用の面からみると トレード，オフが存在すると

し，物流活動全体をトータノレシステムとして一元的に管理する方策lζ情報の

システムが要請されると している。

(2) JIFFAは5年前の昭和56年に任意国体の組織で設立されたが，昭

和60年10月には運輸省から公益目的の社団法人に認められ，昭和61年4月現

在の加盟業者は122社に及んでいる。

(3）米国ではトラック輸送の規制緩和に加え， 1984年の新海運法の施行に

よって， FMC（連邦海事委員会）にタ リフをファ イJレするだけとなり，米国

内を発・終点とする国際複合一貫輸送が容易に行えるようになった。

(4) SC Cサービスコントラク ト）は，船社と荷主の間で取決めを行う運

賃，寄港地，スペース保証などの特別契約であり，米国の新海運法施行によっ

て二重運賃制にかわる運賃割引制度として導入されたものである。また

I A （インデペンデトアクシヨン）と呼ばれる行為は，同盟によって定め

られたものとは異って，それぞれの船社が自社のみのサービス条件や運賃を

設定するものである。

(5) 「経済月報」 （三和銀行発行）昭和61年7月号lζ調査内容が掲載され

ている。
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国際複合輸送の新しい展開と港湾の課題

一一東京港の経験と対応の方向一一

目次

1. はじめに

高橋恵三

（東京都港湾局）

2. コンテナリゼ ションの進展と国際間の複合輸送の新展開

3. 東京港における総合物流ターミナルの整備

4. 今後のコンテナリゼーションの展望と港湾

1. はじめに

世界の海上雑貨輸送の革命といわれるコンテナ輸送が，太平洋航路で本格

的lζ展開されるようになってから，早くも 20年が経過した。コンテナ輸送

方式の最大の特色は，船舶の一部であるコンテナパンが船体から切り離され

て，陸上輸送のための容器としても機能し，内陸部を流通するというと乙ろ

にある。乙れにより，従前，港湾を境にして分断されていた海上と陸上の輸

送システムが物理的に一体化される乙ととなった。コンテナ輸送が開始され

た当時から，国際間物流の一貫化の実現が期待されたのも，まさに乙の特性

lζ着目してのととである。

以来今日まで，コンテナシステムは順調に拡大を続け，物流の合理化も著

しい進展をみせている。しかし，その展開が本格化するに伴い，国際間の輸

送を本当の意味で一貫化するためには，当初の認識をはるかに超える複雑な

課題が山積している乙とも明らかになってきた。

東京港を例lζとれば，コンテナバンに貨物を収容したままでの内陸部輸

送一ーし、わゆる FCLによるドアツウドア輸送の比率は，予想されたほど高ま

らず，おおむね 509ぢ前後のまま大きな変動なく推移している。それど乙ろ
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か，輸出貨物についての荷主の意向は，港頭付近までパラ貨物一一 Lc Lで
輸送してーカ所の総合物流センターに貨物を集約してパンニングする方式を

近年改めて評価しつつあるとのデータもある。

図－ 1 企業からみた輸出コンテナ貨物の荷形態とコンテナ詰め場所
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図－2 企業からみた輸出コンテナ貨物をパラで出荷する理由
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最近における国際複合輸送の一つの動向としては，物流手段の中核を海上

コンテナ輸送におきつつも，必ずしもパン流通の形式的一貫性（ ドアツウド

アj kとらわれず，ノレーズカーゴとコンテナカーゴとを合理的に結合する仕
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組みや，複数の運送手段の最適な組み合わせを追求するなど，運送システム

をより弾力的に構築する乙とに大きな関心が向けられると乙ろとなっている。

さらにシステム整備の中心的課題としてコンピューターを利用した物流の一

元的管理や複合運送証券の発行等による運送責任，資金決済の一貫化などの

ソフト面が重視されるようになり，ハード ・ソフトの両面から物流業務の革

新が進展している。

国際物流をめぐる諜題の変化が進行する過程で，港湾もまたそれに対応す

るため，いかなる方向を目指して自らを変革してゆくべきか一一今，乙の乙と

について多くの問し、かけが提起されるととろとなっている。そして，乙れに

こたえるためには，狭義の海上 ・陸上輸送の連結という範囲を超える港湾機

能のあり方一一「保管Jと「荷さばきJといった境界を取り払った船積卸し，

荷さばき，保管，陸送を一体化する総合的物流機能の形成と管理，そ乙にお

ける新しい港湾の施設配置のレイアウトの問題等について港湾サイドからの

具体的対応策を擁立しなければならないのである。

本稿は，以上のような問題意識を念頭Kおきながら，東京港が国際複合輸

送の今日的課題lζ対応してゆくための視点と施策について検討を試みるもの

である。

2. コンテナリゼーションの進展と国際間の複合輸送の新展開

( 1）日本におけるコンテナリゼーションの進展

1960年代に，米船社が太平洋航路で本格的lζコンテナ輸送を開始するとと

もに，日本の大手6船社もとれに参入する乙ととなった。当時は海上コンテ

ナ輸送という新しいサービス方式の成長性について必ずしも統一的見解が確

立されておらず，例えばコンテナリゼーションへの対応を目的として設立さ

れた外貿埠頭公団すらコンテナパースと在来船パースとを並行して整備する

状態であった。一般的にはコンテナ輸送と在来ライナー輸送は共存しうると

の見解が多かったが，その後の現実では在来定期船は主要航路から全く姿を

消す結果となっている。

ζのようにコンテナ輸送がまたたく聞に世界の海t雑貨輸送を席巻する乙
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ととなった理由としては，何よりもまず港湾における荷役の効率性をあげる

乙とができる。コンテナ船の港湾荷役能力は在来船に比し， 8～ 10倍とい

われているが，さらに乙れに加え，雨天時や夜間においてもほとんど平常時

と変わらずに作業でき，しかも港湾労働の大幅な省力化と安全性の向上，荷

役と輸送における貨物の品質管理の徹底など，数多くのメリットを生みだし，

港湾の生産性は革命的lζ進歩した。

東京港の大井ターミナノレで・は現在8パース 2,300mの水際線を利用して年

間 1,200万トン余りの貨物を輸出入しているが，仮にとれを:tE来船方式で処

理するとすれば50～60パース， 1万m以上の水際線を確保しなければならな

いと見込まれる。乙のようにコンテナリゼーションは，総体としての港湾施

設規模をコンパク 卜にまとめる乙とを可能にし，都市にとって貴重な水際線

を有効に活用することにも大きな貢献をもたらす乙ととなっている。

また，ー港湾lζおける雑貨貨物取扱能力の飛躍的向上と，背後地と港湾と

の結合の合理化・密接化は，日本全土における港湾の配置にも大きな影境を

もたらし，それまで全国に散在していた外貿定期船港湾を，東京湾，大阪湾，

伊勢湾lと集約配置する結果をもたらした。

もちろん，コンテナ輸送のメリットの本質は，単なる港湾荷役の改良を超

えた物流体系（海・陸）の変化にあるが，その集約的便益が港湾の場l乙大き

く表れている乙とも事実であり，輸送革新はまさに港湾を通じて実現しつつ

あるといえよう。乙のようにしてコンテナ輸送は，海上輸送一一港一一内陸

輸送を機能的にも物理的にも大きく変化させ，国際輸送の主役となったので

ある。

現在，日本の海外貿易貨物は輸出 l億 7,286万 トン，輸入6億 7,059万ト

ンであるが，そのうちコンテナによるものは輸出4,400万 トン，輸入 2,585

万トンである (1984年笑縞）。輸入については，日本が資源輸入国で，鉄鉱

石，石炭，原油，食糧などパラ物重量貨物のウエイトが高いため， コンテナ

によるものの比率はそれほどではないが，輸出については， 自動車や鉄鋼な

とを｜徐くとすでにほとんどの製品がコンテナ化されている状況である。

また，貿易金額ベースではコンテナによるものが総額24兆円（ 36 ~ぢ j で，
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うち輸出については総輸出金額の49~ぢにあたる 18 兆円に達している (1984

年実績）。今後もコンテナ輸送が，製品物流を中心にして一層進展してゆく

乙とは疑いのない趨勢である。

表－ 1 主要港外貿貨物に占める外貿コンテナ貨物推移表
叩i主千ト ン

~ 5 511 55 58 
’Ii 
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(2）国際複合輸送をめぐる最近の状況

以上のようにコンテナ輸送は当所の予測を超えて急速かつ全面的に進展し，

乙れに伴い国際間輸送の一貫化も船社をはじめとする多くの企業の手によっ

て現実に機能される状況になっている。

そもそも，国際間の輸送は何種類もの輸送手段を経由しなければ成立しえ

ないものである。かつての在来船時代においても，自動車，鉄道，船舶など

の異種の機関の連続があってはじめて国際的規模の貨物運送が行われていた

乙とは今日と変わりがない。しかし，それにもかかわらず「複合輸送」 とい

う概念が在来船時代に成立しなかったのは，それらの輸送手段が経済単位と

してバラバラ lζ切り離されていて，一つの手段乙‘とに自己完結的lζ機能して

いたからにほかならなし、。つまり，コンテナリゼーション以前は， 異なる輪

送手段をシステムとして統一する乙とができなかったという乙とである。 コ

ンテナ輸送が新しい輸送方式として登場したとき， 始めて複合輪送という概
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念が現実のものとなり，コンテナの箱が異種の輸送手段を結合する鍵になる

ものとして期待された。確かILコンテナ容器が海上 ・陸上を自由に流通する

ととにより輸送を一貫化する突破口が聞かれた。しかし，実際の経験を経る

に従い，貨物の送り手と受け手（荷主日荷受人）にとってコンテナの箱を常lζ

手元から手元へと流動させているのが経済コスト等からみて最良の方法とは

限らないケースがある乙とも明らかlとなってきた。日本の大手メ ーカーの場

合，輸出貨物の生産工場は全国lζ散在しており，その工場どとに生産（輸出）

品目を特化しているケースが大部分である。一方，輸出貨物のコンテナ詰め

にあたっては，製品種別のほか船積・卸港，利用船社，輸出先の圏内輸送な

ど多くの条件を考慮する必要がある。 ζのような現実からパンニングは工場

ごとに実施するよりも数工場の製品をーカ所の「輸出センタ－JK集中した

うえで実施する方がより迅速，低廉に行える ζとが少なくない。例えば，埼

玉県の工場でテレビ，茨城県で音響機器，福島県でVTRをそれぞれ製造し，

乙れを東京港（邦船） ，横浜港（米船〉に積み分け，北米西岸，欧州などに輸

出しているといったメーカーの場合，取扱量の多い港頭地区ーカ所lζパンニ

ングや保管のための輸出センターを設置した方が工場パンニングより コスト

的に有利となる乙とは相当程度一般論として成立しう るのが現実となってい

る。加えて日本では工場の新規立地や拡張に用地面の制約が多く，生産量に

あわせて工場どとにノミンニン夕、センターを設ける乙とが実際には難しい。ま

た，道路事情や陸送経費から空のコンテナパンを内陸部工場まで引き戻すと

とがコストや時間の関係上，経済面で合理的とはならない事情もますますふ

えてきている。 近年， 輸出メーカーを中心に物流拠点づくりが大きな課題と

なっているのは， ζのような動向に基づくものである。
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図－3 6大港コンテナ詰め ・取り出しの施設別状況

（施設別取扱個数）
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大規模な輸出拠点による物流管理が可能になり，その整備が進んでいる背

景には，コンビューターと通信手段の結合による情報管理方式の飛躍的な進

歩がある。物流合理化の目標は，物流の停滞点をできるだけ少なくし，供給

点と需要点との聞をあたかも一つのベノレトコンベアーの様に結びつけるとと

にある。しかし，国際間の物流では船舶の運航頻度（多くても 1週間R.:1回）

とか船積するための貨物ロット（ 1船lζっきコンテナ 100本程度が船社の寄

港最低単位といわれる）などの理由からストックポイン トをゼロにする乙と

は不可能である。したがって現実的に考えるならストックポイントは広域の

物流体系にとっては不可欠なものであり，問題はそれをいかなる場所にどの
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ような機能を持たせて適切に配置するかという乙とになる。コンビューター

の利用による生産工場と直結した製品の在庫・出庫管理機能をも具備したス

トックポイン卜の意義がとみに重要となっているのである。

コンテナ輸送が開始された当初は，乙のストックポイン卜はコンテナヤー

ドとその中に設置されたCFSKよって満足されると考えられたが，メーカー

がFCLのみを指向していない乙と，しかもLCLカーコ♂を含むすべてのカー

ゴフローを自己の物流戦略に組み込んでおく乙とが至上命題となっているな

どの事情から船社ヤードやCFSでは複合輸送基地の役割を十分に果たしえ

ないという事態が生じている。

日本における国際複合輸送をめぐる課題の多くは，近年乙乙のと ζろに集

約されている。いわゆるNVOCCといわれる業務が注目されるようになり，

また，日本の大手船社や大手倉庫業者が総合物流業者への脱皮を目標に掲げ

るようになっているのも，いずれも乙うした物流の新しい動向変化に根ざし

た現象で‘ある。

海上コンテナ輸送の開発lとより，外貿雑貨港湾はその姿を大きく変えた。

深い水深，大型専用荷役機械，広大なヤードを基本とする現在の港湾は，か

つての突堤と上屋からなる港とは全く異なる施設の集積体となった。そして

今日，港湾は，その機能・施設・規模をさらに多様なものへと拡大し，変化

。表一2 主要な国際複合輸送ルートの現状
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させざるをえなくなっている。乙れは前述したように，国際複合輸送の発展

にあわせて，港湾地域が総合物流拠点に変化するという形態をもって進展し

てゆく乙ととなる。

表－3 北米航路における複合一貫輸送の増加状況

<.l~ I≫！！＇回f会lけ2向日前IA；草炭，. i‘，，ぇ n山 OlltT目前

1'r..l・K"I)併幽正，＼1＇－江詰子 止

物流lζ対する企業ニーズの変化を港湾の場で具体的・積極的lζ受けとめ，

対応してゆく乙とが港湾を管理するものの最大の課題となっている。

図－4 日本の大手倉庫企業は総合物流企業へと変化している
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図－6 大井埠頭物流基地の開発状況
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区~ 鼠 II凹nm （附nsgi悶）

仁コ京2川nm（明日6Jlf-皮）

図 －7 青海流通センター施設概要

11; 川 1・；，，コン＇ナ”＿， alミI也

ぬ " 4同 1;,1問 21金主2剛 2I~ ＼ 
;;:r~ o.\ M ;, I NI 19'7 'I'.,;,< r・;t 

.r, 2 1111 19'•'1 ・,;:,,tr・ Lど

民 間 i開場t’lll:lll!l凶 1'/JS.Jffihu'
lr.l I伺公JtI li'I 11 . 50U •・E ・

, " 1 ；·；；；；』；~＞b ＜ヒ ン ター 1i ，，企川l1uo11m ・

l"' ( I·~ le I ¥ ¥.500m' 

'1111.1''.':' 11 -＜問1・ 38U0＜川

亡ゴ［ ll l口
」日

［：~主



噂・

71 
国際複合輸送の新しい展開と港湾の課題

3. 東京港における総合物流ターミナルの整備

(1）コンテナポートとしての東京港の課題

東京港は，昭和 16年l乙国際貿易港として開港し，特に第二次大戦以後日

本の首都東京にふさわしい港湾とすべく，外貿施設の積極的整備が図られて

きた。しかし，現実には船社サイドの事情から海運同盟ICよる定期船寄港地

の指定をうける乙とができず，長時間トランパ一対象の港湾にとどまらざる

をえなかった。

しかし， 1967年に日本～カリフ ォノレニア航路 CP・S・W）において同盟の

指定港の地位を獲得して以後， PNW，北米東岸，欧州，地中海等世界の主要

航路が相次いで開設された。その結果， 1984年の実績においてコンテナ貨

物の取扱量では日本全体の 1696，輸出入金額では22必を占める代表的国

際貿易港へと成長した。

図－8 東京港外貿貨物取扱量推移
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東京港の取扱貨物量は年間約6,000万トンで，その内貿貨物が約70% • 

外貿貨物約30%の割合となっている。乙の取扱量は総量的にはこ乙数年お

おむね安定的な推移を続けているが，貨物の品目，性格は大きな変化を示し

ており，外貿についてはライナー取扱貨物の逓増と卜ランパー貨物の減少が

明白に表れている。

日本の経済構造が今後ますます高度技術集約型に進んでゆく乙とを考える

と，木材lと代表される素材型 トランパー貨物は引き続き減少し，機械類など

のライナー貨物は増加してゆくものと予想される。しかし，一方厳しい国際

競争のなかで企業が流通コストの削減のため，港のサービスや経費をますま

す重視するようになっており，東京港もその持つ発展可能性を現実のものと

するためには，港湾地域全体の経済効率性の向上lζ一層努めてゆかなければ

ならない。

乙のような観点からみると，現在の東京港lζは幾多の解決しなければなら

ない問題がある乙とは否めない。

まず最も基本的なこととしてパース一一特に外貿コンテナノイースの施設面，

運営面の問題がある。大井コンテナターミナルはすで＇ IL開業以来 10年以上

を経過しているが， コンテナ船の大型化のため，水深，岸壁延長，クレーン

規模等の設備面での改良の必要性も生じてきている。

一方， ノミースの運営面では，RORO船やセ ミコン船など船型の多様化が

進み，かっ中小船社の参入，在来カーコーとコンテナの混載などがふえている

ことから，大井のように一船社がフノレコン船を対象として 1パースを専用リ

ースする方式だけでなく，複数の船社が自己の必要に応じてパースを共同利

用できる方式も積極的に導入する必要が生じている。

コンテナ輸送の拡大に伴い，一国を代表するリ ーダーポートの条件はフjレ

コン船はもちろん，セミコン船， RORO船などコンテナ輸送の多様なニー

ズに対応しうる港湾設備と運営方式を具備し，船舶と貨物を大量に集中でき

るようにする乙とが必須となる。東京港も乙の方向を目指して，設備と運営

の充実策を図らねばならない乙とは当然である。
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しかし，乙のととは乙れからのコ ンテナ港湾が成立するための基礎的条件

にすぎなし、。そしてコンテナ港湾の優劣と発展性は，国際物流のためのハー

ド・ソフト両面にわたる諸機能の成熟度一一国際的物流企業の拠点施設．物

流管理のための情報処理機能，貿易・商業活動や金融業務などが港湾を中心

lζ十分に集積しているカ」ー によって左右される乙ととなろう。貿易量が増

大して，物流の国際ネットワークが整備され，日本の企業活動もその中に組

み込まれるようになっている今日では，港湾地帯乙そが物流システムの拠点

とならざるをえず，また，それなしには港湾の発展もありえない。

乙の観点からみるとき，残念ながら東京港はライナーポートとしての歴史

が浅く，貨物の集荷，保管， コントローJレを行う事業の集積状況が他の国際

貿易港に比べて不十分であり，その結果物流業務の展開lζ立ち遅れかねない

危慎が生じている。

新しい国際複合輸送のための物流基地として港湾地帯を開発整備する乙と

が，今日東京港lζ課せられた最大の課題となっている。

(2）大井コンテナ埠頭背後の物流基地開発

乙のような状況認識のもとに，東京都は大井コンテナターミナルの背後l乙

大規模な物流センター基地の開発を進めている。

米国の新海事法の制定以来，日本でもNVOCCの業務が注目を集めてい

るが，問題はキャリアを持っか持たなし、かという乙とよりも，貨物を大量に

集貨し，荷主の希望iζ従って最も適切に保管・荷さばきし，かつ輸送すると

ともに，そのプロセスを総合的に管理する機能を港頭地区で主体的に行う乙

とができるものは誰かという乙とである。日本の企業について考えれば船社，

港運会社，倉庫会社，陸運会社，さらには総合商社まで物流lζたずさわる事

業者の全てをあげる乙とができ，乙の中で業域のワクにとらわれずに物流業

務一切の総合展開に成功したものが，その資格を勝ちとりうるという乙とと

なろう。

大井埠頭の物流基地は，まさにこのような事業者の活動の場として都が提

供するものであり，海運，港運，倉庫の事業者のなかから国際物流事業を行
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う力量と計画をもつものを選定して都有地を貸付け，開発を進めている。

開発対象地区は，面積約 27ヘクタールであるが，そのうち 17 ヘクター

ノレについては 1～2ヘクタールの単位で 14区画K分割して， 1985年 1月に

用地借受者を公募したと乙ろ，全国の海運，港運，倉庫の事業者 51社から

進出申込みがあった。

都では関係業界と協議のうえ，

① 首都圏等で生産・消費する輸出入貨物等の集荷・保管・配送の流通サー

ビスの一大拠点として開発する。

② コンテナ埠頭等，公共港湾施設と一体的な物流基地として開発する。

① 国際複合輸送時代をリードする物流基地として開発する。

＠ 京浜聞のコンテナ貨物の交錯輸送の解消など，港湾物流改善の戦略的拠

点として開発する。

⑤ 東京港の貨物集荷を強化するため，民間活力を完全に発揮できるように

留意して開発する。

という 5点の開発方針を定め，大井埠頭のコンテナ貨物の増加とバース利

用の増進lζ具体的に寄与する事業者を選定して立地させた。

最近のコンテナパンやシャーシーの大型化・数量増を考えると物流施設は

広い敷地が必要となっている。大井地区でも lヘクターノレの区画のうち倉庫

建屋の面積はその%程度で（約3,000rrf ），残りの707ぢは コンテナやシャ

ーシーの保管・荷さばきの場として利用されるのが一般的である。倉庫は

3～5階建となるので，倉庫面積は 1万～1万5,000d程度となり．輸出入

保税貨物の保管・荷さはさセンタ ーとして活用される。

大井地区のLCLカーゴ．（輸出）は600万トン程度がパース施設面から限

界と考えられるので，輸入カーコーのデパンニンク＼保管を加えても上匡必要

貨物のほとんどが乙の物流基地で荷さはさ可能であり，コンテナターミナノレ

と一体化した物流用地としては日本で最大級・最新鋭の設備となるものと期

待されている。
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(3）青海コンテナターミナノレと流通センターの開発

東京港では，大井ターミナノレがフ Jレ稼動の状況に近づいており，新しいコ

ンテナパースの整備が必要になっている。 ζのニーズlζ乙たえるため，昭和

60年 11月に東京港で第 11番目のコンテナ埠頭，青海タ ーミナノ，，第 1パー

スが供用を開始した。

乙のタ ーミナノレは，整備及び運営の方式で大井埠頭と異なる幾つかの特色

を有している。コンテナ航路の拡大と参入船社の増加は，パースを専用リ ー

スするだけの貨物量や資金を持たないため，自己の船舶の係留時だけスポッ

ト的にターミナJレを利用する傾向を増加させている。しかし，コンテナ輸送

では，背後ヤードにおけるコンテナの保管と前面ノイースの利用とはセットの

ものであり，在来ライナー船以上にヤードと岸壁との栢関性は強固なものと

ならざるをえなし、。乙のため，中小船社を対象とするタ ーミナルでも岸壁の

スポット化やヤードの一般使用はコンテナ輸送の実態および能率からみて適

当ではない。 コンテナターミナノレでは，ヤードの管理とガントリークレ．ーン

の操作に重点がある乙とを考えると，ターミナノレオペレーターがノイースを管

理しつつ複数の船社の埠頭供用を統括してゆく乙とが，専用リース化できな

いパースの運営においては望ましい方向であろう。

青海タ ーミナjレは乙のような現実をふまえて，大井埠頭のような専用リ ー

ス方式と公共ノイースにおけるスポット的供用方式の中聞をゆく運営方式を目

指すもので，具体的には日本を代表する外航6船社と 15の航運業者の共同

出資会社「青海埠頭株式会社」によって管理・運営されるものである。

整備面については，従来の専用タ ーミナノレが全て埠頭公社によって建設さ

れていたのに対し，東京都と公社が施設を分担して建設するもので，第 1パ

ースではバンプール（ 6万rrf〕， CFSは東京都，岸壁，クレーン，ヤード

(4万5,000 rrf）は埠頭公社がそれぞれ整備した。

乙れとともに，ターミナJレ内（第 1～第4パース）に都と港運業者とが協

力して日本最大の流通センタ ーを建設し， LCLカーコの大量集荷を中心と

する国際複合輸送基地として青海埠頭を発展させる計画であり， 1987年秋完
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成を目指し第 1期計画（2棟）の建設事業に着手している。

乙れらの施策によって，近い将来青海地区は大弁地区lと勝る新しい東京の

物流拠点lζ成長するものと期待されている。

4. 今後のコンテナリゼーションの展望と港湾

21世紀は「太平洋の時代」といわれている。今後10～ 15年後には太平洋

をとりまく日本，中国，アメリカをはじめ，アジアNI CS （アジア新工業国）

ASEAN，オセアニア諸国で形成される太平洋経済圏が世界経済の中心とな

り，世界の貿易と海運も太平洋地域を核として展開される乙とKなろうとい

う予測である。現在，太平洋圏lζ属するアジア地域が世界で最も成長性の高

い乙とはまぎれもない事実であり，大局的lζはζの動向のうえに世界経済の

拡大が続く乙とは，まず異論のないと乙ろであろう。

一つの経済圏が成立し，その経済圏を構成する国々の経済成長が実現する

乙とは，貿易規模が拡大し，物流量も増大してゆく乙とを意味する。臼本の

コンテナ貨物は．乙うした観点からみるとき今後も順調に増加し， 1 5年後

( 21世紀）には， l億 4,000万トン（現在の2倍規模）に達すると見込まれ

ている。

したがって，港湾が果たす役割もまた今後ますます重要なものとなってゆ

く。乙の責務lζ乙たえ，円滑・合理的な国際間物流を実現するために，港湾

地域を総合的に開発してゆく乙とが我々に与えられた使命と考える次第であ

る。
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関東の舟運 と東京港（江戸湊）

日次

1. 関東舟遂の変遷

2. 関東舟運政策と享保の改革

3. 明治以降の治水政策と運河・港湾の整備

4. 明治以降の輸送機関と東京港

1. 関東舟運の変遷

佐藤正夫

（東京都港湾局）

現在の利根川は，坂東太郎の名にふさわしく関東平野を縦断し銚子を河口

としているが古代は埼玉県東部の低地（中川低地）を南下し東京湾（江戸）

に流入していた。利根川の幹線は長さ322キロメー トノレ支川数は285にもの

ぼり，流域面積は約I万6千840平方キロメートルにおよび日本一の大河で

ある。

本稿は，関東平野における主流利根川の舟運と日本一の大都市江戸の街と

のつながり，そして明治維新を迎え新政府の土木事業への取組み，運送体系

の法制の一面から変遷を考察する。

江戸の街づくりの柱となったのは，徳川家康が入府後，築城i乙必要な資材

搬入路として数本の水路を開削し，市街市造成のため埋立てを行い，上水，

治水対策l乙意を用い更に生活必需品である塩の確保であった。東京湾にはい

くつかの境田があったが，江戸に近い行徳の塩を運ぶため，城の東方に小名

木川と新川という運河を開削した。乙の水路は後代まで重要な物資の輸送路
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となった。江戸時代では，大量の物資の長距離運織は河川水運がl唯一の輸送

機関であるととろから，初期IC幕府及び各藩は米を中心とする穀類，木材，

林産品の輸送のため，低水工事を主眼とする大規模な河川改修を行った。低

水工事というのは河川舟運を開いてその維持管理を目的とする河川工事で，

水量の少ない平水や低水の時期に就航できるだけの水深を保つ乙とをねらい

とする工法である。

関東では洪水を繰返す河川を制禦するため，幕府は流路の変更策を立て利

根川の改修工事を積極的に行った。いわゆる利根川の瀬替え，東遷事業と云

われるもので，主な事業は表 Iのとおりで，概略すると，

表 1 利根川関連の主要な流路の改修と開削

平I］似川 1 新川 j邑リ の／jfJ~jlJ ・J亡和 7年（1621)

2 赤tJij＼川の｜見rnリ ・1tf日7年(1621)十JJ／井Ji'jlJ、＊応3年(1654）通水
3 小貝川の付倖改修 ・ ~l永 7 年（ 1630)

4 下手IJ似川 （十三間戸～例1 1U ，~iHibl＜路 . ）；°：！＇.永 3年（1626)

5 下手l凶4川（江仁I) 沈水路 ・＇.｛：＜：水 4年（1627)

6 下利fNlll( ili:J京～Ht山～大：（'j-）改修 ・n氷3年（1626)
新利似川 1 新利似川のIJMi~ilJ ・1:1文6年（1666)

2. 堀；明日II（鹿山ぬl',lil／）・ llfJifl5年(1872)1品l向I］されるが、川口問答てlit川

江戸川 I 江戸川のllfli'ilJ ・'.tl水12年（1635）～究氷18年（1641)
2 江戸！｜｜（金杉～深j/:$/il司）の改修 ・」訂以13年（1728) 

3. 江戸川政水路の｜剣山IJ ・明治44年(1911）～昭和5年（1930)

中 川 1 中川のl~f.Jl'jl] ・ヰ保14年（1729)*11/lえをf11:1p1i¥

荒川 I 荒川のH将改修 ・:tl永6年(1629)
2. 荒川政水路の／jfJ白I] ・lりlif144年(1911）～｜昭和15年（1930)

資料 「干llfN川治水史J菜h;\H 側、「手IHN川 と淀川 J小111/\'I 、「手ljfl{ 川 ifl ノkの変~とノ•／＜. ：，~：」大!fH：ーによ

リ作成。
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①第 l次で文禄3年（1594）の川俣～川口聞及び新利根川の開削工事

②第2次で元和7年（1621)の新川通りの開削と太田河上流への流身の

変更

＠第3次で寛永年代（1624～43）における江戸川 権現堂川 佐伯渠，

逆川の開削工事

④ 第4次では承応3年（1564）の赤堀川の開削工事である。以上約60年

聞にわたる改修工事により ほぼ目的は完成され河川改修東遷事業は終

りをつけブこ；）

乙のように利根川の上流から下流へと事業を進めた目的については諸説が

あるが！① 江戸を利根川の水害から守る ζと ② 南関東から利根川を遠

ざけ，その流域の開発を進める乙と ＠舟運の便のため関東と奥州 ・信越

との経済交流を図る ζと ＠ 東北の雄，伊達藩に対する防備策と して河川

を障害物の役割をさせた乙と，などがあげられている。しかし改修後，承応

3年 (1654）の事業完了後百年を経ずして寛保・宝暦の水害が続き，天明3

年（1783）浅間山の大爆発Kよる噴出物の流下がはげしく堆積の影響等もあ

り 河床が上昇し水害が多発するようになった。 ζの水害IC.よる影響はその

後の補修工事（赤堀川の大拡張）にもかかわらず百年後の明治時代まで続く

乙とになる。

一連の河川改修工事で注目されるのは，江戸川流頭の棒出しである。乙れ

は天保年代IC.江戸川下流の右岸の農民が創設したといわれ。乱杭を川lζ打ち

込み川幅を狭め，堤防を突き出し法面K石枠を入れたものを設けたという。

乙の乙とによって二合半領の排水悪化を防いだが I 上流の都賀郡一帯は渡良

瀬川下流の流水が害され洪水が停滞し水害が頻発するとの理由で棒出し幅を

18間（32m）以下lζ狭めないという条件で設置を認めたのである 0 2.) 

明治の中頃iζ棒出しを著しく強化するという事態が発生するが，その背景

には足尾銅山鉱毒事件の蔓延を恐れた政治情勢を見逃すわけにはし、かないだ

ろう。江戸川下流や下利根川にその余波が拡がりつつあったので 明治政府

は東京府下に影響する ζとを恐れ棒出しを強化しながら渡良瀬川河口（利根

Jllへの合流部）を拡幅して利根川の水が逆流し易いように した。そして幕末
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から明治初年にかけて江戸川を利根川の本流として 乙れに洪水主流を排疎

すべきであるという大方の識者の見解を無視し，政府は中利根川を主流と し

て銚子へと流した。3)

近世期における舟運機構の基本的性格は 封建社会の米石高制にもとずく

現物年貢という仕組の中で重要な地位を占めていた。東日本の河川水運の発

達にとって忘れてならないものに西廻り，東廻り海路の開発がある。東廻り

海路は，寛文10年 (1670）と同12年lζ幕府が河村瑞賢iζ命じて開発させた海

路で，天領の蔵米輸送を安全に行なわせる航路の改良策であった。

百万石以上にのぼる直轄地の蔵米，家臣団・譜代大名などの貢米及び，他

特産品の江戸輸送が街道の宿駅を経由する段階から河川を利用する方向lζ変

わったのも，舟運の手lj点が大きいだけに必然の乙とであろう。

本支川にのぞむ各地lζ地域流通の結節点として「河岸」があいついで起り，

関東沿岸及び近海の津出湊とならんで江戸へ集中する網の目のような輸送ノレー

トが成立した。幕府は元禄3年 (1690）に関八州、｜，伊豆，駿河十カ国から江

戸へ運ばれる城米，蔵米の津出湊及び河岸より道法と廻米運賃を制定し公示

した。それまで不動であった運賃を距離の遠近などにより合理的に修正し，

関東の河川を統一的にとられた点において，後の河岸発展lζ大きな影響力を

もった。 4)

元禄期lζは利根川水系を中心iζ80余りの河岸が知られ，幕末lζは300余り

の河岸があったと推定される。元禄以降湊や河岸Iζ成立した新興の船問屋，

河岸問屋と従来から領主的商品流通を独占してきた特権的な廻船問屋，宿駅

問屋との抗争が次第に激化するようになるが，河岸の場合に更に農間余業者

である小船主が進出し河岸問屋と運輸の方法をめぐって紛争をくり返す事態

が盛んとなった。日）

各地から輸送されてくる年貢米は，幕府直轄の村々の出荷の場合は浅草御

蔵lζ着岸し，旗本領等からの年貢米は旗本屋敷の河岸あるいは指定の河岸に

揚げられた。一般荷物の場合は江戸の入口中川番所より小網町までの聞を船

船に積替えられ市中の運河を通って届け先の河岸まで送られた。関東各地か

ら高瀬船で江戸lζ来て積荷を船船lζ積替える業務を担当したのが「奥川筋船
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下船船宿」で，ζの奥川筋とは江戸からみて利根川水系を通して結ぼれた奥

羽の南，信越の南方面の荷出地を云うが，乙の船宿は明和7年 (1770）頃に

江戸小網町を中心IC百十軒もあったという 06) 

江戸からの帰り高瀬船の積荷の斡旋をしたのが「奥川筋船積問屋」でとの

問屋の数は寛延元年 (1748)37軒，寛政1昨（1798)39軒，嘉永4年（1851)

36軒とあり50年閣の間でも変化は見られず安定的な経営が続いたと思われる。

2. 関東舟運政策と享保の改革

時代も近世中期以降になると，利根川水運は江戸地廻り経済の進展を促し，

幕府の関東農村における支配体制を強化していくのである。幕府は関東諸河

川を舟運商活動の場としている川船lζ対し，元禄期以来絶えていた極印改め

を実施する触書を享保4年 (1719)12月IC出した。乙れによって川船制度の

大改革が始まったのである。 ζの触は， 川船を確実に把握するため船の種類，

形状，大きさなどを徹底的に調査する乙とにあった。 川船を支配するため寛

永10年（1633）川船奉行を任命し，後i乙2名となったが，更に延宝6年 (16

78）には3名lと増員強化し，江戸と往来し船稼ぎをしている商船から年貢，

役銀を徴収する体制が元禄9年 (1696）に確立された。 7)

元禄～享保期にかけての江戸の経済的繁栄につれ関東，東北，信越地方か

らの米穀，薪炭，材木をはじめ商業的農作物や地方特産品など利根川舟運lζ

よって江戸の物資移入が増大していった。乙のような増大化傾向を反映して

か，関東地域の船稼ぎも活発化し，正徳6年（ 1716)4月の触書から推

察すると無極印，無年貢の川船も相当数運航していた乙とをうかがわせる。8)

次いで享保8年（1723）関東，伊豆及び駿河辺の海辺の船が稼ぎのため江

内川へ出入する場合には川船同様課税するとの触書が出された。従来は江戸

へ往来する関東農村の商船K限られていたのが，改革以降海船にまで範囲を

拡げた乙とは注目すべき触である。

同5年 (1720)12月川船に対する重要な制度改革が行われた。とれまで川

船の掌握と年貢，役銀徴収を主要な任務としてきた川船奉行が更迭され職が
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廃止された。御作事方棟梁鶴武左衛門が登用された09）職掌が大工棟梁という

異色の配置，人事異動で、あった。しかも掌務は従来のまま総てを後任の鶴氏

K引継がれたのである。

当時の江戸の人口は同6年 (1721）幕府が実施した人口調査では町方人口

50万人，同18年 (1733）で54万人と集計されており，武家関係が含まれてい

ない。諸大名所属の武士20～30万人，家族30～40万人を含めると人口が約百

万人と推定され，江戸の地域圏が拡がりりをみせていた頃である。

川船支配の改革の第二に重要な乙とは，船請制度の廃止であった。船請と

呼称される町人の役割は船請人は川船の新造，売買，漬の証文類lζ連署する

など川船の把握iζ直接関与し，年貢，役銀の徴収を請負い，万ーの場合には

滞納の船主がでた時には立て替えて上納する乙とが役目であった。 10）重要な

職務であったわけであるが，しかし船請が幕府の期待どおりの責務を果たさ

ず不時な振舞いが多かったからだという。廃止後は，船主が直接年貢，役銀

を川船役所へ納入するようlζなった。

江戸時代は本来的ILは農業生産iζ基礎をおいた社会機構であり，為政者の

財政基盤となるものは年貢である。幕府は乙の年貢を増徴する方法として耕

地の拡大，つまり新田開発lζ力を注いだ。しかし元禄年聞には新田開発もあ

程度限度に達したのに対して，幕府の財政支出は増大する一方であった。消

費支出の増大を貢租収入の増加で吸収していく乙とができなくなり ，幕府財

政の破綻が表面化したのである。乙れらの財政難を引き継ぎ，体制の建て直

しの必要を迫られたのが八代将軍吉宗で－あった。 乙れらを背景と していわゆ

る享保の改革が実施される。

享保7年 (1722)7月は諸政策を矢継ぎ早ゃに打ち出しはじめた年である。

吉宗は大名から一万石に付き百石の割合で献米を徴収するという「上げ米令」

を出し，その代り江戸参勤の期間を短縮した。 ζの乙とによって年間約18万

7千石の収入となり，切米，扶持米総額の約5割，貢租収入の l割にも相当

したという 011）当面，財政難を緩和する乙とが出来たが，幕府の基本策とし

年貢増徴策と新田開発策を強力に推進する乙とで財政難を克服する方針とし

fこ。
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同年7月「新田ニ関スノレ高札」を江戸日本橋lζ揚げ，新田開発の奨励を促

し，乙れと同時lζ新田づくりを町人の請負，新田となるべき土地を代官lζ見

立させその一身代は新田年貢の十分のーを支給するという思い切った手段も

採用している。更に同11年 (1726）には以後の新田検地の規準となった新田

検地条目が出され体制が整えられた。 12)

乙のような状況下に注目されたのが，それまで対象外であった池沼の開発

であり，永年関東河川を改修してきた実績のある伊奈代官の関東流工法に代っ

て吉宗が紀州、｜からつれてきた井沢氏の紀州流の治水技術の登場である。その

代表的なものが見沼代用水の整備と見沼新旧の開発であり，新田開発隆盛期

の後半にあたる亨保年聞はまさに治水と新田開発がかみ合って成果をあげた

時期である。

幕府は，享保13年 (1728)Iζ見沼代用水路開削後，東縁と西縁の水路の聞

に通船堀を開通させ江戸への運搬水路を確保した。明治7年（1875）見沼

通船会社が設立され営業を開始したが，同16年中山鉄道，同18年東北鉄道の

開通の影響により昭和6年を最後に通船事業を廃止している。

3. 明治以降の治水対策と運河・港湾整備

慶応、4年（1868) 4月幕府政権が瓦解し， 新政権が誕生した。新政府は早

速く関東の川船を掌怪し 幕府の脱走兵の動きや武器，金穀の地方への積出

しを監視した。文旧幕府の特権を奪うため無極印，無年貢の武家手船の藩領

（関東）の船を把握し，一般船主lζ対し税の軽減を灰めかし新政府への協力

を求める策をとった。明治3年 (1970）正月，政府は海運や河川水運の発達

に対処して，近年の物価高騰を理由IC::.関東八カ国の川船税を増額する布達を

出した。政府にとって財政基盤を確立するための貢米を東京l乙廻潜する乙と

は緊急の課題であった。したがって貢租米の運送を円滑にするため役船（官

用課船）の運賃を増額したが，一般の船主に犠牲を強いる結果となった。

同4年（1971）政府は船種，規模，使用範囲を間わず課税額を規程する新

式を採り入れ「船税規則」を公布した。しかし，鮮，漁船iζ該当する船種は
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明確でなかったので同7年 (1874)12月になって「鮮漁船並ビニ海川小廻等

ノ船税規則Jを制定し全国の府県を統ーした規則が確立され，賦課基準も

簡明になり封建的年貢等の制度も近代化されたのである。13)

政府は近代国家への転換を図るため法制度，技術面についても積極的な研

究調査を行い実質な仕組みを進めたのであった。舟運に係る河川行政につい

ては，幕府時代から貿易が続いていたオラン夕、の優れた治水技術を採り入れ

る乙ととして技術者を招鰐した。同5年（1872) IC:技師長ファンドールンは

5人の工師と共に来朝して，わが国の河川，水利の調査 計画を統轄した。

（同6年ファンドールン帰国，デ・レーケ，ローウェン．ホノレス 卜・ムJレド

が加わった） ζれからオランダの技術者達のわが国に残した足跡は，各土木

事業にとって計り知れない大きな影響を与えた。

政府が土木事業lζ関連して主力をそそいだのは河川と鉄道事業であった。

行政組織面ではそれまで大蔵省の所管であった河川，港湾，道路関係の土木

事業は同6年（1873）内務省の設置に伴い所管換となった。

河川行政において重要な位置を占めるのは，同6年大蔵省番外をもって公

布された「河港道路修築規則JJである。14）河川の事務は国の事務と明示され，

一等河川については大蔵省において工事を執行するものとし，現在の直轄制

度のはじまりを現わしたもので，国が積極的に全国を統一的に施行する方向

を示したものとし注目すべき命令である。同7年 (1874)5月淀川において

工事を施行，次いで同8年 (1875)6月利根川の工事に着手，以後信濃野川，

木曽川，北上川の9河川lζ直轄工事が行われた。 ζれらの工事はいわゆる低

水工事であり，舟運の便を主目的と併わせ流路の固定を図るための河岸と常

水路を対象としたものである。洪水の氾濫防禦を目的とするいわゆる高水工

事が行われるiとなのは同19年以降である。

同14年 (1881）頃から洪水が頻発して，氾j監防禦の要望は全国的lζ高まり，

特lζ同18年， 22年の洪水が発生し被害は大きく，同18年の洪水を契機として

同19年はじめて築堤方式による高水工事が木曽川に施行された。同29年 (18

96)1C:洪水を規定する河川法案が国会を通過し，懸案であった淀川，筑後川

の高水工事がただちに開始されたのである。
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しかし同43年の大洪水は過去K類のない災害を利根川をはじめとして全国

各地にもたらし，政府を批難する声が強くなった。政府は乙の対策に臨時治

水調査会を設け，根本的な治水計画を立案した。直轄河川12を増し56河川と

し，同44～昭4の18年間の長期計画を策定した。乙れ以後．明治期第l次

大正期第2次，昭和期の第3次治水計画と引継がれていく乙とになる。利根

川の改修工事は明治33年度から行われたが，低水工事と同時に進められ大正

11年に至って埼玉県妻沼以下銚子lζいたるまでの分と江戸川流頭関宿付近の

低水工事を竣功したのである。 15)

政府は明治4年 (1871)12月太政官布告「治水修路架橋運輸ノ便ヲ興ス者

ニ入費税金徴収ヲ許スJとあり，抗肪産業の振興のために河川，港湾，道路，

橋梁等の改修整備の必要を認めた私人が乙れらの事業をおζ して交通運輸の

利便に供する場合は，その資金を償却する範囲で通行料などの徴収を行うと

とを許し地方長官の許可を要するとととした。特に水運の便を聞く乙とは産

業経済の基盤をきずくものであり，とくに大都市圏週辺においては自然河川

の水路の改修とともに運河を開削して水路網の整備を行う必要があったので

ある。

ζの通牒の内容は，設計，工法並びにその変更に関し，免許期間中の維持

修繕を義務づけており，免許満期の後は敷地及び構造物とも無償で官有iζ帰

する乙とになっていた。運河は水遂の用K供する公共施設として，公共団体

はもちろん私人にも営利を目的とし経営する乙とが許されなかった。しかし，

営利を無視してはその発達を望む乙とに無理があり， ζのような考えから大

正元年12月lζ私設運河法案が提出され，翌2年4月運河法が成立し12月施行

された。

明治以降に建設された運河lζは私人，企業，公共団体がかかわるものもあ

り運河法が制定されて以後，それまで私企業ではじめられた運河も経営上，

治水上などの理由から国，都府県あるいは市に買収されて，適用河川あるい

は準用河川と姿を変えていった。

わが国における運河の形式をみると，内陸を縦横断するような大規模なも

のはなく河川相互間や河川， 港湾聞を連絡するものが多し、。自然河川閣の連
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絡水路として開削されたものに，例えば宮城県の貞山（堀）運河，手IH艮運河

があり，人工水路聞の連絡水路Kb奇玉県の見沼通船堀，港湾区域内の連絡水

路には名古屋の中川運河 富山県の富岩運河，大阪の天保111，城北運河等が

ある。更に埋立地閣の連絡水路で＝は東京の京浜運河，その他埋立地聞には数

多くの運河がつくられている。開削当初は運河としての性格をもっていたが，

運河とよばれずに何々川と愛称， 呼称されるものもあり，東京の小名木川，

堅川｜，横川 十間川などがある。全国的にみても乙のような例は相当数ある

と思われる。

明治以降で利根川K関係した利根運河をとりあげると，現在の千葉県野田

市，柏市，流山市の境lζ位置して，利根川と江戸川を結ぶ延長約8.1キロメー

トノレの迎河である。東北地方より江戸に米穀を輸送する場合，就航が困難な

鹿島灘を避け，多くは~JI:}を銚子Iをに入れ， 川舟IC移して利根川を遡り，関宿

より江戸川を下って船堀川，小名木川を経て江戸lζ入った。他の奥川筋から

の貨物もとの利根，江戸川航路を利用していたが，その後遂年，利根川鬼怒

川合流点付近から下流lζ土砂の唯積がみられ舟運lζ支障が生じ，関宿を迂回

すると 3' 4日を要し急を要する貨物は途中で荷揚げし，陸路野田，流山lζ

至り再び江戸川を下る状況さえ出てきた。明治19年 (1886) 7月東京府，千

葉県，淡城県，の知事が2里余の運河開削の必要性を書いて政府lζ上申書を

提出した。内務省ではオランダの御雇技師ムルテソレlζ命じて計画させたが，

財政難のため国庫補助が不可能となった。そ ζで茨城県人見知事は温官して

会社を設立し，利根運河開削へ情熱をそそいだのである。同20年（1887）利

根運河開削免許命令書下付され，同21年着工同23年（1889）全工事竣功し，

通船の営業を開始した。手IH_良川，江戸川に最初の外輪蒸気船利根川丸が就航

したのが同4年（1871）であるが，乙のi運河開通i乙よって利恨川水系の舟運

は活発となった。年間就航数の最高の年は昭和11年の3000隻で，和町Hの最高

は明治24年37,500隻を記録している。16）以降は表2にみられるように，周辺

地域を走る鉄道の輸送力lζ押され，営業廃止に至っている。昭和16年 (1941)

に至り政府は利根運河を買収した。

一方，港湾に関する法令は，明治4年 (1871）の太政官布告の 「道路橋梁
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河川港湾等通行銭徴収ノド｜ニ」が最初で，港湾法の制定のない時代の港湾行政

運営の基本法となっている。港湾使用料の徴収の基本法である乙とは勿論で

港湾が国の営造物として地方長官の管理に属し，文港湾行政の監督lζ関する

大正11年 (1622）内務省訓令の制定の根拠法規と云われている。17)布告の趣

旨は道路，港湾などを造成した者lζ対し，その投下資本回収のためその施設

の利用者から利用の対価を徴収する乙とを認めるものである。政府の財政力

が乏しい時期にできるだけ私企業の手を借り今様，民間能力の活用によって

港湾修築を伸展させようとの方針がうかがえるのである。

わが国における近代港湾の修築工事は，同11年(1878)ILはじまった。福井

県の坂井港（現三国港）宮城県の野蒜港をもってその起源とされている。 ζ

れら両港をはじめとする明治初期の築港工事は，特lζオランダ人技術による

ものが多く中期頃まで多数の港湾の計ー画が彼等によってなされている。後期

から大正にかけて諸外国の技術を体得したわが国技術者逮は各地において港湾

建設に従事している。乙の時期は港湾修築計画の審議機関として港湾調査会

（明40），臨時港湾調査会 （大14）などが設置され，国勢の発展とともに港

湾整備の気運が盛んで昭和の初期にかけて現在の主要港湾のほとんどがζの

期聞に基礎をきづいている。

法制面でみると，河川法（明29）に続いて，砂防法（明30），森林法（｜リ130)

も成立するが港湾法は草案のまま議会le提案されずに終り，道路法は提案さ

れたものの大正7年 (1918）の成立まで残った。鉄道営業法（明33）と続く

鉄道固有法（11月39）の成立によって鉄道の体制固めが完了し，運河法（大2) 

が通過した後K道路法（大7），公有水面埋立法（大10）と新しい法律の成

立が続いた。

政府は明治40年港湾修築の基礎とするため「重要港湾ノ選定及ピ施設ノ方

針」を定め乙の方針に基っき全国港湾のうち政府の直轄工事で建設管理する

港湾を第l種重要港湾（儲浜，神戸，関門，敦賀の4港）として定め，府県，

市町村で建設，管理する第2種港湾（東京，大阪，場釜，四日市，鹿児島，

長崎，境，新潟，船Jll，青森の10港）を指定し国庫補助をするという方針を
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決定した。

4. 明治以降の輸送機関と東京港

明治5年(1872）は，幕府の宿駅制度の廃止と ，わが国の輸送の革命である鉄

道が開通（新橋～憐浜間）した記念すべき年である。

馬車鉄道は，鉄道開通からかなりおくれて同15年6月鉄道の補助的手段，

あるいは市街地内の輸送機関として新橋～日本橋に登場した。本来技術の進

歩は段階的な時聞を経て社会に現われてくるものであるのに F わが国では鉄

道， 蒸気船，鉄道馬車と時代を同じくして競うという乙とになった。 長距離

輸送，時聞を考えれば圧倒的な力の差がみられ，競争のきびしさはスタート

時点から始まっていたのである。

舟運においては，明治4年（1871）に最初の外輪付川｜蒸気飛脚船利栂川丸

が隔日運航をはじめた。同10年（1877）には最新鋭の通運丸が就航し，東京

から霞ヶ浦，古河，戸田河岸へと続々と航路を開設し文明開化の息吹きを

利根川筋に送り込んだ。表2Iとみられるように， 10年代の後半から私営鉄道

の開業が地方において活発化し，競争相手の舟運と馬車輸送の手段を追いや

る結果となった。当時の代表的な道路輸送業者であった内国通運会社が従来

の継立場を廃止 し， 長距離道路輸送から鉄道貨物業務へ全面的に転換した

のは同26年5月の乙とであった。それはわが国における資本主義的輸送体系

の成立を物語る象徴的なできごとであった。

初期から民間投資が進んでいた鉄道開業に対して政府は，自らの手で鉄道

網を実現していく方針を立て，同25年（1892) 6月鉄道敷設法を公布した。

それまでわが国の鉄道がイギリスの影響の強い規格lζ対し， 10年代から北海

道の鉄道がアメ リカ系，また九州の鉄道がドイツ系の技術とそれぞれの技術

が導入されて，各国の軌条，その他の資材規格がふぞろいで統ーされないま

まの状態であった。そ乙でそれらのもつ長所を採り入れ，わが国独自の規格

が造れるようになって同33年（1900）鉄道建設関係規程の整備を行い，論議

されていた鉄道の規格統ーや各鉄道の紡一的運営の考えκも一歩近ずく状況

となった。
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表2 関東地方の主な鉄道開通時

明治5年（1872)10月一我国初の欽道開通

新僑～横浜I首i
II 10年(1877)2月 外輪蒸汽船走る

東京～妻沼間開設

II 16年(1883)7月一 日本鉄道

上野～熊谷間開通

II 17年（1884)5月 中山道鉄道

高崎まで開通

II 18年（1885) 7月一 日本鉄道

大宮～宇都宮｜削除］通

IO月 高崎～倹川間開通

II 20年(1887)7月一上野～白河間開通

II 21年（1888) 1月一両毛鉄道

小山～足利間開通

II 22年（1889) l月一水戸鉄道

小山～水戸間開通

II 27年(1894)4月一総武鉄道

市川～佐倉｜昔11mi邑
本所～市川間開通

II 28年（1895)3月一 川崎鉄道

国分寺～川越間開通

II 29年（1896)12月一 日本鉄道

田端～土在！？間 l~fli盈

II 30年(1897)l月一佐倉～成田間開通

佐倉～成東問＂日通

II 32年（1899) 8月一東武鉄道

千住～久喜：問 l~fJi並
II 39年(1906)7月一川越電気鉄道

川越～大宮間1:m；邑

資料 「日本固有鉄道百年史」「千葉県の廃史」「栃木

県の歴史」一山川出版により作成。
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乙のよう な時期に日露戦争が勃発 し，乙の戦において軍需物資の輸送経験



90 関東の舟運と東京港（江戸湊）

と戦後における新たな政策の要請とが同39年 (1906)3月鉄道固有法の制定

となって実現した。

日清戦争後到来した鉄道iζ対する企業熱は同30年 (1897）の恐慌で沈滞化

すると，社会では固有論が拍頭して東京，京都などの各地で経済界や議会筋

の要請活動が高まり，同32年（1899）鉄道固有調査会が政府内に設置された。

翌年議会に鉄道固有法案，私設鉄道買収法案が提出されたが，乙の両法案は

審議未了となった。同38年（1905）当時における鉄道の開業キロ数約7700キ

ロメートノレのうち私鉄は約68%の5220キロメ ートルを占め。乙の私設鉄道が

35企業iζ分かれていた。その後同40年 (1907)10月までに17社4830キロメー

トJレの鉄道が固に買収された。

乙乙で東京港築港の端緒となるものについてその経過をみると，東京全体

の都市計画の立案にかかわり合いが深い乙とに気づく。東京の都市的な構造，

改造についての計画立案を想い巡らしたのは，明治5年（1872〕の銀座に起

きた大火である。近代化を進める政府としては，乙れが対策lζ基本的な方針

を立てる必要があった。先ず東京全市に市区改正を実施し不燃都市の実現

化をめさし，対外的にも日本の首都としての面白を一新し，市区改正lζ伴う

既成市街地の地価急騰と新市街地の発達，東京の老朽化と人口過密の悩み及

び特に防水対策．交通対策の解決を図る乙となどを打ち出した。

乙の方針lζ基づき東京府知事は計画を立案し事業に着手し銀座の不燃化を

実現したが，その後の事業は進展せず同12年（1879）再度計画を提案したが

財政面の問題で、軌道にのらなかった。同18年（1885）に至り府知事吉川顕正

は東京築港を市区改正の前提とするか若しくは中軸においた改正を考え，東

京を経済都市とするには海運の便の悪さを改善し自由に大型船の出入が出来

る港の必要性を強調したが，内務省IC設けられた市区改正審査会lとおいて慎

重な審議の結果，神奈川県の強力な反対や財政難を理由IC取りあげられなか

った。 日清戦争後iζ都市開発の機運が生じて，初め同21年（1888）否決さ

れていた築港案をはじめ水道，電気，鉄道，道路，橋梁等の都市施設は緊急、

を要するものとして，事業の促進が叫ばれるようになった。乙の促進計画は

委員会においで慎重に研究，調査の結果し、くたびかの修正を経たうえ同36年
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(1903）に決定し告示をみたのである。

東京港の築港は同39年 (1906）の隅田川口改良工事lζはじまり，永代橋

下流から御台場に至る区間の湾筋の凌諜が主であった。乙れと同時に凌深土

砂による埋立造成を行い，経費の節減と市街地の開発lζ役立てる一石三鳥と

もいうべき事業を行ったのである。

大正12年（1923) 9月に起きた関東大震災は東京に大災害をもたらし陸上

交通路を破壊したので，権災者の救援物資及び復興資材の輸送を海上交通iζ

依存せざるを得なかった苦い経験が契機となり，本格的な近代港湾施設の整

備に取り組む乙とになった。日の出。芝浦，竹芝の各ふ頭がそれぞれ早ゃく

も2年後の大正14年 (1925）と，昭和7年 （1932），続いて同9年 0934）と

完成し首都の港湾として体裁を整えた。

特に記録にとどめるものに，同16年（1941) 5月に待望の「開港」となり

地域限定ではあったものの，国際貿易港としての仲間入りが実現した乙とは

画期発な出来事であった。戦後は乙れまでとは異なった新しい発想による

「港湾法」同25年 (1950）が制定され，港湾管理者の自主性を尊主し，港湾

計画，建設，管理運営lζ対よる明確な方針が打ち出された。 ζれによってわ

が国の港湾は，戦後の経済社会の立ち直りにはずみをつけ、 国力の充実発

展lζ大いに役立つ乙とができたのである。

東京港は以後，時代に即応した港湾計画を次々と策定し，港湾施設の拡充

と管理運営の充実により，今日の世界有数のコンテナ港へと発展していった

のである。
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注

関東の舟遂と東京港（江戸湊）

1 ) 煽口万吉 埼玉県史．資料編13. 「利根川治水と関東造食地運動」

P. 1 

2 ) 3 ）「利根川・淀川IJ 小出博 中央公論社 P. 182. P. 183. 

4 ) 川名登「河岸K.生きる人々一利線川水道の社会史」平凡社 P. 63. 

5 ) 北島正元「江戸幕府の権力構造J岩波書店 P. 584. 

6 ) ( 4）問著 P. 91 

7 ) 8 ）丹治健蔵「関東河川水辺史の研究」法政大学出版 P.216.P.2J6. 

9) 7) 8）同著 P. 225. 

10) 7) 8）同著 P. 227. 

11) 辻達也 「徳川吉宗」吉川弘文館 P. 74. 

12) 大石慎三郎「享保改革の経済政策」お茶の水書房 P. 72. 

13) 7 ) 8 ）同著 P. 286. 

14) 建設省河川研究会「河川法」港出版合作所 P.307. 

15) 佐藤俊郎「利根川ーその治水と利水J論創社 P. 40. 

16) 日本土木学会「日本土木史」 p.151. 

17) 運輸省港湾局「日本港湾修築史JP. 11. 

18) 山本弘文「維新期の街道と輸送」法政大学出版 P. lV. 

19) 16）同著 p. 191 
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一一一港湾政策研究に関する一考察
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1 .戦後港湾の労働政策

2.労働政策と港湾労働組合運動

3 港湾労働政策の課題

1.戦後港湾の労働政策

(1) 港湾労働法と港湾政策

田中省三

（日本海事検定協会）
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わが国港湾の労働政策の象徴である港湾労働法は，労働者の対象範囲や諸

権利と労働行政の内容において，戦後策定された労働政策及び行政の民主的

基準を超えるものでない（~）

今日，労働諸法制の再編から行われているうえからも，港湾労働政策IC::関

する一定の整理が不可避である。

同法は，戦後日本経済復活の契機となったエネノレギ一政策の転換と重化学

工業中心の産業編成を背景IC::立法化されたものである。 1960年代以降の労働

政策は，わが国全体の労働力の流動化政策の体系化を基本と し，農業基本法

(1961年），更に，中小企業基本法 (1963年）にもとづく産業構造変化をも

たらす諸政策lと裏付けられたものであった。労働面Kおいては，失業保険法，

職業安定法，緊急失業対策法等の改訂作業を通じて，労働力の管理統制が行わ

れる乙とになった。
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1965年制定をみた港湾労働法は，その後策定される雇用対策基本計画にふ

くまれる積極的労働政策に連動していく乙とは，検討に際する重要な側面で

ある。わが国の雇用対策基本計画（第 1次～第5次）の推移は，高度成長経

済政策から低成長への転換を余儀なくされた世界的な資本主義経済の状況の

もとで，資本蓄積の新たな条件の再構築lζ沿った労働政策をたどる乙とがで

きる。

第l次から 5次に至る雇用基本計画をたどる紙幅をもたないが，現在iζつ

ながる雇用基本計画に至る 2' 3の諸特徴を指摘する乙とができる。港湾労

働法の制定を含めた第 l次雇用基本計画（1967年～1971年）は，前年iζ制定

された雇用対策法Kもとづいて，産業構造の変化IC.対応して，従来から執ら

れていた労働力の流動化政策K代って，労働力の総体的な管理と効率的な利

用を打ち出した。事実，農業人口の削減，若年労働力の吸引， 重化学工業への

労働力集中に大いなる効果をあけプこ。

乙乙lζ至って，国際的IC.も採られていた「経済成長及び発展を刺激し」

「労働力需要を満す」「完全雇用を促進する積極的政策」を明らかにした意

味で， Iつの転機をつくりあげた1210 

次いで，乙れらを効果的IC.実行するため，公共職業安定機関の機能強化に

よって労働力の統制的把握lζ努める乙とになった。しかしながら， 1970年に

入り 通貨制度の相場制への移行，石油危機を契機に国際的な不況を背景に

労働力政策の再編成も余儀なくされる。即ち，雇用保険法を中心と した「雇

用調整Jでつくりたされた相対的過剰労働力（広範な半就業，半失業の存在）

の新たな雇用統制に変更した。今日の雇用計画lとみられる労働政策の方向は，

労働諸法の再検討の域から，戦後労働政策及び立法の根底を見直す、労働法

制の総決算、の展開から始まっている131。

港湾における労働政策は，炭鉱離職者等の労働力流動化政策に代って，労

働力需要に応じた雇用調整と若年労働力の吸収の体系化を目論むが成功せず，

港湾労働法の制定を通じ， 日雇労働から常J:l'J労働への行政指導がなされる。

乙れとて，豊富な労働力，とりわけ若手労働の確保が困難であった。

他方， f苛役方法の革新的な変化，船舶の専用化，貨物のユニット化は，在
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来労働を忽ち陳腐化＝不要労働とした乙とからも，急速に労働力を激減させ

るζとになった。元来，在来労働の陳腐化には，職業訓練等による対応を併せ

もたねばならないのに，わが国港湾では用役生産の他律的な経済的性格もあっ

て，労働力の削減は自然陶太にまかせたといってよい。荷役の機械化，革新

以前に制定されたとはいえ，港湾労働法が日雇港湾労働の安定的な需給調整

とそれがための公共職業安定機能強化にもとづく労務供給業の存在を否定し

た労働政策は，乙れら機械化への対応iとは全く手を染める ζとがなかった141，。

国際的には， 1960年代，既に荷役形態の変化にと もなう港湾労働者への影

響と対応lζ関する深い検討がなされており， 1970年 ILO港湾労働条約

の決議と勧告が行なわれた。そとでは，機械化導入にともなう雇用調撃と職

業訓練，不就労，離職l乙対する条理l乙適った手厚い保護を義務づける諸制度

の確立が明示されている。

わが国では，同条約K沿った新たな立法化，制度化は不要であり，現行関

連諸法で対応できるものとされている。 ILO条約がつとに指摘した雇用

の安定化と労働者の生活保障，雇用調諮をともなう技術革新への対応策が，

わが国ではどうであったかは，乙の10数年の歴史が内容証明した雇用不安の

一層の深刻化，労働者の生活不安の激化以外の何物でもない。

乙れらの過程を補ったのが，港湾労使聞の統一労働協約化の実態と方向で

ある。しかしながら，乙の労働政策は雇用管理の中枢となる 「共同雇用」を

欠落させ，細分化された企業に雇用責任を担わせている実態では．登録労働

者以外の就労禁止を協約化及至規制を行っても，労働内容の低下，生活保障

の悪化，機械化荷役や輸送システムのー屈の進展の下でつくり出される相対

的過剰労働と若年労働力の吸収の矛盾のなかで不充分Kしか機能しないのは

当然である。

(2) 港湾政策の基本的性格

港湾政策を政策的実践において経済政策との関連を把える乙となしには，

政策の検討に値しないであろう。また，わが国港湾経済研究において，乙れ

ら政策論が末成熟である乙とが指摘されている151。しかしながら，港湾の経



96 わが国港湾の労働政策と課題

済的性格とその位置づけについては，幾つかの立場からの研究が早くから行

われており，一定の整理がなされている 1610 

乙れらを通じて，港湾政策論の把握及至形成の難しさを見るとき，港湾の

社会的経済的性格の多面性とわが国港湾発達の特質と経偉にかかわる乙とも

大いなる要因であろう。とりわけ，戦後港湾の発達は，全国総合開発計画，

総合交通体系計画と密接な関係をもって進捗した。少くとも戦後港湾政策の

主柱は，社会資本の拡充と技術革新を挺子とする補助政策を重点とした産業

構造の再編成と不可分であった。乙れらの政策的実践Kついては，今日まで

の港湾整備5ヶ年計画にみる ζとができる。

＠ 日本経済の復興，育成，そして，高度成長政策の下での港湾政策

戦後日本経済の復興は， 1950年前後，石炭鉄鋼の基幹産業の生産力の回復

の素地を与えた特需ブームを挺子にした経済自立3ヶ年計画にはじまるとさ

れている。併せて，港湾整備3ヶ年計画が実行された。その方針と計画の骨

子は，経済基盤充実のため，原材料と製品輸送の円滑化を図る乙と，生活物

資増加に，特lζ外国貿易依存の経済復興は，輸出振興にとって，港湾施設の

整備と船舶の QuickDispachを図る乙とにあった。

港湾整備が本格化するのは「国民所得倍増計画」を背景とする第 1次港湾

整備計画（昭和36年～40年）以降である。以後，経済計画と港湾整備計画は，

経済計画の要請に応える先取りを確実に行ってきた。しかしながら，次第に

巨大化する整備規模と予算は必ずしも有効に利用されるものとは限らなかっ

た。経済政策の変更により， 懐妊性の長い社会資本である港湾整備事業は多

くの施設の遊休させるととがしばしばある。また，期を閉じくする全国総合

開発計画は，港湾整備計画を主要な骨格に位置づけし，いわばζれら開発経

済ともいうべき経済政策の先導的役割lを担ってきた。

経済の高度成長時代は，特lζ臨海工業地帯の核として，多くの専用港湾や

工業港を整備し，新産業都市形成にともなう工業立地に港湾開発が大きな役

割を果し，逐lζ大規模工業港湾基地構想lζ至るのである。

① 経済危機での港湾政策

2度にわたる石油危機は，石油依存のわが国重化学工業中心の産業構造を
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大きく変えた。省エネJレギー，省資源、，そしてさまざまな省力化が精力的に

取組まれた。物的流通の主要な機能と役割を担う海上輸送と港湾は，また後

者は物流の国際的国内的な流通拠点としての役割分担が一層浮上した。 1960

年代後半，重点的に取組まれた物流lζ関する社会資本ス トックと輸送量の関連

から，港湾整備の急速な規模増大と海上輸送の技術革新Ir.対応した近代的整

備が続けられた。しかし，新たな経済環境の下では，港湾を経由する物流の

効率化一一一一貫輸送，物流コストの低減策の観点からの接近が強く要請さ

れるのである。

物流コス卜論，物流論が本格的な論議となる契機と条件を与えたのは，大

量生産，消費に不可欠な大量流通化の諸政策であった乙とは周知されている。

貨物の専用輸送，コンテナ輸送が輸送効率の向上と輸送コス ト低減を実現さ

せたように，単lζ物的流通という面でなく，本質的lζは，それらの基本とな

る資本の循環過程での追加的生産との位置づけから流通機構lζ関する物流の

、近代化、という乙とで，多彩な論議が今日も盛んである。

物流論議の概要を紹介する紙幅がないが，経済政策では「中期経済計画J

（昭和40年～45年）が鳴矢であろうか。乙れ以降の各種答申，報告が示して

いるように，流通が消費を触発し，市場の活性化となり，資本の高蓄積と回

転の迅速を求める数々の接近が展開され，物流近代化からシステム化の処方

筆が提示される。

昭和47年以降の経済活動の低滞を基礎に した港湾政策では，運輸政策審議

会を紬に改革を迫ってきたわけであるが，国際圏内の物流活動の主役を占め

る海上輸送に適応する物流基地（交通社会資本ストック）が基本にある乙と

に変わりはない。

近時，港湾が多彩な側面をもっターミナノレが形成されるにしても，施設整

備が港湾政策の中心にあるのは，物的流通という概念に含まれる輸送生産が

目的である交通業の場合，当然であろう。それ放に，交通における1分野を

担当するにしても，通路部分である港湾整備，そとでの用役生産の供給とい

うものがもたらす問題，つまり，総体的lζは，港湾そのものの在り方を通じ

た検討がなされねばならなL、1710 
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注(1)竹前栄治「戦後労働改革」 (1982年4月．東京大学出版． p.93, Ill.民主化

推進期の労働政策），拙稿「港湾における労使関係の形成と発展」（喜多村昌

次編『港湾労働』1980年10月，成山堂書店目p.148)

(2)1964年 OECD（経済協力開発機構）は「経済成長を促進するための手段と

しての労働力政策」の報告ならびに勧告を採択した。同年，ILOも同様の

目的で「雇用政策に関する条約」（第122号）を採択している。

(3）労働基準調査会編「労基法研究会最終報告」（昭和61年 1月），大野喜美「80

年代後半における労働政策の動向」 (1984年12月．『賃金と社会保障』労働旬

報社）

(4）港湾労働等対策審議会「3・3答申」（昭和39年3月3日）

(5）北見俊郎「港湾労働の課題と政策」（喜多村畠次郎編 『港湾労働』 1980年10月，

成山堂書店.p.215）柴田悦子「港湾論の展開J（交通学説史研究会編 『交通

学説史の研究Jそのll.昭和60年3月，p.489～517)

(6）柴田悦子「港湾経済J（昭和47年6月，成山堂書店．第 l：章港湾経済論序説

p. 1～22) 

(7）運輸省港湾局編「21世紀への港湾」 一一一成熟化社会に備えた新たな港湾整備政

策一一 （昭和60年7月）

2.労働政策と港湾労働組合運動

(1) 港湾ICおける「雇用政策」と労働組合運動

港湾での「雇用政策Jは， 1950年代以来，労働需給のアンバランスから，

「完全雇用jを促進する方策がとられた。豊富な労働力，とくに若年労働力

の確保を策定した乙とは前章で述べた。前後して出現した荷役の技術的変化

が起乙り，内容的iとは労働力の効率的使用という問題は，単に施設の効率利

用に関する港湾管理・運営にたいする諸方策，答申iζi8うまでもなく，生産

構造を構築する港湾運送業者の再編が不可避であった。乙れまでの行政指導

方式から港湾運送構造改善促進事業固による生産組織の再編は，港湾政策の

新しい方向を明示するもので，ターミナルオペレーターを頂点とした再編整
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備は進行している。

港湾の雇用構造を特徴づけるものは，労働市場の常用，日雇の2重性が挙

げられているが，今日 1万足らず4%台の構成比をもっ日雇労働者を対象に

した港湾労働法の廃止が云々される仕末である。 しかしながら，それは常用

港湾労働者の完全就労も実証するものではなく，港湾労働者全体の半就労，

半失業をより一層深化させているのである。

つまり， 1970年代K始ったコンテナリゼーションに代表される荷役革新の

著しい伸展は，常用労働者の相対的な需要減少＝在来労働，高令労働の不要

と実質的な半失業状況の恒常化や事務労働にみられる選択定年制の導入等が

顕在化していくのである（8)0 

乙のような雇用状況に，わが国港湾労働組合運動は産業別労働組織の強化

という主体性の確立を目指し，具体的対応をどのようになしたのか。わが国

の港湾労働組合運動が「高度成長J政策で求めたものは，極めてプリミティ

ブで感動的な要求から出発した。それは，「日曜，祝日の完全休日」要求で

あった乙とは周知されている。雇用制度tr.関する要求は，戦後早くから全港

湾労組が「港湾労働法制定」を掲げ，長期闘争を行っている。その後産業別

組織である「全国港湾J結成以来， ILO港湾労働条約の雇用政策を骨子

とする港湾労働法の制定を要求しつづけている。

港湾における雇用政策の系譜は，交通労働の特質である労働力需給の波動

性を考慮に入れた雇用調整が必要であり，そのため，中央職業安定審議会港

湾労働部会や港湾調整審議会は，旧3・3答申，新3・3答申，8・18答申

にみられるように，港湾政策全般のなかで労働政策（一般的には，対策とされ

ている。）を明らかにしてきた。港湾労働政策の不在が問われているが， ζの

面からの終始一貫した労働政策の系譜をみることができるのではなかろうか。

乙れらの政策の特徴には，つねに港湾における用役生産の形態に応じた相

関関係をみる ζとができる。旧3・3答申は港湾施設の未整備状況の下での

豊富な労働力の確保とその方策を模索したものであり，新3・3答申は，機

械化荷役の伸展に沿った港運業の集約合併の再編成とその下での労働力の質

的側面を重視しており， 8・18答申においては，輸送革新下での労働力の効
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率的利用と港運業の力量と将来像を占なう協調的労使関係の確立に向つての

、労働力のオルガナイザ一、の位置づけを行ったものである。

乙れらの「雇用政策JKたいして，「全国港湾Jは， 10年の歳月をかけ，

雇用と職域確保に関する「雇用と生活保障制度に関する協定書」 (1979年 5

月30日）を締結した。しかしながら， 具体的な雇用保障と長時間労働の改革

を求める事項は，それぞれ専門委員会の設置にゆだね，労使閣の協議未了と

して，今日lζ至っている。その間，港湾労働年金の設定を見，港湾労働安定

協会の設立を促し，年金給付の実施をみている。

港湾の機械化合理化のシンボJレであるコンテナ輸送が開始されてから，港

湾労使聞に統一労働協約にもとづく新しい労使聞の秩序づくりが行われた乙

とは。港湾労働の将来像lζ一定の外枠を埋めたものとして一時代を画すもの

であった。具体的な内容は，共同雇用の実質的棚上げと専門委員会設定によ

る協議会方式の定式化をもたらしたのみで，何ら基本的問題の進展をみてい

fJ. ~、。

乙れらの実状は，曽って，港湾労働法改訂（昭和48年2月）が審議末了の

うえ，廃案になった中味であった公共職業安定機関の行っていた登録，紹介，

雇用調整の肩代りを目論んだ港湾労働安定協会の設立，雇用調整手当会計の

安定的運営に道を拓く契機をもたらすものと して大いなる関心を抱くものが

ある。

(2) 労働協約闘争の進展と停滞

前節で触れたように，「全国港湾」が展開している統一労働協約闘争は，

わが国労働組合運動Kは数少ない「反合理化」と人間性回復の運動から出発し

たζとが長い労働協約闘争の礎になった側面を見逃すζとはできない。

もう一つの側面は，1960年代後半に始った国際海上輸送の技術革新の展開

は，世界各国，とりわけ，先進海運諸国のイギリス，アメリカの港湾労働組合

運動に一大転機をもたら しただけでなく， ζれら諸国の共通問題となった。

乙れらの動向は，いち早く， ILO港湾労働条約に帰結していくわけで

あるが，それまで行われていたとれら諸国の「機械化，合理化JIC::関する労使
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聞の主体的規制である労働協約闘争や法制化の動向は，わが国港湾労働組合

運動の国際的水準を示すものとなった。また，乙れらの運動は，幾度にもわ

たる国際交流や国際会議が行われ，統一労働協約の重要性が認識されただけ

でなく，具体的な労働協約事項lと関する国際的研究を深める意義が強調さ

れた191。

わが国を含め，乙れら先進資本主義諸国における港湾発達は，それぞれ独

自的側面をもっているが，国際海上輸送の革新と発展内容は共通問題を顕在

化し，その追求が迫られた。

港湾労働iζみられる共通事項iとは，次のようなものが基本的事柄となる。

①機械化，わけでもコンテナ輸送の伸展は，在来労働を不要とし，臨時

日雇労働への依存率を極めて低いものにした。② 乙れらによる全般的な過

剰労働力は，労働者の就労日数を縮少させ，大量の労働者の生活保障が不可

避である。① コンテナ輸送Kみられる一貫輸送の貫徹で，港湾労働と他の

交通労働，或は他産業の労働カテゴリーの変動及び職域摩擦と紛争をひき起

している。＠ 雇用機会の在り方，職業訓練，産業年金を含めた雇用計画の

策定と実行である。以上，それぞれの事項についての各国港湾労使の対応を

紹介する機会をもたないが，諸国港湾労働者の雇用不安と将来的な生活保障

は深刻化している。しかしながら，わが国を除いて，先進資本主義諸国の港

湾労働問題は，一定の労働者側の要請を充た しており， ILO港湾労働条約

の決議と勧告を待つまでもなく，統一労働協約や法制化が効果を挙げている

乙とは周知されている側。

港湾労働政策の中で，雇用形態の在り方と実態は，港湾労働の特質と各国

の交通労働並びに港湾労働への対応を如何なく表現している。先進資本主義

諸固における機械化， 合理化による労働力の排除の状況は，雇用調整，登録

制度の在り方等を含め，雇用安定のための雇用制度，或は「共同雇用」を必

然、的lζ生み出 した。アメ リカにおける HiringHall制度，イギリ スでの

登録制度による法制化が代表的である。

わが国港湾で「共同雇用Jが労働対策として行政府から提起されたのは

「港湾労働法の l部を改正する法律案J（昭和48年5月）からである。乙の
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骨子は前年11月，港湾調整審議会の答申である「港湾労働対策K関する意見

書」が基礎になって， 7項目にわたる意見の主柱は，「共同雇用」制度を促

進するための事業主団体の設立であった。つまり，中央，各港lζ港湾労働協

会を設立し職業安定所の業務を遂行させるという内容であったが，労働組

合側の要求である 4者構成（港運業，労働組合，船社，港湾管理者） Iζよる

共同雇用機関の設立内容と対立するばかりでなく，労働協会業務を職業安定

所との関係，現行港湾労働法の問題点の是正，更に公的機関としての規制の

不明確さが指摘され，廃案lともち込まれたuu。

他方，港湾労使間で主体的K行われた統一労働協約の象徴ともなった「港

湾労働者の雇用と生活保障制度に関する協定J(1979年5月30日）を締結し

た。乙れを基礎lζ今日まで，労働時間，最低賃金，年金制度，転職資金，事

前協議制の具体化及び策定がなされ，一定の展開がなされた。 しかしながら

内容的には，前述の各国港湾労働の雇用制度の水準に及ばない隔たりが指摘

されている。そして，中心問題である「共同雇用制度」の確立はされず，事

実上棚上げとなっている(I~ 0 

翻って，今日，世界的に進行している港湾労働政策並びに，労使間協定iζ

横たわっている問題点は，雇用制度が確立しているにもかかわらず，技術革

新の著しい進行の下で，雇用不安が深刻化している。また，潜在化している

が，荷役の24時間制にかかわる就労規制とその中味でもある荷役の生産性問

題がある。後者の荷役能率の lつの指標で・ある単位当りのコンテナ取扱量を

めぐる問題は，国際的にも，港湾労働者のいわば労働生産性（労働時間，労

働密度）の国際摩擦にも拡大する意味をもっている。

注（8）拙稿「前渇書Jp.178. 

(9）全太平洋アジア港湾労働者連絡委員会「第2回全太平洋アジア港湾労働者会議J

(1961年6月）．全国港湾「太平洋地域の港湾労働者の雇用安定IL:閲するセミ

ナーJ(1977年 7月）

II印喜多村昌次郎「欧米の港湾労働J(1973年11月．港湾総合研究所）伊藤彩「資

料 ILWU」(1985年2月，全日本港湾労働組合）
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(JI)柴田悦子・田中省三 「港湾労働の変化と港湾労働法の「改正」をめくって」

(1973年．東京港港湾問題研究会『港湾問題研究 港湾労働一』Na3. p.13) 

問拙稿「港湾における労務管理制度一共同雇用問題を中心iζー」（日本港湾経済

学会『港湾研究』年報＇ p.187. 19811f:ll月）

3.港湾労働政策の課題

港湾労働政策，関連する交通政策を論じる乙とは私の能力を超えるものであ

る。ただ，港湾研究においては，つねに視野に入れておかねばならない乙と

でもあり，若干の考察を行いたいω。

わが国の交通政策は，戦後日本資本主義経済の復活，「経済自立」を経て，

国際競争力をもった経済構造κ対応した交通システムを構築した意味で成功

を治めたといえよう。乙の乙とは，わが国の支配資本を紬とする資本蓄積が

国際的にも焦点となっている乙とでも認識される。海運業及び港湾産業は，

計画造船lζよる日本海運の復興と港湾整備計画で対応した。

ζれらとの関連で港湾での労働政策を観た場合 1 し、く つかの課題というよ

り問題点が指摘される。 Iつは労働時間の短縮と就労制度であり， 2つは現

行の労働協約内容の具体化乃至充実，わけでも基本的事項としては，労使協

議の見直しと雇用制度の確立である。

わが国の長時間労働が国際的にも指摘されているように， 港湾労働におい

ては，尚，年間2600時間という途方もない長時間労働が慣行化されている。

それはまたE そのととが港湾の賃金構造の構築につながっている乙とはいう

までもない。乙れらについては，港湾労使聞によって一定の協定が締結され

てはいるが，本質的論議と検討は，時間問題専門委員会の設置という形で取

り組まれているにすぎない。一方．生産性向上は，生産手段の発達と相待っ

て，労働力の効率的使用を確実Kしてきている。

港湾における労働時間問題は，曽つての、追い通し、 労働lと代表される労

働時間延長と異なり，前述した長時間労働IL.加えた労働密度の増大という方

向がみられる。荷役部門では，コンテナターミナJレにみられるような分単位
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でのコンテナ取扱数は， 着実に港湾全体の生産性を向上させている ζとは，

数少い統計資料からも明らかである。更に，人員の削減， ζれはさまざまな

作業面Kおいて多彩な形態と局面をもって現われてきている。荷役部門での

編成人員の削減，多能工的な活動化，事務部門での事務処理の機械化による

Speed upと人員減，その他，作業時間の極度の厳密さの追求， 、足時間‘

の実質的な切捨て，休憩時間の実質的な削除等がみられる。

具体的な検討をする紙幅をもたないのが残念であるが，時間短縮という世

界的潮流の中で，依然として続いているわが国の長時間労働は，週休2日常IJ,

年休消化率の低さどζろか，労働基準法制の改訂試案lζみられるような労働

時間の実質的延長もさるととながら， 一定時間及至連続労働による労働密度

強度の増大方向が垣間見られる。前節で触れたように，わが国港湾iζおける

労働生産性の高さに，先進海運諸国港湾の労働側からの非公式とはいえ，批

判を受けている ζとはわが国港湾関係者並びに労働組合，労働行政の側から

どう打開するのであろうか。

時間短縮のもう Iつの側面は，就業体制の在り方を規制する問題である。

現行の労働協約や就労慣行を基盤とする労働実態の下での時間短縮は，当然，

一定の交替命lj，つまりシフト制の内容充実と規制が坦上に登らざるを得ない。

そうなれば，全登録労働者の制度化と相侯って就労安定策を展望する ζとも

可能であろう。

昨今，再び港湾の日曜祝日の稼動問題が具体的に海運業より提起されてき

ている。 ζの問題は2つの点から注目される。 lつは，日曜，祝日を平日と

同一視した就労体制の編成対象とする乙とは，重大な問題を含んでいる。時

間外労働の就労増大が実質賃金の増加を望めるにしても，決して生活の安定

を意味しないどζろか，一層の貧困化を増幅する ζとは必定である。 2つは，

休日，時間外労働の割増率について，先進資本主義諸国との比較検討の機会

を設ける契機となる。関係者の再検討を望みたいと乙ろである。

第 2の問題である現行の統一労働協約の内容の拡充については， ζζ10年

の長い歳月を費した一定の進展を確保する乙とができる。しかしながら，昨

年来，日本港運協会より日本船主協会等へ提示した事前協議制そのものの
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白紙還元問題は，市子余曲折の末，本年3月新事前協議制を港湾労使間で協定

したのであるが，乙の問題は，昭和48年の時間短縮に関する協定の白紙徹回

を訪御させる動向である。過去，しばしば港湾における労使関係自体IC::関す

る紛争をみてきた。乙のような動向の惹起をみるにつけ，港湾における生産

構造である船社（荷主）／港運業という用役生産の需給関係と港運業全体の

経済的性格と実態をみないわけにし、かない。そして E 乙のような実状の下で，

港湾労使が10ヶ年にわたって港湾労働の現状と将来にわたる再編成作業がな

され，一定の進捗を見ることができるのである。けれども，現状の労働政策の

方向は，わが国労働政策の今日的潮流である規制緩和と労使間交渉を主体と

する組合せ策の下で，現状の港湾労使聞をみた場合，政策協定を締結する当

時者能力を超える限界iζ逢着しているといわざるを得ない。

労働組合側の提示した4者協議制 （行政府，港運業者，船社，労組）の検

討を日港協は強く否定したとはし、え 乙れらの次元とは別途に，法的規制を

充実させる乙と乙そ，港湾労使間協定なり，港湾労働の将来像への展望K道

を拓く乙とで，わが国港湾労働の固有の発達を促す労働政策の確立になるの

ではないだろうか。

今日の港湾労働政策lζついては，内容的にも労働力の高年齢化現象，長時

間労働からの脱却，定年延長にともなう賃金及び雇用政策の再検討という多

彩な問題解決に迫られている。乙れらがため，現行の統一労働協約の内容を

少くとも欧米港湾労働者並みに充実させる具体策を緊急に行う乙とが望まれ

る。重要事項である雇用制度一一「共同雇用」については，労働組合側より，

わが国iζなじまないとされ，港湾の用役生産の波動性lζ対する補完的機能と

して，l部労働力のプーノレが提起されているが，全港湾労働者の登録制を基

礎にした港湾労働法の制定を含め，雇用制度の充実した討議とその道程を描

き出すべき時期K入っている。乙れらはまた，交通労働における他産業とは

異った雇用計画，労働政策が不可欠な乙とをも示唆しているばかりでなく，

そ乙に、魅力あるi港湾労働、を幻想lζ終らせない展開を見出す乙とができる

のではなかろうか。
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注目交通政策IL関する一貫した検討研究は日本交通学会を中心le行われている。主

な政策論研究としては次のものがある。「総合交通政策再論」（1982年3月．

日本交通学会．運輸調査局）「戦後交通政策の展開J(1985年3月．同）
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との論文は，港湾lζX一効率，x－非効率が存在しているかどうかを検証

し，同時にその大きさを計測する乙とを目的としている。

Primeaux〔10〕は，アメ リカの電力業において， 競争が電力供給の平均

費用を11%も引き下げる効果のある乙とを指摘した。彼は独占ないし競争制

限がX一非効率を発生させているとし，公的規制緩和が効率的な資源配分を

実現させる ζとを強調した。

日本の電力供給は完全な地域独占下にあり，電力会社聞の競争は行なわれ

ていない。同様K，港湾も外部効果と費用逓減から，公的部門がその供給の

大部分を担ってきた。

しかし，鉄道，海運，航空， トラック ，パス等運輸部門の規制緩和が世界
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的規模で進められている。日本においても，国鉄，電電公社，専売公社など

の民営化lζ代表されるように，公的規制の大幅な緩和が行なわれている。乙

のような民営化，公的規制緩和の経済理論的背景K，「公的独占企業よりも，

私的独占企業のほうがより効率的である」 と推論する，「x－効率理論Jがあ
る。

社会の代表的な非効率である市場支配力（独占）による非効率＝資源のロ

スは，競争政策の観点からきわめて重要な意味をもっととから，たえず理論

的かっ実証的研究の対象となってきた。とくに，その非効率の除去に関する

理論的研究やその非効率の大きさを計測する豊富な研究成果がある。

しかし，非効率の大きさを計測するという実証分析からは，市場支配力に

よる非効率は無視するほど，小さなものであるという乙とが報告されている。2)

むしろ，非効率の主たる原因は。組織や経営者能力などの経営管理レベルに

おける費用の上昇であると指摘されている。いわゆる， x－非効率による資
源配分のロスの存在である。

主要8港の昭和36年度から58年度までの港湾管理者財政の累積赤字額は23

87億円lζ達している。乙のような港湾管理者財政の赤字は，解消の方向では

なく，むしろ一層拡大する方向にある。われわれは乙の巨額な赤字iζ注目し，

X一効率， x－非効率という観点から，港湾を分析枠組にあてはめ，検討し

てみるととにした。すなわち，乙の論文の目的は，港湾におけるX一効率，

X一非効率の競争的側面について検討し，同時にその大きさを試算的に計測

する乙とである。

われわれは，以上のような問題意識にもとづき，まず，現在の港湾整備方

式と費用負担について整理する。乙乙で，港湾整備方式が内在的lζ非効率を

生み出すメカニズムである乙とを明らかにする。そして港湾管理者財政の巨

額な赤字が平均費用曲線を上方にシフ卜させている乙とを示す。

第3節では，赤字と平均費用曲線のシフ トおよび港湾における競争関係の

存在から，港湾ICX一効率， x－非効率が存在している乙とを示唆する。
第4節では， X一効率， x－非効率の存在を検証するための分析手法につ

いて簡単に展望し，われわれの計測方法を提示する。
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第5節では，われわれの計測結果を要約する。乙乙で，港湾ILX一効率，

x 非効率が存在しているととを明らかにし，競争により港湾管理者の平均費

用を29%～64%をも引き下げる効果が存在しているという計測結果を提示す

る。

そして，最後に簡単な要約と今後の課題を与える。

注 1）乙の論文を作成するにあたって．（財）港湾労働経済研究所所長喜多村昌次

郎先生から有益なコメン卜をいただいた。また．（財）港湾労働経済研究所

からも豊富な資料提供の協力を得ている。乙乙lζ記して感謝いたします。も

ちろん，残存している誤りのすべてが．筆者自身の責任である乙とはし、うま

でもない。

2 ）乙の非効率の実証分析結果によると ．乙のロスの対 GNP百分比の推定値

は．ハーノぐーガーが0.07.シュワルツマンが0.13.カマーシェンが3.87～7

55.シャーラーが05～2.0.ウースターが0.44～0.73というように．カマー

シェンの計測値をのぞき．きわめて小さなものとなっている（馬場 ・岩崎

〔3〕.p.123参照）。

2.港湾の供給メカニズムと費用

港湾サービスの外部効果と費用逓減（供給の技術特性） ICよって，港湾と

いう公共財（準公共財〉は，国の港湾整備計画iともとづいて，建設し獲備

されてきた。とくに資源が乏しく，島国である日本にとっての港湾整備は，

経済発展のための不可欠な投資であり，戦後一貫して高水準の港湾投資がな

されてきた。

現在の港湾整備事業は，＠国が主体となって行ない，港湾管理者にも一

部負担を求める直轄事業，＠ 港湾管理者が国の補助を受けながら行なう補

助事業， G 港湾管理者が国の補助なしに，一般財源で行なう一般単独事業，

@ 財政投融資資金で行なう事業，さらには，＠ 官民共同の第三セクタ一

方式による整備事業等々から成り立っている。
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乙のような港湾整備の事業費は その相当部分が国費によって賄われてい

る。第6次港湾整備5カ年計画（昭和56年～60年度） ＇ともとづく，昭和 58年

度の港湾整備事業費， 5,785億円のうち 国が直轄事業の補助事業のためκ

港湾整備特別会計からの支出は， 3,364億円であった。乙のように国が港湾

整備事業費として直接・間接に全体の58%を支出している。そして一般会計

からの支出は， 2,538億円となっている。すなわち事業費の44%は国が直接

支出している乙とになる1）。

現状の固と地方自治体の費用分担の下では，公的資金配分について費用最

小化のインセンティブが欠如している。それゆえに資源は過剰に利用され，

経済社会は最適資源配分lζ失敗する。

港湾や道路等の公共財は外部効果をもっているために，ある港湾ストック I

単位から得られる港湾利用者全体の限界便益は，その利用者のうちの地域住

民（港湾管理者の属する地方自治体）が得られる限界便益よりも大きくなる。

ζの差は地域住民以外に帰属する限界便益となる。

また，国の補助や国の直轄事業Iとより，港湾建設の港湾管理者の負担は港

湾建設の限界費用よりも小さくなる。乙のような場合，地域住民の便益の最

大化（福祉の最大化）を実現しようとする港湾管理者は，港湾整備による港

湾ス トック l単位につき，（地域住民の限界便益一港湾管理者の負担分）の

余剰が発生する乙とから，固に対してできるだけ多くの港湾整備事業を遂行

するよう要望する乙とが予想される。港湾管理者が乙のような行動原理にも

とづいて行動するならば，乙の自治体 （地域）は社会的にみて明らかに過大

な港湾ストックを整備し，もつ乙とiζなる 2)0 

他人のお金（補助金）を自分（地方港湾管理者）あるいは他人 （他の港湾

管理者や他の地域住民）のために支出する場合は，費用最小化の誘因が作用

しないので，港湾ストックは過剰となる。とく lζ外部効果に対する港湾管理

者の期待が港湾整備を促進させ，地方港湾ほど過剰供給の状態となっている

ものと考えられる。 ζの過剰投資，過剰供給が港湾管理者財政の悪化の原因

のひとつとなっている。

図1は，昭和51年度と昭年58年度における主要8港の平均費用曲線を示し
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たものである （ただし，港湾取扱貨物量は歴年）。 51年の主要8港全体の港
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表1 企業会計方式による港湾管理者財政（昭和58年度） （単位 ：・11万阿）

汗~ 経常収1.¥:. 経常 ＇l'i 用 ( B) 打l1.：主
(A) 管理 ＇l'i 公m平IJ子等 i岐1冊似111'{1( (A B) 

特定重要港湾
57 '601 30,418 32' 286 14' 190 76 ,894 ム19,293

（主要8港）

特定重要港湾
10,765 5 ,246 8,908 5' 180 19 ,334 ム 8,569

(IO港）

if（要港湾
21, 807 17 .880 35' 523 17' 159 70' 562 ム48'754 

(113i在）

ぷr語I、 90 173 53 '544 76, 717 36' 529 166,790 ム76,616

資料tt\filf ： 港湾局管理事~財務係。

りの費用は約67円／ トンである （図 lのA点）。しかし，周年の収入は308

億4千万円であり， 132億円の赤字となっている。乙の赤字額を解消させる

ためには，平均費用に等しい港湾サービス料金を設定するか，港湾取扱貨物

量が9億4300万トンまで増加するととが必要である （B点）。

昭和58'.年の港湾取扱貨物量6億7775万 トンにとどまっているのに対して，

総費用は大幅に増加し， 769億円となっている。乙の乙とは図 lの平均費用

曲線が大幅に上方にシフトしている乙とからも読みとる乙とができる。乙の

ように港湾管理者の平均費用曲線は毎年上方Kシフトしている。昭和58年度

の平均費用は113円である cc点）。 同年の経常収入が576億円，赤字が
193億である。乙の赤字額を解消させるためには，港湾取扱貨物量が約9億

500万トンまで増加する乙とが必要となる（D点）。

平均費用曲線の上方へのシフ卜の原因は，先lζ述べたように港湾整備への

過剰投資があげられる。経済構造の変化，物流構造の変化によって，港湾サー

ビス需要の大幅な増加が期待できない今日においては，港湾への投資を抑制

する必要がある。 主要な8港の港湾管理者財政は昭年36年度以後一貫して赤

字であり，昭和58年度までの累積赤字額は2.387億円に達している。また，

昭和58年度における特定重要港湾18港と重要港湾113港全体の赤字額は766

億円 （うち重要港湾の赤字額486億円） !C.達している。乙れは同年度の国鉄
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の赤字額l兆6604億円の22分の lではあるが，それでも港湾で 1日当り

2億円の赤字が発生している乙とKなる 3）。

乙のような港湾管理者財政の巨額な赤字の原因は，先iζ述べたように過剰

投資や港湾整備費用の上昇などが指摘できるが，われわれは乙の巨額の赤字

の一部が港湾におけるX一非効率の存在によるものと考える。すなわち，平

均費用の上昇はx－非効率によって生じており，なんらかの競争政策がとの

費用の上昇を抑制しうるものであると考える。そ乙で次iζ，港湾におけるX

効率， X一非効率の存在について検討する。

注1) 「運輸白書J，「財政金融総計月報」による。

2）費用最小化というインセンティブが欠如している状態においては。資源が過

剰に利用されるとする議論は，小糠〔8〕による。また．港湾財政制度下に

おける港湾の供給メカニズムの詳細な分析は坂井〔11］を参照。

3）運輸省港湾局管理課資料による。

3.港湾におけるX一効率・ X一非効率

Leibenstein, H .〔6〕は，市場が競争的であるほど．企業の費用最

小化のインセンティブが強く，企業内の最適資源配分（費用最小化）が実現

され，乙の場合企業はX一効率の状態にあるといい，逆lと，市場の競争的圧

力が弱し、場合には，企業の費用最小化のインセンティブも弱く，平均費用が

上昇し，企業内の最適資源、配分が実現されず，乙のような企業はX一非効率

の状態にあると指摘した。

とのX一効率理論は 「X一非効率は競争によって排除され，競争はX

非効率を減少させ， X－効率を実現させるjと推論する。

乙のようにX一非効率は，市場の競争的圧力が弱く，経済主体の利潤追求，

費用最小化というインセンティフが欠知しているような状況の下で，企業の

組織（公的機関）や管理者能力などの経営管理レベノレにおける費用の上昇，

さらには労働者レベル （労務管理上）におけるロスから生じる費用の上昇が
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原因となって発生する内部的効率性の低下ないしは非効率であると定義され

るI）。

乙のX 効率理論によれば 市場構造が不完全であるほど（集中度が高い

産業ほど）， x一非効率が大きく，市場構造が競争的であるほど（集中度が

低い産業ほど）， x－非効率は小さくなる。また，同じ独占企業であっても，

公的独占企業よりも私的独占企業は競争的圧力にさらされており，公的独占

企業よりもより効率的であるといえる。

港湾においてのX一効率理論は次のように推論される。港湾管理者が競争

圧力lζ直面している場合には，その港湾管理者の平均費用は小さく，またそ

の上昇幅も小さく，赤字額も少なくなる。一方，競争圧力から独立である港

湾管理者の平均費用は大きく。その上昇幅も大きく ，赤字も巨額となる乙と

が予想される。さらlζ，以前から指摘されてきたζとであるが， x－効率理
論は公共埠頭よりも民間埠頭のほうがより効率的に利用されている乙とを教

えている。

昭和33年から始められた港湾整備五カ年計画にもとづいて，高水準の港湾

投資が行なわれてきた今日では，特定重要港湾だけでなく，ほとんどの重要

港湾においても大型岸壁が整備され，近代的荷役設備が備えられている。し

たがって，港湾利用者である船社や荷主は特別の制約がなし、かぎり，どの港

湾をも利用する乙とが可能な状況にあると言ってよし、。乙の意味において各

港湾は代替関係lζあり，港湾問の競争が行なわれている。

各港湾管理者が他の港湾管理者と競争関係にあるという前提の上で議論を

進める ζとができるならば，港湾にもX一効率， X一非効率が存在している

可能性は大きく ，港湾における最適資源配分からも大きく来離している ζと

が予想される。もし， x－非効率が存在しているならば，港湾K競争政策を

導入する乙とによって， x－効率を減少させる乙とができる。すなわち，港
湾の最適資源配分が実現されるとともに，結果として港湾管理者財政を健全

化の方向lζ向かわしめるととが可能となる。乙の意味においてわれわれは，

港湾iζX一効率， X一非効率が存在しているかどうかを検討する乙とは価値

あるものと考える。
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注 I)X 非効率が企業において発生する原因として．馬場〔2〕は次の 3つの理

由をあげている。① マネジメン卜・レベルのロスである。乙れは経営者機

能が株主から分離し，利潤の極大化という株主の目的と異なった目標を追求

する乙とによって発生する。＠組織の大規模化によるロス。とれは企業規

模の拡大によって．管理階層が増加し．組織の階層的構造が肥大することに

よって．情報や指令のf誌の増大が効率的管理を悪化させる乙とによる非効率

である。 θ 労働者レベルのロス。乙れは，機械などの資本用役とは異なっ

て労働者を一定時間拘束する乙とはできても．労働の密度や努力水準を外部

から自由に経営者がコントロールするζとは不可能である乙とから発生する

非効率である。

4. x一効率の計測方法

x－効率理論の「競争はX一非効率を減少させ，市場が競争的であるほど

企業はX一効率的であるJという議論をめぐって，さまざまな理論的論争が

行なわれてきた 1)。そして，同時に，競争をX一効率との関係，すなわち，

X一効率， x－非効率の存在を検証するといういくつかの実証分析が提示さ

れてきた 2）。

ζ乙ではXー効率の存在を検証するための計測方法を簡単に展望し，われ

われがζ乙で用いる方法について説明する。

(a) フロンティア生産関数

フロンティア生産関数によるX一効率を計測する方法は，企業ないし産業

のもつ技術的知識（フ ロンティア生産関数）の下で生産可能な潜在的産出量

Yを導出し，乙の潜在産出量Yと現実の産出量Yとの比，すなわちY/Yを

X一効率の指数とするものである。乙のフ ロンティア生産関数による実証分

析例として， Carlsson, B .〔 4〕， Aigner〔l〕，Shepherd 〔12〕，

Timmer〔14〕がある。

Carlson, B 〔4〕は，スウェ ーデンの26製造業のデータを利用 して，

Y/Yの指数と市場集中度，関税率，輸出比率，輸入シェア，数種の技術的
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要因との関係を回帰分析する乙とによって検証した。その結果によると，市

場集中度の係数は正で，かっ有意であり x－効率理論の仮説，市場支配力
がX一非効率の原因となるという仮説が否定された。しかし，関税率の係数

の推定値は負かつ有意となり ，関税による産業保護がX一非効率の原因とな

るとし、う仮説が肯定されている。

また，馬場 ・岩崎〔3〕は，日本の産業のデータを利用し，同様な方法に

おいてX一効率の指数を計測し， X一効率と産業の集中度の関係について分

析している。それlζよると，産業を相対的に集中度の低いものと，相対的に

集中度が高いものとの二つのグループに分けた場合，前者では，集中度の上

昇iζ伴なってX一効率が大きくなり，後者では逆iζ，集中度が高くなるにつ

れて， x－非効率が増大するという結果を得ている。
乙のフロンティア生産関数による方法は，信頼しうる資本や労働力に関す

るデータを確保する乙とが必要である。しかし，今回われわれが分析対象と

している港湾における資本や労働力を把握しうるデータの確保はきわめて困

難である ζとから，乙のフロンティア生産関数によるX一効率の計測方法を

用いる乙とができなかった。

(b）一般管理費＝ X一非効率

一般管理費の膨張がX一非効率の指標lζ近似しうるものとして，総費用i乙

占める一般管理費と企業規模，集中度等との関係を回帰分析する乙とによっ

て， x－非効率を検証する。

ζの方法は．日本の243社の大企業のデータを利用して， Caves, R . E 

and Uekusa, M.〔5〕が試みている3）。その分析結果によると，大企業

ほど一般管理費が大きくなる傾向にあるが，その係数は有意ではない。

港湾においても，港湾規模と一般管理費とは正の相関関係（相関係数0.86

87）にあるが，企業の一般管理費と港湾管理の一般管理費との対応は明確で

はないので， 今回は，乙の方法をと らなかった 4）。

(c) 競争効果の計測

競争のもとにおけるX一効率の存在を有効に検証するためには，諸々の要

因が作用しているなかから，競争の効果だけを抽出する必要がある〔10,p. 
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105〕。

Primeaux, W. ] .〔10〕は，他の諸要因のなかから競争の効果のみを

分離するという分析手法を用いて，アメリカの電力業におけるX一効率を計

測している。

彼は，まずアメリカの電力供給会社を独占企業と競争企業との2つのグルー

プに分割する 5）。そして，次K独占企業と競争企業とのペアをつくる。その

場合，競争企業のぺアとなる独占企業は次の3つの基準を満たしている企業

が選ばれる。第 lは，競争企業と同じ州において電力供給を行なっている乙

と。第2は，企業規模が競争企業と近似的に等しい乙と，もし同じ州、IIζ等し

い企業が存在しない場合には，より大きい企業を選ぶ。第3は，電力供給シ

ステム（動力源）が共通である乙と。

Primeauxは，以上のようκして選択した企業の電力生産費（千kwH当り

の平均費用）と売上高，供給能力，発電コスト，一世帯当りの電気消費量，

l事業所当りの電気消費量，需要密度等との関係を回帰分析する乙とによっ

て， x－効率の存在を検証する。彼は，競争の効果のみを抽出するという乙

とを，競争ダミー変数を用いる乙とによって， 電気業のX一効率を評価す

る。

その分析結果iζよると，競争は電力生産費を1.5155ミノレ（1000分の lドル）

引き下け．る効果があり，乙れは対象企業の平均費用（14.097ミJレ）の11%に

相当している。競争の効果，すなわちX一効率の存在が十分説明されており

(1%で有意），独占がX一非効率を発生させているとし，電力業に対して

規制緩和を行なう ζとが望ましいと結論している。

われわれは， 今回の港湾におけるX一効率・非効率の存在を検証する方法

として， Primeauxのダミー変数による方法をとる。

港湾における競争はアメリカの電気業とは異なっているので， Primeaux

の方法で競争関係を設定する ζとができない。すなわち，港湾では，完全な

地域独占となっている港湾と同一地域で数港湾が競争しているという明確な

区別ができない 6）。そ乙で，同一港湾のなかに，公共埠頭と民間埠頭が共存

している場合，その港湾は競争していると仮定する。もし，同一港湾lζ民間
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埠頭が整備されていない場合，その港湾は競争圧力から独立であり，独占港

湾であると仮定する。

ζのような競争関係の設定は怒意的であり，多くの問題を残しているが，

港湾管理者は民間埠頭の整備や貨物取扱量の動向について，無関心ではなく，

むしろかなり意識している乙とを前提とするならば，一応納得しうるものと

考えられる。

競争関係にあるとする港湾の選択は，次のような選択基準にもとづいて行

なった。同一港湾に民間埠頭が大型岸壁換算において， zoom以上整備され
ており，民間埠頭と公共埠頭の整備水準の格差が換算lとおいて， 3倍以内の

港湾を競争港湾とし，他の港湾を非競争港湾とした。ただし，格差が3倍以

上の港湾でも民間陣頭がzooom以上整備されているものは競争港湾とした：i
非説明変数である港湾管理者の平均費用は，港湾取扱貨物量1000トン当り

の企業会計方式における総費用を用いる乙ととした。との平均費用は，特定

重1要港湾，重要港湾，特定及び重要港湾のそれぞれの平均が， 90.35円／ ト

ン， 1.036.11円／ トン， 894.13円／ トンとなっている。乙のように，重要港

湾109港のなかには，平均費用が極端に大きいものがある。乙れは貨物取扱

量は少ないが，新たな港湾整備を行なっている場合などは，平均費用が大き

くなるものと考えられる。そ乙で今回の研究対象港127港のなかで，特l乙平

均費用の大きい次の18港を対象港から除き，実証分析を行なう乙ととした。

石狩湾新港，石狩，青森，大湊，久慈，秋田，船Jll，能代，酒田，相馬，大

洗，直江津，因子の浦，御前崎，津，松阪，阪南，浜田，水俣の18港である。

なお，昭和58年3月現在において重要港湾であった，むつ小川原，常陸那珂，

三隅，熊本の4港は，収入と費用が大幅IL3JE離していたため， 最初から研究

対象外とした。

ダミー変数以外の説明変数は， Primeauxの実証分析に対応して，以下の

ような変数となっている。販売量（売上高）として，港湾取扱貨物量，原材

料コス卜として管理費，事業所及び世帯当りの消費量としてl隻当りの予約

総トン数，市場密度として船舶総トン数，生産能力として大型岸壁延長（換

算）を代理変数とした（資料出所等の詳細は表2参照）。
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注 1) Stigler〔13〕と Leibenstein 〔7〕の論争。
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2) x一効率， X 非効率の計測に関する実証分析の展望は．馬場・岩崎〔 3〕

が参考になる。

3) Caves and Uekusa 〔5〕の実証分析結果の要約が植草〔15〕の第10章に

示されている。

4）港湾規模と一般管理費の相関係数は予想されたとおり高いものとなっている。

港湾規模は大型岸壁延長を代理変数として計測したものである。

5 ）アメリカの電気業は，日本の9電力会社による完全地域独占ではなく＇ 49都

市では2つ以上の電力会社が競争している。乙の競争は．日本の新聞のよう

にいつ，いかなる場合でも電力会社を変更し．契約できる場合と，一度その

地域で契約した場合は契約の変更ができない場合があり．必ずしも競争条件

は等しくなし、。

6 ）もし，港湾問の物理的距離や時間距離さらには経済距離を正確に計測した場

合Kは，十分説得力ある競争関係を説定するζとが可能となり，競争港湾と

非競争港湾とを区別できる。

7)格差が3倍以内，民間埠頭の整備水準2000m以上という基準は正当なる根拠

iともとづいたものではなし、。しかし．公共陣頭と民間埠頭との聞に，大幅な

格差が存在しているならば．競争圧力は弱し、ものと考えられるし．民間埠頭

の整備水準が高いと公共埠頭はより競争圧力を受けるととが予想される。

岸壁換算は．荷役用のみを対象とし目換算率一4.5m以上一7.5m未満；

1 / 3. 一7.5m以上－9.0m未満； 2/ 3, -9.0m以上一 12.0m未満お

よび一12.0m以上 ，lとして大型岸壁延長を導出した。

また港湾取扱貨物量も雑貨換算するζとが適切であったが，品目別，荷姿

別把握が不可能であったため．換算貨物量となっていない。

5.計測結果

x－効率の計測は，特定重要港湾および重要港湾両者の研究対象港のすべ

ての港湾（以下，全国という）と特定重要港湾（以下，特定港という），そ
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して重要港湾（以下，地方港という）の3ケースに分けて行なった。乙れは，

大都市の大港湾である特定港と中小の港湾でミある地方港の平均費用との聞に

は，なんらかの有意な構造的要因が存在しているものと考えられるからであ

る。

計測結果の要約が表2IL.示されている。

われわれが予想したように，推定結果から特定港と地方港との聞に，有意

な差が存在する ζとをみてとる乙とができる。

港湾取扱貨物量の係数は3ケースともすべて負であり，図4＇ζ示されてい
るように，日本の港湾管理者の平均費用曲線が右下りであるととをみてとる

ととができる。特定港の傾きが一0.7845千円／ トンに対して，地方港のそれ

が－3.0316千円／ トンとなっており，地方港の平均費用曲線はかなり急勾配

となっている。 ζのととは，地方港が規模の利益の発生する余地を多く残し

ている乙とになるが，同時に，過剰設備を保有している乙とを意味している。

管理費の係数についてみると，管理費が平均費用を上昇させる。または管

理費の上昇がX一非効率の原因であるという仮説は，特定港では一応支持さ

れているが，地方港では支持されていない。

乙のように，特定港ではどちらかといえば港湾整備に関する費用よりも管

理費が平均費用の上昇に大きな影響力をもっている。一方，地方港は管理費

ではなく，港湾整備への過剰投資が費用上昇に決定的な影響力を及ぼしてい

るといえる。

生産能力ないし供給能力を示す大型岸壁延長の係数は，全国，0.0139，特

定港0.0022，地方港の0.02となっている。 ζれは， 全国平均において，大型

岸壁を 1m延長する乙とによって港湾管理者の平均費用を13.9円上昇させる

ζとを意味している。同様に，特定港では， 2.2円，地方港では， 20.0円と

なっている。

大型岸壁延長の係数のなかで，特定港の係数は有意ではないが，乙の数値

から港湾管理者財政への影響について推論すると，次のような乙とが指摘で

きる。大型岸壁 lm当りの港湾整備水準に対して，地方港の港湾管理者は特

定港の港湾管理者よりも，9倍近い財政負担を課せられている乙とになる。



説明変数

港湾I取扱貨物量

（トン）

'1、が4。 tlll '{'i 
(T-!fl) 

入浴船舶平均トン数

（トノ）

入港船舶総トン数

（トノ）

大 !l~ 岸壁延長
(m) 

銃争ダミ一変数

）~ミ 数 現

D w 

R2 

s 

競争効果とx－効率
表 2 計測結果

特定唱嬰－重要港湾 特定ill要港湾
(109浴） (18浴）

-2.0357 -0. 7845 

( 2. 2596) b (-10238) 

0.00003 0.00004 

(1. 5078) c (21149)b 

-6. 6566 -4.3888 

( l. 6322) c (-0 2434) 

0.5145 -0.0788 

( -0.6229) (-0.1165) 

0.01394 0.00223 

( 2 .1039) b (0.4302) 

-49.103 58 .114 

(-2.1394)b ( 1.5278) c 

167.66 138.94 

1. 3481 1 1934 

0.28125 0 .45531 

94.748 51.357 

ll'X要港湾
(91港）

-3.0316 

( 2 .1022) b 

0.00006 

(0 7984) 

-5.7717 

( 1.3430) c 

-0.5519 

( -0.4159) 

0.02003 

(l.614l)c 

41.047 
(-l.5597)c 

165 .10 

1.3776 

0.28229 

98.539 

（注） I. '/'/J IJ に rn1する資料は「込Ii輸省浴湾局包-J'i! fi:l~」資料による 。
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（半｛立.T-円）

資料 山 内i

「港湾統計年報」

「逆輸省港湾局

「位t)ll ~:ll J

「港湾統計年報」

「港湾統計年報」

「mi湾施設JJl況
一位表」

2. D ・Wはダービン ・ワトソン比率、 R2は1'111:11主修正済決定係数、 Sは標準誤吾

3. ( ）内の数値はtf1li 
4. aは1%で有芯、 bは5%で1-T立、cは10%で有意

したがって， 今後，国土の均衡ある発展という課題に応えるためや，先lζ述

べたように地域住民の福祉の最大化という目的のために，地方への港湾投資

がなされる場合，港湾管理とその推持のために，地方の港湾管理者すなわち

地域住民は，特定重要港湾管理者以上K，しかも十倍近い負担を覚悟しなけ

ればならないという乙とである また，港湾管理者の赤字の動向については，

港湾取扱貨物量の係数とその動向からも，特定港よりも地方港の赤字額が増

加するととが予想されるので，乙の点からも地方港の港湾管埋者の財政負担
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が大きくなるものと予想される。 さて，港湾管理者の赤字の原因のひとつ

がX一非効率にあるという乙の論文のテーマについて検討しよう。

われわれの計測結果によると，3ケースともすべて競争ダミー変数の係数

は負である。すなわち，港湾においてX一効率・非効率が存在しており，港

湾における競争が港湾管理者の平均費用を引き下ける効果のある乙とを示し

ている。

特定港と地方港の係数は10%で有意，全国は5%で有意となっている。全

国の港湾においては，競争が平均費用を 1トン当り49.10円引き下げる効果

のあるととを示している。乙れは全国の平均費用134.33円の37%に相当して

いる。同様に，特定港の競争効果は，平均費用を58.11円引き下ける。そし

てζれは特定港の平均費用90.35円の64%に相当する。また，地方港におけ

る競争効果は， 41.05円平均費用を引き下げ，それは地方港の平均費用141.

09円の29%に相当している。

今回の計測結果は若干過大推定であると考えられるが，乙のように，港湾

における競争は港湾管理者の平均費用を大幅K引き下げる効果を持っている

乙とが示された。乙のζとは港湾iζ，X一効率， X一非効率が存在している

という仮説が肯定される乙とを意味している。そして港湾管理者の赤字のひ

とつの原因は， x－非効率lともとづくものであると結論する乙とができる。
特定港と地方港とにおける競争効果の差についてみると，絶対値では特定

港が約17円ほど大きくなっているが，平均費用IL.対する比率においては，特

定港が35%も大きくなっている。乙のことは，特定港は地方港よりも競争効

果の余地を多く残している乙とを示唆している。いずれにしても，乙れらの

数値は特定港や地方港lζ限定される乙となく，港湾lζはX一効率が存在して

おり，港湾管理者財政の巨額な赤字の一部が，港湾lζ関する公的規制の緩和，

競争政策の導入によって解消しうるものであるという乙とを実証している。

6.むすび

われわれは，全国の港湾管理者が巨額な財政赤字を抱えているという事実
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や平均費用の上昇に注目し，港湾KX一効率， x－非効率が存在しているか

どうかを検討してきた。

われわれの計測結果から，港湾には， x－効率， X一非効率が存在してお

り，港湾における競争が港湾管理者の平均費用を41円～58円 （29%～64%)

という大幅な引き下げを可能iζしうるものである乙とが明らかにされた。

乙の論文での計測は，試算的なものであるが， ζの計測結果を一応是認し

うるならば，港湾におけるどのような公的規制がX 非効率を発生させてい

るのか，また，どのような競争政策がX一非効率を減少させ， x－効率を実

現させる乙とができるのかを検討する乙とが，今後の重要な課題となる。

港湾管理者の赤字対策として，企業見地に立つ港湾管理や建設体制の確立，

さらには受益者負担制度の活用等の市場原理導入が提示されるなど，昭和40

年頃から検討されてきた。しかし，乙れらの提案が実行されなかったり，実

行されても赤字解消K結びつかなかったのは，港湾lζ市場競争圧力が欠如し

ているからにイ也ならない。

X一効率が存在しているととを前提とするならば，市場原理が作用するよ

うな条件整備を行なう必要がある。例えば，港湾地区の土地利用に関する規

制緩和，民間埠頭整備促進のための公的資金や法的推進体制の確立等である。

1臼2億円の赤字という乙とを考えるならば，港湾にも市場原理が有効lζ作

用するような大担な創意工夫を真剣に検討すべき時期にきているのではない

か。
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3 .倉庫および図書館をめくる環境の変化と当面する課題

4 .むすび

1.はしカtき

最近の急激な円高や貿易摩擦は産業界各般に広般な影響をもたら し，また

乙れは流通業界等lζ対して今まで以上lζ軽薄短小を余儀なくしている。為替

相場は今日ほどではなかったが，たまたま昨夏， 筆者はシカコ‘での国際図書

館連盟（ IFLA ) 'll 大会への参加を兼ね，米国の図書館・情報の事情

や物流の実態に触れる機会に恵まれた。 IFLA大会への出席や図書館 ・

情報関係の見学等の間隙をぬって，米国物流を見聞しようと，ハドソン河畔

の流通施設，シアト Jレ港の港湾施設，シア 卜jレの海上コンテナ基地，シカコ

郊外の倉庫群等の実態に接し，また今日，わが国で取り沙汰されている米国

物流の法規制や物流取扱人の仕組等を伺ったが，いずれも，わが国κ伝わる

米国の実情とは幾分隔りのある乙とを知り得た。しかしながら，事実形成に

はスピードの差乙そあれ，構造的にはノfラレJレK変化している乙とは否めな

い。そ乙で経済の低成長が常態化するわが国では産業や文化の機造変化がと
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くに激しく ，例えば， 物流問題を捉えるにしても今まで‘の物流領域だけでは

解決し難く，また図書館にしても乙れまでの概念とは大きく変化する状況に

ある。乙のような構造変化の激しい時代であるとはいえ，標題のような倉庫

と図書館といった全くカテゴリーの違うものの関連づけは無理であり ，また

大きな誤謬を犯しかねないとも思われるが，一つの提案と して， ζ乙で I 多

少述べてみる乙とにする。

i主（1) International Federation of Library Associations and In-

stitutesの略。

2 .倉庫と図書館の接点

倉庫や図書館はともK歴史が古い。倉庫は奈良時代の社倉，義倉，常平倉

から発達し平安期の土倉や江戸時代の蔵屋敷等を経て，明治期に入って独

立した営業倉庫としての態様を整えた。その後，昭和10年に倉庫業法が制定

され，戦後，倉庫業法iζ幾多の改廃が加えられながら今日のような倉庫業をみ

るに至った。一方，図書館は正倉院の古文書や経典の保存資料等にみられるよ

うに，その起源が奈良朝時代といわれ，また一部には江戸中期の「もみじゃ

ま文庫」に図書館のルーツをおく向きもあるが，とにかく明治期になって今

日でいう図書館が整備され始め，いわゆる近代的な図書館として馴染まれる

体制が確立されたのは戦後になってからである。

周知のように，図書館が多数の蔵書に恵まれ，読書や勉強するための建物

であり，また倉庫が物品の保管の用に供するための施設であるというのは常

識的な見方である。乙れには否定すべくもないが，乙れまでの両者は他の部

門に比i校して静態的なと乙ろが多く，そ乙で伝統的な基盤と運営の安定性の

上に静かに繁栄を求めてきた乙とは事実である。 しかしながら，最近になっ

て，図書館の一部には書誌及び出版物等を通した伝統的な資料等の提供とい

うよりも新しいメディアの付加による情報源と しての機能体にまで伸展する

ものがでてきたり，また倉庫業においても単なる保管の域から脱して輸送，物
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流加工，商流等の諸機能を果すものが出現するなど両者のイメージが大きく

変化しているのが実情のようである。

(1) 図書館の位置づけと機能

Bulter氏の図書館学序説によると「書物は人類の記憶を保存する社会的

メカニズムの一つであり，図書館はそれを現在に生きる人びとの意識の中

K伝達する社会的装置（ Social apparatus ）であるJと図書館を概念、づ

けている1210 そして乙の概念が基本になってどの図書館もそれぞれ設置目的

や規模に従って固有の性格を持ち，またそれぞれの固有の機能を果している

のが現状である。しかも，どの図書館lζも共通した構成要素は蔵書，施設設

備，内部装置（資料を検索し，入手するための書誌装置及び利用装置）およ

び人的資源等であって，乙れらの要素は，例えば，人体構造の諸器管のよう

に，どの一つを欠いても図書館として存在しえないプリミティブなものであ

る。と乙ろが，元来，図書館は書誌，出版物，その他の資料等を組織的に収

集，蓄積，保存，提供する社会的装置とされてきたが，今日のような技術革

新や産業構造等が激変するなかで新しいメディアが出現し，乙れが情報メディ

アという乙とで図書館界K付加されるに及んで，図書館そのものもグローパ

ルな意味での情報センターやデータベース的なものになってきている。従っ

て，現iζ図書館iζ対しては乙れまでの図書館学で対処していくよりも，むし

ろ今後の図書館像をふまえて普遍したかたちでの図書館・情報学的なアプロー

チ（ informatical Approach ）がより適切であるといわれている1310 乙の

ような意味から，仮りに図書館を位置づける場合，有識者の意見ではあるが，

在来の図書館分野に情報データ等を付加して組織的に取扱う社会的機関の一

つであるという見解さえ聞かれる程で－ある。いわゆる今日でいう情報センター

やデータベース等と同列に位置づけられるという乙とである。

とζろで，図書館は日常如何なる機能をもっているだろうか。新しいメディ

アを取り入れるととによって今後は多少変化するであろうが，従来の図書館

機能を集約すると，それは資料を集め，その資料をまとめて，しまっておき，

利用者の求めに応じて提供する，といったものであり，換言すれば，図書館
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界でいう資料収集機能（選書機能，収書機能），資料組織機能（分類機能

目録機能），資料保管機能，資料提供機能（閲覧 ・貸出サー ビス，レファレ

ンス）等であるは）。そして乙れらの機能を全く部門の違う営業倉庫の主たる

機能と比較すると，意外lとも両者の機能が共通し，整合すると乙ろが多い。

例えは＼図書館界でいう資料収集機能は倉庫業界でいう貨物や荷物を集める

集荷機能IC当り，また図書館界の資料組織機能は倉庫業界の庫腹K収納する

際の選別，分類及び庫入れ等の入庫機能に当る。それから図書館での資料保管

機能は倉庫での併付 ・保管機能IC該当し，なお資料提供機能は倉庫からの倉

出ししたり，顧客の希望に応えてサービスを提供する出庫機能に該当する。

しから，両者の機能の共通性や整合性は，後述するように，両者の性格や対

応の面lと智放射、lζ類似性を帯びさせている。このような点をふまえてか否かはと

もかくとして，最近，倉庫業界のなかには書籍倉庫や文書センターを整備し，

図書館界の事業に関与するものがでてきて，話題をまいているが 図書館界

をとりまく環境も徐々K変化している乙とは周知のとおりである。

(2）倉庫の位置づけと機能

倉庫とは如何なるものを指すか，については一般にいう場合と法律的lとい

う場合とがある。一般的には「物品を保管するための建物」を総称して倉庫

と呼ばれている。乙れには所謂保管のための建物を対象としており ，例えば，

農家，商店，工場等の自家用倉庫も保管を業とする営業倉庫もすべてとの範

鳴に含まれる。と乙ろが，そのなかで・倉庫業を営む営業倉庫については法律

的iζ倉庫業法第2条で「倉庫とは物品の滅失若しくは損傷を防止するための

工作物または物品の滅失もしくは損傷を防止するための土地もしくは水面で－

あって，物品の保管の用lζ供するもの」と規定されている。 ζれによると，

倉庫とは物品を保管するための施設であり，その施設には建物をはじめ工作

を施した土地及び水面が含まれる乙とになる。また乙の規定が定める保管と

いう用語は物品を貯蔵し，管理するという善管注意義務のある乙とを意味し

ており，つまり，物品の物理的な管理によって物品の価値を維持しようとい

うものである。
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現在倉庫業界の年間の総売上高は約l兆円といわれている15）。そして倉庫

業は主たる保管事業のほかに，トラック運送業，港運業，商業，その他サービ

ス業等の事業を行ない，業際産業とまでいわれるほど多方面に兼業の輪を拡げ

ている16)0 しかも倉庫業界へは製造業や商業等の他産業から参入するものも

数多くみられるなどして倉庫業の位置づけは流通業界のなかで確然と律し難

いとまでいわれている。現在伝統的な業種区分では倉庫業となっているが，

見方によっては，実質的には業際産業といった方が適切であるとする意見さ

え聞かれる程である。

また倉庫業の機能iとは前出のような集荷，入庫，排付，出庫といった図書館

と共通した基本的な機能のほかに，ややソフト的な機能として保管物品の価

格を調節する価格調節機能，利用者IC.倉荷証券等を発行して利用者lζ利便を

供する信用あるICは金融機能，供給者の需要者との連携を強化する連絡機関

的機能等があげられる。無論， ζれらの機能は相互に前出の基本的な機能を

補完し，充実させるものであるが，そのなかでも，最近の流通構造の変化に

影響され，また需要者ニーズの変化に応えて今日では連絡機関的機能がと

くに浮上し， ζの連絡機関的機能は荷主などの市場拡大のための前進基地的

なパー トを演じている場合が少なくない。

なお，営業倉庫の分布をみると，図書館の所在は東京，大阪，名古屋等の

大都市lζ多くみられるように，倉庫の立地も乙れIL符合している。また同一

地域においては需給関係から図書館は官庁地区，都心部での立地が多いのに

対して倉庫も比較的荷動きの多い港湾地区，都市部，交通の要衡等に立地す

るものが少なくなし、1710 また近年，地域開発の推進，産業の振興，文教政策

の充実という点から大都市周辺や地方都市での図書館の新増設がみられたり，

また需要の低迷下とはし、え，倉庫サイドにおいては小規模ながらも庫腹の増

強をはかるものが少なくなし、。

しかしながら，乙れらの動きとは別に図書館及び倉庫にかかわる基本的な

性格を指摘しておかねばならない。乙の性格というのは両者の対応は利用者

lζ対してやや受動的であり，生産性や利用状況は設備に制限され，しかも弾

力性は他IC比較してやや欠ける，という乙とである。従って，乙れらの性格
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が今日までややもすれば両者を旧守性や地味な堅実性への指向を促した乙と

は否定できない。乙のような事情から，昨今，情報化社会の到来やトータ jレ

物流体制の確立が唱えられているなかで，両者は，とにもかくにも，旧態か

らの脱皮を指向し，目下のイノベーション志向を一層高め，利用者ニーズを

探索し，新分野の開拓等lζ当ろうとしているのが現状のように思われる。

j主（2)Pierce Butler “An Introduction to Library Sci巴nce” 1967,

ll8p. 

(3）津田良成編，図書館・情報学概論， p.2. 

(4）前掲書 p.176-p.194の要約。

(5）昭和55年産業連関表（延長表）によると．圏内生産額総合計は金額ベースで

5 .517.402億円である。そのうち営業倉庫の金額ベースは9.908億になってい

る。

(6）昭和59年度に実施した運輸省「国際化・情報化時代の営業倉庫のあり方に関す

る調査」の兼業状況をみると，有数回答社数2.121社のうち．陸連業を兼業す

るもの33.7%.利用運送業を兼業するもの24.6%，港連業兼業15.0%.不動産

業兼業12.4%.加工・製造業兼業8.6%目卸小売業兼業7.6%等となっている。

(7旧本図書館協会刊 「日本の図書館J(1985年）によると，昭和60年度の全国IC:

おける公共図書館の総数は1633件IL上り， そのうち東京は272件 (16.6%).

大阪74件（4.5%）.愛知55件（3.3%）のJI固となっており ，遂年増加の傾向

iζある。また「専門情報機関総覧1985年版」 （専門図書館協議会刊）によると．

公共図書館及び大学図書以外の民間企業，団体．自治体等の図書館あるいは図書・

資料室の昭和60年度における全国の概数は2.150件となっており．東京は685件

(31.8%）.大阪149件（6.9%），名古屋75件（3.4% ），神奈川154件（7.

1%）等となっている。なお東京の総数685件の内訳では，都区内は604件（88.

1%に千代田，中央，港の都心3区は369件〔52.4%〕のJI聞になっている。

次K普通倉庫の主要都市別所管面積を「倉庫’85」（運輸省監修）でみると ．

昭和58年末の全国のそれは21.104.l千rrf.東京23区は全国の10.1%.横浜は全

国の5.8%，大阪は5.3%，名古屋は4.1%の順になっている。
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なお立地動向を前掲運輸省の調査によると．既存の都心部の倉庫の集積はとも

かくとして．高速道路付近，幹線道路沿線臨海地域等に立地するものが多くみ

られる。

3.倉庫及び図書館をめぐる環境変化と当面する課題

経済の低成長が常態化するなかで近時のニューメディアの出現や物流シス

テムの構築の問題が浮上して，乙れらは図書館界や倉庫業界の環境にも大き

なインパク トを与えつつある。 即ち，現在図書館界や倉庫業界は，好む好ま

ざるにかかわらず， 需要の変化や技術革新の波に抗しされず，乙れを受け留

めざるを得ない状況におかれるとともに，また乙のととが転じて，両者lと新

しい分野開発の指向を促すほか，スピーデ、ィーなワイドな対応を可能にする

乙とにもつながっている。 言い換えれば，最近の傾向として，例えば，倉庫

業界lζおいては物流問題の解決lζあたって最早や従来のような保守的な平板

的な対応のみでは律しきれず，また図書館サイドlζおいても乙れまでのよう

な対応だけでは許されない状況になってきているという乙とである。本章で

両者にかかわる環境の変化と当面する課題を素描しよう。

(1) 倉庫にかかわる環境の変化と当面する課題

営業倉庫は図書館と同様IL:，ともすれば一般市民の大半が直接的な関係を

欠く乙ともあって，どちらかと言えば，目立たない存在でしかなかった。そ

して有識者の間で倉庫を評する言葉に「お倉を持ったお金持ちJとか「座し

て営業可能な御隠居さんJという保守性の帯びた表現にあるように，従来は

倉庫業者は保管施設を経営し，保管業務だけを行なう業種というイメージで

受けとられてきた。 しかしながら，今日のような眼まぐる しい流通環境の変

化のなかで倉庫業を指して「流通の適時性をになう調整者」とか「スピード

ゼロの物流業」とか「前進基地での販売促進者j等という言葉さえ生まれて

きている181。つまり，乙れは倉庫機能が「静的なもの」から「動的なもの」

へと転換を余儀なくしている ζとを示唆し，また倉庫業自体も現実に「守り
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から攻め」への体制を志向している乙とを意味しているのである。 乙乙で，

倉庫業のかかえる当面の主な課題をあげると，以下のようなものであろう。

の軽薄短小への対応、と施設の有効活用

(a) 軽簿短小への対応

前出のように，図書館や営業倉庫は人口，産業，文教等の集積する大都市

での立地が多くみられた。 しかも最近まで営業倉庫の整備にあたっては荷動

きの多い港湾地域や都心部等lζ集中する傾向にあったが，近時の物流の低迷

や地価の高騰等IC左右され，その建設が鈍化してきている。その上IC今日の

経済情勢がもたらす利用者ニーズに応えて倉庫業者の多くは大量物資の保管

業務を行ないながらも小量多品種物資の流通業務lζ重点を移す傾向を強くし

ている。その一例は トランクルームによる小量物品の保管業務である 19)0 周

知のように， トランクルームは利用者の間K人気があり ，比較的付加価値の

高い古文書，書画，骨陶，毛皮等の一時預りや長期保管lζ利用される場合が

多い。なお， トランクルームのほかに倉庫業者の物流の軽薄短小に対する動

きとしては，過大な設備投資を避ける意味から倉庫施設の新設というよりも，

むしろ可能な限り，既存施設のリニューアルをはかりながら多目的K施設の

活用をはかろうとする動きが少なくない。

(b) 倉庫施設の有効利用

最近，倉庫業者のなかには収益性を勘案して倉庫を自ら使用するというよ

りも，メーカーや商社等の需要IL応じて倉庫を貸庫として庫腹を提供するも

のが多し、。乙とに，都心部地区の倉庫の多くは荷主から借庫と して使用され，

多角的に機能するものが少なくなし、。また倉庫業者lζあっては，施設の有効

利用という点から，例えば，都心部等の庫腹を住宅・マンションiζ切り換え

たり，ファッション・ショー及び音楽会等のイベン ト会場，商品の展示場等

iζ利用して収益性を求めるものがみられ，さらには卸及び小売業や外食産業

と提携して複合店舗を営むものもでできている。なお一部であるが，データ

ベースや総合的なコンビュータの基地lζ利用するものもでできて， 興味のひ

くと乙ろであるω。

＠ 機能の増殖と業務部門の開発
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(a) 機能の増殖

倉庫業は形式的には物流部門に属し，前出のように，兼業分野が非常に広

い業種である。最近，倉庫業者はトラック運送業，通運業，内航海運業，港

運業等の各種の免許を取得して，各分野の機能の増殖をはかつている。従っ

て，見方によっては倉庫業であるか否かについて俄かに判断し難いケースが

少なくない。と乙ろで，倉庫部門で図書館サイドにおける索引，抄録，書誌

目録の作成iζ該当するものに流通加工があげられ，注目される。流通加工と

は物流上の包装，小分け，裁断等や商流上のラベJレ貼り，値札づけ等といっ

たものを指し物流作業に不可欠のものである。もっとも， ζの業務は本来

卸売部門の主たるものであったが，倉庫設備の近代化や機械化等が進む中で，

流通加工の多くは倉庫部門の兼業分野に移され，今では倉庫部門の主要な業

務になっている。そ して流通加工が取引の上で‘物流と商流とを円滑に連携さ

せる業務であるために，流通加工を通して営業上の情報収集をより可能にす

る等の有効な手段になっている乙とは看過できない。

(b) 業際部門の開発

前lζも触れたように，営業倉庫は機能の面で商流と物流との接点に位置す

るために両者の橋渡し的な役割を果している。乙の意味から，倉庫業は物流

部門から商流部門への進出が比較的容易であり，そ乙で彼等は仮りIC販売機

能さえ付与すれば，庫腹を利用して，例えば，百貨店や大型店等の小売業界

や卸売業界にも進出するととが可能である。現在倉庫業者の間でよくみられ

る事例は彼等は得意な物流機能を生かしながら，通信販売や無店舗販売等の

分野K数多く進出している乙とである。そして昨今の傾向として物流と商流

がオーバーラップする面が増大している乙とから，業際部門の開発が，現下，

業界の一大関心事であり， ζれらをめぐって盛んに論議が交されているのが

実情のようである。

。専門化とシステム化の推進
(a) 専門化の推進

倉庫業の周辺業者といわれるトラック運送業者においては石油ショックを

契機と して不特定多数の荷主を相手lζ小量物品の小口配送を宅配便というか
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たちですすめられているが，倉庫業者も小量物品に対しては，前出のように，

トランクルームという型態で専門化に応えている。もっとも，乙の種の不特

定荷主への物流対応は成熟しつつあるが，乙れと併行して，最近になって特

定アイテムを対象とした専門化が始動してきている。例えば，図書館界にも

関連するが，倉庫業界のなかには保存対象を書籍等lζ特化したデポジッ 卜・

ライブラ リーωならぬ書籍倉庫を整備して，経営するものがでできて，各方

面lζ話題を呼んでいる。 ζれは図書館界のデポジッ ト方式の仕組みを取り入

れたものと思われるが，書籍倉庫は図書館界にも可成の好評を博しているよ

うである。今後は倉庫業者が専門化という乙とで各部門に対して縦横IC検討

をすすめ，複合的な専門化への深度化がはかられるであろう。

(b) システム化の推進

倉庫業界のみならず，他産業も同様に，企業規模の相違，取扱商品の違い

等や企業の独自性の堅持といった点から企業聞のシステム化が容易に進まな

い状況lとある。しかしながら，スケーノレメリッ卜の発揮やマクロ的な業界の

発展という見地から企業閣の連携ICよるシステム化が必須のものになってい

る。従来までは業界と しての立場から包括的なシステム化を進めてきたが，

乙れには限度があるという見方もあって，乙の程大きく路線を変更し，可能

なものからシステム化を進めるような方針が打ち出された（！~。その手順は以

下のようである。 （｜）先ず大手業者iと対しては全国的iζ点在する自社倉庫

のネットワークを強化し，また海外業者との業務提携による国際複合一貫輸

送の途を拓く。 ( ii ）次iζ中堅業者に対しては情報を介して他業者との提携

によって総合化や専門化を推進する。 （｜｜｜）また中小業者のシステム化の問

題では中小業者のサービスの総合化が容易ではないため，サー ビスを特化す

るか，あるいは他社との提携ICよって総合サービスに一歩でも近づける，等

である。つまり，倉庫業者の狙いはとれまでの包括的なシステム化というよ

り段階的にシステム化を進め， しかる後lζ総合化をはかろうとするものであ

る。たしかに，乙れは一つの方策であるが，むしろ専門化の可能なものは徹

底して専門化を先づ進め，その上でシステム化をはかる乙とが現実的でない

かとも恩われる。
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＠ 情報のシステム化

既に触れたように，倉庫業は物流と商流の中聞に位置し，両者の情報を生

かし得る立場にある。現在，企業内情報システムを構築したり，あるいは取

引先とのオンライン化をはかつているものが少なくない。乙のような事情か

ら昭和60年度に今後の倉庫業を展望した「倉庫ビジョンJが公表されたが，

ζれによると，情報のシステム化については現状の情報化をより進め，段階

的にグループ聞のネットワークを構築すべきである ζとを指摘している。ま

た情報機器の導入に関しては， 当然の乙とながら，経済上のメ リットやデメ

リッ卜を十分考慮にいれるべきである乙とを呼びかけるほか，荷主とのオン

ライン化や総合化のためには伝票やコードの統一化が必要不可欠である乙と

を明示している。勿論，倉庫業界においては現在企業内で POSシステ

ムを具体的に導入している企業が多く， また VANシステムを採用して

いるものもみられるが， 倉庫業界という立場からすると， ζれらは必ずしも

十分でないとするのが大方の見方である。そ ζで倉庫業界では目下情報のシ

ステム化を最重点課題としながらも，理想的な企業閣のシステム化lζは若干

の時聞がかかるというのが業界の見透しのようである。

(2) 図書館をめぐる環境の変化と当面する課題

単的lζ云って，図書館は読書し，勉強すると乙ろというのが一般的な考え

方である。乙の考え方が図書館を利用する側からみた素朴な表現である。し

かし，前述したように，図書館Kも技術革新の波がおし寄せ，好むと好まざ

るにかかわらず，乙れを受けいれざるを得ない事情にあり，また受けいれて

乙そ，はじめて図書館そのものの真価がより発揮される乙とになると思われ

る。いわゆるニューメディアは技術革新や産業構造の変化の果実として出現

し，乙れが情報メディアというかたちで図書館界lζ惨透するに及んで，図書

館にも新しい意味でのデータパンク的な要素を加味されるようになってきた

のである。とのような事情から，図書館そのものにも厚味と巾を増し，多様

化と専門化の問題がますます交差するような状況になってきている。乙乙で

当面する課題を若干拾ってみる乙とにする。
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の図書館相互間のネットワークの確立

137 

資料提供機能の充実等という観点から現在の図書館相互間のネットワーク

の構築が急がれ，またζのζとは常にライブラリアンの聞で話題にされる問

題である。そ して図書館ネットワークと言えば，米国の OCLCU3lの仕組

みがよく引き合いに出されるが，理想としてそうありたい と願うのはわが

国の関係者の大方の気持であると思われる。日頃，ライブラリアンの間でそ

れぞれの分野ごとに自己の研讃や図書館界の発展を期して各種の会合が催さ

れるが，結論は常にシステム論やネットワーク論に終始し，収放される，と

よく聞かされる。つまり，ネッ トワーク論やシステム論等は言うは易く，行

うは難い問題である。それだけに図書館界あげての諜題である乙とには違い

がなし、。乙れが解決のためには， 地味ではあるが，一つには図書館サイドの

努力に加えて図書館周辺分野に間断なく積極的にアプローチし，理解を求め，

彼等を図書館界lζ内部化しながら推進する乙と，いま一つは機械化等の導入

によって一歩一歩着実にネットワークを構築していく乙と，が賢明であろう

かと思われる。

＠ デポジット化及び専門化

現在図書館の関係者以外には図書館の機能や内容にさほど‘関心を寄せられ

ず，一般的には図書館は蔵書数や建物規模等で評価されると ζろが多く， 当

を得ない乙とが少なくない。また図書館も， 他機関と同様に，社会的機関で

あるために，利用者との聞に需給関係が成り立つ。それにもかかわらず，建

物規模の大きいζとや蔵書数の多い乙とが賞讃されるという伝統的な発想や

論理K出逢う乙とがしは‘しばである。乙れも一つの見方で・あろう。 しかし，

仮りに蔵書数が多し、からといって，蔵書のうちで一部の書誌の利用頻度が高

く，逆に大部分の蔵書が利用されないとすれば，大部分のものは実質的に蔵

書でありながら死書化してしまう。 ζのような意味で現実には，案外，死書

館らしきものが絶讃される向きが少なくない。従って，書庫及び書架等の空

間の効率的利用や蔵書の有効活用という見地にたてば，部門別iζ選書を厳格

にし，蔵書の調整をはかり， rearrangeして，可能なものから専門化を推進

するととであろう。無論，現在専門的な図書館が数多く存在する乙とは事実
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であるが，それにしても，今後のシステム化や効率化という点から従来まで

の一般図書館といわれている多様化図書館の多くは死書館的なものから大き

く脱皮する時期にきているといっても言いすぎでない。乙のような考え方か

ら， 一つの方策としてデポジッ 卜問題が図書館界に提起されたのは至極当然

であると恩われる。また最近，前出のような書籍倉庫が出現し，図書館界iζ

破紋を投げかけたが，乙れも時代の要請からであると受けとめてよかろう。

の機械化に対する認識

機械化・ OA化について図書館界にも導入されるケースが多くなってきて

いる。既K前章で図書館と倉庫との機能の共通性を触れたが， 「適材を，適

時に，適所ic:」というように，図書館や倉庫は，いづれも，時間（距離は時

間で解決可能）と空間をどう圧縮するかが大きな課題になっている。従って，

比較的大規模な図書館では機械化・ OA化によって， 例えば，コンピュータ

によるスピーディーな処理やマイクロフィノレムや光ディスクによるスペース

の圧縮等をはかつているケースがよくみかけられる。もっとも，時間と空間

をどう処理するかは図書館の基本的な課題であるが，そうかと云って，乙れ

が解決lζは機械化・ OA化の即導入lζつながらない。機械化・ OA化の導入

lζ当っては常lζコス ト意識を念頭lζしながら関心を向ける ζとであろう。

θ ライブラリアンの意識の転換と業際部門の開発

公共図書館や大学図書館をみると，組織の上から，図書館そのものはまと

まった組織体（ all of them ）として存在しているものが多いのに対し，

その他の図書館は図書館以外の組織の一部（ one of them ）として存在し

ているのが殆んどである。従って，前者はともかく，後者は何らかの形で権

限や予算等lζ主体的なものからの制約がある。 ζのような関係から，例えば，

人員や予算の確保にも自主性を欠くなどして折角の能力発揮の機会を逸する

ζとが少なくない。また組織の面で図書館員は目立たず，ややもすると彼等

の立場が潜在化する傾向にある。乙のととを指橋して有識者のなかには彼等

の辿ってきた経過や現状は地味で，あまりにも堅実にすぎるという向きが少

なくなし、。従って，乙のような乙とを払拭し，ワイドに発想を転換する ζと

がライブラリアンの大きな課題であろう。同時le，図書館界の発展には活動



倉庫機能と図書館機能 139 

分野を拡大するととであろう。乙れには新しい情報メディア等を生かして，

図書館周辺分野である広報，調査出版等の諸部門を再開拓し，乙れらを図書

館界lζ取り入れ，リニューアノレな体制を構築する乙とが何よりも大切であろ

つ。

注（8）拙稿「複能化時代を迎えた倉庫業」（輸送展望.1981年冬号）

(9）前掲運輸省調査によると．トランクルーム事業者は昭和50～59年までIL16社～

46社に伸び．事業所数は同期聞に， 19事業所から88事業所Iζ伸びている。

UOl拙稿「倉庫ビジョンの検討を終えてJ（輸送展望.1985年夏号）

Ullデポジットライブラリーとは一般図書館が専門図書館化をはかるためIL部門別

蔵書を相互に交換する乙とによって筋書の部門別専門化を指向する図書館のζ

とをいう。

間拙稿「倉庫ビジョンの検討を終えてJ（輸送展望.1985年夏号）

(13)0nline Computer Library Centerの略。

米国オハイオ州の OCLC本部は全米の OCLC加知図書館に対して

オンラインによる目録サービスを実施している。わが国の図書館に対しでも加

間の呼びかけが多い。

4.むすび

以上，本稿で営業倉庫と図書館との｜掲係について概述してきた。両者を敢

えて関連づけた理由は，一つは営業倉庫と図書館とが機能の面で最大公約数

が一致する乙と，いま一つは両者のかかえる課題は gapanalysisという面

で相互に共通すると乙ろが多い乙と，等の視点からである。

再三述べたように，倉庫と図書館との間に機能上の共通点が見出され，ま

たそれぞれのスタンスもワイドに展開しようとしている。そして両者とも現

実にかかえる課題は「如何にタイミンクよく業務をすすめるか，利用者に対

する適時性をどうするかJ，また「庫腹や書架及び書庫のスペースをどうす

るかJといった問題である。乙の適時性や適所性という問題を従来から両者
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ともそれぞれ解決してきたのであるが， 最近，技術革新がもたらす機械化・

OA化によってより適確に解決しようというのが今日的問題であろうかと思

われる。現ILtime technologyや spacetechnologyという言葉が聞かれ

るが，図書館サイドにあっては time（時間）と space（空間）の克服が最

大の課題になっている。他方，営業倉庫においても space とtimeを如何

に圧縮し，乙れを事業面lζ如何に効果的ならしめるかが大きなポイン卜になっ

ている。換言すれば，両者は timeと spaceの gapを分析し，どう調整

するかが大きな課題であり， gapanalysis k通じるものと思われる。 し

かしながら，両者の間で基本的な違いは営業倉庫は営利事業体（ profit 

organization ）であり，図書館は非営利事業体（ non-profit orgamza-

tion ）であるという点である。これは事業主体の現実であって，両者が区

別されると乙ろであるが，乙の乙とはともかくとして，現下の倉庫業界の動

きをみると，体質改善はし、うに及ばず，総合化や専門化といった活路開拓に

懸命に挑戦しようとしている。例えば，昨年度K公表された倉庫ビジョンは

その具体的なものの一つである。そして乙れには構造変化にともなう倉庫の

位置づけや倉庫のあり方が織り込まれるほか，理想とするモデル倉庫を構想

して， ζれにかかわる問題点を総合的lζ検討しようと している姿勢が大方の

好感をよぶととろである。また一方，図書館サイドにおいては，最近非営業

事業体lζ対する議論が少なくない事情から，従来余り組上iζ上らなかった図

書館運営にも原価問題が提起されるなど図書館運営の見直し論が唱えられる

ようになったり，また高度情報化社会の進展Kよって，図書館 ・情報部門K

対する関心の輸が一般に拡がる傾向にある乙と等は歓迎すべき乙とであろう。

ζのような情勢変化をふまえて倉庫業者や図書館界の今後の発展K期待する

ととろが大きいのである。
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4.おわりに

1.はじめに

製鉄，石油，石油化学，製粉曾製油などの専用埠頭を有する臨海工場の規

模や集積の度合いは，それらが立地する港湾の港勢lζ大きな影響を与える。

故K，工業港と呼ばれる港湾の中には，総取扱貨物量，輸入量，移出量で上

位を占めるものが多い。

千葉港， 川崎港はその代表的なものである。乙れらは取扱量では神戸港，

横浜港に匹敵するが，集貨能力は極めて低く，後背地は portarea k限

られていた。と乙ろが近年両港は輸出港としての地位を向上させ，後背地を

乙れまでの portareaから関東一円に拡大した Ill。それは，乙の 2港が

関東地方に立地する自動車組立工場の製品の積出港と して機能するようになっ

た乙とと関係している。四輪車の輸出台数が増加したのに伴って，千葉 川

崎の両港は，横浜港の補完的役割を担う四輪車の積出港として整備され、現

在では横浜港から川崎港あるいは千葉港に船積の中心を移したメーカーもで
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てきている 1210 しかも，自動車産業の国際化iζ伴う K・D輸出の増加は，コ

ンテナ施設を持たない乙れらの積出港IL大きなインパクトを与え，新たにコ

ンテナノイース建設の気運が高まった。確かにコンテナ施設の整備は，商業港

機能を充実させ，総合港への脱皮を計ろうとする工業港の管理者にとっては

重要な課題であるが，計画が具体化した例は皆無であった。と乙ろが，自動

車の輸出港としての地位を確立したかつての工業港lζおいて，雑貨品の輸送

というコンテナ輸送本来の目的からではなく，自動車のK・D輸出の増加に

対拠するという目的で，コンテナ施設の整備が進められようとしている乙と

は，新たな現象として注目に値する。

本論文では，港湾機能を変化させる仁で，大きなインパク卜となった自動

車の海上輸送の実態を紹介しあわせて港湾機能の変化を概観する上で最適

と思われる川崎港をとりあげて，近年における変化について分析する。

j主（1）遠藤幸子「輸出港として千葉港が果たす役割J日本地理学会予稿集29.1986, 

pp.176～177 

(2）遠藤幸子「自動車輸出と工場配置のうとき」地理29巻9号.1984. pp.21～29 

2.自動車産業と港湾

( i ）自動車の積出港

自動車産業と海上輸送との関係は緊密である。海運による全輸出量の約38

%を輸送機械が占め，また圏内輸送における四輪車の海道利用率（品目別，

輸送機関別利用率）は42.5%と石油製品の43.9%に次ぐ値となっている。

現在，四輪車の輸出を行なっている自動車製造メーカーは11社ある。 一方，

自動車の輸出を行なった港湾は約30港あり，そのうちの半数はいずれかのメー

カーの船積基地となっている。 1982年実積では，輸出港の第 1位は名古屋港

で，以下，横浜港，広島港， 三河港，千葉港，神戸港，備須賀港，苅田港，

水島港，清水港と続く。乙れを1975年実績と比較すると，上位3港の順位に

は変動がみられないが， 1975年には14位iζ過ぎなかった三河港が4位に浮上
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し，また新し く輸出港に加わった苅田港がいきなり 8位になるなど， 4位以

下の港湾の順位IC::，大きな変動がみられる。

と乙ろで圏内における自動車輸送（組立工場から消費地までの輸送）には，

キャリアカーが全輸送台数の50.9%と最もよく利用されている。 一方，内航

海運も42.5%と健闘している。内航海運利用率はメ ーカーζとにばらつきが

大きく ，最も高いのがマツダで88.5%と極めて高率である。逆lζ海運利用率

が極めて小さいのはトラック製造メーカーで，日産テ．イーゼル，日野自動車

は， 製品の約90%を自走によって仕向地まで輸送する。

移出港の場合は，先の輸出港の場合と比較すると，より順位の変動が激し

い。 1975年実績では， 第1位は横浜港で，以下， 川崎港，名古屋港，広島港，

衣浦港の順であったが， 1982年lとは名古屋港がトップにたち，以下，広島港，

横浜港，衣浦港， 川崎港の順になった。乙の傾向は6位以下も同様である。

表1 メーカー別組立工場所在地と積出港

品fl立 J場所イl」地 輸 II¥ 十~ 手事 出港

トヨタ 史日IdT、111li,Ulff（愛知川，l)
名古版、三河、横浜、 衣j前、名古屋、横浜、

nl~·： 三河、N1戸

~Yi!J'l\'nli 、国~1::1 di 、 Ji\:11’削•t1.lJTl1 横浜、償却lti、T葉、 川崎、横浜、大阪、
日 mt 上三川Ill］（栃木県）、 j!lji]jlllf（制 illi l刀、東京、名古l豆、 名古屋、苅問、仙台、

｜河以） ~t九州 北九州、東京

7 ツダ Jf.f'li/UJ ( Jl.; };,¥ l',l）、1:Jjl(.fdJ 
凶日di、F梨、 r,1':i・屋、

lよ，t;,＼、三国民
徽浜、 ii'i水

本111技研 狭山山、鈴鹿市
i片山屋、三河、水1:.';, ｜性｜日市、川崎、名古屋、
航ti兵、神戸 東京、被浜

安
名古屋市、 lil'iJ~l:,jTli 、大田区、 名前出、三河、水1：.＼、 水，r；，＼、ヰー野、名古屋、

川附di、ft倣Tli 償j兵、神戸 川崎、横浜、東京

吉台 木 !l~ 日Idi、｛削IJi自dT ii'i'水、名1J;)i 三河、名古屋

7；；；士l爵.:r. 太IllTll、伊勢山わ 航i浜、横ifiti、千葉、
東京、川崎

東京、木II.'.冷

ダイハツ 池rtlrlT、大ill附町（京自11/f.f) 相11戸、名古屋、f前1兵
神戸、東京、川崎、

名古屋、仙台

いすゾ Ill的di、藤ii(di 機浜 川崎、東京、横浜

日 ~·f' 日野di、羽村町（JU),O:nll) 機浜、東京 東京、神戸、川崎、仙台

日産ディ ゼlレ 土足dT、太Illdi 航i浜 東京

1 984年の合在者による夫lfli訓告と「Jfi)J•IIT~ゃ、ンドブ y ク（日沌自動 •Ii株式会社 、 1 983 ） よリ作成。
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表lは，各メーカー別lζ輸出港と移出港を示したものであり， 各メーカー

の組立工場の所在地もあわせて表示しである。表1からもわかるように，一

般的には組立工場に近接する港湾が積出港として利用されている。例えば，

愛知県内lζ5つの組立工場をもっ トヨタの場合は，名古屋港，三河港，衣浦

港を積出港として利用しているが，関東地方に4工場と九州IL1工場をもっ

日産の場合には，横浜港，横須賀港，苅田港を利用している。

またメーカーごとに輸出港と移出港とを比較してみると，組立工場lζ近接

する複数の港湾の間で，機能分担が行なわれている乙とがわかる。トヨタの

衣浦港，日産の川崎港，本田の川崎港， 鈴木の三河港などは，各メーカーの

積出港の中で圏内向けを担当している。

( ii ）積出港としての条件

自動車の積出港としての条件は，自動車専用船が停泊可能な規模の陣頭が

あり，同時iζ港湾区域内lζモータープーjレ用の広大な用地が存在する乙とで

ある。 ζのような条件を満たす港湾の中から，各メーカーはおのおのの組立工

場ζとに積出港を定めている。港湾Iζ立地し専用埠頭を有する臨海工場の

場合は勿論のと と，どの港湾から積出すκせよ，そ乙までキャリアカーによ

る輸送を必要とする地点に立地している内陸工場の場合もまた，工場と港湾

問の距離が積出港を選定する際の重要な条件となっている乙とが表 Iからう

かがえる。

しかし， 単純に距離だけでは説明のつかない事例もみられるので，その点

に関して各メ ーカ一本社で聞き取り調査を行なった。その結果，① 出荷量，

仕向港の港湾設備，仕向港における港湾労働の質などlζよっては，自動車専

用船Kよる大量一括輸送方式に適さない場合があり，仕向地向けの航路，

船便の有無が輸出港選定の条件となる乙とがある乙と，② K・D輸出lζみ

られる現象であるが， K・Dセットはコンテナ適合貨物であるため，陸上輸

送距離ではなく， コンテナ航路の寄港の有無が輸出港選定の際の条件となる

乙とがある乙と，① 圏内輸送に関してであるが，メーカーが内航自動車専

用船ではなく，フェリーを利用して輸送する場合があり，その際には，仕向



自動車輸送と港湾機能の変化 145 

地向けのフェリー航路が寄港しているととが，移出港選定の際の条件となる

乙とがある乙となどがわかった。

（｜｜｜ ）積出港の変更

自動車製造メーカーは，乙れまでにもしばしば積出港の変更を行なってき

た。また，現在，進行中のものもある。それは，メーカーが条件を満たす港

湾の中から，より工場lζ近接する港湾を積出港として利用しようとする乙と

と，距離的K大差がない場合には，よりまとまった用地を確保できる港湾を

利用しようとするととに起因している。

本田技研鈴鹿製作所の製品の積出港は1972年までは名古屋港であった。と

ζろが， 1970年の四日市港第4次港湾整備5か年計画によって岡市内霞ヶ浦

地先に工業用地・埠頭用地の造成，岸壁 ・臨港道路の整備などが推進され，

その際に本田技研は，大型自動車専用船が停泊可能な公共埠頭iζ隣接する27

万5,000niの用地を取得し，私設モータープーノレを建設したので，現在では

船積の中心は，専ら四日市港iζ移っている。

また本田技研狭山工場の製品の主要な積出港は， 1980年までは横浜港であっ

たが， 狭山工場からの時間距離がほぼ等しい千葉港K，敷地面積180knl，保

管台数7,500台の規模をもっモータープーノレと専用埠頭からなる船積基地が

稼動した乙とによって，積出しの中心は千葉港i乙移った。

鈴木は， 1983年から輸出および移出の両方に関して，積出港の変更を実施

中である。従来は，輸移出ともに清水港かもしくは名古屋港を利用していた

が，新たに乙れまで全く利用した乙とのなかった三河港に積出しの中心を移

しつつある。鈴木の組立工場は，湖西市と磐田市にあって，湖西工場から清水

港までは115kmあり，キャリアカーによる所要時間は3.5時間，名古屋港ま

で1は84kmで2.5時間，三河港までtは24kmで、0.75時間で・ある。一方，磐田工場

の場合は，清水港まで＇ 78km,2.50時間，名古屋港までは12lkm,3.50時間，

三河港まで－は6lkmで＇2.0時間で、ある。

C iv）積出港の集約
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複数の主要な積出港があって，しかもそれらがお互いに近接した港湾であ

る場合には，その中の 1港もしくは新たKそれらに近接する別の港湾lζ積出

機能を集約させようとする傾向がみられる。積出機能を集約させるには，広

大なモータープールを確保する乙とが決め手となるが，現在では平面型モー

タープーノレにとってかわる立体型車輔保管棟が出現し，用地の問題は以前ほ

どは重要ではなくなっている。

その好例が富士重工の川崎港東扇島である。富士重工は，群馬県内に3つ

の組立工場をもち，横浜港，横須賀港，千葉港を輸出港として利用していた

が，1986年4月に東扇島にある物流センターが稼動を開始したため，いずれ

は千葉港で扱っている 7万7,000台全部と，横須賀港の6万4,000台のうち 4

万4,000台，さらに横浜港大黒埠頭・本牧埠頭の9万3,000台のうち 7万5,00

0台を川崎港から輸出する乙とになる。 ζの物流センターの面積は 5万3,000

nt1r.過ぎず，本田習志野モータープールのl28knH＜＝は及ぶべくもないが，収容

能力は l万台で本田習志野モータープールの7,500台を大きく上回っている。

( v）港湾内部iζおける積出機能の集約

積出機能の集約は、近接する複数の港湾問で行なわれるだけではなく ，1 

つの港湾内部においてもみられる現象である。乙れは各メーカーが，輸出の

増加に伴って次々lζモータープーノレを確保していったために，港内数か所lと

モータープーJレが点在しているという状況も少なくなく，その結果，組立

工場から港湾へ，さらに港湾内部における各モータープール間の輸送という

複雑な流通経路ができあがってしまった ζとに起因するものである。港内輸

送をなくすとと，あるいは時聞を短縮するととが重要な課題とされ，そのた

めに最もまとまった輸出台数のある北米向けおよび欧州向けに関して，積出

機能を港内 Iか所lζ集約させるべく，新たに用地を取得したり ，あるいは港

内輸送に小型の自動車専用船を導入するなど，各メーカーごとにさまざまな

対策が講じられているIll0 

注（1）遠藤幸子「自動車産業の立地と港湾」歴史と地理338号.1983. pp.14～17' 
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新しい組立工場の立地は，新しい自動車の積出港を生み出す。 トヨ タ田

原工場の操業開始によって三河港が，同じく日産九州工場の場合は苅田港が，

またマツ夕、防府工場の場合には三田尻港が，輸出港ならびに移出港と しての

地位を大幅に向上させた。 回原工場と防府工場は専用埠頭を有する臨海工

場であり ，九州工場の場合は専用埠頭乙そもっていないが，苅田港まで5～

6kmの地点IC::立地しているため，港湾まで四輪車を輸送するに際して，キャ

リアカーに積載しなくても自走による輸送が可能である。

また，各メーカーは内陸工場の製品を積み出すための船積基地を，より工

場lζ近接する港湾へ，そ してよりまとまった用地を確保できる港湾へと移動

させてきた。その結果，工業港といわれていた千葉港， 川崎港， 三河港が輸

出港としての地位を向上させ，特lζ現在でも船積基地の建設が進められてい

る川崎港と三河港は，今後一層輸出量が増加する乙とがみとまれている。

新しい組立工場の立地，積出港の変更ならびに積出機能の集約は，港湾の

輸出量および移出量IC::反映し，自動車産業の海上輸送の動向は，近年港勢を

最も左右する要因となっている。

その中でも川崎港の場合は，単』と輸移出量の増加だけにとどまらず，港湾

機能の変化をもひきお乙しているという点で注目に値する。 川崎港東扇島に

は三菱， 富士重工，いすY，日産の4つのメーカーと藤木海運（本社名古屋

市）が進出し，自動車の一大物流拠点ができあがった。と乙ろが，東扇島に

はコンテナパースがないので，海外向け補修部品を扱う日産の川崎部品流通

センターは，乙とから直接船積みするととができず，コンテナノてースがある

東京港大井埠頭と横浜港の本牧ならびに大黒埠頭を利用して船積みを行なっ

ている。そ乙で，港湾管理者である川崎市は，50～60億円を投入して， 4万

トン級のコンテナ船が接岸可能な水深13メートルの 2つのコンテナバースを

建設する計画である7
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注Ill日本経済新聞.1986年4月11日付

( ii ）川崎港における総合港化への動き

川｜崎港は，いわゆる工業港の中ではいち早く商業港機能の充実に力を入れ，

コンテナパース建設計画も具体化しようとしている乙とは先にも述べた。

川崎市は，我が国最大の流通基地の島といわれる東扇島に，何らかの形で

港湾と関係がある倉庫業，運輸業，製造業を誘致し z 原油，石炭，鉄鉱石な

どの工業原材料の取り扱いに片寄った川崎港を，東京港や横浜港のように雑

貨品をも扱いうる総合港lζ育成しようと している。東扇島は自動車関係の一

大物流拠点となっており， K・Dセット，海外向け補修那品をすでlζ十分集

貨できる状況になっている。その乙とが，コンテナパース建設の引き金になっ

たといえるだろう。加えて，倉庫も定温，定湿で冷凍施設を備えた大型のも

のが建設される ζとになっているので，いずれは雑貨品，電気機械器具，食

料品とあらゆる種類の品目を取り扱えるようになるであろう（図 1）。

さらに1987年春には，川崎港に関係がある民間企業と川崎市が一体となっ

て， 川崎港振興協会が設立される ζとlとなっている。港湾，荷役，倉庫，運

輸といった港湾と直接かかわりのある業種だけではなく ，原材料の輸入ある

いは製品の輸出に港湾を利用している製造業，港湾整備に関係する建設会社，

金融機関も加わって，① 産業道路以南の港へのアクセス道路の拡充，②

コンテナパースの早期建設を当面の重点課題と して， 建設省，運輸省などの

関係官庁に働きかけてゆくIll。

注（1）日本経済新聞.1986年6月29日付

4.おわりに

自動車産業にとって海上輸送は極めて重要であり，一方港湾にとって自動

車製造メーカーは港勢を左右する利用者である。各メーカーは，新しい組立

工場を臨海部lζ配置したり，内陸工場の製品を積み出すための船積基地をし
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ばしば変更したり，集約したりしながら，より工場lζ近接する港湾へ，より

まとまった用地がえられる港湾へと移してきた。乙うして新しい積出港が次々

と生まれてきたが，その中で千葉港， Jll崎港は関東地方に組立工場をもっメー

カーの積出港としての機能を果たすようになった。すなわち，千葉港，川崎

港では，横浜港においてはすでに不可能であった用地の取得が可能であった。

初め両港は，横浜港の補完的役割を果たしていたが，徐々にζ乙に船積の中

心を移すメーカーが現れてきた。特に川崎港東扇島は，日産，三菱，富士重

工，いすYの4メーカーと藤木海運が進出し，自動車関係の一大物流拠点と

なっている。

自動車産業の国際化の進展は， K・D輸出を増加させゾまた海外lζ補修部

品を迅速に輸送する必要性を増大させた。すなわち，自動車産業においても

コンテナ適合貨物が増加し， 積出港lζコンテナ施設があるととが必須条件と

なってきた。 ζれまで工業港的性絡が強かった川｜｜崎港にもコンテナノミースが

建設されようとしている。さらに川崎港は東扇島iζ倉庫，運輸関係の事業所

を誘致し， あらゆる種類の品目を取り扱う乙とができるように万全の体制を

整えつつある。

ととろで，川崎港はコンテナ貨物の集貨とコンテナ航路の誘致をめぐって

競合する東京港と横浜港にはさまれている。 ζれまで東京港と横浜港は，積

極的ic:ポー トセーJレスを展開してきた。東京港の場合は，首都の港としての

知名度を高め，横浜港lζ対抗しうるだけの定期航路を誘致することを重点課

題として海外ポートセーノレスを行なってきた。また乙れと並行して，全国各

地からの生活物資のために， hinterlandではなく foreland （北海道，

四国，九州、I)Iζ目を向けた国内ポートセールスをも実施してきた。一方，横

浜港の場合は，国内ポートセーノレスは行なわず， 専ら海外ポー トセールスの

みを重点的K行なってきたIll。企業の専用埠頭を中心に構成されていた，乙

れまでの川崎港にとっては，ポートセーノレスは無縁であったといえるだろう。

しかし，商業港機能の充実に伴って，ポートセーJレスは港湾経営の重要な住

となるであろう。今や港湾管理者にとって重要なのは，国際的な輸送システ

ムの変化を読み取り，それらにうまく対応してゆく ζとである。たとえば，
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当該港湾が国際複合一貫輸送システムlζ組み入れられ，その拠点として機能

しう るよう体制を整えてゆく乙ともその 1つであろう1210 

自動車産業の国際化に伴って，今後は完成車ではなく部品輸送が増加する

といわれているが，国際複合一貫輸送はまさにそれに適した輸送方式であり ，

その意味でも自動車産業が，港湾機能に与えるインパク卜は大であるといえ

るだろう。

東京港と横浜港，さらに乙れに川崎港が加わって，どのような勢力図がで

きあがるかに注目してゆきたい。

注山遠藤幸子「ポートセーノレスの意義と限界jお茶の水女子大学 人間文化研究科

人間文化研究年報第9号＇ 1985. pp.269～279 

(2）遠藤幸子「コンテナ化の進展iζ伴う国際輸送システムの変化J経済地理学年報

第31巻第4号＇1985, pp. 72～83 
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機密保護法体制下の港湾研究

目次

千須和富士夫

（港湾都市情報サービス）

1. 第2次大戦終了以前の機密保護法体制の枠組み

2. 港湾に導入された機密保護法

3. 港湾行政一元化の挺子となった大政翼賛運動

4. 歴史の教訓

1. 第2次大戦終了以前の機密保護法体制の枠組み

明治政府が樹立されてより第2次大戦終結に至るおよそ70余年，乙の聞に

1904 （明治37）年の日露開戦に前後して， 軍事機密lζ関する限り保護法体

制は確立し， 1937（昭和12）年の日中戦争全面展開を機に新たな戦時機密保

護体制が形づくられる。機密保護法制と表裏の存在で治安維持と思想、統制を

目的とする立法化が進展したというのが，わが国の乙の時期の国家体制の特

徴である。

機密保護を達成する法的手段としては

① 新聞，出版規制

② 刑法の間諜罪規定

① 軍刑法の間諜界規定

④ 要塞地帯法及び軍港要港規則

⑤ 官吏服務紀律

＠ 軍機保護法及び軍用資源秘密保護法
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⑦ 国家総動員法及び国防保安法

153 

また国益保護 治安維持の名による民主々義及び侵略戦争反対のイデオロ

ギ 規制を目的とする法的手段としては

＠ 治安維持法等の治安立法

があり，以下簡単に紹介しておく。大日本帝国憲法（明治23年施行）の原則

は「臣民ハ法律ノ範囲内ニ於テ言論著作印行集会及結社ノ自由ヲ有スj （第

29条）の制限つきであったととである。

言論報道の統制は権力維持の最初にして最後の手段であり，乙れを保証す

るのが治安維持立法による思想 ・結社 ・研究 ・創作の抑圧である。国家機密

の核に軍事機密・外交機密を置き，その周辺を取り囲む国家・地方行政機密，

私企業・私人機密の構造を図示するならは＼図 lの通りである。紙幅の制約

から詳述はできないが，機密の秘匿義務は公務員，軍人軍属，統制団体所属

職E 報道機関，関係民間人が負い，立入，損lj量，撮影，摸写，録取等の禁止，

観察の規制，通報漏洩，公示，伝説，探知，収集など様ざまな行為が処罰の

対象とされたのである。

保護対象となる機密は法定では要件を表現しがたい性質のものであり，通

常は「実質秘」とされる。裁判所は秘密性を独自に判断できる乙とにはなっ

ているが，現実には軍部の威圧の下IC，軍部の意向lζ従って判断し，処罰の

基準とせざるをえない構造であったとみられている。111また機密保護とは表

裏の関係で，治安立法が行われ，国体（天皇制）の変革，私有財産制度を否

認する団体の結成，加盟行為，それらの団体に役立つ一切の行為を犯罪と し

たのであり，現状批判が報道管制と結んで封殺されたわけであり，現状分析

を主とする研究活動が制限されたばかりか，研究発表の道も閉ざされてしま

うのも乙のような構造からである。

2. 港湾に導入された機密保護法制

港湾で最初に機密保護の対象となったのは軍港要港である。 1890年の「軍

港要港ニ関スノレ件」 （法律第2号）は，軍港要港における市民の立入，入港
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船規制の規則を海軍省が設け，規則制定lζ際しては内務，農商務両大臣iζ協

議すべき旨指示している。乙れに伴ない，海軍省は，1896（明治29）年IC.横

治安之法
による抑圧

19001明33)

治安警察法
1 9~5 大正 15)
治安接持法

図 1 機密保護法制の構造

統制総動員による紅企業・私機密

1938（昭13) 国家総動員法

国政行政機密

1941(昭16) 国防保安法

外交機密 軍事機密

1880（明31）刑法・ J1I刑法 1899（明32) 軍基地港法

1907（明40) 刑法 ・軍刑 1899（日月32) 軍機保謎法

法改正ス川イ諜
1937（昭12) 新軍機保訟法

陰謀罪等

1891（明23) 軍港要芯法

1900（明33) 軍港要港規則

!]J:用資源機密

1939（昭14) 軍用資源秘密保設法

官吏服務紀律

報道管制l言論統制情報操作

必
1893（明26I出版法

1909（明42）新聞紙法

1941(昭161新聞紙等掲載制限令
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須賀（省令第6号），呉（同第7号），佐世保（同第8号）， 翌1897年に舞

鶴（同第14号）につき，各軍港規則を制定し，要港と しては， 1896年，対島

の竹数（同第13号，但し大正12年3月に廃止）， 1905 （明治38）年に青森県

の大湊（勅令第263号）を指定，規則を設けた。 1922（大正12）年3月に至

り，ワシントン海軍軍縮会議の決議に基づき，舞鶴鎮守府を廃止せざるをえ

なくなって，舞鶴を軍港から要港へ格下げする乙ととなったが，ζの時，地

元舞鶴より当時の第46帝国議会に対し，大島富太郎他2名による「舞鶴軍港

廃止に伴う地方善後IC::関する建議J （陳情）がなされたほどである。

軍港と要港の相違は＇ 121 鎮守府と要港部の違いであり，鎮守府は天皇の直

接指揮下にあり，担当組織 ・装備とも絶大であった。要港部は海軍大臣の指

揮下に置かれる。舞鶴の要港への格下げ問題は，地域経済の衰微と受取られ

たのである。－＿§＿軍港 ・要港乙とに定められた規則は， 1900年3月，海事省

令第7号「軍港要港規則Jにまとめられる。

ζの規則の要点は，軍港要港の水域を3区lζ分け，第l区及び第2区lζ対

する鎮守府長官の入港許可権限を強固にし，民間人の漁猟採藻を特許制とし，

さらに軍港要港境威内における（ i ）桟橋の架設，埠頭の築造， れ｜）河床

の変更，河川海面の埋立後諜，海岸の掘撃，海岸石垣の築造， れ｜｜ ）道路 ・

運河 ・溝渠・隊道の開通，水底電線の敷設， C iv）地盤の開基及び埋築，

( v）森林の伐採， (Vi）軍港要港の水域内lζ発着する海運の営業， (Vii) 

漁業権の設定， (Viii）浮標・立襟その他の航路標識の設置， (Xi）第 1区・

第2区の沿岸から水面もしくは海軍用地を距る750問（14.8km）以内での家

屋 ・倉庫その他諸種築造物の新築等K際し，新築 ・変更を問わず，地方長官

は鎮守府長官iζ協議しなければならなかったのである（規則17条）。 また軍

港要港境域内上空の飛行，境域内水陸の形状を損lj量，撮影，模写，録取し，

地理案内等の図書を発行するには，鎮守府長官の許可を要し（第四条） ，境

域内への立入り，兵備状況 ・地形を視察する者は退去（第20条）させるとい

うものである。

公有水面埋立法が1921（大正10）年に成立し，翌1922年4月同法施行令

（勅令第194号）が布告されるに当たり ，海軍省の沿岸管理体制が整えられ，
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内務省の沿海工事lζ係わる協議lζ加わる乙とになったのである。協議対象と

されたのは，

( i ) 甲種港湾の埋立免許及び乙種港湾の特定の埋立免許

什｜ ） 海峡等の狭水道の埋立免許

(iii ) 50町歩を越える埋立免許

c iv) c i ) . c ii ）に該当する個所での水産物養殖場 ・乾船渠の築造

などである。以上の他に甲号区域 ・乙号区域を指定しているので，やはり鎮

守府長官または要港部司令官の協議を課している。

乙れまで海軍省の沿海域の管理権は，水路誌作成のみ明確であったため，

内務省に対しては， 1897（明治30）年，1906（明治39）年の2固にわたり，

次官通諜等で海図整備のため工事後の報告を求めるだげできたのである。と

とろが1912（大正元）年10月「築港計画其ノ他重大ナル工事ニシテ海面海岸

ニ永久ノ変化ヲ生スソレモノハ何レノ場所タルヲ問ハズJ工事着手前に地方案

件は鎮守府，中央案件は海軍省へ協議して欲しいと内務省へ正式に申入れて

きた。内務省では地方長官より鎮守府司令長官経由のみは応じると回答した。

周年12月，海軍省は重ねて 「当省主管上ニ関係ヲ及ホスモノ独リ此等港湾

（甲種 ・乙種港湾） ニ於ケjレモノナJレノミナラズ」として，海峡等の狭水道

の例を引き 「其ノ工事カ重大ナノレ影響ヲ及ホスヤ否ヤハ各其ノ場合ニ依リ之

ヲ決スノレノ外無」 しとして，前回の申入れの同意を再度求めてきたので，内

務省では， 1912年段階で海軍省の意向に従って甲号 ・乙号区域を設定し，協

議に応じる乙とにはしたが，港湾計画の立案過程における中央裏議は拒否す

るという姿勢を貫ぬいたのである。訓公共水面埋立法は乙の均衡の上に立って

運用される乙とKなったわけである。

ζのような背景を受けて， 1923（大正12）年3月3日，内務省が中心となっ

た港湾協会の設立後の案内を兼ね，設立趣旨を設明して海軍省へも港湾に関

する事項であって， 重要なものは港湾協会へ諮問してもらいたい旨要請文を

送ったのであったが，同年4月19日付の海軍省よりの回答は「軍港，要港ニ

関スル事項ヲ除キ，相当考E皆、相成ベク候条，御了知相成度」と通告してきた。

軍港，要港は海軍省の管轄，それ以外は内務省等の管轄であり，海軍省から
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諮問する ζとはないというのが趣旨である。余談ではあるが，港湾技術の担

い手が海軍省側iと確保されていたものとみられる。 141乙うして軍港・要港は

完全に国民の目から隠された場所となったのである。

陸軍省からは，港湾協会設立に伴ない，機関誌『港湾』を通じて，要請が

寄せられてくるととになる。第 1段階では，軍事用港湾としていかなる軍事

施設を用意整備すべきかを示唆している。151 すなわち（ ｜）防禦線内にあっ

て敵航路殊に潜水艇の危険を免がれうる乙と， ( ii ）港湾設備が充分で且つ

海運用資材豊富，揚搭効程を発揮しうる ζと， （｜｜｜）陸上の地積が充分あり

軍隊・軍需品の集合・集積に便なる乙と， C iv）錨地は沢山の運送船を収容

でき炭水の補給iζ便なる乙と， (V）軍隊の宿営・給養並びに糧抹の調達容

易な大市街lζ近い乙と， (VI）陸上輸送機関との接続が優れている乙と，

C vii＞機密保持lζ便なる乙と等を挙げている。 一般港湾が非常時には軍事用

港湾に転化する。陸軍が利用するのであるから，乙乙で港湾が平時であって

も機密保持については，重要課題として自覚されるべきであるとの認識が浸

透し始める乙とになったのである。参謀本部第3部長和田亀治は「港湾の新

設改修をなさるるに際しては，単lζ平和時の通商を標準とする事なく，特lζ

大港湾は一朝有事の際lζ戦時の任務を必らず負担せらるるものと覚悟して，

総ての施設をせられたし、」と強調している。

陸軍は1933（昭和8）年，宇品港を兵砧基地としたζとから「字品港域軍

事取締法Jを成立させ，一般港湾との併存K当つての機密保持対策を構じた。

乙の法はその後1940（昭和15）年には「陸軍輸送港軍事取締法JIC変身，対

象港湾を主要港湾へと拡大する。 ζれに加えて「軍用資源秘密保護法」 （昭

和14年）で輸送量，輸送施設秘匿の面から港湾の出入貨物量，港湾施設，港

湾計画が暗闇へ引張り込まれるという事態となって行くのである。

港湾において推進された機密保護は， 「国家総動員法J （昭和13年）では，

国をあげて戦争遂行に当たるため， （｜）総動員業務lζ関する官庁の機密の

漏池・窃用， ( ii ）総動員lζ関する職務を執行するに当たり知り得た法人ま

たは人の業務上の秘密の漏池， ( iii）国家総動員法によって設立された統制

法人または人の業務上の秘密の漏池が，公務員・民間人を問わず処罰の対象
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となっていた乙とである。国家機密ではなく，企業情報が機密保護の対象に

拡張されている点に注目すべきである。したがって1941（昭和16）年9月16

日同法に基づく勅令第860号「港湾運送業等統制令」が公布されると，中央

には統制機関と しての日本港運事業会， 6大港並びに若松港（洞海港） ＇ζ地
区別港湾運送業会が設置された。指定地域51市町で， 1943（昭和18）年 1月

末まで47社の港運統制会社が設立され， lj巷I社による一元的運営の体制が

できてきたが，乙れらの凶体職員は前述の国家総動員法lζ基づく機密保護の

義務を負い，かっ港湾Jilli送業務が機＼'I:.＇保護の対象 となるIC至ったのである。

乙れは倉庫業についても同様で，1941年10月には統制機関日本倉庫業中央会

が組識され E 総動員物資の保管の観点からの統制，機密保護の義務を負う乙

とになったのである。

3. 港湾行政一元化の挺子となった大政翼賛運動

港湾研究の系譜を乙乙で詳論する余裕はないので，主lζ港湾経済学の棒芽

と機密保護との観点で進展した研究の実状を概観する乙ととする。

1922 （大正11）年10月，港湾協会は内務省土木局港湾課の周到な準備の下

で，当時の日本の植民地関東州大連（現中国遼寧省旅大市）で設立準備会を

聞き， （｜）港湾政策の攻究， （｜｜）港湾修築及び＼海港連絡設備の完成促進，

( iii）港湾利用方法の改善並びに港湾必要事項の調査研究， c iv）当局に対
する建議等を設立目的として，内務，外務，大蔵，陸軍，海軍，農商務，遊

信，鉄道の各省，朝鮮 ・台湾各総督府，関東州 ・萌太各庁を含む官民合同の

調査研究機関と して出発した。但し調査研究対象は海軍省側から指示があっ

たように，軍港要港を除く一般港湾 ・漁港等lζ限られざるをえなかった。港

湾経済学の明芽論文，欧米の研究の方法論などが紹介されたのが，乙の港湾

協会の機関誌上であった 1926（大正15）年の内務省土木局武若時一郎らの

翻訳によるBryssonCunningham “Port Economics”161 ( 1926 London) 

がその一つである。 1931（昭和6）年には矢野剛のオ リジナルの業績「閤港

論J' 1934 （昭和 9）年には山本五郎による大学講義録「港湾経済J，が発
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刊され，学の体系が漸く出現しようとする気運がみられたのであったが，現

実の港湾研究は機密保護の枠に阻まれて，後退して行かぎるをえなかった。

矢野の業積は「交通経済の研究上，寧ろネグレク 卜されていた観のある商

港問題lζ対し先鞭を着けたもの」 の評価の通り，交通論では鉄道，海運分

野の進展が著しかったのに対し， わが国では最初の論著で，主に比較制度

論的方法によるものであった。島田孝ーによれば，港湾経済学の発達の遅れ

は，第 1Iζ商港iζ関する諸問題はあまりに広範囲にわたるのみならず，時IC::

経済学的研究の範囲を越え極めて技術的な問題にふれざるをえない点に基因

し，第2Iζ港湾の個別研究を進めるにも主要な港湾は5大州に及び，その数

多く，菓塾な研究とその公表は「難事中の難事lζ属するのは疑う可くもない

と信ずる，」と評している。矢野は早大商科卒業後6年間の海道会社勤務を経

て，1922（大正11）年11月より翌年5月までアメ リカの州立カ リフォノレニア

大学に留学，交通論を学び， 1926（大正15）年11月から1934（昭和9）年ま

で港湾協会に在職する。 1927（昭和2）年3月の「港湾の発達の要素として

の『積荷要素JIL就て」を発表以来，船荷証券，傭船契約，小売業の研究か

ら転回して港湾，運河，河川交通へと第2次大戦終了までの研究の途は続く。

「商港論Jは港湾関係論文を「港湾」に発表したほぼ1927年から1931年ま

での諸論考を集大成したものである。 仰当時の矢野の理念は，港湾法体系を

整備し，統一的行政機関，統一的管理運営機関を設置し，国の補助・監督の

下K港湾機能の発揮に努めるとともに，自由港制度を採用し仲継貿易の発展

を図ると乙ろにあった．といえる。

山本五郎も倉庫業の実務経験を有するが，大阪商科大における港湾経済論

の講義ノートが「港湾経済」であり， 1949（昭和24）年4月改訂増補を行な

い，乙れには1934年以後の論文，講演等の成果を収めている。山本の業積の

特質は，経済学の一部門として港湾経済論を論述する学問的方法を自覚して

いた点にある。 「港湾における経済活動を一束Jとし，空間的領域をもっ

「港湾都市を中心とする経済機構について論述」する知識体系がPortEco-

no miesであるとする。攻究の観点には国家経済並びに港湾の経済主体（企

業経営〕の二つの立場があり，後者が港湾経済の実態把握に必要で適切であ
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るという。港湾経済の特質を（ ｜）交通の一部であって交通運輸の発着点の

動きを特立させ，その一地点における作業TerminalServiceを総合した

経済活動， ( ii ）港湾都市を交通運輸の一点として観念しつつ当該港湾を基

緒とする交通運輸を考察する （｜｜｜）港湾の諸経済活動，諸機関の経済機能

を一束一塊として観念する civ）港湾が交通運輸の“節”であり仲継機能に

着目する ( v）経済活動の起面である港湾設備施設の管理運営が港湾経済

の根幹を成す，しかも国家財政，経済， 軍事，国土計画等に重大な関連性を

もっ，Cvi ）港湾は“公共物”であり国家経済の見地から港湾全体を考察し，

港湾運営は港湾内の経済諸活動の充実伸展を第一義とする (Vii）港湾設備

を船車受入れ施設，運搬用具，水陸連絡機関，港湾労働，管埋運営の施設制

度の5分野で考察する (Viii）港湾諸企業のサービス性に注目する C ix) 

港湾計画の長期性，可変性を考慮する （×）国策，軍事目的を除き港湾の

開発主体は都市にある （×i）港湾経済の発達lζは独占を排し民間企業の自

制統一等公益増進を基準とする 以上が山本の論理の拠りど乙ろとする考え

方である。都市自治の役割を重んずる点は教訓的である。

大田尾広治lζよれは、， 1930年代の港湾専門家の参考書は， Brysson 

Cunningham主筆の“Dockand Harbour Authority” （月刊誌）， “港

湾”（月刊誌），欧米の関連技術委員会報告書，広井勇の著書等で，井上範

（「港政論」の著者）から港湾建設に経済現金、をし、かに織込むかを教わった

そうであるが，栗栖義明は，昭和16年時の青年期に港湾の管理経営の部門に

ついては，矢野lζ教えられたと述べている oil~

交通論 ・交通経済論での戦前の研究史は，港湾を対象となしえず， 1930年

までに隆盛を極めたマルクス経済学の方法論も港湾へは影響を与える ζと少

なく，僅かに麻生平八郎の海運論よりのアプローチlζ止まったのである。ω

一方， 「港湾Jを舞台に して港湾研究の流れを鳥敵するならば，港湾行政

の一元化を紬に統制経済論と大政翼賛運動鼓吹の論陣が幅を利かせて行く過

程そのものであった乙とが知られる。

その口火となったのは， 1932（昭和 7）年 1月発表の陸軍少将沖直通の

『軍事上より見たる海運機関の統制に就いて』 である。凶港湾行政干与機関
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が複雑多岐で，円滑かっ敏速を要する軍事輸送を阻害するものと前置きして，

航空機・潜水艦の発達により，わが国港湾は全て危険状態にあり ，乙のため

重要港湾については機雷敷設，防潜網の展張，高射砲配備，上空海上監哨所

の設置，船舶との連絡緊密化などにより在港船や港湾施設の擁護に努めなけ

ればならないとして， 「斯くの如き目的を達成せんが為には，単lと上空海上

の警戒に止むる乙となく，間諜の潜入，不達分子の策動を防過する等，所謂

戦時警備に就ても亦大lζ考慮：を要するものあり。右の如き港湾防護は… 之

等の目的に対し地方官憲の適切有効なる協力を求めんとするに於ては，之に

関与する地方機関をして，上下左右の統制をなさしむる乙とは，軍部として

最も希望する所にして，港湾行政機関の統ーを提唱する所以も亦此目的に外

ならざるなり。Jと述べ，平時から戦時海運の統制機関を設立して置くべき

であるが，因習のため即時に実現できないのならば，開戦が予期される段階

で，機を失う乙となく設立すべきであり ，その気慨を持てと強調した。

港湾協会の設立理由の一つに，港湾法制定希求が底にあったとみてよい。

港湾行政統一建議は1913（大正2）年の第30帝国議会に提出されたのが実を

結ばずE 1918 （大正7）年10月に閣議決定は港湾経営を内務省で統一施行す

るとし，大蔵省は関税行政設備工事の計画及び維持管埋のみを分担する乙と

となったが，運営面では，海事行政は逓信省，開港における港内取締りは大

蔵・内務両省共管など組織上の混乱は続いていたのである。港湾協会は第 l

回通常総会 （大正13）年の提案案件であった港湾行政の一元化につき，清

浦首相ら関係大臣へ同年中に建議書を提出し，地方統一機関の設置を求め，

乙れを受けて政府は府県の港務部を税聞に移し，開港港則の施行等の運営面

の合理化はやや進展した。 「港湾法草案Jも港湾協会の手により1928（昭和

3）年建議されたが， ζれは実現しなかった。乙うして官民が取組んで仲々

実現しない現状を陸軍は防諜という名目で衝いたのである。戦争遂行の大義

があり，民間も熱望している以上，行政の一元化の方向はもはや軌道が敷か

れたようなものであった。だが交通及び港湾の統制論が横行しだしたのは，

1936 （昭和11）年からである。(lfilすでに世界的な大恐慌に見舞われていたわ

が国では， 1931年9月に満州事変を起ζ し，大陸侵攻K乗り出していたが，
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軍の「開戦lζ当たり即応できる統制機関Jは現実の要請となってきたのであ

る。当時の出撃基地は字品港であった。 1937（昭和12）年7月，日中戦争は

全面化し同年9月9日近衛首相は告諭をもって，国民に『挙国一致』 『尽忠

報国』の精神総動員を呼びかけ， 「皇室を扶翼し奉る為此の際官民一体とな

りて一大国民運動を起さん」とするものであった。大政翼賛とは大日本帝国

憲法下の主権者である天皇の統治・統師権を全面的に扶けるという意味であ

り，議会政党の機能を事実上廃止する乙とである。港湾協会は「港湾」 昭和

12年10月号を使い乙のキャンペーンlζ加わり，また田村与吉らが大政翼賛鼓

吹の論説を系統的 ・連続的iζ発表した。田村は『吾等は斯くして翼賛す』で

もって港湾協会の任務を提示した。開港湾荷役能力の確保が重大関心となり，

従前には1929（昭和4）年から1930年にかけて 「港湾荷役改善問題」として

特別調査検討し，政府iζ意見書を提出し，かつ調査資料，横浜 ・東京・新潟

及び敦賀 ・大連・朝鮮諸港 ・基隆及び高雄の各港6種の荷役調査を公刊して

いたが港湾荷役会社のー港一社構想、が1937年後半には登場するまでになっ

てきた。II司また港湾機能IL軍事輸送のウエイ卜が増すにつれ，失業救済，時

局匡救土木事業の一環としての港湾投資を増やすだけの緊縮予算から，軍事

目的のためにその大半を費やさざるをえなくなるため，um投資額の増額の要

が政府内でも確認されるに至った。um事態の推移に伴い 「所謂日満支を打っ

て一丸とする新東亜の建設等々の積極性に欠ける港湾政策しか持って居な

かったと言ふべきで」はなし、かと大義新東亜建設に見合う政策を立案する機

構が求められるよう leなり，関1941（昭和16）年 1月の日米開戦直前には，

大義は「大東亜共栄圏」建設に拡張され，港湾政策の転換には，中央主務官

庁の統ーよりも，各港現地機構の統一整備が急務とし，港湾の管理運営はー

港一主体に統一する必要がある乙とを企画院は示唆したのである。 ~II 中央で

は海運の国家管理に向けて1941年12月，海務院が設置された。港湾の管理運

営の一元化は1943（昭和18）年3月の閣儀決定「総会運営応急措置」で，地

方長官の指揮権一元化を保障した。各方面で提唱されていた「交通省」構想

は，同年12月比至って運輸通信省（後1944年2月運輸省K改称）の設置によ

り，鉄道，海運，自動車，港湾，航空，通信を統括する体制がようやく実現
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したのである。同時に地方海運局が設けられた。大政翼賛運動が導いた結果

というととろに行政改革の根深い困難さを見る乙とができる。さて戦時下の

港湾の実態がどうなったかを簡単に描いてみよう。

横浜港の例であるが， 1939（昭和14）年5月IC瑞穂埠頭全域が東京陸軍経

浬部へ供用され，1942年2月lζは新港埠頭の約半分が横須賀鎮守府へ供用さ

れた。 1943年の海運局設置は税関の廃止でもある。基本施設が陸海軍の管理

下にあり，船舶は1942年4月から国家徴用となり船舶運営会が管埋し，運営

会横浜支部から東京港運，横浜港運の両社が港湾運送を一括請負い，作業は

それらの下請の船舶荷役会社，沿岸荷役統制組合が担当した。船舶，船員，

港湾労働者いずれも不足の状態で，船舶は木造の戦時標準船，船員は簡易教

育を受けただけの者，港湾労働者は朝鮮人，学徒動員，捕虜，囚人などの労

働力をもって補ったのである。 ω給食対策としては横浜港湾荷役改善協会が

設立され，主要港でも乙れに倣った。 1944年6月頃から横浜港における本船

積卸し業務は海軍の揚搭司令部の管理監督下iζ入り，海運局職員は労働力確

保，食糧調達業務が重要な仕事となり，防衛団組織κよる防災 ・防諜も大切

な任務となった。

4. 歴史の教訓

世界的大恐慌を契機IC目論まれた中国全面支配を目指す「新東亜建設J構

想，それが長期化するとみられるや，東アジア全域を対象とし欧米植民地諸

地域の解放を口実に日本の支配権を樹立しようとする「大東亜共栄圏」構想

へ転換ぢせ，帝国主義戦争の侵略性を覆って聖戦と美化し，国民の労働，財

産，思想までを挙げて総動員し，戦禍iζ遭い，遂には生命財産を失なわせる

結果を招いた。乙れらの犠牲は日本の圏内ばかりでなく，中国，朝鮮，東ア

ジア諸民族iζ及ぶものでもある。乙の責任を負うべきは誰なのか。終戦より

40年経過した今日でも，天皇及び政府より明確な発言はない。という乙とは

第2次大戦終了以前の支配者層と現在の支配者層との聞に質的な同一性があ

り，終戦前の体質が残り続けている ζとを意味しよう。終戦処理lζ当たった
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外交官も日本の陸海軍は無条件降伏であったが，ポツダム宣言は「無条件に
ω 

非ざる戦争終結」であったとしている。 中でも国体＝天皇制護持が重要な

動機になっていたと認められている。帝国憲法は天皇K統治権を認め，勅令

形式により法制を意のままに，国民を盲目にし威圧するととができ，検閲拘

束によって学問研究発表を統制できた。社会民主主義者は大政翼賛運動ICJI国

応した。しかし終戦の年の1945年10月13日，勅令第567号及び第568号は第

2次大戦開戦に前後して形成された思想統制，軍事機密保護等の自らの規制

した法体制を自ら否認した。そして1946年11月3日公布の日本国憲法は，過

去の反省に立ち，国民主権，基本的人権，平和主義を3本の柱l乙，帝国憲法

では認めなかった国家からの干渉を排除する各種の自由権を保障した。学問

の自由（第23条），思想及び、良心の自由（第四条），表現の自由（第21条）

の保障などが，学問研究発表の権利の基盤となっているのである。学問研究

には研究対象となる事実について知る権利が保障されない限り，成立しない

という問題がある。国家の利益を守るための国家機密保護が必要であるとし

て，守るべき国益に関する議論を抜きに して権力を掌握した者の怒意lζ任か

せて法制化するならば，国民主権の大原則が崩壊してしまう。乙れが新しい

ファシズムでなくてなんであろうか。日本の現実が核武装のままの日米安保

体制下で進行する日米共同作戦態勢と強大な軍拡であり，新たな国家機密保

護法制は，乙れを容認させ協力させるもの，国民の参政意識，人権意識を後

退させるものに他ならなし、。機密保護法体制の歴史はわれわれに乙うした自

由危機の警告を与えている。
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船舶登録要件lζ関する条約K関連して一

目次

はしがき

榎本喜三郎

（海事評論家）

1 .船舶登録要件に関する条約の採択にいたるまで

2 登録国／港湾国の協力 ・連絡条項審議の経過

3 途中で消えた登録国／港湾国の協力条項の要点

167 

4. 船舶登録要件K関する条約についての若干のコメン卜（登録国／

港湾国の協力に閲して）

5 .近年採択された国際海事条約における諸国間の協力規定

6 .ポート ・ステート ・コ ントロ ーノレと学者の見解

はしがき

1974年 8月 UNCTAD第 6回海運委員会は，その決議lζ よって ，

1958年の公海条約第5条中lζ謡われている，船舶登録固と当該船舶との聞に

存在しなければならないとされる、真正なる関係（GenuineLink）、につ

いて研究すべき乙とを UNCT AD事務局に命じた。以来12年間に亘って

UN CT ADは，乙の問題のために多くの会議を聞き，幾たびも決議を行い，

楚大な資料を作成した。

結局船舶登録要件に関する条約は，発展途上国側が企図した FOC船

の排除というととは達成されない内容のものとなって1986年2月7日最終成
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文が採択された。

その聞に幾たびか作られた合成テキス卜（条約草案）の中において 登録

国と港湾国（外航船舶の入港国）の協力・ 連絡によって 総ての外航船舶が，

国際海事法上一般的に認められている規則・ 基準に準拠するよう その監督

を行わしめる乙とを目的とする幾つかの条項が謡われていた。乙の登録国と

港湾国の協力 ・連絡によって実施されるポート・ステー卜 ・コ ントロール条

項が本稿の主題である。それらは低基準船舶を排し，海上における船舶・人

命の安全，船員の労働条件・社会福祉水準の向上，海洋環境の保全等を目的

とするものであった。

と乙ろがそれらのポート・ステート・コントローノレに関係する条項は，本

条約採択を目的とする国連全権会議の，最後に近くなった段階において，か

なり時聞をかけた論議の末K，殆んどが削除される乙とになった。わが日本

港湾経済学会にとって T 乙の乙との成行きについては， 一応の注意を払うべ

き問題であろうと考えるので，乙の機会に這般の事情について報告するもの

である。

1 .船舶登録要件に関する条約の採択にいたるまで

(1) ジェヌイン・ リンクについての UNCT ADの研究

1974年8月第6回海運委員会は，その決議において、現行の国際条約で明

確に規定されている船舶と登録固との間の，ジェヌイン・リンクの存在また

は欠如の，国際海運IL及ぼす経済的影響、 という諜題について，他の二つの

問題と共K，出来るだけ速やかな検討を行うべき乙とを事務局に命じた。

乙れが UNCT ADが船舶登録要件問題に係わる第一歩とな った。 ζ

の年の4月、定期船同盟行動憲章条約、が UNCTADの下で作られる

最初の条約として採択されていた乙とは，乙の際一応我々の注意を惹く。

(2) それ以来 ζの船舶登録要件に閲して UNCTADにおいて，1984

年7月lζ最初の国連全権会議が聞かれるまでに，関係会議が， 13回聞かれた。

そのうちの6回は，乙の問題のために， 特に聞かれたものである（その後は
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国連全権会議iζ移る）。

そのうちの第 l回政府間特別作業部会 (1978年2月6日～10日）において

作成された決議においては，ジェヌイン・リンクが存在しない状態の下に，

非伝統的海運固に登録され，運航されている FOC船は，先進国，発展

途上国双方にとって，商船隊の発展と競争力lζ悪い影響を与えている，とさ

れた。そして乙の決議が満場一致の賛成で採択された。当時多くの FOC

船が重大な事故を起し s FOC船が全体として，広く国際世論の批判を浴

びていたために，先進国側も， FOC船害悪説lζ加担したものである。

(3) しかるにとの第1国政府間特別作業部会の後lζ聞かれた諸会議におい

て，ジェヌイン・リンクを構成する原則的エレメン卜は何であろうか，を探

究するための審議が重ねられている聞に，発展途上国側と先進国側は乙の問

題lζついて次第lとその対立を深めていった。

先進国（及び FOC船登録国）側は，作られる船舶登録要件iζ関する

国際条約（乃至協定）は，既存の国際条約 (1958年の公海条約，後には1982

年の海洋法条約）の枠内において機能するものとした。即ち UNCTAD

Kよって作られるべき条約（乃至協定）は，それら既存の条約の関係条項に

おいて，ジェヌイン ・リ ンクの目的として植われている，船舶登録国がその登

録船舶に対して，有効なる管轄権と規制を行使するために役立つものたらし

めるととを考えているのに対して，発展途上国（及び中国，東欧社会主義国

と UNCTAD事務局Ill）側は， 上記の既存条約の枠を超えて機能する

ζとを企図した。即ちその採択せんとする条約（乃至協定）によって，FO

C船を排除するととを目的としたために，ジェヌイン ・リ ンクの原則を厳し

くし，それに経済的なナショナ リティ・リンクの設定を主張した。乙れを実

現するととによって，FOC船が， その現在の登録国を離れて， 発展途上

固に登録される乙とになるのを目的としたのである。

乙の双方の立場の相違は，船舶登録要件に関する国際条約（協定）採択の

ための準備会議（1982年中に 2回）及び準備委員会 (1983年11月）において

条約（協定）草案のための合成テキス卜を作成する段階に到って，いよいよ

顕著になった。
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(4) 終局的には4回目の全権会議（1986年 I～2月）において採択された

条約成文において，ジェヌイン ・リ ンクはその実を失なって形骸化された。

そのため発展途上国が企図した FOC船の排除は実現し得ない内容のも

のとなって採択された。

先進国側・… Bクソレープ

発展途上国側…一77カ国グループ

東欧社会主義国側 … Dグループ

注（1)1980年12月5日第35回国連総会は．決議35/56を採択した。その中で 「第3次

国連開発の10年」 の戦略を諮った。その中には．次の3点が掲けーられた。

(a) 発展途上国の世界海上輸送への参画のf広大と，そのための彼らの商船隊

の増大を実現すべき ζと

(b) 上の目標は1990年 (1989年末）において，世界商船隊の20%CD/W) 

となる乙と

(c) そのために国際社会が引き続き必要な方策を執る乙と

上記によって UNCTADにとっては発展途上国の船腹の増大が至上命令

となったのである。

2 .登録国／港湾国の協力 ・連絡条項審議の経過

(1) 最終成文が採択されるまでに，準備会議及び準備委員会において作成

された合成テキス トの中には，登録国と港湾国の協力 ・連絡を謡った数カ条

が規定され，それらの条項は第2回全権会議（1985年 1月～ 2月）において

作成された合成テキス卜まで受け継がれた。 しかし最終的には，それらの条

項は殆んど削除された。

(2) 当初本問題についての UNCTADの諸会議においては ，ジェヌ

イン・リンクの原則（ジェヌイン・リンクを構成する要素）の探究に精力が

尽くされた。然るに1982年にいたり，全権会議のための準備会議が聞かれ，

そ乙において合成テキストが作成されて，決議iζ添付された。それらの合成
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テキス卜において，本稿がテーマとする，船舶登録固と港湾国の協力 ・連絡

を謡った条項（ポー ト・ ステー卜 ・コントローJレ）が現われたのである。

(3) それらの協力条項は，次のように合成テキス卜中に現われた。

｜ 第2回政府間準備会議 (1982年11月8日～26日）作成の合成テキス

トにおいて 4条項

II 全権会議のための準備委員会（1983年11月7日～18日）作成の合成

テキストにおいては，前記 ｜の4条項とほぼ同一内容の条項が引継が

れた。

川 第 l回全権会議 (1984年7月16日～8月3日）作成の合成テキス卜

では，前記Hの条項のほか，序文中にも謡われた。

IV 第2回全権会議（1985年 1月28日～2月15日）作成の合成テキスト

では序文中及びD, B各グノレープ提案として2条項（第 I条 bis) , 

ほかに合意された3条項（第6条及び追加措置の条中）

(4) 前記ivの第 2回全権会議作成の合成テキスト中に現われた旗国（登録

旗国／港湾国聞の協力条項について，第3回全権会議lζおいて更に議論が

重ねられた。結局乙の条約中には，ただーカ条の中にだけ， PortState 

という文言を残して，他は，序文並lと本文テキス卜中の関係条項全部が削除

された。残されたのは1985年7月の第3回全権会議作成の合成テキスト中第

10条、識別と責任、の条中 2.(a）の次の規定である。

第3回全権会議作成の合成テキス 卜中

第10条、識別と責任、の条中

2. (a）・一、国はその国旗を掲げる船舶が，船舶所有者（達），運航者

（達）または，かかる船舶の運航について責任を有する者（達）の実体

についての情報を含む文書を，常備する乙とを確保し，且っかかる情報

が港湾国官憲に利用し得るようにすべきであるゆ。

上記が更に，第4回全権会議において最終的に採択された条約成文におい

ては，第6条lζ入り、、識別と責任、の条中第4項lζ，上記文言のまま組入れ

られた。
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注12嶋事産業研究所報第239号 (1986年5月号）拙稿、船舶登録要件花関する条約、

参照

3.途中で消えた登録国／港湾国の協力条項の要点

第3回全権会議lζおける審議の結果削除されたが，それまでに現われてい

た旗国（登録国）／港湾国間の協力に関する条項の内容の主要点を要約する

と次の通りである。

山序文において先ず，旗国と港湾国聞の協力が必要である乙とが謹われ

Tこ。

(2) 旗国は乙の条約IL.従って港湾国がその義務を果たすととができるよう

に，要請あるときは関連あり且つ必要な総ての情報を港湾国の海事行政機聞

に提供する CDグノレープの提案で77か国グルーフ。と中国が受諾）。

(3) 旗国は公式の要請あるときは，船舶・人命の安全及び海洋環境の保全

IL.関する（一般的に認められている）（適用し得る）国際規則・基準IL.従っ

て，港湾国がその権利を行使する乙とができるように，関係あり且つ必要な

総ての情報を港湾固に提供する（Bグループの提案〕。

(4) 脱国はその登録船舶の，国際規則・基準の違反について港湾国から通

報を受けたときは適切な措置を執る（ Bグループ提案）。

(5) 港湾国はその権利を行使するに際しては，旗国の義務の遂行K，旗固

と協力しそれを援助する CBクソレ プ提案）。

(6) 旗国はその国旗を掲げる船舶が，船舶所有者・運航者または船舶の運

航について責任を有する者の実体についての情報を含む文書を常備するとと

を確保し，且っかかる情報が港湾国官憲に利用し得るようにするべきである

（乙の項ははじめから合意されていた文言で最終成文に存置されている）。

4.船舶登録要件に関する条約についての若干のコメント

（登録国／港湾国間の協力に関して）
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(1) 1986年2月7日IC::採択された，船舶登録要件に関する条約については，

その採択後いろいろな批判が加えられている。乙れらの批判の中で，条約成

文の内容についての批判は別にして，本稿内容との関係から，一応ノー卜し

ておくべき諸点を下記する。

(a) 乙の条約成文は，第4回全権会議の3週間の期間の最後の数日にい

たってE 議長のや、特異な会議運営に指導されて，急速に取りまとめら

れた。そのためでき上った最終成文そのものの内容についても，乙れを

読む者が，それぞれの立場において，異なる解釈を行う危険がある，と

指摘する向きが多い。

(b) ましてや本稿において取上げた条項は， 言うならば、幻の規定案、

である。それらは第2回準備会議，準備委員会，第 l回，第2回全権会

議のそれぞれにおいて作成された合成テキス ト中K現われたものである

が，それが最終全権会議を待たず，第3回全権会議における審議の末削

除されるととが決定した。従って同全権会議作成の合成テキス 卜中には

現われなかったものである。それ故前記3において要約した、幻の規定

案、の内容については，条約成文に求められるような十分K厳しい推散

を経ている乙とは期待し得ない~I

(c) 本条約は発効後8年の据置期間の後に再検討会議が聞かれ得る規定

を存している。その乙とから，その再検討のための年限（発効後最低実

質的に10年）を経過した後は，その再検討会議において，全条項lζ亘っ

て見直され，改変される可能性もあるととを指摘する向きがある叩。

(2) 関連規定案の削除の理由

旗国／港湾国間の協力・連絡に関する規定を盛った条項が，最終段階lζ近

くなって，僅かーカ条のみを残して，他は全部葬り去られる乙とになった経

緯として，討議の聞に，次のような乙とが，ポイントになった。

(a) そもそも船舶登録要件を規定すべき本条約中K，旗国／港湾国聞の

協力についての規定を含む乙とが適当であろうか。

(b) それを，もし本条約中iζ含むにしても港湾固によって行われる検問

なり，監視の限度，内容をどのように決めるか問題である。序文の中に
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一般的・原則的文言のみを謡うか，条約本文の中にも入れるか，もし本

文中iζ入れると したら，その範囲を，船舶・人命の安全，海洋環境の保

全のみに限るか，更に船舶所有者 ・運航者等の実体lζ関する識別と責任

事項にまで拡張するかの問題がある。

(c) ζれらの規定を作るζとから，港湾固によって不当に船舶が抑留さ

れて， 経済的な船舶運営が支障を蒙る乙とになりはしないか。

(d) Bグノレーフ。の提案による，港湾国がその権利を行使するに際しては，

旗国の義務の遂行に協力し， ζれを援助する（第2回全権会議の合成テキ

ス卜中）の文言について，発展途上国側は，かなり強い反対を表明した。

j主13）上記（a）を踏まえてなお乙乙K，本件をテー7とする本原稿をまとめる理由は，

本学会にとって，乙の 、幻の規定案、の中f［.埋もれ．消え去った旗国／港湾国

間の協力・連絡条項が，今後の港湾行政・海事行政上重要事項と考えられるか

らである。本条約会議においても，乙の件が議題となって1985年7月10日， 11

日の両日と更にその後も，最終的f［.全部（只一項を残して） 削除と決定するま

でには，かなりの時間をかけて討議された。 ζの事実は目乙の事項が最終的iζ

は本条約成文中には規定されなかったが，その乙とは決して a 乙の港湾国／旗

国間の協力・連絡の問題が，港湾，海運行政上意義少ないととを意味するもの

では，もちろんない乙とを証していると考えるからである。

(4）前掲海事産業研究所報第239号拙稿参！問、

5.近年採択された国際海事条約における諸国間の協力規定

1958年の公海条約が採択されて以来，現在までに多くの海事関係国際条約

が採択されている。それらのうち国際間の協力について特に謡っているもの

を掲げると下記の通りである。（括弧内は改正年）

油による海水の汚濁防止のための国際条約 1954年 （1962年）

廃棄物その他の物の投棄による海水汚染の防止に関する条約 1972年

船舶による汚染の防止のための国際条約及同議定書 1973年， 1978年
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海上における人命の安全のための国際条約及同議定書 1974年， 1978年

商船における最低基準に関する条約 1976年

船員の訓練及び資絡証明並びIL当直の基準IL関する国際条約 1978年

海洋法条約 1982年

乙れらの条約においては，例外なく，諸国間の協力によって，それぞれの

条約の目的とすると乙ろを，よりよく達成すべき乙とが謡われている。

いま上記諸条約のうち，単IL締約国聞における協力のみでなく，締約国以

外の船舶に対しでも，その条約の規定を準用して，非締約国の船舶が，非締

約国の船舶であるがために，条約の規定を免がれ，締約国の船舶より，より

有平lj!L取扱われる乙とがないようiとする旨を規定している条項を例示すると

次の通りである。

A 船舶による汚染の防止のための国際条約中第4条及び第5条

第4条（1) ζの条約のすべての違反は，当該違反の発生場所のし、かん

にかかわらず，船舶の主官庁の法令により禁止され，かつ，処罰される

ものとする。主官庁は，かかる違反の通報を受け，申し立てられた違反

について，司法的手続きをとるために十分な証拠が存至すると認めると

きは，自国の法令iζ基づき，できる限り速やかにその手続きをとらなけ

ればならない。

(2) 乙の条約の締約国の管轄権内におけるすべての条約違反は，

当該締約国の法令により禁止され，かつ処罰されるものとする。かかる違

反があったときは，締約国は次のいずれかの措置をとらなければならない。

(a) 自国の法令K基っき司法的手続きをとる乙と、又は

(b) 違反発生に関し，自国の所有する情報及び証拠を当該船舶の主

管庁IL.提出する乙と。

(3) 船舶による乙の条約のすべての違反に関する情報又は証拠

が当該船舶の主管庁に提出された場合には，主管庁は，当該情報又は証

拠を提出した国及び機聞に対し，とった措置を速やかに通報しなければ

ならない。

第 5条（1) (2）略
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(3) 締約国は，外国船舶がζの条約の規定に合致していない乙

とを理由に当該船舶に対し， 自国の管轄権の下にある港又は沖合係留施

設にはいる ζとを拒否し，又は何らかの措置をとる場合には，速やかに

当該船舶がその旗を掲げる乙とを許されている旗国の領事若しくは外交

官，又は乙れが不可能な場合には，船船の主管庁lζ通報しなければなら

ない （以下略）。

(4) 締約国は，乙の条約の非締約国の船舶に対し，有利な取扱

いが行なわれる乙とのないようにするために，乙の条約の必要な規定を

適用すべきである。

B 1974年海上人命安全条約の1978年議定書第2条 3 

第2条 3 乙の議定書の締約国は，条約及び乙の議定書の双方の締約

国である国以外の国の船舶に対し，一層有利な取扱いが，それらの船舶

に与えられない乙とを確保するため，必要に応じて，条約及びζの議定

書の規定を適用する。

c 船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約中第10条一
(5) 

第10条一（5) 締約国でない国を旗国とする船舶が締約国を旗固とする船

舶より，いかなる有利な取扱いも受ける乙とのないよう，必要な場合に

はとの条の規定を準用する。

上記の諸条約において，締約国聞の協力・連絡が植われると共lζ，非締約

国の船舶に対しでも，必要な場合lζは，乙れらの条約の規定を，適用ないし

準用して，非締約国船舶が，締約国船舶よりも有利な取扱いとならぬよう明

確に謡っている。乙 うして諸条約の規定する目的が，締約国，非締約国を問

わず汎国際的lζ実現する乙とを所期している乙とは，正しく海事における国

際協力時代を象徴しているものと言えるであろう。

6.ポート・ステー卜・コントロールと学者の見解

A. ポート・ ステー 卜・コン 卜ローノレ
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1982年1月26日パりに会合した14カ国は「ポート・ステー卜・コントロー

ノレについてのメモランダム」を採択した。その概要を下記する 151

欧州14カ国Kよる「港湾固による船舶の取締り組識」

1982年1月26日パリにおいて，下記14カ国が会議を聞いて上記メモランダ

ムを採択した。

ベノレギー，デンマーク ，フィンランド，フランス，西ドイツ，ギリシヤ，

アイノレランド，イタ リア，オラン夕、’ノルウェー，ポJレトガノレ，スペイ

ン，スウェーテ‘ン，イギリス

(1) 乙の組織の目的

船舶航行の安全を増進し，海洋環境を保全する必要を強調し，船内の生活，

労働条件の改良を謡った1980年12月2日に採択された海事安全lζ関する欧州

会議の宣言を想起する。

国際協定に定められている基準の有効な遵守は， 主として船舶の旗国の責

任であるが，低基準船の運航を防止するために，港湾固による効果的な措置

が必要とされている。同時に港湾国聞の，ゆがんだ競争をさける必要がある。

ζれらの目的のため，ポート・ステート・コン トロールの改良されたEつ，

調和された組織が必要である。同時に，協力を強化し， Eつ情報を交換する。

(2) 乙の組織の機能の概略

(a) 上記の目的を達成するため，乙の協定の締約国は，旗国のいかんを

問わず，自国に入港する船舶が，下記7つの関係文書に定められている

基準を遵守している乙とを確保するため，有効なポート・ステート・コ

ントローノレの機構を維持する。

(b) 7つの関係文書

一一1966年の国際満載吃水線条約

一一1974年の海上人命安全条約

一一1978年の上記条約の議定書

一一1978年の議定書によって修正された1973年の海洋汚染防止条約
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一一1978年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条

約

一一1972年の国際海上衝突予防規則に関する条約

一一1976年の商船における最低基準IC関する条約（ ILO 147号条約）

(c）本協定は1982年7月IEl k発効する。

(d) 各締約国は，協定発効後3年以内iζ外国商船の年間推定入港隻数の

25パーセントについて立入検査を達成する。

(e) 船舶検査は船内に立入って，証明書や書類の検査を行い，もし有効

な証明書や書類が欠如し，又はその船舶が，上記関係文書に定められて

いる基準に適合する条件を根本的に欠いていると信ずるに足りる根拠が

ある場合には，より厳密 ・詳細な検査が行なわれる。

(f) 各締約国は，協定の目的を推進するため，他の締約国と協議し，且

つ情報を交換する。

(g）協定の事務局（へーグ）は14カ国の情報を取りまとめ， IMO の

事務局lζ年次報告する。

(h) 締約国はポート・ステー卜・コントロールのために，関係文書を適

用するに当っては，それらの文書の加盟国以外の国を旗国とする船舶に，

より有利な取扱いがなされない乙とを確保する。

(i) 検査官の検査実施のための手引（略）

乙の協定においても，締約国以外の国を旗国とする船舶について，よ

り有利な取扱いがなされないようにする乙とが要請されている。

B.旗国／港湾国聞の協力についての学者の見解

国連国際法委員会は，1949年以来8年聞にEって海洋法の法典化と取組ん

だ。その活動がベースとなって， 1958年の公海条約が採択されたのである。

ζの国連国際法委員会の1956年第8回委員会で作成され，第11回国連総会に

提出された，公海制度lζ関する規則案の中K，「ジェヌイン・リンク」概念

を含んだ条項を策定した。それが， 1958年第一次海洋法会議において，公海

条約の第5条船舶の国籍の条lζ，かなりの修正を経た上で，取入れられた。

しかし，ジェヌイン ・リンク ICついての定義は，いずれの場合にもなされな



船舶登録国と港湾国の協力 179 

かった。そればかりでなく，本条の審議iζ加わった委員達自身が，乙の概念

が，極めて漠然たる内容である乙とを承知していた l ~ I O 

かくして1958年公海条約第5条には，ジュヌイン ・リ ンク条項が規定され

た。にもかかわらず， 1940年代以来，国際海運界には，乙のジェヌイン ・リ

ンクが存在しない船舶m，即ち伝統的海運国以外IL.登録され，旗固との聞に，

真正な関係を有しない船舶，いわゆる FOC船として活動するものが，

年を追ってその量を増大してきた。乙れに伴なって下記の如き現象が，国際

海運界IL見られるにいたった。

｜ 国際運輸労連（ITF）によるILOへの提訴（1928年～1933年） 喝I 0 

II ILOはその後1946年再び行われた ITFからの提訴に応え 19

48年から調査を開始し， 1958年にいたり，特ILFOC船を対象とし

て， ILO107号， ｜司108号勧告を出した。

111 ITFは1958年12月1日から 4日間，その傘下組合を動員して，F

oc船に対する国際的ボイコットを実施した。

IV 1959年欧州、｜の先進海運9カ国は，アメ リカ政府に対して，他の2つの

問題（海運助成策と積荷優先法）と共K，アメリカ政府の執っている

FOC船対策の変更を求めた。しかしアメリカ政府は乙れらの要求を

いずれも拒否した。

上記の如き諸現象が国際海運界iζ見られるに到って， FOC船問題につ

いての国際的関心が高まり，同時に，乙のジェヌイン・リンク概念について

の，多くの学者，国連国際法委員会，海洋法会議の委員遠の見解が注目され

た。それらの中で，本稿との関連において，即ち旗国／港湾国間の協力問題

に関連して述べられている学者の所見の若干を下記して本稿を終る。

I H Meyers…ーいまだラジオも航空機もなかった時代，即ち1896年

にべ‘ルギ－IL本拠をもっ，国際法学会が，ヴェニスiζ会議を聞いて，採択

した船舶の国籍に関する統一規則についてのコメントの中で，乙の時代iζ

外洋を航行する船舶に対して命令を伝達するには，人がその船舶を眼で見て

捉え得る距離にいる聞か，或いはその船舶より，より高速の船舶をもってそ

れを追跡し得る距離にある場合においてのみ可能であった時代においても，
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… 乙うした駆逐艦を持たなくとも，もし外国が， 責任を負ってい

る国（旗国…筆者）に対して，十分の協力を与えるなら，有効な管轄権

とコントロールは行使され得る、

と述べている。

ζ乙でマイヤーは，公海条約第5条（後iζは，海洋法条約第91条， 94条）

lζ謡われている旗国の義務は，国際協力によって遂行され得るととを指

摘した刷。

II H. Meyers …マイヤーは，また「国はその所属する船舶に対して

、有効なる管轄権と規制、を行使しなければならない。そのために国はそ

の船舶と、ジェヌイン・リンク、を保持しなければならなしリと述べた後

で，

、しかしながら旗国がその要請（旗国の義務－筆者）を充たすために，

他国K依存することが許されない，という国際法の規定は，ど乙leも作

られていない、

として，海洋法条約において求められている旗国の義務の履行について，旗

国と外国（港湾国）の協力が必要，有益である乙とを述べている叫。

Ill S . G . Sturmey ……嘗って UNCTAD海運部に勤務したス

ターミーは， FOC船問題iζ関する近著の中で， FOC船lζ関する諸

問題を解決する方策について，若干の示唆を行ったのち

－一港湾国のコントロールは， 今まで十分に効果的でなかった。し

かしもし適切に組織されたならば，現在の旗国のコントロールよりも，

より効果的たり得る、

と述べて，既に本稿lζ紹介した欧州、114カ固によって， 1982年に組織された

ポート・ステー卜・コントローノレに触れている。彼は効果的なポート・ス

テー 卜・コ ントロールが， 旗固によるその登録船舶に対するコントローノレ

よりも，より効果的であるとしたのである。

iv S . G . Sturmey ・一…リベリア船主協議会における講演の中で，次

のように述べて，現在多くの FOC船を事実上所有・運航している先

進諸国の海運会社に対し，旗固に協力すべき乙とを勧めている。
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・…海運に関する如何なる条約も，旗国のコントローJレlζ依存して

いる。しかし一般的に言って，貧しい国は， それができなし、。それ故重

要な条約を遵守する乙とを確保するために，富裕国のポート・コントロー

ルを頼りにしていけない乙とはなかろう日II。、

、欧州、｜，アメリカ，日本，ホンコン等の海運会社は， FOC船の下で

大いに稼いでいるのだから，その儲けの一部を，彼らの船が掲場してい

る旗国へ，ジョイント・ベンチュアーの海運オペレーションを通じて，

還流するようにすべきだ \I~ 。、

v 地田知平……リベリアが ILO147号条約及び船員の訓練及び資格

証明並びK当直の基準に関する国際条約（ STCW条約）を批准す る

意向を示している乙とを記述した後，次のように書いておられる｛由。

、乙れらの国際規則はまた，有効に実施されれば，乙れまで便宜置籍船

のサブスタンダードを発生させる原因とされてきた置籍国と船舶との閣

の「真正なむすびつき（ Genuine link ）」の欠如を補い，その存

在を国際的に担保する意味をもつものという乙とができる。、

氏もまた海事関係国際諸条約p:::謡われている諸国間の協力の意義を評

価しておられるわけである。

今後港湾国の，権限をもった当局により，その入港船舶に対する秩序

ある適正な検問が，船舶の経済的運航lζ支障をきたさない限度内で行わ

れる ζとは，低基準船運航の防止，延いて国際海運業の正常な発展のた

めに有効であろう。近い将来 IMOによって，ポート・ステート・

コントロールの統一基準のための国際協定作成の提唱も考えられる。

(1986-7 15) 

j主（5)The Baltic and Internation~al Maritime Conference ( BIM CO) 

Bulletin 1 1982, No.321“Port State Control ” 

(6）拙著「国際海事法における船舶登録要件の史的研究J1985年12月海事産業研究

所版第二章第二節参照。

(7）前掲拙著223頁「 FOC船の定義」参照。「ジェヌイン・リンクJの何
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たるやが示されていないのに，それが「存在していない」ιことを問題にするの

は，論埋的におかしし、。乙の問題が， UNCT ADで永い悶論議されたのは．

そのためであった。

ISlITF による ILOへの提訴については，日本海道集会所，雑誌、「海道」

1983年 l月号拙稿「便宜置籍船の軌跡」第l回94～95頁参照

(9) H Meyers ; The Nationality of Ships, Marinus Nijhoff. 1967, 

Hague p.204 

(lOllbid ; Meyers ; The Nationality of Ships. p.297 

Ull S . G . Sturmey ; The Open Registry Controversy and the Develo 

pment Issue, Institute of Shipping Economics, Bremen, 1983一11,

61頁

(12)前掲拙著、国際海事法における・・ 、428頁

問地図知平、港運をめくる国際関係と日本海辺、国際法外交雑誌， 1982年2月17

日

なお，リベ リアは．乙乙で引用されている ！LO 147号条約及び STCW

条約の両方とも既に批准している。
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一大田圏中心の「国土中心港J開発を前提に一

朴 餅洪
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（韓国．図光大学校）

目次

1 問題の提起

2 港湾機能と背後地

3 .群山港の背後地問題

4 .群山港の広域背後地開発問題

5.群山港の輸出潜在力推定

1 .問題の提起

港湾の開発とその運営に関係する人々は，常に広く国内外の情勢動向を把

握し，乙れに対応する必要がある。特lζ，海運による物流に関する隈り，左

様なことは欠くべからざる課題として提起されるといえよう。その理由は，

港湾がその背後地 （hinterland ）の土地利用のための先導的要素であり ，

先行的機能の造成を必要とするからである。

国内外の情勢動向を理解する乙とは，今日の如く，経済が広域化し， 更に国

際経済への一体化が促進する現状では，港湾の立地条件を地域的，全国的lζ

限らず，国際経済の情勢動向より捕捉しなければならないという乙とである。

韓国もいま，従来の発展方向を変え産業構造を変更し 同時に生産構造の

転換とともに均衡的，普遍的国土利用を進め，国土の均衡的開発を図らなけ
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ればならない段階にいたっている。その代表的な例を「太平洋ベJレト化IllJ 

とともに「開発の波Jから離れていた西海岸に位置する「群山港」をとりあ

げる乙とができる。群山港は，歴史的に1889年開港以降，湖南平野の米の日

本への輸出と日本製工産品の輸入港と して発展した。すなわち，日本の植民

主義政策の遂行上，必要なる港湾として開発された群山港は， 1945年解放と

同時に貿易港としての機能が萎縮 し， 停滞化が深化されていた。

幸いに， 1960年代の「経済開発5カ年計画Jlとより，韓国も国際分業上の

比較優位（ comparative advantage ）が「労働集約加工貿易JK認められ

ていらい， 合板輸出用原木， 無煙炭，家畜飼料等の輸入港として命脈を維持

しつつある。 1970年代初葉からは，「都市区画整理事業」の着手と同時に

「外港建設計画事業」を推進する一方，他方，「群山臨海工業団地Jの造成

が活発に進行されている。

ζのような計画事業は，一応，内貿（内需）港と しての面白を更新しよう

とする政策的配慮、のほかにも，目下，中国大陸との「交易拡大推移121J IL.刺

激され，群山港IL対する人々の関心にともない「政策的価値判断131Jの変更

をもたらすようになったζとから由来している。

港湾を整備 ・拡大開発し活性化する乙とは，開途国のばあい，特lζ社会資

本の投資効果と して地域経済lζ限らず国民経済全体における成長潜在力を喚起

する ζとである。資源貧困で貿易依存度の高い開途国は，港湾向けの投資補

強は不可避的な政策事業といえよう。

例の群山港は，対大陸交易をめぐって地理的に対岸性（ foreland ）の港

湾であり，かっ航路条件から見ても，港湾自体的立地はその有利性が認めら

れる。それゆえ，群山港の開発問題は，その当為性（ Sallen ）とあいまっ

て全国土の均衡開発iζよる所得配分の地域的不平等を是正する社会政策上の

課題として提起せざるをえない乙とである。ついで，上で述べた問題意識を

もって「港湾機能と背後地」との関係を考えてみようとする。

i主1糊稿：「港湾経済学IL関する認識と課題」． 『韓国港湾経済学会誌』第l輯＇ 1985. 

(2）拙著：「中共貿易可能性と群山港」．円光大学校出版局， 1981.
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(3拙著 「現代経済政策J，進明文化社.1979, pp.194～208.『福祉経済政策編』

参照。

2.港湾機能と背後地

(1) 港湾機能と背後地の関係

「港湾は，各時代の経済社会の要請に応じ，またその発展段階に照応しつ

つ，港湾のもつ潜在的機能がクローズ・アップされるとともに，また政策的

課題を受け持ちつつ推移発展しているIll」。斯くの如く，港湾の機能は，歴

史的存在であるが，「港湾Jの現代的意義につき，「港湾」が『点』である

か『面』であるかではなくて，交通におせる『ター ミナノレ121』であると定義

づける。此の見方lζ従って，港湾機能（function）を具体的に分類すると，

①交通的機能，②工業的機能，①経済的機能，＠政治的機能，⑤軍事的機能，

＠社会・文化的機能等，その他にもいろいろと分けられよう。

「港湾の機能」は，港湾の発揮する作用lとより分類されるだろう。しかし，

より直接的に港湾が発慢すべき作用として，港湾それ自体が構成している交

通機能を主体的に創造する人，諸施設，組識体による生産的機能を港湾の第

I次的機能といえる1310 

港湾機能としての港湾用役提供活動自体は，港湾向け貨物の集散結節点で

あり，海陸両面を結合する「ターミ ナルJである。それは，先ず背後地

( hinterland ）と対岸部分（ foreland ）との経済社会活動によって起る

作用である。しかし，背後地の経済社会構成のし、かんによって港湾機能乙そ，

港湾成立条件の重要な要素のーっとなる。つまり ，港湾の立地・発展を決定

するものは，その背後地の位置（ hinterlands !age ）の経済的条件の強さ

に重大なかかわりあいを持っているといえよう1410 乙うした視野から，つぎ

は，例の群山港がもっている港湾の内部的条件として，その港勢一般に対し

て略述する乙とにする。

注（1）喜多村昌次郎「港湾産業J，成山堂書店，p.3
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(2）北見俊郎「港湾総論」，成山堂書店＇ p.153. 

(3旧本港湾経済学会「港湾経済研究jNo.12，『地方港湾の役割と課題J'p.91. 

(4lErich.A .Kautz.「DasStandortsproblem der SeehafenJ 1934 

s. 7参照。

(2) 群山港の港勢概要

先ず，韓国の近代的港湾発達過程を概観すると，韓国の開港は1876年日本

と締結した丙子修好条約以降のζとである。釜山港が当年lζ開港されたのを

はじめに，元山港が1880年，仁川港が1883年，群山港がl邸9年のHI員K，つぎ

つぎと開港が促進された。開港と同時に，その初期的港湾建設は，主lζ基本

的施設拡充であって，日本資本主義の一貫した大陵進出過程と太平洋支配権

の強化に基因していた。 1945年の解放とともに，港湾施設は殆んど老朽化し，

乙れさえ南指紋争の結果，接岸45%，陸上70%以上の施設が破壊され，港湾の

機能が大部分衰退してしまったほどであった。 1962年からはじまった「第l

次経済開発5カ年計ー画Jと並んで港湾開発が急速に促進されるようになって

より，韓国の港湾が経済発展において欠く乙とのできない決定的な役割を果

すようにいたったのである。特に， I阜頭施設の拡充や荷役装具の現代化は，

船舶運航の効率化と運送費節減を通じた運送所要時間短縮という側面から重

要視されている。しかし，海上貨物輸送を専用とする埠頭施設は，釜山港，

仁川港以外は，未だ前近代的な面を脱していない面も少なくない。しか

し釜山港lζ限っては， Containerisationが相当水準に達した乙とに注目

してよかろう。群山港のばあいは，その落後性が甚だしく，釜山港，仁川港

はもちろん，浦項港，麗水港，馬山港等の施設状況に比べても，まだおくれて

いる状態である。

「埠頭施設と荷役装備の現代化をはからなければならない12)Jという当面

課題を解決せずに， 急増する海上貨物を充分に処理する乙とが不可能である

ばかりでなく，内陸貨物の沿岸輸送への誘導が阻害され海外輸送貨物の港湾

への誘導がむつかしくなる。

その一例を再び，群山港で見れば，群山j巷が全北地域の唯一海外関門で、あ
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るlζも拘らず，港湾施設と荷役装備の不良不足のため，「全州工団J，「裡里

工団」の内陸貨物はもちろん，ひいては，「群山港域J周辺の貨物さえ，は

るばる釜山港ないし仁川港へと迂回輸送される実情にある。従って，全北地

域の貿易貨物は，港湾向けの内陸輸送費負担の加重がもたされることのほか

Kも，群山港への物流誘導が阻げられている状態である。群山港の直接的な

背後地である全北地域およびその周辺の輸送貨物が，群山港lζ集中可能にす

るためには，それは相当水準の港湾施設の現代化が促進されなけれはならな

いばかりでなく ，特lζ，海外定期入出航船舶の設置が緊要な課題となる1310 

表1 全国港湾及び郡山港貨物輸送実績
(/ti；山 ・rトン ）¥ 
1全｜司 （1・}j I・ ン／

/ti) iJJ 

ドと *.tl: i(H；＇：＼~＇（物
輸出入貨物 金 l主｜

輸入 輸出

1980 1,781 453 1,145 183 1,328 7,463 

1981 2,314 509 1,591 214 1,805 7,927 

1982 2,312 688 1,507 117 1, 624 7,881 

1983 2,732 771 1,896 65 1,961 10, 099 

1984 3,254 895 2,268 91 2,359 11,141 

1985 3,834 972 2,563 96 2,659 12,010 

資料。 l「下山地JiJ何五E治的庁，1986.

群山織の貨物輸送実績は， 1980年の178万トンより 1985年の383万 トンで，

211%以上と伸張した。貨物内容別では，沿岸貨物は2倍以上に増加したが，

輸出貨物はしだいに減少し，輸入貨物は反対に激増している。即ち，輸出入

貨物中，輸入貨物の占める比重は，1980年86.2%から1985年には100%以上

K強まり，輸入港としての特徴を露呈している（表l参照）。また， 1970年

代と1980年代初葉から，群山港の主輸出品であった合板の輸出がいちじるし

く減少している乙とである。乙れは，輸出用合板の原価中， 25%以上lζ達す

る原木を全く輸入に依存していたため，輸入原木の価格上昇とは逆lζ，合板
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輸出価格は国際的不況で，より下落したのに原因があろう。

つぎは，群山港のもっとも重一吏な当面課題の一つで、ある背後地問題lζ対し

て考察する乙とにする。

注（1）拙著：「韓・中共貿易と群山港の基盤造成J.r港湾の役割lと経済発展j 韓国

港湾経済学会誌，1986.2，第2輯， p.26.

12）韓国海運港湾庁，「海道港湾統計年報J1985. 

(3）拙著 ：「群山港の国際貿易港としての妥当性分析に閲する研究」，円光大学校

論文集，1980.

3.群山港の背後地問題

群山港の背後地として，全北道はその産業構造から見て，かつての産業構

造改善政策の遂行にも拘らず工業化が落後している。 1984年現在，第 l次35.3

%，第2次17.6%で全国平均それぞれ13.9%'28.3%に比べ，いぜんと第 1

次が高く，第2次が低い。また乙の比率は，全国市道の中で特殊地帯である

済州道を例外にしたら，全北道の産業構造がもっとも劣っている乙とを意味

する。斯くの如く ，全北道の主産業が第l次（米）にかたむいている ζとは E

今日，「工業化の波JIC立ちおくれた乙とをあらわし， 群山港の背後地はそ

れだけ 「工業港」の背後地と して乏しい状態である ζとを指す。問題の核心

は，群山港の背後地・ 全北道の産業を構造的lζ，いかに高度化をはかる乙

とである。 ζれはまた，米の内需化（＝自給化） Iζ応じつつ産業構造の改善

が実現されなければならないζとでもある。乙の命題lζ順応する乙とは，第

I次産業を第2次産業iζ変える乙とであると思われる。

つぎは， f全北地域の工業化計画」を主に「工業団地造成計画」に照らし

ながら考察を進める ζとにする。

(1) 群山臨海工業団地造成計画

先ず，群山港の直接的な港湾自体的背後地は，「群山臨海工業団地Jとそ



中共交易と群山港の広域背後地開発lζ関する研究 189 

の周辺の工業基盤であろう。 「群山港の国際貿易港として発展可能な港湾背

後地Ill」を「第2次国土総合開発計画121Jと「2000年を向う群山港開発計画

131 Jをもとに説明を加えようと思う。

「群山臨海工業団地」の造成面積1,552千haとその事業費129,401百万

円を1978～85年間に投資している。乙の規模は，造成面積，事業費ともに

「全州工業団地J，「裡里工業団地J，「井州中小示範囲地」等のそれより大き

い。群山港の直接的な背後地としては，なんといっても群山港自体的基盤を

充分に活性化し，乙れを活用するととが緊要な ζとであろう。斯様な傾向は，

「第2次工業団地造成計画Jにおいても相変らず一貫的lζ反映されている。

立地業種は，化学， コム，カポラス，機械など重化学工業を誘致する乙とを計

画しているしだいである。

(2) 全州工業団地造成計画

表1 工業園地別造成計画

J. 団 名 iii成問的

全州地 }j"工業団地 508 

f)ll 坐工業団地 432 

iii 1J1 !l,¥;; if1j工業団地 1,552 

判州中小企業工業団地 61 

笠岩繊維工業団地

百十 2,553 

※H正訓illil造成而似を含む。
資料金総北道

・Ji業・111

687 

624 

28,880 

1,024 

31,215 

（単位 T-ha 、（1万円）

1立日比mm~ 造成者 似拠法 1出l ,;・ 

67～69年 全州市民 地 ｝］ 工業法
開発

地h工団

71～74年 建設部長官 輸出自由 同家工白地域設置法

78～35>1三 l.午山rliL~ 地方工業法
開発

I血五工団

79～82年 井州市長 工業 I也｝）工団
配置法

白生i団~団
工業地

「全州工業団地造成計画」は，全州市とその周辺の工業立地計画である。

先ず，第1次計画ILおいて， 造成面積508千haと事業費687百万円であり，

第2次計画においても，それぞれ208千haと15,308百万円で「群山臨海工業

団地造成計画JILつぐ規模である。全州市は全羅北道の道庁所在地である関
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係上，工業団地の配置を「全州、｜」都市固有の伝統的都市の景観を害しないよ

うに計画を進めながら，立地業種としては，都市機能と立地与件lζ符合する

伝統工業，すなわち，文具，事務機器等，特iζ水質汚染が少ない工業を誘致す

る乙とを計画している。

表2 工業団地別造成計割（第2次） （単位’千ha，百万円）

工団名 造成商新 事業 Vi 造成m11::1 造成者 恨拠法 官iil 景J色

全外｜第 2地方
208 15,308 84～87年 全州市長 地方工業関 地方工団工業団地 発法

健里第 2工業
140 5,427 84～86年 裡阜市長 I/ II 

団 地

1作山第2臨海
2,050 108,300 85～91年 検討中 検討中 検討中工業団 地

南原農 ・工
11 366 85 南原~m守 ~魚村所得

工業団地 源開発法

言十 2,409 129,401 

資料 ．全線北海

(3) 裡里工業団地造成計画

「裡里工業団地造成計画」は，第 l次計画で，造成面積432千haとその事

業費624百万円であり，第 2計画においても ，おのおの140千haと5,427百

万円である。空地業種は，金属加工等をはじめ，その関連産業を誘致してい

る。但里市は「輸出自由地域」が設けられ，「馬山輸出自白地域Jとあわせ

て韓国で二つ しかない輸出振興地域である。また，裡里市は，全北道内では

もちろん，全国的ベースで見ても，交通網，工業立地条件等の形状において

「全州、｜一裡里一群山」 をつなぐ中間地点ないし工業拠点地帯に属する。特lと，

裡里市はその隣りの大回圏と光州固と連繋し， 一方は国土中心部にあたる

「大田J都市と，他方は湖南首都 ・「光州」都市との中間地点に位置してい

る交通中心的な都市である。乙のようなかかわりあし、から，目下，建設部が
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全北道を大田圏（＝中部圏）に含めて，いわゆる「中部圏開発計画」を進め

るζとによって，いまさら，大田圏が名実ともに群山港の広域背後地として

客観化される段階K至りつつある。

注（11拙著 「韓・中共貿易可能性と群山港」円光大学校出版局＇ 1981. pp. l～50. 

(2）大斡民国政府．「第2次国土総合開発計画」 1984.

4.群山港の広域背後地開発問題

群山港の広域背後地といえば，全北地域の伝統的な狭域背後地 （narrow 

hinterland ）のほかに，大田園まで拡大した広域背後地（ broad hinter-

land ）を含める必要があるというととであるIll。本考察の必要な要因と し

ては，①「国土総合開発計画JIL基づいて，②産業技術 ・開発の拠点的性格

を帯びている 「大徳研究団地開発計画Jを利用しつつ分析して見る ζとにす

る。

(1) 国土総合開発計画と大田園開発

「大田」都市は，忠清南道の道庁所在地として南韓の中心部にあたり，南

側は全羅北道，北側は京畿道，東側は忠清北道，西側は黄海IL.楼している

「国土中心都市」である121。忠南道の人文・社会経済特性を人口，都市化率，

経済活動面から見ると，過去10年間 (1975～84）の人口成長率は0.3%で全

国平均成長率1.8%に対比し低いし，また都市化率においても， 1980年現在

全国平均70.5%に比較して49.5%に過ぎなくて全国平均水準よりはるかに停

滞している。経済活動面で見ても，未だ農業生産K偏重し工業生産は相対的

に落後状態にある1310 

① 忠清南道の産業立地開発 ：c工業構造を全国と忠南道のそれと比較

し＠工業成長の推移と工業立地の分析を試みる ζとにする。

先ず，全国と忠清南道の工業規模を比べて見ると，忠南道の1983年現在の

工業生産舗の規模は， 全国平均の3.8%にあたる1,025拾億円で， 全国（市
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図1 群山の勢力図

仁Jll

表 1 製造業生産額と工場用地占用実態（1983年）

足ト＼
生産制 （百万m') 工場 !Fl.t也（km')

全 国 忠商滋 全国対比問 全 国

飲食料品 3, 156,874 241,094 7.64 20.83 

繊紘衣服 4,235,700 280,385 6.62 47.37 

木村家具 680,700 7 ,354 1.08 8.21 

製紙印刷l 748,549 48, 173 6.44 9.26 

化学石油 4,443,427 75,571 1.70 46.18 

~I＇金属鋳物 818,059 29,671 3.63 28.14 

1次金属 1, 648, 173 51,641 3 .13 19.76 

機械金属 5, 119, 946 44,881 0.88 67.41 

その 他 308, 108 5,588 1.81 3.38 

以！泣業計 21,159,446 784,357 3.71 250.54 

資料国土防15£1：）＼：、第2次！Iii土綜合開発計11lijft料（3）、 1981
忠清南道統，1'1'年報(1978～1984）。

忠商道 全国対lt(%l

2 18 10 47 

5.67 11. 97 

0.19 2.31 

0.70 7.55 

1.43 3.12 

1.51 5.37 

0.52 2.53 

l. 32 1.95 

0.04 1.15 

13.56 5.41 
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道局lj)の7番目にあたいする。工業企業別規模も，全国平均で従業員50人以下

の工場が80.3%と比べ忠南道のそれは86.6%でI企業当りの規模が全国平均

水準より零細である。資金規模別企業また， l億円以上の企業が全国平均17.1

%と対比，忠南道は26.3%で全国平均より大きい。乙れを逆lζ解すると，忠

南道の工業企業体の立地が全国平均より劣っていることを意味する。業種別

企業体も，飲食料品が全国の7.6%，繊維衣服が6.6%，製紙印刷が6.4%

で忠南道の製造業体は，食料，繊維，製紙分野IL集中している乙とを示して

いる。乙うした状態を雄鼎的に言証しているものして，業種別工業用地の配

分が繊維，衣服，食料分野lζ偏重され全体工業用地の57.9%を占めている乙

とである。また，忠商道内の工業団地の造成面積総484.2千ha中大田が380

千haで，忠商道内のほかの団地κ比べてもっとも広いわけである。

② 忠清南道の工業成長推移と工業立地 － 忠南道の1970～1984年間の

工業成長推移は，年平均16.1%に成長した。業種別には，繊維・ 衣服が23.6

%，化学石油23.3%，非金属鉱物20.9%，機械・装備21.2%で全国工業平均

成長率18.1%を上廻っている。工業集積は，一定地域の工業生産がその地域

の人口 ・面積lζ比してどれほど集積しているかを分析するζとで，分析の政

策的意味は工業配置，地域開発などの指標として使用される。忠南道の地域

別人口lζ対する工業集積度 (1980年現在）を見たら，大田103. 天安1.47.

大徳1.71であり，また，面積lζ対する工業集積度は，大田16.38，天安4.99.

大徳1.34の）｜聞になっている。

＠忠清南道の工業団地造成計画： ＠大回工業団地，＠天安工業団地，

の大徳と天原工業団地，＠長項・庇比臨海工業地区別に分けられる。先にも

触れたように，忠南道はその産業（＝工業）の脆弱性を補うために「国土総

合開発計画」に照合しながら「新規工業団地Jの造成に主力している。「新

規工業団地Jはその需要を展望しつつ総29.37耐を開発している。

第lk，「大田工業団地」は， 1969年大田市大禾洞lζ145千ha規模の「第

1団地造成」が着手され1973年「地方工業開発奨励地区Jlζ指定されたほか

にも， 1975年235千ha規模の「第2団地造成」を着工し1979年完成された以

降，総工業団地面積380千hal<:::87個の企業が入住し，目下，稼動中である。
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大田工業団地は，軽 ・重工業の混合団地であり，あらたに造成する予定であ

る「大徳工業団地」と結んで有機的系列化をはかりつつ輸出指向的な業種を

誘致奨励しようと計画している。

第2IC，「天安工業団地」は， 1976年「工業地域」に指定され1979年天安

市斗井澗IC:104千ha規模の工業団地を開発しはじめて1981年完成された。い

らい，総450企業体が入住し現在稼動中である。「天安工業団地Jは誘致業

種として機械，金属，電気，電子等を受容配置している。 ζのほかに＇ 1987 

～91年間の工業団地の需要をl.49kiftと予測し1987～89年まで約200個の工場

を配置する予定である。

第3Iζ，「大徳工業団地」は大徳郡新灘巴文平里（4.53kift）と九則面鳳山

里（6.32kn]) I乙総造成面積10.85knfを「工業開発奨励地区」と定めて開発を

進めている。 1983年着工し， 1986年突入予定である本工業団地の誘致業種は，

金属，一般機械，食料品，煙草，繊維などを既設の「大田工業団地」の連繋

し「前後方効果」を高めるようIC:配置するつもりである。

第4IC，「天原工業団地」は， 1979年天原郡修身面長山里，凍昌里，新豊

里地域の京釜高速道路沿辺に立地し「地方工業開発地区JIC:指定されたのち，

1979年450千hh規模の「機械工業専用団地Jとして開発段階lζある。乙の団

地は，「ソヴノレ」首都圏より「中小企業型機械工業Jを誘致受容 し機械工業

を専門化・系列化すると同時に技術集約的団地IC:開発し，誘致業種としては，

機械製作業，機械加工業，組立金属業等となっている。

最終に，「長項 ・庇仁臨海工業地区14)Jは，「西海岸臨海工業地帯形成J

の「工業開発拠点基盤」の造成の一環として重化学工業基地に開発するので

ある。乙の工業地区は，そのまむかへの「群山臨海工業団地J＇と連繋し，主

要基幹工業立地として製鉄・非金属の銅製錬工業の適地に開発する。その適

性的な業種は，基礎賄源型工業の製鉄 ・製鋼，金属加工，非鉄金属 s パノレフ。

製紙，ガラス工業等で内陸工業との系列化を図る ζとをめざしている。との

工業地区の用地0.98kiftを「地方工業奨励地区JK指定し1991年まで開発完了

する予定である。
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注（1）拙著 ・「韓・中共貿易と群山港の基盤造成J，『韓国港港経済学会誌』目1986.2 . 

pp.95～1 18参照。

(2）国土開発研究院．「国土開発長期構想」と忠清南道．「道建設総合開発計画」

参照。

13問、清南道，「道建設総合開発計商j参照。

(4）群山市‘ 「群山都市長期総合開発計画」参照。

(2) 技術開発促進と大徳研究団地開発計画

前述したように，忠南道（二大田園）の工業化計画を概略したわけである

が，工業化をより効率的に支えるためには，なんといっても技術開発が併行

されなければならない。 したがって，技術需要の充足をねらい，国家最高水

準の技術開発計画によって忠清南道の大徳君Ilic「大徳研究開発団地」を設定

するにいたったのである。乙の「技術開発計画」は，大田圏産業開発lζは勿

論，その周辺地域に及ぼす波及効果を考慮 した ら，特K，群山港の背後地

（広域的）産業開発に肯定的な影響を及ぼすよ うlとなる乙 とは再論の余地が

ない乙とは明らかであろう。

図2 研究団地の性格
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「大徳研究団地総合開発計画151Jは， 1973年から開発事業を進め1978年第

l段階の事業を遂げた次第である。 「団地」の西側は，「韓国標準研究所」，

「韓国化学研究所J等の研究機関と「忠南大学校」，「昌城学院」等の教育機

関が立地され，「韓国エネノレギー研究所大徳分所」を北側iζ配置されて以来，

研究活動機能を本格的lζ発揮しはじめている。 ζの「研究団地」の開発は，

国家最高水準の技術開発政策iζ基づき「大田」都市圏の開発支緩の充足とと

もに，その周辺地域の開発に及ぼす効果を期待しつつ，「ソウ JレJ首都圏の

過剰肥大症よりその構成の一部を大田圏中心に分散受容しようとする政策的

事業である。

① 大徳研究団地開発の基本方向： 第 1IL., fi則出産業基地としての

研究と教育の核心的機能を発揮し，専門分野の科学者，技術者等の頭脳集団

を形成し，第2IL.，研究と学聞を生活化する基地として研究所と住民機能を

同様に配置し，第 3IL.，研究及び科学公園田目の「イメジ」を浮び上げ，生

産緑地と自然景観を最大限lζ保ちつつ，研究と教育機関を入住配置し，第4

lζ，研究と教育機関の効率的利用と生活化を図るための「都市計画」と「団

地計画」技法を開発導入する乙とをねらっている。

① 大徳研究団地運営上の方針 ． 第lk，先進技術導入の合理化，

第引に技術開発と研究活動の協同体制化， 第3＇ζ，研究 ・開発投資の効率
化，第4Iζ，「科学公園団地Jとしての展示的運営につとめるという。

うえで述べた，一連の大田園開発計画は，その効果から見たら，仁川港が

群山港と相並んで西海岸の代表的な港湾であるにも拘らず，仁川港は，「地

方港」の性格よりも「ソウノレJ首都圏の影響を受けた「首都港」の性格を帯

びているのと同じように，群山港も大田園の影響を受ける「第2首都港」の

機能を発揮するようになるだろうと展望161される。最終lζ，群山港の最小限

の国際貿易港としての役割を測定するために，さしあたり，大田園をぬきに

して，群山港の輸出潜在力を全北地域中心的な背後地を前提に推定して見る

つもりである。

注(1)拙著：「斡・中共貿易と群山港の基盤造成」，『韓国港湾経済学会誌』，第2総，
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1986年2月。 pp.95～118.

(2）国土開発研究院．「国土開発長期構想」参照。

(3）忠清南道．「道建設総合開発計画」参照。

(4）群山市．「群山都市長期総合開発計画」参照。

(5）忠清南道．「道建設総合開発計画」参照。

(61群山港の「国土中心港開発」 K.対しては， 1986年2月28日付の「朝鮮日報」．

「全北日報」の記事をはじめ，特Iζ.1986年3月3日付の「中央日報」は「群

山港，『国土中心港JK.開発せよ」との特別記事が掲載された。

5.群山港の輸出潜在力推定

(1) 群山港の輸出計画方向

先ず，群山港の輸出計画の方向Illを国家の通商政策の基調と関連しつつ，

次の如く指摘しうる。①世界的貿易障害を克服し輸出構造の改善・合理化を

はかる。②対中共輸出用精密機械と基礎化学製品を集中生産する基盤を構築

する。＠先進技術の導入と高級技術人材の養成につとめる。④専門化の促進

と海外市場においての圏内企業聞の過当競争の止湯をはかる。⑤軽工業製品

の高級化と新製品開発を通じて先進国の輸入規制と開途国間の競争lζ対応す

る。＠有能なセーJレス人材の養成と Marketing技法の開発と専門経営者の

養成を旨とする。乙のほかにも，輸出原材料の適期的確保， 金融支援等の政

策的配慮を多岐に指摘可能であろうが，ただ，乙う した政策的方向は，たん

に群山港lとかぎった輸出支援政策ではなかろう。

第 2Iζ，群山市の工業輸出規模を見たら，工業輸出成長率は，全国平均よ

りやや高い15.9%に予測し，その規模を1978年の105,902千ドルから目標年

度2001年には2,936,925千ドルに大幅的増加を計画している。また，軽工業

と重化学工業の構成比は， 1978年の85・15から2001年には30:70として， 重
化学工業の比率を高めている乙とが目立つ。

以上は，「群山臨海工業団地Jを中心K予測した工業輸出計画に関する数

値であるが，つぎは，群山港の港湾需要量を総物流量と施設許容物流量に分
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けて推計しているものである。

注（1）群山市が「国土開発研究院」に委託して作った「群山都市長期総合開発計画」

という「報告書」による。

表 1 群山市輸出展望 ( 1p_ i止 fドJレ）

1978 1981 1986 1991 2001 
｜メ分

輸出店iii % 輸11¥'Mi 9o 輸:I＇，前l % 名前II＼古(i % 愉11¥Mi % 

105.902 100.0 154 ,556 100.0 413.592 100.0 
1.035.260) 

100 .0 2. 936 '925 100.0 (20. I) (110) 

'IFU.l 叩355 85.3 114. 754 74 .2 222.917 53_9 408.844 39 .3 878.140 29.9 ( 14 2) ( 12 .8) (8 0) 

吊IY、 15.547 14 .7 39 .802 25.8 190.876 46.1 628.417 60. 7 2.055.785 70. I 
( 36. 7) (26.9) ( 12-61 

ii': iJ_ ( ）数次は WIJl\J)JIJ 、 i J＇.ドj~J 、－W: /1 11 呼’をぷす。

w料 ：iti＇山rli、lffLIJlll¥rli WYJ ＊；京 i~1:>m.:i-1111i

(2) 群山港の港湾需要推計

群山港の港湾需要を算定するにあたってIll，海運物流量は，乙れを圏内海

運物流量と国際海運物流量に区別する。乙乙でも，沿岸部門と外港部門に分

類して，群山・ 長項港の海道物流量を多重回帰分析法を使い，比較的に信頼

度が高い方程式をつぎの如く誘導した。乙乙iζ使用した数値は，全州圏だけ

の第 l' 2次産業の生産額である GRP.GNPの総輸出額である。

表2
log Y, = 0. 938 log X, + 0.356 log X, /X,, -4, 157 
log Y~ = O 7331og X l十 0.5631ogXヱ－9,573

Y, 外治物流：，：： x .. ト川 l凶（； Iii'
y ~ if) i/to/;1.荒川 x, 松悩 ii＼へ川l
x, 一次1>CLGRP（全州｜剖） X; G ¥I' 
x, 二次1>C:fGRP （余州｜削）
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乙の模型によると，群山・長項の1991年の海運物流量は，1977年の5.4倍，

2001年には17.0倍に増加する。しかし， 全国海運物流量に比べた全州圏の占

有率は， 1991年IC2.4%, 2001年Kは3.3%で意外lζ低く計測している。乙

の比率は，群山港の直接的背後地である全州圏（＝全北道）に限った海運物

流量K関する数値である乙とを考慮したら，大田園まで含むばあいは，全く

異った結果をもたらすであろう。

ついで，群山港の実質的な施設需要物流量を推定するととである。 一般的

K，港湾施設測定ICおいては，港湾の施設能力は客観化が可能な指標として，

荷役能力を主に使用する傾向がある。それゆえ，本計画lζおいても，港湾施

設許容貨物量を導き出して年度別の荷役能力を算出したのである。施設許容

貨物量は，総貨物量から油類品目及び木材品目等々を除いた実際的港湾施設

が有する物流量で、ある。群山・長項港の将来の施設許容貨物量の推計は，先

たって推定した総貨物量を従属変数とし，つぎの如き単純回帰方程式を導入

して求めたのである。

y = 0.2516176 × 227 

y: 施設許容物流量

x 総海運物流量

乙の模型により，群山・長項港の施設許容物流量と乙れに対応する荷役能

力の増減を「表 3JK表している。総荷役能力は， 1991年の2,118千M/T

表3 群山港の施設許容物動量と増設規模 (.lj;j./: Tトン ）

＼式’，， 全地 十容l、｜ IE[ i荷n・山地許容 Jf:,i生HU見 11iii Y;・ 
!j'.l'.t ぷ許 物助 ：，t 役fj~ ；／ J I l 

1977 560 540 ( 68. 9) 長項 244

1981 l 150 805 ( 70. 0) 
日1荷役能力 Jifili 540 

1986 1.894 1.421(75.0) 
WCi'fl：引支能力 1,540 

1991 2.716 2.118(78.0) 578 

1996 4,756 3 .805 ( 80. 0) 2,265 

2001 7,596 6.304 (83 .0) 4.764 

u: : I lff!Lii住，1；有ギ（%）
ft料。 lffiliili、 「lffLU nr> i1 iLと！日｜綜｛；－JJf151:,l!-11l1j」
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から2001年Kは6,304千M/TIC増大し，荷役施設規模は， 1991年まで1,576

千M/T,2001年までは4,186千M/TIC増えて， 2001年の荷役能力は．現

在の仁川港と同じ水準に達する乙とを予測している。

群山港の港湾需要の推計には，さきにはも触れたように， 全州圏だけの貨

物量を前提して作成した模型である。乙れから，実質的な国土中心部である

大田園まで群山港の背後地に包むばあいは，群山港の貨物需要は，より拡大

される乙とが推定できる。

注（1）群山市「群山都市長期総合開発計ー画J.『群山港の港湾需要iJllJ定』参照。
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1.中国における経済体制改革と港湾

(1）経済体制改革 ・第11期三中綿

高見玄一郎

（横浜港湾経済研究所）
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現在，中国は，社会主義建設の過渡的段階と しての，大規模な経済体制の

改革を行っている。乙れを決定的にしたのが，1984年10月の第12期三中綿で

あったが，改革の前段は，すでに， 1978年の第11期三中綿花はじまっていた。

革命後の経過をζ乙で簡単にたどってみると，中国共産党中央委員会と人

民開放軍が北平（現在の北京）に入城し， 民主主義諸派とともに新政権を樹

立したのが1949年の6月， 中華人民共和国成立宣言が， 同10月であった。

1956年の，党の第8回全国代表大会までに，生産手段の私有の廃止，その社

会化は，ほぼ完了していた。乙乙lζ社会主義建設の基礎が出来上ったわけで

あるが，乙の大会では，経済建設の面では，極左的偏向を犯した。あまりに

急速な農業の集団化が，農民の生産意慾の低下を来し，工業ILおける重工業

偏重，企業形態における政企合ーが，官僚主義と労働者の悪平等と生産意慾

の低下を生じた。

「企業は政府という大釜のメシを食い，労働者は企業という大釜のメシを

食う。J という表現K，その聞の事情がよく現われている。 ζの左偏向は，
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文化大革命となり， 1976年の江青等の「反革命集団の追放Jをもって終る。

1978年の第11期三中線、は， 1945年p：＿毛沢東が主宰した第7次全国大会以後

の，最も重要な大会であったとされている。乙の大会で文化大革命の終了を

宣言し，文化大革命の中心スローガ‘ンであった「プロレタリアー卜の独裁の

もとでの継続革命」すなわち「以階級斗争為綱」を否定し，小市民や中小資

本家層を抱き ζんだ新しい経済建設に力を集中する乙とになった。

乙の大会の経済建設の重点、は，人口の80%を占める農村lζ置かれた。乙の

改革は，あたかも，ソ連における1921年の「新経済政策j (NE P）を思い

おとさせるものがある。 NE Pの主要目的は，農業生産力の回復と，乙れに

よる都市の食料の確保，および工業原料の篠保にあった。

社会主義革命における農村の変化は，大土地所有者＝地主と，貧農とが無

くなる乙とである。農民は，土地と生産資材を与えられて，二重の性格を持

つようになる。すなわち労働者としての性格と，経営者としての性格である。

乙のさいの左偏向は，労働者としての性格のみを強調し，経営者としての性

格を否定する ζとにある。中国の第11期三中綿では，との「左Jの誤りを克

服し，農村の公社や生産隊の自主権を回復，自留地，家庭副業，集団副業お

よび市場取引を回復し，さまぎまな形態の，生産量と連動させた報酬計算に

よる生産責任制を実施し，さらH：：農産物の買付価格の引上げを行い，多角経

営の方式を導入した。乙れlζよって，農業生産が上昇し，農村が豊かになっ

たととは，日本でも「万元戸」などという言葉でよく知られている。 ζれは

また，農村の購買力が大きくなった乙とを意味し，都市の工業生産物と農産

物との交換を通じて，都市と農村の経済交流を拡大したととを意味している。

農業の状態が改善されると，次l乙工業構造の面での重工業偏重が改められ，

軽工業，特iζ臼用品雑貨の生産を急速に発展させ，都市の工業lとも，自主性

が拡大された。

(2) 経済体制改革 ・12期三中総

第11期三中綿p::おいては，基本路線が敷かれたが，なお文化大革命以来の

左偏向の思想が可なり残っていた。 1984年10月に聞かれた，第12期三中総！で
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は，乙れを完全に梯拭して，理論的lとも，価値論から再出発している点が注

目される。同大会の決議「経済体制の改革に関する決定」の中K, 「価値法

則を意識的に運用する計画体制をうち立て，社会主義商品経済を発展させる」

という注目すべき決定がある。計画経済と商品経済とを対立させて考えて来

た，乙れまでの観念、を打破して，社会主義計画経済は，意識的に価値法則lζ

依存し，それを運用すべきもので，共有制をふまえた計画的な商品経済であ

ると規定している。

社会主義計画経済における価値論は，古くから議論されて来たと ζろであ

るが，ソビエト科学アカデミーの“PoliticalEconomy，，の中でも，第32

章で CommodityProduction, the Law of Value, and Money, in 

Socialist Society. という章を設けて論じているが，乙乙では，価値は

商品経済に附随するもので z 社会主義計画経済の中においては，価値は限ら

れた範囲にしか存在せず，国営企業のように，生産手段を国が所有し，労働

力が商品として扱われていないと乙ろでは，価値は存在しないと主張し， 乙

れが定説のようになっていた。

と乙ろが，中国では，所有と経営とを分離し（政企分離）， その経営面iζ

おいては，商品経済，すなわち価値法則を貫徹させるという考え方をしてい

る。すなわち，共有制を基礎とした，計画的商品経済という概念である。

マノレクスの資本論では，商品の価値とは，商品の交換過程で，貨幣形態に

よって表現されるものである。

W-G-W’ 

の表現に示された商品WおよびW’は，貨幣を媒介してW=W’という関係

で現わされる。 Gは貨幣＝価格であるがE W=W’という関係では，商品の

具体的な属性である使用価値が捨象されて抽象的な人間労働，すなわちそれ

らの商品生産に必要な社会的労働の量として抽象される。乙の関係は，国営

企業においても，その製品が，貨幣を媒介して交換されるときに現われる。

すなわち価値が出現するものであって，中国では，これまで，乙の関係を無

視し，人為的に価格を決定して混乱を生じた。そうした経験の中から，やは

り価値法則を貰徹させなければならないという認識を生じたものと思われる。



204 中国経済体制改革と上海港

何れKしでも，乙の決定は画期的なものであった。乙うして，固と企業，

企業と従業員の正しい関係を樹立する乙とによって，今回の都市を重点とす

る全般的な経済体制の改革が始まったのであった。

まず，国と企業との関係では，とれまで国が所有しEつ経営していたもの

が，経営面を分離して，企業形態をとるようになった（政企分離）。 次に，

全人民所有制企業においては，乙れまで，国が資金を提供していた制度を改

めて，銀行が資金を提供する乙とにした（抜改貸）。 また，利潤上納制をとっ

ていたものを改めて法人税を課し，手lj潤の社内留保を認め，企業の活性化と

経営者の責任を強化した（利改税）。 企業と従業員との関係では， 「大釜の

メシを食う」悪平等を廃止して能力や努力に応じて支払ろという制度lζ切り

かえた。その他多くの改革が行われたのは，言うまでもない。

(31 14の新しい解放港湾都市

14の沿海都市の解放は， 第11期三中綿以来の長期にわたる社会主義現代化

建設の基本的考え方にもとづくものである。具体的には1984年の郡小平の広

東，福建および三つの経済特別区の視察に端を発している。乙れまでに，す

でlζ，深洲，慶門，仙頭，珠海の四つの地区と海南島とが，経済特別区とし

て外資に解放されていた。これは「一国二制度」という，国内lζ社会主義と

資本主義とを共存せしめるという もので，その政策的な狙いは，香港および

台湾の平和的吸収にあったと考えられる。

新しい，沿海都市の解放について， 1984年の視察の後でミ郡小平は「乙れら

の地区は，特別区とは呼ばないが，特別区の一部の政策を適用してもよいだ

ろう。」と述べている。そして，乙れが行政化されて，新たに「経済技術開

発区」という， 14の港湾都市が生れた。乙れらのものは，

大連 da lian （ターリェン）

奏皇島 qin huang dao （チンファンタオ）

天津 tian jin （ティエンチン）

畑台 yan tai （イエンタイ）

青島 qin dao （チンタオ）
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連雲港 han yun gan （リェンユンガン）

南通 nan tong （ナントン）

上海 shang ha1 （シャンノ、ィ ）

寧波 ning bo （ニンポー）

温州、｜ wen zhou （ウェンチョウ）

福 j十｜ fu zhou （フーチョウ）

広州 gang zhou （クアンチョウ）

湛江 zhan jian （ツアンチェン

北海 bei hai （ペイハイ）

図 1 中国対外開放港口分布図

（注）中国交通部海洋運輸管理局 ・内河運輸管理局編「中国対外開放港口」

1985，より引用。 14の・印は筆者が記入した。
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新しい，経済技術開発区の目的とすると ζろは，中国の経済建設をサポー

トするために，生産企業および技術開発のために，外資を導入するととであっ

て，谷牧国務委員が次のように語っている。

① 乙れらの都市の外資利用プロジェク 卜の審査 ・許可権限を拡大する。

生産的プロジェク卜としては，旧企業の技術改良と工場の新設に外資

を利用する場合，建設と生産条件は国が総合的均衡をとる必要のないも

のの場合，生産物は国の統一販売の枠に入れず，輸出は量を割り当てな

い。天津，上海両市のすべてのプロジェク 卜投資に対する審査・許可権

限は， 3,000万ドノレ以下lζ，大連市，広州市は， 1.000万ドル以下IC,

その他の都市は500万ドソレ以下にそれぞれ拡大される ζ とになった。非

生産的プロジェク卜としては，主として外資，自己調達資金，輸入建設

器材によって経営し，国が総合的均衡をとる必要のないものの場合，そ

の投資額の多少を問わず，すべて各市が独自に審査・許可できる乙とに

なった。

② 乙れらの都市の外資利用，先進技術導入による旧い企業の改造を積極

的IC支持する。例えば，国内で一時的に生産できないか供給保証のない

キーポイントの設備，計器類と技術改良lζ必要なその他の器材を輸入す

る場合，その外貨がど乙から来たものであれ，1990年以前は，関税と輸

入製品税あるいは付加価値税を免ずる。

① 乙れらの都市への外国投資者を優遇する。外国投資者が生産的企業を

つくる場合，技術集約，知識集約型プロジェク 卜，エネノレギー ・交通プ

ロジェク卜，投資額3,000万ドノレ以上のプロジェクトであれば，関係部

門の認可を得てから，企業の所得税を減舗し， 15%の税率を適用する乙

とができる。乙の所得税減税の条件はI苅たしていないが，同じ市の旧市

街区の機械製造，電子，冶金，化学，建築材料，軽工業，繊維，包装，

医療機械，製薬，建築業，農業，林業，牧畜業，養殖業およびζれらの

業種の加工業lζ属するものに対しては，税法規定の8害ljの税率で企業所

得税を計算してもよし、。中外合資経営企業，合作経営企業と， 100%外
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資企業の投資として輸入した生産 ・管理設備，建築器材，輸出品を生産

するために国外から輸入する原材料，部品および包装用資材など，輸入

する自家用の交通手段，事務用品などはすべて関税と輸入製品税あるい

は付加価値税を免ずる。

ζれらの，外資lζ対する優遇措置は，さらに利益の海外への送金，出入国

手続の簡素化にまで及んでいる。

さらに，港湾の改革について，張増輝氏が次のように述べている（中国海

港現状与国家対港口的政策）。

① 中国の港務局は，以前lζは政企合一体制であった。すなわち乙れは，

行政機関であると同時に企業単位でもあった。それは，港湾計画，建設，

および行政管理業務の外に，日常の貨物積降し，配送，保管，およびパー

ス指定，労働力の配置，機械設備の配置，維持修理等の重要任務を持っ

ていった。大量の事務的性格の業務があり，港湾局の局長は非常に繁忙

であって，重大問題を平静に考える乙とができなかった。同時に政企合

ーは，往々にして企業的日常業務を重視し，行政管理の面がおろそかに

なっていた。現在われわれは港湾管理体制の改革を試験的に行っており，

逐次古い政企一体の職責を分離し，何らかのさらに新しい良好な方策を

とるととを，ただいまのと乙ろ探索中である（政企分離）。

② 港務局長の人選については，国家的規定にしたがって，一連の青年を

抜擢し，豊富な産業知識と管理能力ある人物を任命する。あわせて，古

い中央集権的やり方を更め，彼等にいくつかの権限を与えて自己の才幹

を発揮できるようにする（権限の移譲）。

①貨物の荷役技術を改善する。すなわち荷役機械の低い能率，組合せの

悪さなど，荷役機械の能率を 卜分lと発揮できない現象を改め，高能率の

機械を配置し，作業を改善する。貨物の包装形式については，大型機械

によるバラ貨物の処理と，コンテナによる組織的輸送に改める。またコ

ンビューターを使用し，電算機の企業管理能力を十分に発揮せしめる

（技術革新）。

次』ζ港湾投資については，次のように述べているが，乙れは1985年5月の
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初歩的構想である乙とを特記したい。

①国家，地方，港務局，および受益者による多方面の投資を原則とする。

国家投資は，港湾の主要施設である防波堤，埠頭，航路等の基礎施設と

する。

② 荷役機械施設，物揚場，倉庫，通信等の施設は，港務局資金，あるい

は銀行借款をもって建設し，港務局が償還する。

①外国資金を利用して多くの港湾施設を建設する ζとを可能ならしめる。

外国資本との合弁事業による建設を利用できるようにする。共同経営と

投資者の優先埠頭に対しては，外資の独自の建設投資，および港湾にお

ける荷役作業の経営を認める。

④ 荷主が士事頭を自主建設する乙とを奨励し，交通部門については技術上

の援助を与える。

2.上海港の歴史と現状

(1) 歴史的発展

中国の長い歴史の中にあって，上海は，比較的に新しい都市である。春秋

（紀元前700～400年）， 戦国（前400～200年）の ζろ，長江デルタは，

現在の上海特別市の西方の境界線のあたりまで成長しており，現在の上海市

は，まだ海中にあった。唐代iζ，海岸線は，現在コンテナ埠頭のある軍工路

あたりまで，せり出して来た。南宗の時代に，現在の長江下流の地形がほぼ

出来あがった。

紀元前751年iζ，唐王朝は，今の上海市松江県lζ，華亭県を設けた。そし

て華亭県の北部にあった青竜鎮が，沿海を航海する船舶の泊地として繁栄し

た。 ζζは，わが国の遣唐学問僧固仁が， 847年iζ帰国した時の港である。

その後，時代が下って13世紀の中葉になると，呉討会江の下流が堆積物によっ

て浅くなり ，上流の青竜鎮に入る乙とができなくなったので，船舶は現在の

外灘（バンド）から十六舗に至る黄浦江の岸に停泊するようになった。 ζ乙

tζー僚の河川があって，上海浦と呼び，その西岸の集落を上海鎮と呼んだ。
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乙れが現在の上海市のはじまりである。

宋の戚淳3年（1267年）， 船舶を管理する市舶堤挙司が設けられ，外国貿

易を管理する“貨場”が設置された。元代の至元14年 (1277年）には，すで

に全国の重要な港のーっとなっていたが， 13世紀末に航路が浅くなったので，

港と しての機能を失った。その後， 明の永楽2年 (1404年）， 大黄浦 箔家

浜 南鎗浦の新しい河道を開拓し，太湖の水を海ICt世出する水道と した。乙

れが現在の黄浦江であって 再び港としての機能が復活した。 明代から清代

の初にかけて海禁 （鎖国） を行ったが，康限23年，再び外国貿易のために解

放し，乙乙lζ江海関（税関）が設けられた。乾隆年代に再び闘を閉じ，外国

貿易は，広州だけを窓口と して行われるようになった。

第一次アへン戦争後，道光23年（1943年）英国軍隊が呉泌を占領し，さら

に南京に攻撃を加えて，乙乙lζ南京条約が締結されて上海， 寧波，福州，慶

門，出頭の 5i巷が外国貿易lζ解放された。乙の時以来，英国は上海県域から

呉松口l乙至るまでを占接して上海港区と し乙れを管理し， 後に1844年lζ米国

と共lζ共同租界をつくり，フランスはまた黄捕条約によって，フランス租界

を設けて，今次大戦lζ至るまで，上海の租界時代が始まった。乙の時代以後，

上海は中国最大の貿易港となったが，貿易の主要部分は，外商によって握ら

れていた乙と，あたかも，横浜の開港と規をーにしている。中固における上

表 1 主要港口在全国対外貿易中所占比重

也
均6) 上海 f川 夫tll 祝日 大連 Jtち

-;J,i旦JO寸表「団1克

1670 63 .6 " .. 1.0 1.7 ¥0.6 100.0 ¥ 16, 966 

167' '' .. I¥. 6 2.9 ... 26. ¥ 100.0 138, 007 

1880 ".8 0.9 ... 1.8 2i I 100.0 1r.u.町29

1880 .... 10.0 9 .9 ‘9 24 .9 100.0 lbi.1¥9 

1890 .... ¥2.0 9.0 2. 7 06.< 100.0 ＇＂‘ 909 
1890 5'.0 ¥0.6 

“ 
1.7 日＼.9 100.0 929, 240 

¥000 03 .6 8.6 1.9 1.8 s‘8 ¥00.0 08¥,¥26 
1900 ,,_, 9.• 6.1 ... I 包・ 24 .• ¥00.0 68!1. 083 

l{IJO 19.6 10. ¥ ‘6 ‘g ... 93.0 100.0 607' !187 

『919 12.6 8.0 6.0 ,_, ' . SI.I 100.0 ~98, '96 

町村来諏＇ .巾国油J美貿易IR告九且他包t.li!llll口f血． . ¥007；ド数．
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海港の貿易上の地位は，次の鄭友撲の研究で明らかである。 （鄭友挟 ：中国

的対外貿易和工業発展， p.29より引用。）

清国政府は， 1905年に黄浦江河道局を設けて水路のしゅんせつや岸堤の築

造を行ったが，19"世紀の終から今出紀のはじめにかけて， 列強は三次にわたっ

て盛んlζ埠頭を建設した。 1912年，中華民国成立後は，俊浦局が管理にあた

り，日本の占領中は， 国民党上海市政府公用局が，港湾および中外埠題の管

理を行った。上海港は， 100年を経過し，開放前夜iζ到って，これまでに建

設された埠頭の延長は，10,717メートノレ，そのうち固定埠頭は 6,703メート

ル，その他は浮湾頭であった。主要パース79個，うち万 トン級26，倉庫面積

831,273平米，荷役クレーン44台があった。

1949年5月27日，上海開放。 1950年10月，上海港務管理局が成立し， 黄浦

江西岸の埠頭，倉庫，野積場を接収し，港湾の統一管理を行うようになった。

1951年8月，上海港務監督が設置され，入出港船舶の管理を行うようになっ

た。戦争の荒廃から少しづっ回復する過程で，まず老朽化した浮埠頭を，コ

ンクリー 卜の固定埠頭に改造する乙とから再建が始った。

1955～56年K，現在の第六装卸区の，古い開平埠頭と北票埠頭とを改造鉱

張して，上海第一座の水陸連運埠頭と した。

1958年K，現在の第九装却区にあった張貨浜を，さらに一つの水陸連運湾

頭と して改建した。

1973～1978年K，さらに17個のパースを新設した。その主要なものは，現

在の第八装卸区の貨桟埠頭の拡張建設，現在の煤炭装卸公司（第七装却区）

の貨南桟埠頭，第二装卸区のサイロ（散椴固筒倉）の新設，現在の木材装卸

公司の白蓮淫木材埠頭（第四装卸区）の建設，現在の軍工路集装箱装卸公司（第

十装卸区）の水陸連運埠頭を開発して簡易コンテナ埠頭とした。乙の外，緑

貨山錨地 （地図参照）に3万 トン級以上の大型船の減載施設の建設，第九装

卸区の張貨浜集装箱装卸公司のコンテナ埠頭への改造を行った。さらに，も

との十六舗客船埠頭，およびその全倉庫群，野積場を全部取払い， 1982年iζ，

広々と した客船埠頭および客運大楼を建設した。

ζのようにして，上海港は機械化荷役設備の増強，航路のしゅんせつ等を
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行い，解放以来，中国最大の港湾として， 1984年には港湾貨物 l億トンを突

破ちた。 ζのl億トンのうち，内貿貨物80%，外貿貨物20%，上海市の輸出

入貨物の60～70%が，乙乙で扱われている。 1984年末の港湾区域は36kift，け

い留施設は，パース96，うちコンテナ ・パース 4，客船パース17，ブイノイー

ス16を含んでいる。

上海港務局調べによる，1984年の全国主要港貨物扱い高は，次のとおりで

ある。
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上海 10,066 （万トン）

大連 4,016 

天津（新港） 1,611 

三月草 島 2,422 

奏皇島 3,579 

連雲港 900 

黄捕（広州、｜） 1,668 

1985年（港湾機構改革前）の主要機関は次のとおりであった。

① 中華人民共和国上海港務監督

① 交通部上海港務管理局

① 中華人民共和国船舶検験局上海分局（CHINGAREG)

④中国外輪代理公司上海分公司（ PENAVICO SHANGHAI) 

① 中国外輪理貨公司上海分公司 COSTACOSHANGHAI) 

＠ 中国船舶燃料供応公司（CHIMBUSCOSHANGHAI) 

⑦中国海難救助打携総公司上海分公司（CHINSAL SHANGHAI) 

＠ 上海市外輪供応公司（SUPCOSHANGHAI) 

(2) 経済体制改革lともとづく港湾の改革

① 港湾管理・経営権の上海市への移管

経済体制改革の基本的テーマである権限の地方移譲は，張増輝論文が示

しているように，乙れまで交通部が管理していた上海港の管理権が， 1986

年 1月から，上海市に移管された。別に示す「上海港組織図は， 1985年末

の段階で示された暫定的なものであって，その後の変化があると思うが，

まだ手もとに届いていない。

② 政企分離の形態，多くの装卸公司の設立

まず国が経営した各装卸区の経営が上海市に移管され，さらに，そのい

くつかのものが装卸公司という埠頭会社の形態をとった。その主なものを

挙げると，

木材装卸公司（旧第四装卸区）



(1986年 1月上海市移，管）

長品市」二図3 上海港湾管理局組織図
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煤炭装卸公司（旧第六装卸区）

煤炭装卸公司（旧第七装卸区〕

張貨浜集装箱装卸公司（旧第九装卸区）

軍工路集装箱装卸公司（旧第十装卸区）

乙の外K，旧上海港務監督が，港湾監督と巧夫修建公司にわかれて，上海

港務局lζ属するようになった。また議船公司（はしけ経営）， 外輪理貨公

司（外船荷役）， 船抱公司（引船）， 服務公司（サービス業）が企業化さ

れた（組織図参照）。 乙れらの外K，出来ると ζろから，作業部門の企業

化が進む乙とが考えられる。

＠ 労働者の雇用形態の変化

上海港に働いている労働者は，現在1万人余とされているが，乙れまで

は国の割当てによる雇用の外，港務局が近郊の農村と契約を結んで，臨時

の雇用を行っていたが，多くのものが，企業の直接雇用の形をとり，港務

局の直接雇用と調節をとりながら運営する形をとる。給与および労働管理

については港務管理局が権限を持つ。

＠ 運賃 ・料金の改訂

運賃・料金（ポー トチャージ）については，乙れまで国が乙れを制定し，

一律lζ施行していたが，港の経営権が上海市に移された以上，経営目的に

沿ったポートチャージの制定が考えられなければならない。乙の点につい

て，われわれはまだ情報を持っていないが，何れ国務院との打合せのうえ，

新料率が定められるものと見られる。

⑤ 乙れまで，非常に細分化された運送業があって，お互いに営業範囲を主

張し，甚だしい不合理があった。たとえば，コンテナ輸送Kついて林元E

氏が，1985年5月の北京シンポジウムにおいて，

「わが国のコンテナ輸送は，各部門でばらばらに行われており，各部門

で別々の経営管理体制をつくりあげている。輸送系統の整体的関係がば

らばらになり，貨物と輸送との配合が密接でなく，港湾と船舶との接続

が緊密でなく ，港湾と内地輸送との協調ができず，乙のために，船舶の

在港時間が長くなり ，コンテナの流動がにぶく，船とコンテナの回転周
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表 2 1978年～1984年の中国港湾におけるコンテナ扱い高実績

単位 TEU 

I~ 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
大 連 ／ ／ 907 5.536 12.527 15.705 24.290 

天 同1 7.017 9.106 15.812 24.408 40.909 60.787 83.491 

育 島 l.304 5.426 8,707 11,834 15.030 19.139 23.327 

上 j毎 4,800 15.710 31.560 49.460 66.095 86.317 114.977 

黄 ll1i ／ 2.521 7.310 10.684 6.815 13.398 21.165 

広 Ji'¥ ／ ／ ／ 11.537 16.757 21.543 31.845 

:it r也港口 ／ ／ ／ 660 1.182 6.617 41.132 

合 H 13.121 32.763 64.296 l 14.11 g 159.315 223.506 340.227 

高見玄一郎 ：変貌する中国港湾とコンテナシステム

期が長くなり，経済的効果が顕著でないj

（林元＿§＿ ：我国水路集装箱運輸，水運科学研究所， 北京， 1985。）

と述べ， 「輸送過程を有効に規制する能力のある経営管理体制をつくる乙

とが必要である。」 と言っている。たとえば，上海においては， 上海市大

型物件汽車運輸公司，上海港集装箱公司，中国対外貿易運輸公司上海分公

司の三者が合併して国際集装箱汽車運輸公司が設立されて，業務の合理化

を行った。

(3) 上海経済発展戦略研究

近年，上海経済の発展には，ま乙とに目覚しいものがある。中国統計年鑑

1984によると工業生産額は678億元で，北京の2.7倍， 天津の2.9倍である。

商品販売額は535億元で，北京の2.7倍，天津の3.1倍。人口は1,200万人

で，北京の1.3倍，天津の1.5倍，一平方キロ当り人口密度は1.926人で，

北京の3.5倍，天津の2.8倍。港湾貨物は10,000万トンで大連の2.6倍，秦

皇島の3倍，天津の6倍である。名実ともに，中国最大の産業および貿易
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の中心である。

それゆえに，中国における経済建設にとって，特別重要な地位を占めてい

る。 1985年4月の上海市人民代表大会における在道極市長の報告によれば，

1984年の秋，国務院は上海改造振興のため特別のチームを派遣して，数次に

わたり会合し，上海経済発展戦略報告大綱を作成した。 ζれらのものが総合

されて1985年6月に，陳敏之主編のもとに，多くの研究者ーによって「上海経

済発展戦略研究」がまとめられた。

紀元2,000年を目標とする乙れらの戦略構怨の中で，すでに上海市が実行

しているものに，非常な関心が集められる。

図4 上海市地図
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回斜線部が市区である。乙の図面全域が．新たに経済技術開発区IL指定された。
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乙れまで，上海の市区だけが，経済技術開発区とされていたが，乙れが

近隣の10県すべてに拡大された（図4参照）。

＠新しい開放区K，それぞれ工業生産計画が重点的に配分された。

嘉定 ：科学技術，安定 ：自動車，桃浦 ．化学工業，彰浦 ．機械工業，

呉訟 ：鉄鋼，高橋 化学工業，周浦 ・軽紡手工業，漕河淫・電子工業，

呉淫： 化学工業，間行 ：電気機械，金山：石油化学，松江：軽紡績，

華庄 ：J手工業。

①上海市をか乙む江蘇，安徽，江西， J折江の4省が，新たに上海経済区

として，総合開発の対象となった。面積49万平方キロ，人口 2億である。

④ 長江の全流域が，あらためて経済背後地と規定された。

ζのようにして，上海市は，中固における最も経済の発達した巨大なマー

ケットの中心を占める ζとになり，上海港はその貨物集散の中心的地位を占

めるので，紀元2.000年の上海港の貨物扱い高は， 3億 トンと推定されてい

る。乙のために，今後の上海港Kは，非常IL.大きな技術革新の課題が与えら

れるので，今後の発展が注目されると ζろである。
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産業の多国籍戦略と港湾

一自動車産業の比 較優位と協調的発展をめぐって一

目次

はじめに

1 .比較優位の形成と港湾

2 .国際協調と多国籍化への港湾の対応

3.海外生産と港湾物流ーむすびにかえてー

はじめに

日比野光伸

（名古屋港湾管理会）

我が国の自動車輸出は1976月に鉄綱を抜いて第l位の座についた。 1980年

以降欧米への大量輸出は，乙れら諸国の自動車産業の不振を促進させ失業の増

大を招くなど貿易摩擦の要因となり，自粛改策がとられ，横ばい状況にある。

我が国は，とのような貿易摩擦を打開するため今までの完成車輸出戦略を変

え直接投資，技術提携，合弁，OEM輸出なと‘への多様化戦略を進めてい

る。特に我が国はもとより欧米先進国では，自動車産業の脱成熟をめざし，

社会の多様化への要求に対応するため，量産化による規模の経済性を追求す

るメリッ 卜のみでなく，生産工程による柔軟な生産システムの採甲，生産技

術の向上などによる量産規模の下限への追求の可能性は，垂直貿易を主体

とする完成車輸出を中心とした我が国の貿易構造に変革をもたらし，国際物

流体系の要衝としての港湾にも影響は及んでいる。また最近の円高・ドノレ安

傾向は比較的消極的であった我が国の海外生産に拍車をかけている。そのた
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め，アメリカでの現地生産，韓国，台湾での海外生産拠点づくりは一層活発

になってきた。乙のような動向K視点を向け，我が国の自動車産業のたどっ

てきた比較優位の形成過程と今後の動向を模索しながら港湾のあり方にふれ

てみたい。

1.比較優位の形成と港湾

(1) 戦後の自動車振興対策

1948年 （昭和23年） 10月「経済復興5か年計画JK基づき作成された「自

動車経済復旧基本対策」を達成するために「自動車工業基本対策Jが発表さ

れた。乙れは当時厳しい外貨事情から輸送需要はすべて国内で供給する乙と

を目的とした国産自動車育成政策であり余力を輸出に向けようとするもので，

輸出市場は当面アジアが中心であった。 1952年（昭年27年） 6月には「乗用

車関係外資導入に関する基本方針〕が発表され，乙れIL基づき同年10月に

「乗用自動車関係提携及び組立契約に関する取扱方針」が発表され本格的な

外国メーカーとの提携がはじまった。昭和30年代に入り我が国は戦後の復興

期から新らたな高度成長期を迎えた。また自動車産業にとっても新らたな時

代であった。 1955年（昭和30年）から1962年（昭和37年）までの8年間は輸

出開拓の時代であった。 ζの時代の我が国の自動車産業は，まだ欧米先進国

と競争できる段階ではなくキァッチアップの時代ではあったが比較的競争力

のあるトラック，特殊車のサンプノレ輸出市場開拓のため，欧米メーカーの市

場開拓の比較的進んでいない東南アジア，中南米，南アフリカが中心となっ

た。一方欧米市場への進出もお乙たらずアメリカ，カナタ，フィンランド，

デンマークなどわずかではあるが増加傾向にあった。しかし乗用車の輸出は

数量では小型トラックには及ばなかったが伸び率では上回っていた。

乙のように昭和30年代の我が国の高度成長期は国際化への仲間入の時代で

あった。 1963年から 1964年にかけ GATT. IMF. OECDへの加盟な

ど名実ともに国際経済の舞台lζおどり出たわけである。乙れに伴って我が国

の産業が国際的に競争できる体制とするための産業の再編成が推進され，自
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動車産業も国際化時代を迎え，比較的国際競争力のあるトラック，パスが19

61年4月に，す乙しおくれて乗用車が1965年に完成車の輸入が自由化された。

では，乙のような我が国の自動車産業の発展を国際比較すると， 1960年の

アメ リカの生産量は約791万台，西 ドイツ約206万台， イギリ ス約181万台

に対し，我が国は約48万台とアメリカに対し6.1%，西独lζ対し23.3%，イ

ギリスIC対し26.5%であったが乗用車が自由化された1965年にはアメリカ，

西ドイツ，イギリスに対し16.9%'63.1%' 86.2%と，めざましい発展をと

げ1966年lとはイギリスを1969年には西ドイツ追い越し，アメ リカlζ次ぎ世界

第2位の自動車生産国lζ成長した。乙れは通産省をはじめとする政府の振興

対策のもとに自動車業界の国際競争力強化のための設備投資，価格引き下げ，

相次ぐモデノレチェンジなどの性能改善への懸命な努力によるものであった。

勿論， ζのような我が国の自動車産業の国際競争力強化への努力は，国内に

おけるモーターリゼーションを促進させるような圏内環境がなければ自動車

産業の発展はありえない。欧米先進国K比較して当時の立ちおくれていた我

が国の道路などの自動車を普及させるための社会資本の整備充金のあった乙

とはし、うまでもなし、。乙のような戦後の我が国の自動車産業が歩んできた歴

史は，たしかに政府の各種の振興対策lζ擁護され発展してきた乙とは事実で

あるが。その最大の要因は高度経済成長期における所得倍増計画の推進によっ

て，国民所得が増大し，それに伴って自動車に対するi構売力の可能性の増大

と，自動車メーカーの技術改善，設備投資などによる技術向上と規模の経済

による価格引き下げとが一体となってモーター リゼーションを誘発させたと

とK我が国の比較優位の形成の基盤を求めるととができる。さらに自動車産

業の比較優位の形成は国際物流の手段としての港湾との関係も見逃す乙とは

できない。

(2) 港湾からみた自動車産業の立地

我が国の自動車産業の立地を港湾を中心として分類すると，関東地区を中

心とする東京湾ゾーン，東海地区を中心とする伊勢湾ゾーン，関西地区を中

心とする大阪湾ゾーン，中国・北九州を中心とする瀬戸内ゾーンに大別する
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乙とができる。

東京湾ゾーンILは，日産，三菱，本田，いすY，富士，日野’z 日産デ、イー

ゼノレが伊勢湾ゾーンlとはトヨタ， 三菱，本田，鈴木が，大阪湾ゾーンlとはダ

イハツ，さらに瀬戸内ソーンには，マツダをはじめ日産の九州工場，三菱の

水島自動車製作所が立地しているさらにそれぞれのゾーンから輸出される自

動車の取扱量は東京湾ゾーン34.6%，伊勢湾ゾーン41.6%，大阪湾ゾーン

5.1%，瀬戸内ゾーン18.7%で乙れらのゾーンの占める位置は99.6%となり

すべてが集中しているという乙とになる Ill0 我が国の自動車産業の組立工場

は積出港との経済性から臨海性指向にあるといえる。例えばトヨタ自動車の

田原工場のζときは，港湾を生産機能として，また流通機能として二つの機

能を併合している工場で，自動車産業の輸出産業として最適な立地というべ

きであろう。 ζのように港湾機能は，特iζ我が国のような垂直貿易構造を基

盤とする工場立地は，自動車そのものの容積と輸送の効率化などから臨海性

への依存は高い。また今後自動車産業の国際化が進み生産拠点が海外に移転

が進むなどにより水平貿易構造に転換されるに伴って原料輸入 ・製品輸出か

ら製品の輸出入の貿易構造に順次移向していくため，国際複合一貫輸送（コ

ンテナ）をより促進させる乙とになる。また4つゾーンにおける輸出貨物の

取扱量から自動車の占める位置はによれば東京ゾーン44.2%，伊勢ゾーン

78.2%，大阪ゾーン8.9%，瀬戸内ゾーン4.0%である。乙乙で注目すべき

乙とは，大阪湾ゾーンを除き相対的に自動車産業が，乙れらの地域lζ大きな

影響力をもっているかというζとである。乙のような傾向は，今後現地生産，

海外への生産拠点の移転などに伴って我が国からの完成車の輸出が減少する

ような乙とになれば，港湾は機能的に自動車産業からうける影響は大きく，

当然、産業内の国際分業の進展lζよって，量産メーカーとしての我が国の自動

車産業の位置づけはソフト機能を充実した商品の多様化に対応する先端技術

を備えた，より高度な商品（自動車）開発メーカーに移向してし、く過程から

従来の大衆的な量的車種は韓国，台湾などの NICs K順次移転されてい

く乙とになるであろう。乙のような過程は，部品流通の国際化を一層促進さ

せる乙とを意味するものであり， 当然産業内の国際分業体制の進展に伴って，



産業の多国籍戦略と港湾 223 

港湾の国際複合輸送化がより促進されていく乙とであろうし，工場立地とも

相関関係にある乙とは当然である。港湾は，また内陸デボとの関係によって

も影響づけられる乙とはいうまでもない。

注（1）各ゾーンの輸出比率には二輪車が含まれている（港湾統計年報.1984年版）。

2.国際協調と多国籍化への港湾の対応

(1) 自動車産業の国際協調への進展

自動車産業は一国の基幹産業としての地位は大きい。特にアメリカ，日本，

西ドイツ，フランス，イギリス， イタリアなどの先進国にとっては自動車産

業の興亡は国家の安全保障につながるほどの重要な産業である。乙れは自動

車産業がそれぞれの国の技術水準の集績によって完成されたものである乙と

を意味しているからである。乙のような乙とから自動車産業の国際分業体制

は日米欧先進市場を中心に展開される乙とKなるであろう。乙れは国際規模

での自動車生産戦略を意味するものであり，組立メーカーは勿論の乙と，乙

れを支える部品メーカーをはじめ素材メーカーにいたるまで広域的な産業協

調が必要になってくる。乙れは，また我が国の自動車メーカーがとっている

完成車輸出を主体のする産業構造から国際規模での自動車生産戦略への産業

構造へと，比較優位の転換を意味するもので企業の一国の利益を中心とした

ミクロ的構造から，世界経済を中心としたマクロ的な比較優位に転換する乙

とを意味する。乙のような比較優位への転換は，我が国の自動車産業にとっ

ては産業構造そのものの変革を意味するものである。というのは我が国の

貿易構造は欧米先進国とは乙となり ，自然的条件から加工貿易を中心とす

る垂直貿易を主体と して進展してきたため，ほとんどの産業は国際的な規

模での生産活動を前提と して立地し，国際水準にあるζとは，特に自動車産

業にとっては最適条件といわざるをえない。乙のような優位構造を保持して

いくためには，商品開発においても外国から特許，実甲新案，技術上のノ

ウハウなどを輸入して，より優位な商品開発に努力してきた。その結果我が
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国の優位がアメリカ， EC諸国を中心に貿易摩擦を誘発させ，乙れら諸国の

産業の衰退を招き失業などの社会問題にまで発展していった。 ζのように我

が国の一方的な比較優位構造体質の形成は，世界の自由貿易体制そのものに

も大きな影響を及ぼし，保護貿易，管理貿易への傾向を促進させ，自由貿易

危機にまで発展してきた。そのため我が国の貿易構造を是正し，欧米先進国

の自動車産業を活性化させるため，産業内相互の協力体制を進め，国際規模

での生産が展開されるように協調関係が進んで＝きた。特lζ円高 ・ドJレ安傾向

は，比較的消極的であった我が国の自動車産業の現地生産を促進させたIll。

特にアメリカにおいては， 1990年における我が国の北米での現地生産は， 200

万台以上の生産が計画され我が国からの完成車の輸出とで毎年400万台以上

供給される乙とになる。先進国では自動車産業は成熟産業であるといわれてい

る。アメリカでの需要の展望は低く1970年代では年平均2%増であったが1980

年代にはさらに低く 1%程度であるといわれている1210 乙のような乙とか

ら大型車の小型車への移向を考慮しでもGMの「サタン計画」 131k代表され

るビッグ・スリーの小型車戦略などから北米市場は供綿過剰になる可能性は

十分ある。さらに，乙れらに拍車をかけるのが韓国，台湾などの NICsで

ある。我が国の自動車産業にとっては，最近の円高 ・ドノレ安傾向はさらに，

韓国，台湾などへの大衆車の生産移転に拍車をかける ζとになるであろう。

すでに日産自動車は資本参加している台湾・裕隆社から年間数100台規模の逆

輸入を1987年以降計画している。また三菱自工も子会社の豪州、｜三菱自工から

1986年K約50台輸入するといわれている凧。乙のような乙とから緯国，台湾

の動向は我が国の自動車産業への影響は大きく関心は深い。

0 韓国 我が国の円高・ドノレ安の波に乗って韓国の自動車産業は価格競

争で一段と優位を占めるようになった。 1985年Kはカナダでは，韓国現代自動

車が我が国の本田技研を押え首位に出た。 1986年1月から3月までの実積で

も前年比70%増をめざま しい躍進を続けている。 1986年にはカナダlζ続きア

メリカへ15.5万台の輸出計画をもって新規参入をはかり，全体で30万台以上

を輸出する計画である刷。乙の現代自動車も三菱自工からの技術提携をう

け，部品国産化率は98%と一応高率ではあるが，まだ韓国自動車産業は独力
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で国際競争力iζ耐え得る段階ではなく，我が国をはじめ欧米先進国の自動車産

業国の資本，技術提携に依存しなければならない現状にある刷。また韓国の

自動車産業政策は1974年策定の「長期自動車振興計画Jによって自動車産業

は国際経済上の最重要戦略として位置づけられ輸出産業として育成される乙

とになった。乙のような韓国の自動車育成政策は輸出拡大政策であるため，

圏内需要には重点がおかれず，輸出価格は原価程度に抑制し，圏内価価は輸

出の約2倍という重価格体制にあり，自動車産業は圏内のモーターリゼーショ

ンを目標とした需要に基盤をおいた産業政策とは異なった外国市場を目標と

した圏内不在の産業政策がとられてきた。しかし， 1981年には生産合理化の

ためのメーカー別の車種規制が解除（不況対策として）され，自由化された

ため，乗用事専業の現代自動車（三菱と提携）の商用車参入，商用車専業の

起亜産業（マツダと提携）の乗用車参入，乗用車専業の大字自動車（米GM,

いすY，日産と提携）の商用車参入による生産・拡大対策に対し，自動車優

ぐう税制など需要環境の的善より，モータリゼーションの誘発による国際競

争の強化がはかられ， 1986年までには自動車用のディーゼルエンジンが自由

化されるなどの国際化への戦略が推進されている。またマツ夕、のアメリカ生

産車にも韓国や台湾からの部品調達率アップをさせるなど円高対策がとられ

ている。さらに勝国起亜産業がマツダと技術提携によって生産する車につい

ても日本からの供給部品を順次減少する方向にある。起亜産業が生産し，米

フォードに供給する国際分業車についてもマツ夕、が開発し，日本車のイメー

ジをなくするため全部を韓国で生産する体制がはかられるなど，今後の韓国

の自動車産業に期待すると乙ろは大きい。

0 台湾 台湾も韓国と同じように対米輸出拠点として着々と戦略が開始

されている。 197咋「自動車工業発展促進法Jを策定し，国産化率引き上げ，

国内メーカーへの金融援助などが実施され，自動車産業の国際情勢から韓国

のカナダ，アメリカへの国際市場参入に対抗するための施策が打ち出された。

1986年に日産自動車は，台湾のトップメーカ一裕隆社に資本参加（25%）し，

1988年を目標に対米輸出戦略を進めている。さらに日産自動車は対米貿易摩

擦をさけるため，独占の専用ボディを開発し，日産車と差別化し，台湾での
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部品の現地調達率を50%以上とするなときめ乙まやかな国際戦略が開始され

ている。また米フォードも六和汽車に資本参加（70%）し，生産能力を4.5万

台から1986年には9万台の規模に拡大し，マツダからエンジンの供給をうけ

「マツダファミリア」級小型乗用車を生産し， 1986年半ばには3万台をカナ

ダへ輸出計画をはかつている。乙の他lζ富士重工と三富汽車との生産委託，

トヨタと国瑞汽車， 三菱自工と中華汽車などの提携が推進され，国際的な生

産拠点と して準備が着々と進められている。

現在，台湾の自動車産業は韓国と比較して相対的におくれをとっているた

め生残りをかけ我が国をはじめとする欧米先進国と提携関係を結び輸出戦略

拠点となる ζとに懸命である。そのためには台湾製品としての独自性を確立

し，現状を促進させるには，先進国の自動車生産，特iと我が国への依存は一

層高くなる乙とであろう。台湾政府は1986年には従来の現地調達義務率や輸

出義務率を段階的に緩和する政策を打ち出している。日本の部品メーカーな

どの進出によるすそ野の部品産業の可能性から国際的な小型車生産拠点とし

ての台湾は今後注目を集める乙とであろうし，また圏内のモーターリゼーショ

ンが爆発寸前とまでいわれている現状からさらに期待は大きい171。

以上の乙とから，我が固にとって将来は韓国，台湾を，大衆車中心に生産

拠点化する方向へ進展していく乙とになるであろうし，また部品の供給基地

としても重要性は高くなる ζとであろう。

(2) 自動車運搬船の動向

以上述べてきたように，我が国の北米での1990年の現地生産は200万台体

制に入りアメリカ市場で・の小型車供給は過剰傾向となる。さらに乙れに追い

打ちをかけるのが韓国のカナダでの現地生産 (10万台），韓国，台湾などの

アジア NICsをはじめメキシコ ，ブラジノレなどの NICs 自動車生産

国の国際的な生産拠点としての発展は，今後の世界の自動車市場に大きな

影響を及ぼすととには相違なし、。乙のような厳しし、小型車供給戦略は，ま

た新しい貿易摩擦の要因ともなりかねなし、。さらに乙のような情勢は必然的

lζ我が国の完成車の輸出の減少を招く可能性は十分認めざるをえない。



産業の多国籍戦略と港湾 227 

現在の海運不況の中で自動車運搬船は唯一の稼ぎ頭となって他の赤字を埋

めている。しかし， ζのような情勢では自動車運搬船も将来決して安定した

ものではないといえるのではなかろうか。表－ 1は我が国の自動車運搬船の

保有能力を示したものである。乙れによれば自動車運搬船の積台能力は1976

年を基準に比較してみれば1984年には約2倍弱le増加している。乙れを輸出

台数からみると，約1.7倍と均衡状態にあるといえる。さらに輸出地域別に

1975年と1983年を比較してみると北米は37.5%から43.2%IC，西欧は19.7%

から22.2%と増加したのに対しアジアは9.9%から9.5%，中南米3.4%

から3.9%，大洋州10.4%から6.1%と横ばい，または逓減傾向にあるのは

注目すべき ζとである。 乙のようなととから自動車運搬船の需要傾向と して

欧米が主体という乙とになる。さらに積載能力別にみると 4千台以上の積載

能力をもっ大型船の増加が注目される。乙れは対米，対欧を中心とする大

量輸出に対応するための整備である。乙のような大量輸出に対する保護貿易

への動向は自動車輸出のみならず輸送手段にまで及び米国下院商船漁業委員

会による「自動車輸送均等化法案jによって指摘された。その内容は，日本

製自動車の対米輸出を対象iζ輸送の50%を米国船積とするもので日本製自動

車の日本船独占輸送を批判する乙とにある。乙のような自動車による貿易摩

擦の保護主義への動きは自動車のみならず関連する輸送手段にまで進んでき

た。我が国の対米自動車輸出主力メーカー（トヨタ，日産，本田）はし、ち早

く手拡し、対米輸出lζ対し一部米国船起用を決定した。ζれはあくまでも単な

る政策的なものではなく ，商業ベースによる起甲で今後の老朽船に対する代

替を見込んだ輸送の効率化をはかるための起用だと主張している。さらに，

自動車運搬船の動向に対し，加速を加えてくるのが韓国である。一時，商船

三井，郵船，川崎汽船lζチャーター して，現代自動車（緯国）輸出の運搬を

依頼をしていた現代商船（韓国）は，自社運搬するようになった。さらle' 

韓国の自動車運搬船運航国としての整備充実への推進は1986年度の韓国造船

計画の12隻の PCCの申し込みにみる乙とができる。これは韓国の自動

車メーカー各社の主として北米輸出を対象とするものであり，今後の韓国の

自動車運搬市場への参入は注目すべきである。また台湾においても自動車輸
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出の大量輸送時代を迎えるにともなって，自動車運搬市場への参入も今後十

分可能性のある乙とであり，今後の競争の激化を物語るものと恩われる。 ζ

のような動向は，タンカー， コンテナ船市場のような運命をたどるではなか

ろうかといわれている由。

注（1)特KECの自動車産業政策は自由貿易を原則とする西ドイツとイギリスを中心

とするグループとEC圏全体に及ぶ産業政策を主張するフランスと乙れに接近

するイタリアを中心とするグループK分かれている。

(2）米国産業年鑑 (1983年版）参照

(3）「サタンカーJはGMの小型プロジェク計画で新生産方式（従来の労働慣習．

生産方式に一切とらわれない）で新会社 CGM100%出資）により生産計画が

進められている。新生産方式にはジャス卜・イン・タイム方式が試みられ，部

品の約85%を同方式で管理。部品供給は遠隔地は工場近くにデポを設ける（工

場から507イノレ以内40%'2507イノレ以内95%）。 山本隆「GMはなぜ世界最

強なのかJpllO～114 

14）豪州政府は進出メーカーに国産化率85%を義務付け，製品輸出に応じて義務率

を緩和する政策がとられている。豪州三菱自工の「幅広シクマJは同社の販売

車種の70%を占めているが国産化率が低く ，対日輸出で義務率をカバーする対

策として逆輸入は効果的である。 （日本経済新聞 61.5.16)

(5）現代自動車のアメ リカ揚げ港リスト

ポートアイランド，ロサンゼノレス，ジャクソンヒソレ年間12万台

ニューヨーク ，ニュージャージ（エリザベス ・マリンターミナノレ） 3万5千台

（日本海事新聞 61.5.23) 

(6）乗用車部門での部品国産化率は韓国政府指導では80～90%であるが．実質的に

は日本の部品素材．技術依存度が高く国産化率はもっと低し、。（日本経済新聞

1985.12.19) 

(7）台湾の国内市場の動向：二輪車650万台保有乙のうち一部が四輪車に移向すれ

ば，年間40万台市場の可能性がある。 1985年入ってから台湾を国際的な生産拠

点とする発想が目立ってきた。（日本経済新聞 1985.12 20) 
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(8旧産専用船運航常務本間聖作氏の国際プロペラクラブでの講演で自動車船の将

来に対し警告が述べられた。主な内容 ①現在の輸出台数維持の困難さ。

②1986～87年にかけての大型 PCC ( Pure Car Carrier ) / PCTC 

(Pur巴 Carand Truck Carrier) 41隻の就航予定，米国籍 PCCの参

入iζ対する対策（スクラップ・アンド ・ビ〉レドの強制的ノレーノレの導入の必要性）

①PCCの大型化lζ伴う港頭地区での不経済要因発生の可能性（寄港地の増

加，滞船の増加発生） ④船腹過剰による運賃ダンピングへの懸念 ③日本，

北欧船社との運航体制への協調の必要性（日本海事新聞 1986.4 .24) 

表 1 自動車運搬船の保有能力の推移

1主数 fl'( Iι、1 数 愉 ii¥f；数
出 f; 。も f・f; 。も

1976'<1'-1 o II 295 536. 729 ( 100 ) 3, 710 (JOO) 

79iH II 27:l 642,463 ( 120) 4, 5G~ ( 12:3) 

81W4 II 284 760,960 (142) 6,048 (163) 

82if-12 ll 305 916,667 (171) 5. 591 (151) 

例年1111 335 I , 016, 621 ( 190) 6, 109 (165) 

(ti) ( ）内（j:19765ドIO!'l を J，~i¥I＼としたよl二本

(IIい叶） >'ilJJ 滋「わがl.filの自動 ’ll輸 I I ＼の現状と l’11;)}•1’述l刷；；」
if手・Ni:!I~研究Flf鰍Nu.22 1 、 1984年 lI Ii 

3.海外生産と港湾物流ーむすびにかえてー

現地生産がにわかに活発するなかで主要自動車メ ーカーの部品供給基地の

整備も活発になってきた。乙れは当然国際復合一貫輸送を前提とするもので

あり，港湾においてはコンテナ基地への対応を意味するものである。では主

要メーカーの現況はどのようなものであろうか。

0トヨタ自動車 トヨタ自動車はアメ リカカリフ ォノレニア州でのGMとの

合弁生産（ NUMM ）が1986年秋から年産25万台体制に入るほか単独進

出のケンタッキー州では1988年には年産20万台，同じくカナダオンタリオ州

では53万台の生産が開始される。また台湾での国瑞自動車との合弁生産が19
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88年から開始されるなどに伴って，国内から出荷されるユニットは年間既存

分を含めて70万～80万台出荷される計画である。乙れに対応するため， トヨ

タ自動車では既存のエンジン， トランスミッション工場で海外向ユニットを

中心とした主要部品を生産する整備が進められ，乙れに伴って上郷，衣浦工

場などは全面的に海外専用ユニッ卜工場となる。これらの工場は積出基地と

なる名古屋港との立地関係が配慮されている ζとはし、うまでもない。現在名

古屋港西部コンテナ基地に隣接した地区に配送センターを建設し，海外生産

iζ対応する準備が進められている III。

Oマツダ マツダはアメリカミシガン州lζ1987年秋から年産30万台体iMIζ

入るほか起亜産業（韓国），六和汽車（台湾），メキシコ ・フォード向の部

品供給体制を強化するため，部品集荷センターを広島港公共埠頭l乙隣接して

建設し，同港から船積を計画している。取扱量は最高時月間2,500FEU, 

安定時2.000FEUが計画されている。約30億円が投資され第一期工事19

86年 7 月 ， 第 2 期工事 1987年春完了予定である 12• 。

O日産自動車 日産自動車では川崎港扇島IL.サービス部品の輸出基地「Jll

崎部品流通センター」が1986年1月か勤し始めた。乙れは海外部品供給基地

として，部品メーカーから海外の販売先まで部品梱包のままの「ユニッ トロー

ド方式」が採用され月間取扱量5,000トンが計画されている。 1986年3月lζ

は約900本のコンテナが出荷。現在のと乙ろ船積は横浜港本牧，大黒埠頭，

東京港大井埠頭からであるが将来は川崎港扇島から船積が計画されている131。

ζのように海外生産拠点などの国外部品供給基地が着々と整備されている。

乙れは国際復合一貫輸送としてのコンテナに依存するものであり，また船社

においても，例えば川崎汽船のどときは大型自動車運搬船を一挙iζ7隻の建

造が進めている。そのうち5,300台積み PCC（自動車専用船） 2隻と海

外生産拠点、に対応するためのKDなどのコンテナ（102FEU ）と完成車

( 4, 168台）を積載可能な CKCC（ノックダウン ・カ ーキア リア）2隻

はすでに完成され， 42次計画造船（1986年度起工）で3隻を建造する計画で

ある。 ζれは新らたに船腹を増加するのではなく， 1960年代初期に建造され

た老朽船を大型新鋭船に代替建造するものだといわれている州。
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また，乙のような我が国の自動車メーカーの海外生産拠点に対し，部品メー

カーの現地生産進出も具体化の方向lとある。 例えばトヨタのケンタッキー州

進出に伴うトヨタ系部品メーカーの米国進出について， トヨタ自動車は新ら

たな貿易摩擦をさけるため，単独進出をさけ現地企業との合弁方式の技術提

携による方式を採用することによりできるだけ現地企業を刺激しない戦Ill各を

検討している1510 ローカールコンテン ト（自動車部品圏内調達）法案などの

影響を配慮し現地調達率を50%程度lζ現地部品発注も検討されている乙とな

どから今後の部品メーカーの現地進出に徴妙な関係がある。乙のような乙と

から現地生産が軌道K乗りだした1990年代をめぐる新らたな問題が提議され

てくるのではなかろうか。年間200万台以上の我が国の現地生産と米国メー

カーの小型車戦略のサノ、‘イパ／レ戦略が過剰生産という事態iともなりかねない

状況にある。しかし，乙のような我が国の多国籍戦略は秩序あるものでなく

てはならず，それは我が国をはじめ欧米先進自動車メーカーを中心とする多

層的協調によって共存へ誘導されなければならない。乙のような意味から自

動車産業の比較優位は従来の経済構造における単なる経済的な比較優位によっ

てのみ決定されるのではなく，相互の社会・文化を尊重した基盤の上に形成

される比較優位でなければならないものと思われる。乙れは従来のようiζ，

一方的な経済的基盤のみによるいわゆるミクロ的な比較優位によるのではな

く，相互の利益の発展を基盤とするマクロ的なグローパルな比較優位でなけ

れは、ならない。

乙のような乙とから協調は共存への最大公約数でなければならない。乙れ

らの技術開発は従来K増して資金規模も大きくなり ，リ スクも比例して大き

くなる乙とであろうし，また多国籍企業活動も単lζ利潤追求のみによって立

地するのではなく，現地との経済的，文化的要因の均衡の上に立地するもの

でなくてはならないであろうし，貿易構造そのものも産業内国際分業（水平

分業）として発展していく ζとには勿論，国際物流においても，世界を一体

としたクローパルな経済的，文化的要因が中心となり共同体が形成されるの

ではなかろうか。そのような経済社会における港湾は従来の港湾とは機能的

にζとなり ，世界の多様化現象への進展は，単なる経済的な商品の比較優位
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としての国際物流の場としての港湾ではなく，相互の経済的均衡を備えた相

互の文化的な交流としての商品の媒体と して，港湾は位置づけられ，その物

流手段として国際復合一貫輸送（コンテナ）の要衡として整備されていく乙

とになるのではなかろうか。

注（1）日経産業新聞1985年12月26日．日本経済新聞1986年l月16日参照

(2旧経産業新聞1986年l月17日参照、

(3）日本海事新聞1986年4月15日参照

(4旧経産業新聞1985年12月13日参照

(5旧本経済新聞1985年12月13日参照
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韓国に於ける港湾行政及び港湾開発

目次

1 斡国港湾の発達過程

2 .韓国の海運港湾行政

3.海運港湾の電算化

4 情報管i理体制の確立

5 広域開発計画の必然性

1 .韓国港湾の発達過程

金 供基

（韓国・ソウノレ大学）

韓国は1910年8月29日，韓 ・日合邦条約により国権を喪失する乙とによっ

て韓国の海道は日本の海運に隷属し，統監時代より潰滅政策が進められ1912年

朝鮮郵船附設立，第2次世界大戦の時には国家総動員による戦時海運管理令

等でようやく命脈だけを維持してきた海運資本乃至海運企業さえも日本統制

下で徴発され， 2次大戦中K消滅或は日本港域に回航し8 15光復以後南韓

地域lと残っていた船は大部分が木造船であったのであるIll。

韓国港湾制度の前述特殊条件の下，第lk，歴史的条件は先進諸国の港湾建

設及び運営は民間企業の一部分として運輸事業と共に発展してきたが，韓国の

港湾は日本の大陸進出政策により国家が建設 ・運営する固有・国営の原!'llJIζ

立脚したものであった。

先進諸国lζ於いては港湾を独占し財閥を含めての鑑全な民間企業群が形成
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され，その集団が港湾運営の主体的役割を担当しているが，韓国の港湾で．はブ

jレジアジ的性格を帯び

されなかつた。

文，先進諸国の港湾は出発初期から企業原則による利潤追求が主な目標で

あるので公企業への転換が簡単であるが，韓国港湾は当初より公共性を強調過

ぎて企業性についての考慮、が全く欠如していたと見る乙とができる。第2Iζ， 

行政的条件としては先進諸国lζ於いては行政的ICは自治体制度がつとに完成

し，港湾自治に於いても其の公共特性lζ適合する PortAuthority 121制度

に発展したが，韓国では地方自治制度が港湾自治形態の PortAuthority 

制度に転換する乙とは困難である。

又，先進諸国の港湾制度は地方自治団体が其の主軸を形成しているが，韓

国lζ於いては地方自治団体はとのような役割を演じるのに未熟の状態にあ

る。

特iと港湾自治は個別港湾lζ於いて其の特性に調和できる運営制度の設定が

先決の問題であると言える。

韓国での近代的な港湾が発達したのは， 1876年日本と締結した丙子修好条

約以後の撃であって，釜山港が1876年に開港され，次いで元山港が1880年，

仁川港が1883年の順に開港される乙とによって遂げられたものと見る乙とが

できる。韓国は三面が海に包囲された半島国家で，海洋の湾曲が発達してお

り，水深も深くて港湾の開発iζ於いて有利な地理的条件を備えている海岸線

の総延長は16,856.7kmでtあり，乙の中で南韓全域が占める延長は 12,788.7

kmで， 全体の76%を占めている。地域別海岸の特徴を見れば東海岸は屈曲が

少なく，単調であり，ぷ打、水と深い水深を維持し海岸線の到る所iζ砂浜を

成している。干満の差は極めて少なし、が波浪は高く，海底の砂は常』ζ漂砂の移

動現象が甚しい。また，東海岸は南海岸IC比べて波浪花よる波力が大きいの

で外郭施設費がものすごく要る反面，海底地質が良好で，接岸施設費が比較

的K少なく，埋没量が少なくて維持後諜費が少なく要る。

西海岸は湾形成の屈曲が極めて甚しく水深が浅く，波浪は弱し、が海底地質は

泥土が深く堆積されているため，軟弱な地盤での接岸施設構築は工法iζ多くの
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問題を苧んでいる。

そのほか西海岸は干満の差が甚だしく仁川港と同様の問門式港湾の建設が

必要であり，階段式物揚場及び浮桟橋を利用する為，特殊施設の建設が要求

されるようになった。

南海岸の特性は東西海岸の中間型と言える。季節風の進入路である大海iζ

接しており台風が南海岸を通過する顕度が多いが，散在している多くの島艇に

より其の力が減少されるため，東海岸lζ比べて外郭施設費が少なくかかり ，海

底地盤は多少泥土質の発達した所があるが，一般的iζ岩盤の深度が浅く潮差

もまた少ない方で，接岸施設の築造が容易である。

ζのような各海岸の特殊性に応じて港湾開発は南海岸が比較的iζ早くスター

卜したとみる乙とができる。

近代の初期港湾建設の様相は施設の整備にあった。

乙のような整備は日常の戦争準備遂行と共に加速化された。

しかし， 8. 15解放後， 韓国港湾施設は其の半分ぐらいが既に老朽した旧

式施設で，それも 6. 25動乱により約45%の接岸施設と90%の陸上施設が破

壊され，港湾の機能は麻揮され引き続き政局の混乱期における港湾の投資は皆

無であり，港湾建設の空白期をもたらせた。動乱以後また政治的状況の混乱

が生じたが，政局が安定し港湾開発の基盤を造成するととになったのは一次

経済開発5カ年計画の社会間接部門として港湾開発計画をねる乙とによって

スター卜したが，乙の後にも継続的経済開発計ー固による港湾部門の投資が重要

な位置を占めてきたのである。 1966年を起点として1974年までの港湾開発を

港湾発展のための現代化の分岐点として韓国港湾発展の新紀元を回した。其

の後4次及び5次経済社会発展5カ年計画 (1977～1986年）により世界的水

準にまで向上し，現在全国の海運港湾現況は次の通りである。



表 1 全国港湾総貨物輸送実績
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表2 全国港湾船舶（入）出港実績
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（資料）韓国港湾協会誌 「港湾」 1986il.6月号
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2 .韓国に於ける海運港湾行政

239 

3次IC§る経済開発計画期間中成功的な経済発展の成果に基づいて政治

経済，社会等各部門での和が政府と国民が一致し努力した結果 T 飛躍的な発

展lζより，国力培養の加速化をもたらした。其の中で海運港湾も一つの重要

な部門を占めるようになった。

行政は選択であり，選択の如何によって行政は政策を転換する乙とができ

る。行政機能を通しての港湾機能への国家介入は港湾経済IC於いて不可欠の

ものである（3)0 また近代的民主社会の有機的結合なくしては港湾機能の近代

化は望められない。

したがって，国家の自立課題である輸出立固に対応した海運立国の意志を

実現する為の韓国海運振興は自国船による輸出入商品の適宜運送と海運を通し

ての海外市場の多様化によって，我が商品の国際競争力を強化すべきであると

言う意味に於いて海運振興の当為性と使命はもっと重要であり，切実に要請

された。また海運の発展iと伴いζれに少からず重要な事は港湾の発展である。

ζのためには港湾の開発・拡充と共に効率的な港湾の管理運営が中要であ

り，港湾管理は社会科学的接近にある総合的性格を帯びる141。政府は乙のため

にその閉経済規模即ち物動量の急速な増加に対応した新たな港湾需要lζ備え

て継続して港湾を建設し，あるいは整備・拡充してきた。港湾を開発するの

に長期間の時臼が要求されるばかりでなく莫大な財源がいるので，乙れの検

進においては港湾それ自体だけでなく背後の関連経済条件も総合的に151判断

するための妥当性，調査の実施等事前iと慎重な検討をしてきた。韓国の如き立

場よりみれば，海上物動量の急激な増加に伴う港湾開発は必然的な現象であ

る。

港湾建設において港湾構造の決定は海上輸送制度が急速に変化発展するに伴

い，港湾施設規模及び形態も世界の港湾発展趨勢の変化iζ伴い適応してし、かな

ければならないのである。海運港湾庁では先進する港湾建設の標語をかかげ

で港湾は船舶が適宜に安全に出入港し，港湾で貨物を湯積し必要な Ser-

viceを提供できるようにするためには未来指向的161な港湾管理・運営主体
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の効率的な港湾政策と港湾行政が必要であった。

ζのために諸国は自己の実情lζ適する港湾行政の運営形態を採用しており，

韓国の場合は中央政府が港湾施設の管理 ・運営を担当し Service部門は

私企業が遂行するが，政府は公共性のため各種法令lとより間接的lζ規制・ 調

整している。

また効率的な港湾行政の運営は管理運営体制に劣らず重要な事であって，

埠頭の主要機能・施設である上匡荷役装備等運営施設の現代化と共lζ ヨーロッ

パ及びアメ リカ等先進諸国の新たな港湾運営情報を導入し， 韓国の港湾行政運

営の実情に適合するように施行している。

乙れによって政府は既に釜山港，仁川港，墨湖港，群山港等主要開発港湾

i乙 Container装備等主要装備を現代化し，埠頭運営方式においても78年9

月に第1段階開発事業の竣工による釜山港は，韓国で最初に指定荷役会社制度

( Terminal operation company System ）による埠頭の物量別，機能別に

荷役作業を直接責任を負って遂行する現代的な港湾荷役方式を採択したので

あり ，今後乙の成果をみて他の港湾lとも拡大実施する予定である。

とればかりでなく，先進港湾の情報のために既に先進港湾と韓国の主要港

湾との姉妹血縁を通して相互の情報を交換しており ，新たな技術を習得するた

め港湾運営要員を先進国の港湾に数回にわたり派遣し訓練を行っており，今後

も引き続き行うつもりである。

前述韓国海運港湾管理につき概括的に考察した通り，海運港湾の重要性の

役割は今後もっと増大するだろうし，乙れによって海運港湾行政の強化も必

然的な現象で，海運港湾庁の創設の所以もと ζにある。

今まで港湾計画に対する認識は主に港湾の物理的施設の投資に傾いていた

ため，港湾運営及び管理の重要性が相対的に等問視された。

もし港湾施設に対する投資財源が無限であるとすれば，継続的施設投資が

可能である。しかし投資財源、が限定されているので，優先順位が高い事業に追

われて多少混雑現象を示すとしても，既存施設の効率的な運営管理が必然的で

ある。したがって，合理的な港湾運嘗管理体系を確立する乙とKよって大規模

の新規施設投資がなくても港湾機能を円滑に遂行できる方案を講築すべきで
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ある。

乙の運営管理は行政的な側面と技術的な側面より考えられるが，前者は海

運港湾庁の主機能として船舶及び港湾関連業界の行財政的支援，港湾運営管

理要員の教育訓練，適正料率の策定，港湾施設の効率的利用，誘導，各種関

連法規の整備等が含まれ，後者は船舶の種類及び形態の技術的変化，貨物輸

送及び荷役方法の改善等が含まれている。

乙のように施設投資以外の運営管理的な側面を改善する乙とによって，港

湾機能を拡充できる効果を図るべきである。

海運港湾庁の発展過程は次の通りである。

1952年11月10日大統領令第726号により大統領直属審議機関である海事委

員会を発足し，国家の海運政策がその方向lζ求援するようにみえたが，政府

の海運政策を具体的な海運補助政策に したがって具現できなかった。

1955年2月17日に海務庁を創設し圏内通商補助手段として運輸行政に転換

した。しかし1961年10月2日「 5. 16革命政府Jの第11次機構改革によって

海務庁が解体し，海事行政は多元化したが， ζれは海運，造船，港湾の独自的

成長を期するものであった。

海運局と施設局の標識課は交通部K，海運局の造船課は商工部lζ，施設局

は建設部に，水産局は農林部lζ，海洋警察隊は内務部にそれぞれ分散移管し

fこ。

1967年I月31日海運振興法を制定し， 1967年2月28日法律第189号により

公布した。

乙の海運振興法は， 1959年3月より実施してきた自国貨自国船主義である

ウェイパ一法（waiver)171制度を主内容として国内海運を振興させるためのも

ので，外航政策を度外視した内航政策の実現である。

すなわち海運振興法の制定を対外貿易の補助手段としての転換を意味する

一歩前進したものであるが，反面，独自的海運発展を意味するものであると

すれば，後退を意味するものであると言える。

乙のような渦中の下K，造船産業は造船産業なりに1973年第l次石油波動

の前後まで独自的な輸出産業iζ開発された。
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乙のような状況の下IC.,1976年3月13日港湾庁が交通部の外庁として発足

するととによって海運行政と港湾行政が一元化した。

次いで， 1977年12月港湾庁が海運港湾庁に改称され，現在K至っている。

3.海運港湾行政の電算化

行政の電算化は行政の科学化のためのものであって，行政情報の生産と伝達

及び管理を効率的に遂行する方法であると言える。

組織の沿革

1976年3月，海運港湾庁発足の時， 電算担当官室の設置。

1976年7月，海運港湾業務電算化の妥当性調査。

1970年2月，政府行政電算化基本計闘に船員，船舶，港湾企業会計業務を

含む。

1981年1月，コンピュータ一機種選定及び港湾統計開発用役（KAIST)

1983年5月，電算化設置（NEC250/60 1基， NEC100/85 3基）

1984年6月，資料入力開始，船員資料。

1985年4月，釜山，仁川庁電算機設置（NEC150/75 各 I基）

1985年12月，馬山，木浦庁電算機設置（NEC150/75及びNEC100/ 

85〕

電算化目標及び基本方向

行政電算化目標は（~）事務の自動化を推進し行政情報網を構成し迅速な行政

処理を可能にするのは勿論，情報資料の共同活用体制を構築する乙とによっ

て行政の信頼性を確保し奉仕行政を積極化する。

そして電算化の基本方向は行政業務の電算化基本計画にしたがって自治体要

員により段階的に業務を開発し， 専門性を高度の技術を必要とする業務は専門

機闘に用役・依頼するようにし，中央集中処理方式（OFF-LINE）を

現地即時処理方式 CON-LINEREAL TIME) IC発展する。
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業務開発の効果
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①丸善大な資料を効果的に維持管理する乙とによって火災，紛失等の災難の

予防と能率的な中央集中管理が可能になる。

②地方庁のあらゆる所で，請願業務を即時処理する ζとができ，正確な資

料を迅速に提供できる。

①正確な統計を作成し，手作業によっては作成不可能な各種情報資料を生産

する乙とによって多様な政策資料を提供できる。

④俗造，変造等不法行為及び不条理発生を事前lζ予防する乙とができ，行

政の信頼度向上IL寄与できる。

①資料の生産の増加にしたがって，事務費増の要因を顕著K吸収できるの

で予算節約に寄与できる。

業務開発の実績

1985年12月現在までの業務開発実績，船員管理，船舶管理，港湾統計其の

他の順lζ記述すると次の通りである。

船員管理： 1982年1月に新規船員手帖発給者に新手帖番号を賦与する乙と

によって全地方処理手帖番号の統ーを期すると共に，検証番号をあたえる乙と

によって俗造船員手帖を早期発見できるようlとした。そして1983年4月に約

13万名分の既存船員手帖所持者の手帖番号を新番号に全部更新し，1983年11

月に船員手帖交付申請書等10種を電算書式lζ代替施行し， 1984年6月，船員

iζ関する電算資料入力を開始した。

1984年6月，海技士免許交付申請書等4種を電算書式iζ代替施行し， 1985

年2月には海技士lζ関する資料入力を開始した。

とのように業務開発の結果，船員』ζ対する手帖交付事項，乗船経歴，海技

士免許交付事項等の照会が可能であり，釜山，仁川地方処はオンラインを開

始する ζとによって現地で直接資料の照会が可能になった。 (1985年12月

1,132,000余件の資料入力）

船員管理 ：1984年5月，地方庁登録船舶を全部調査し，同年7月，登録船

舶に新番号を賦与し全地方庁登録船舶番号の統ーをする乙とができ，検証番
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号を賦与し偽造船般番号索出及び船績港移動時の追跡が可能になった。そし

て同年10月， 番号交換船舶の登録事項を入力開始し， 1985年1月，船舶登録

申請書等9種を電算書式IC代替施行し，同年9月船舶登録申請書等電算書式

入力を開始した。 (1985年12月，20.000余件の船舶諸元入力）。

1985年12月現在，登録船舶管理業務

Master Fileを構築し統計作成プログラム開発等を完了し，運般免許管理

のための電算書式は1986年3月から施行予定である。

港湾統計 ：1982年7月，圏内 1. 2種港湾lζ対するコードを設計施行し，

1983年5月には旅客船輸送実績を電算処理し，同年10月，海運業界コードを

設計施行した。次いで1984年5月，船舶入出港申告書等2種を電算書式IC代

替使用 し，同年10月， 貨物品目の再分類及びコード化を施行し同年7月， 一

般貨物搬出入申告書等2種を電算書式によって施行した。

また， 1985年l月より統計資料の入力を開始，船舶入出港統計，港湾別貨

物入出港統計，航路別貨物及び船舶入出港統計，国家別貨物輸送実績，内航

船舶及び貨物入出港実績等統計を生産中である。

そのほか外航船舶運航動静把握，貨物輸送実績統計作成，給与計算，歳出

予算再配分，船員職業生活意識構造設問書分析等，海運港湾行政業務を電算

開発し業務lζ適用している。

4.情報管理体制の確立

現代は国際性が日齢、時代である海運も海外の各種情報を迅速に収集し判断

しなければならない。

したがって，港湾運営の生産性増大は港湾情報管理体制の確立と不可欠の関

係にある。（9)

港湾の生産性は現代化された港湾施設の勅率的かっ経済的な管理運営iζよ

り左右され，乙のような管理能力を後押しする乙とが港湾情報管理体制であ

るからである。港湾情報管理体制（PortManagement Information System 

PORTMIS）を要約すると， 『港湾施設の効率的な管理運営のため港湾管埋
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機能を構成する組織と業務間必要な情報（船舶情報， 貨物情報，港湾施設情

報）は迅速Eつ体系的lζ伝達処理する情報システム』であると言える。

乙のような体系が確立すれば港湾管理者は入出港船舶の動静管理，船座状

況及び貨物流通過程を迅速に把握できるばかりでなく，現在港湾施設がどの

水準で活用されているかを匂分析する乙とによって将来，開発需要の測定を可

能にする。海運港湾庁は具体的な推進計画として1986年～1988年期間を

「PORTMIS基盤造成J時期lζ定め，圏内研究機関と先進国の専門用役

業界と合同Kよって用役を実施，現港湾運営体制lζ対する全般的な診断評価

及び先進港湾の情報管理技法を比較 ・分析し計画している。

複合一貫輸送体制の確立

複合一貫輸送体制（Intermodal Transport System ）とは『 2以上の

ほかの輸送手段を有機的に結合し，荷主の門前で受荷人の門前まで一貫的に

輸送することによって全輸送区間の責任と運貨の一貫性を維持する輸送体制」

であって，国民経済的視点では総輸送費用を最小化し， Serviceを極大化

する総合最適輸送システムであると言える。

乙のような視点から港湾を海上輸送手段との ConnectingPointと言

う側面でだけでなく， 複合運送体系上陸口での始発点、と言う側面より考察する

乙とによって，総経済的な視角から各輸送手段内の連繋性と補完性を知何le適

切に配合するかと言う案を模索する必要性がある。ω

釜山港の3段階事業は乙のような連繋輸送体制を構築する好機会となり，

BCTOCと貨物墓地を連繋運営する方案が慎重に検討されなければならな

い。韓国で輸出入するコンテナ貨物の約30%がソウノレ／釜山間輸送されるに

もかかわらず，京仁地域lζ適当な InlandDepot施設がないので釜山地

域 CYK貨物が長期間放置される非効率性がもたらされている。乙のよ

うな現状は釜山港の立地条件に港湾背後地が不足している実情を考える時，

至急解決されるべき課題である。 したがって京仁地域貨物が釜山花荷役され

た後には直ぐ鉄道または道路に輸送，釜山ターミナJレで装置，通関後，荷主iζ

引渡される一貫輸送体制がBCTOC／釜山ター ミナノレの連繋運営の視点よ
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り，考慮されなければならない。

乙のような連繋運営体制が確立されれは＼海運港湾庁は釜山ターミ ナJレを港

湾施設の延長と して活用する乙とによってコンテナ貨物の迅速な流通及び施

設投資費用節減を期する乙とができ，鉄道庁の鉄道輸送分担率を高める乙とに

よって輸入の増大を図る乙とができ，国民経済的側面においては，貨主の二

重費用節減と高速道路交通渋滞及び道路維持補修費節減を期待する乙とがで

きる。

国際複合運送に対する対応

国際貨物流通K関連している企業は以上の如き環境の下，どうしても市場

iζ適合する複合運送サービスを開発し其のシステムを商品化して行かなけれ

ばならない。

(1) 経営の姿勢

総合流通企画を目標として業種を超越した国際複合運送業者と しての姿勢

が要請される。門前／門前聞の流通システムを最も合理的に市場lζ適合する

ように改革して行く姿勢が必要である。

(2) 大規模経営

Container Operator l乙特に指摘しておきたいζとは大量集貨，大量輸

送の重要性をとりあげるζとができる。

大量集貨と大量輸送は， container船の大型化，ターミナルと dopot,con-

tainerの稼動率向上とコスト節減をもたらす。

大量取扱いは内陸輸送の volumerateの確保と管理費の削減K直結する

からである。

運営規模を大きくする乙とは低コス ト実現の前提になる。

(3) 流通関連情報の蒐集と管理

各地域別輸送機関と其の料金，諸費用，輸送条件，制限，関税，其の他の

法規則等の流通情報を重点的且つ組織的に蒐集 ・管理し，自社セイノレスマンと

荷主の相談に応じる体制が必要である。

(4) 流通業務の専門家養成
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海陸空の流通専門コンサルタン卜を養成しなければならない。

(5) 複合運送ネットワークの構築

各方面別に自営，あるいは協業を通して最も迅速Eつ低廉な doorto door 

のJレートを維持できる組織網の確立が必要である。

(6) コンビューターネットワークの構築

コンビューターシステムはどζまでも流通システムを支援するにすぎず，

システムそれ自体ではない。

しかし， 規模とネッ トワークが拡大するにつれて乙のコンテナシステ

ムは営業と管埋の両面から威力を発揮するものである。

5.広域開発計画の必要性

広域開発計画の必要性は港湾の開発計画を樹立する場合，其の規模の決定

に最も基礎的な作業であると言えるのは，海上物動量に対する予測lとしてその

期間は10年～20年l乙設定するのが一般的である。

しかし予測した物動量により10年或は20年後を目標年度とする開発規模を

設定する場合，其の後の規模を予測しない。中期的計画にならざるを得ず，

急速な物動量の増加に伴いやむをえず新たな計画を樹立する乙とによって莫

大な経済的，時間的損失をもたらす例を多く見る ζとができる。そればかり

でなく確定した港湾開発計画を土台と して隣近地域iζ工業団地及び住居地が

既に開発されている場合，新たな港湾拡張lj-j-画は困難IC:陥いる乙とになる。

即ち港湾開発に適切な立地条件が既に他の目的K利用されてしまったのであ

る。諸側面の展望を通してわれわれは広域開発計画の樹立が国家の百年大計

として不可欠な要素である乙とを知る乙とができる0(11)

既ち，自然、郎］IC賦与された良好な港湾立地条件を有効に適切に活用するた

めに既存港湾を中心として立地条件，背後都市，勢力圏，輸送条件，及び隣

近港との関係等を考応、しなければならない必要性が切実である。

港湾の広域開発計画樹立事例は，世界的lζ海運が発達した国家の場合を見る

と，以前から港湾開発に努力し天恵の立地条件を活用，大規模の良港を発展
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させてきた。

乙れら先進国は，既lと以前から既存港湾に対する広域的開発計画及び整備計

画を樹立する乙とによって増加する港湾需要iζ対応し容易に港湾施設を拡張

している。例えば日本の場合，1967年，東東湾と大阪湾の規模を見ると， 6

港湾（木更津港，千葉港，東京港，川崎港，横浜港，横須賀港等）海岸線の

長さ約160km!L亘る広大な区域を港湾用地，工業用地，都市再開発用地等lζ

区分し総合的計画を立てたのであった。

乙のように広域開発計画は国家先進化及び海運においての国家百年計画の

ための作業として看過できない重要性をもっている。したがって既存港湾

（釜山港，蔚山港， 浦項港，馬山港，麗水光陽港，木浦港，群山港，済州

港等）を中心とする港湾広域開発計画が至急樹立されるべきであり，港湾

背後地の都市計画樹立においては港湾開発計画が優先的κ充分に考慮され

るべきである。三港三湾経済は国際性と規模の主主大性とくに国民経済的次

元で政府が介入し円総合的計画が樹立される必要があると言うべきであ

る。

港湾の長期開発展望は韓国の海上物動量の推移をみると， 1985年lとは施設

所要貨物量が， 137百万トン， 1986年Kは， 155百トン， 1991年には， 230

百万トン， 2001年には380百万トンに予測され， 1985年に比し約 3倍程度増

加する展望であり，施設拡張可能能力を考慮しでも施設の不足がもっと深

化する現象を示している。

したがって釜山，仁川，蔚山，木浦，済州港をはじめとする既存主要港湾

は港湾需要にしたがって開発限界まで拡張し，其の他の港に対しでも貨物量

の増加，地域住民の便宜，漁業支援，観光開発等必要に応じて継続的に開発

投資を施行すべきであり，乙のほか既存港湾の機能施設の拡充と既存施設の

改良を通して港湾運営効率の向上と現代化を図るべきである。 1991年続国の

港湾需要は3億トンを超え現在の約1.6倍になると推定される。したがって，

1990年代港湾需要と将来，対中共との交易可能性lζ備えて国際的規模の新港

湾開発の必要ー性が漸次台頭している。

海運港湾庁では， 2001年lζ物動量380百万トンを処理するため既存港湾の
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開発限界点まで最大限拡張しでも約38百万 トン処理の港湾施設が不足するの

を考慮し，新港湾立地決定調査を光陽，群山（古群山島），安井，木浦，落

東，江口等6地域に対し調査中である。

港湾は国際交易の関門であり，また産業及び経済活動の基地としての役割

は国家発展に至大な影響を及ぼすので，将来港湾開発は海上輸送手段の発展及

びほかの内陸交通手段と並んで連繋発展させて行かなければならず， 1980年

代， 1990年代，新港湾建設のための今後国内外経済条件変化と国際情勢に対

応できる具体的な基本計画を樹立しなければならない。

注（1）金 在河 ：「韓国海運 ・港湾の政策論的考察J 『韓国港湾経済学会 ：Nu

2 J. 1985. p.1910 

(2）北見俊郎：『都市と港』同文館.1976, pp.238～239。

Brysson cunninghan. port Administration and operation, (Chapman 

& Hall, Ltd). 1925, pp.30～39. 

(3)Johon Rowse “solving the Generalized Transportation problem". 

vol. 11. 1981. pp.119～127. 

(4) J. G. Baudelaive. Port Administration, vol. 1.11. delft. Net-

herland, 1976. pp. 1～95参照。

(5)W. Alonson・Locationtheory, in Regional Development and plann-
rng (eds J. Friedman & W. Alonson) MIT Press. pp. 78～106. 

(6)J. H. Bird and F. F. Pollock, The future of seaports in the 

European communities. Geographical Journal. Nu 144, 1978. pp.23～ 

40. 
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春号.pp.20～22。
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* This paper includes a part of a lecture whjch I gave at the 
convention of the International Academic ( Science ) Exchange, 

sponsored by the Management Research Institute of Jeon一ju

University, Korea in March, 1986. 

It shoud be added that the above mentioned lecture dealt with 

only a part of this paper and has not been printed or publishcd. 

IMTRODUCTION 

The purpose of completing this paper is based on the folio-
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wing considerations・1. Little has been studied in our country on 
the history of the development of the port of vancouver which is 

known as the core of the transportation network in the Pacific Rim 

area; 2. The volume of export cargo handled in the port of Vancou-

ver m 1974 was the second largest following New York. What 

is the cause behind it ? 3 In order to find out the factors of 

the cause, we have to understand the developmental process of the 

port of Vancouver first. Therefore I referred to the birth of 

Burrard Inlet and the history of the development of the port of 

Vancouver. 

This paper touches upon the historical background of the port 

of Vancouver through the above mentioned three points exclusively.' 

that is, we look at the subject from the angles of society, culture 

and communication. Because of the limited space for this paper 

this study limits its subjects to the study of the early history of 

the port of Vancouver and the major process of formation of Vancou-

ver port Authority. By observing the historical background we 

will be able to see the characteristics (spirit of development) of 

the early port city of Vancouver. I hope this paper will be 

utilized as a touchstone to understand the present condition of the 

city of Vancouver in the light of its history and characteristics. 

According to the national census of 1981 the population of the City 

of Vancouver surpassed 1,268,000. 11 

1. THE BIRTH OF BURRARD INLET 

※ D. T. M. Narvaez’s Reconnaissance 

It is generally said that the history of Burrard Inlet, 

presently called the port of vancouver began in 1791. 
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According to native legend, the Squamish Indians offered wood. 

deer meet, vegetables and so forth to the spaniards and the latter 

gave bits of iron and barrel hoops to make knives to the former. 

Such interaction between the two is regarded as the original force 

which brought about the future development of the port of Vancouver. 

The Spanish pilot D. J. M. Marvaez set sail in the tmy 

schooner “Santa Saturnia”from the Fort of Nooka which was on 

the west coast of Vancouver Island in July, 1791. First he 

sailed south and went toward point Roverts (presently called 

Roberts Bank) . He dropped anchor off point Grey. 

He was greeted by canoe -loads of Indians from the village of 

Fyalmu which is now called Jericho Beach. D. J. M. Narvaez 

described native Indian villages located near the Capilano River : 

the Sqamish tribesmen were still living in the stone agae, 

they had a bountiful existence. The rivers that flowed into 

Burrard Inlet teemed with fish, and not far away was the mighty 

Fraser River, the greatest salmon stream of them all. The woods 

were full of berries and game, and the great cedar trees provided 

wood for their house and for their dugout canoes.2' 

Later he did not sail to the inner harbour via the First Na 

rrows. But his navigation reconnaissance was centered in the area 

of Vancouver Island and he first discovered the open gate of 

the harbour of the western part of Canada. 

After 1792 Europeans were to sail toward Burrard Inlet, 

said to be the finest harbour in the Northwest Pacific, by going 

through the inner narrows of Lion's Gate which is now poetically 

Known. 
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※ Capt. G. Vancouver' s Achievement 

Present City of Vancouver is located in the center of 

Burrard Inlet. Capt. G. Vancouver whose name was given to 

the port of Vancouver later arrived at this area in 1792, one year 

after when Narvaez’s reconnaissance took place. The discovery 

of Burrard Inlet made the name of an Englishman, Capt. G. 

Vancouver immortal. His exploration work was done in small cutters 

or pinnaces. His exploration of Burrard Inlet was made rn a 

small ship, accompanied by a launch commanded by English Lieut. 

Peter Puget. 

Capt. G. Vancouver was sent out to the pacific coast with 

two missions. One was to negotiate the transfer of the Fort of 

Nootka under the terms of Nootka Convention. The other was to 

conduct an accurate survey of the eastern pacific ccast. The nego-

tiation bore little fruit though he and Don Francisco Bodegay 

Quadra, the Spanish commander, were on good terms. 

In referring to the second mission I will touch upon the 

progress of exploration into Burrard Inlet based on Capt. G. 

Vancouver's navigation diary. He took the present Stanley park 

peninsula to be an island. But boldly went through the First 

Narrows，“ Not more than a cable’s length in width.” 

There he was greeted by Squamish Indian who resided on the north 

shore. It was June 13, 1792. In his “Voyage to the North 

Pacific Ocean，” Capt. G. Vancouver noted about the nav1-

gation conditions of the Second Narrows area: 

For the sake of the company of our new 



256 Canadian International Seaport City and its Socio-cuttural History 

friends, we stood on under an easy sail, which encouraged 

them to attend us some Little distance up the arm . 

Some three or four canoes only accompanied us up 

a navigation which, in some places, does not exceed 

a hundred and fifty yards in width. 31 

He sailed further and landed at a place which was remote from 

mdian reserve and wrote about the circumstances of the Indians: 

Our Indian visitors 

remamed with us until by signs we gave them to 

understand we were going to rest, and after receivmg 

some acceptable articles they retired, and by means of 

the same language, promised an abundant supply of fish 
41 

the next day 

Then capt. G. Vancouver confirmed the region of Indian 

Arm streching northward, and sailed out Burrard Inlet passing 

through the Second and First Narrows. On his return voyage on 

June 11, he was to come upon a great surprise, that is, he come 

upon two Spanish vessels at point Grey 

They had been sent from Nootka and been engaging in completing 

the chart of this area (Point Grey) . Capt. G. Vancouver was 

disappointed to know that they had explored this area before him. 

Moreover it was revealed to him that the exploration troop of Capt. 

D. D. Galiano, a Spaniard, had preceeded further than Vancouver 

to the interior of Indian Arm. 

But they became friends and exchanged charts and information" 
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The chart, the outcome of Capt. G. Vancouver’s threEト

year parnstaking surveys of the northwest pacific coast was used by 

many nations for over half a century. 

2 . THE RISE OF BURRARD INLET 

※ Capital City Westminster and the Aeministration of R. C. 

Moody. 

It was the magic cry of “gold”which first aroused Burrard 

Inlet from its long sleep. It was “Gold Rush" that started in 

1858. The mining of placer gold on the bars of the Fraser River 

made New Westminster and Vancouver prosperous. The new crown 

colony of British columbia was proclaimed in 1858 and the capital 

city of New Westminsぬrwas established early the next year. 

Because of this Burrard Inl巴t and its outskirts began to bask 

in the reflected glory of civilizat10n. In order to protect 

Burrard Inlet region and the capital city of New Westminster, 

Col. R. C. Moody of the Royal Engineers, founder of New 

Westminster, proclaimed several military r巴serveson the shores of 

Burrard In let. The citizens of Vancouver should be eternally 

grateful for the proclamation. These reserves for protection ex-

tended to a huge area. These included the three hundred and fifty 

four acres which now make up Stanley Park, one hundred and ten 

acres which make up the park land at Jericho, the campus site of 

the University of British Columbia, and other places which are 

now designated as public land. 

Also he completed a trail called Port Moody his honour. 

Keeping pace with the development of the area people sought to ob 

tain land on Burrard Inlet in December 1859. These land seekrng 
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people were called the“three greenhorns，” that is, they were the f1 

rst settlers in present Vancouver. They preempted the land east of 

Stanley Park before 1863. It took only a few years and months 

for the new immigrants to settle after the birth of the capital city 

New Westminster. 

The Achievement of Capt. G. H. Richards, Hydrographer of 

the Royal Navey. 

Needless to say th巴 achievements of Narvaez, Capt. G. 

Vancouver, and R.C. Moody which led the Port of Vancouver 

to modernization were magnificent. Especilly, Capt. G. Vancou 

ver’s accomplishment of completing his chart was utilized for about 

half a century. But the chart which is presently used was completed 

by Capt. George H. Richards. He was honored with a title 

Admiral Sir George Richards for his accomplishment. Capt. G. 

H. Richard’s detailed chart of Burrard Inlet was based on the 

pioneer work of Spanish explorers, Narvaez, Capt. G. Vancouver 

and others. He commanded Her Majesty’5 surveying vessel “Plum-

per”on the Pacific coast from 1857 to 1861. Among other things, 

“Plumper" was sent to survey Burrard Inlet with a view to the 

protection of the city of New Westminster. During the survey, 

coal outcroppings were found on the south of Burrard Inlet, thus 

this place was called Goal Harbour. An attempt to mine the seam 

was made, but it prove to be poor quality. Now it is buried under 

the Canada Pacific Railroad ( C. P. R.) tracks. 

Capt. G. H. Richards was responsible for many place names 

on the coast of Burrard Inlet and he rose to become Hydrographer 

of the Royal Navy because of his achievement of surveying the 

contour lines of the bottoms of the lakes, the sea and the rivers, 

and also the depth of water, ocean current, and the tide. 
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The First Foreign Export and the Construction of Lumber 

mill。

Burrard Inlet was still a primeval wilderness. Among 

other things, the untrodden huge forest was the most attractive. 

It is said that the early period of the utilization of the forest 

resources started in 1862. In the same year a New westminster con 

tractor received a preemption of 480 acres of timber on the north 

shore. The site is now known to be Saskatchewan Wheat Pool 

and Neptune Terminal in North Vancouver. This contractor 

began construction of a waterpower sawmill. Later the sawmill became 

known as the Pioneer Mills. The constrution work was started 

rn August 1863.The first cargo was shipped to New Westminster 

rn the sternwheel steamer “Flying Dutchman" in August 1863. 

The cargo consisted of 25,000 feet of three-inch planking. The 

mill shipped lumber also to domestic markets, such as Victoria and 

Nanaimo. 

In Novomber 1864, J. 0. Smith gained the ownership of 

the Pioneer Mills. And in the same month the mill made its 

venture into the foreign export trade. The export was th巴 cargoof 

277, 750 feet of lumber and 16,000 pickets loaded in the barque “Ell-

en Lewis" for Adelaide. But since the inlet was not a port of 

entry then , the ship inevitably entered and cleared at New West一

mrnster the loading took about two months, from September 16 to N 

ovember 9 . 

J. 0. Smith soon went bankrupt, and the mill was acquired 

by Sewell P. Moody. It was Australia with which Smith first 

had lumber export deal. The cargo was sent to sydney in the bargue 

“Glimpese”in May, 1865. 
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3. The History 1 ofめeDevelopment of廿iePort Vancouver 

As statted before the start of the Port Vancouver took 

195 years from the time when Narvaez’s reconnaissance took place. 

It was 1913 when Stevens became responsible for an act of Parha-

ment which established the Vancouver-elected Parliament members. 

The act created the Port of Vancouver that extended the entire 

length of Burrard Inlet, included Indian Arm, English Bay, 

False Creek, and other areas which included all other tidal waters 

lying east of a line drawn from Point Atkinson to Point Grey. 

Along with the construction of the Government Wharf. H. 

Stevens persuaded the government to approve the construction of the 

first grain warehouse. Among other things, the completion of the 

Panam Canal contributed to Vancouver and this place became the 

most important wheat shipping port in the world. Up to then the 

management of the port facilities was conducted by shipment dealers, 

that is, the Port of Vancouver had not total administration of 

management. But because of the foundation of the Vancouver Har-

bour Commission three officials were elected and were given the 

right of port administration management. The main rights were as 

follows: 1 . the right to employ Harbour Master, engineers , and 

officials of the academic administration; 2 . the right to collect 

funds of carry the port administration (the funds collected from 

facility leases and the charges of dealing cargo mostly)・ 3 . the 

right to issue the bonds to raise funds for enterprises. Because 

the Harbour Commission had almost complete autonomy, and had str-

ong power it became a political football. Consequently it became 

a nomrnal existance. 

The Dominion Government anticipated the situation and 

felt the need to reform the port instiutions. Therefore it asked 
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Sir Alexander Gibb, a harbour administration expert, to make 

the whole investigation. His final report recommended a centraliz 

ation of the administration system of large scale ports (seven ports) 

in Ottawa. Transport Minister C. D. Howe Accepted his rec-

ommendation and established the National Harbours Board. Thus 

Ottawa became the center of administration and at the same time the 

remote control from t.he city created many problems. One of the 

problems, for example, was that there was centralization of finance, 

with all income paid into a central fund in Ottawa. There were 

serious problems in Vancouver because it was located far away from 

Ottaw that sent instructions and not fications. 

There was a movement among shipping and business circles in 

the Port of Vancouver that faced the above-mentioned problems to 

establish a local harbour autonomy body. At last the Vancouver 

Post Authority was established in 1971. But this body was only 

an advisory body and did not have any rights in reality. All the 

instructions and orders were made in Ottawa. On the other hand, 

it was apparent that the National Harbours Board Act had 

outlived its usefulness. 

In 1975, the then Transport Minister, Jean Marchand, 

announced plans to introduce legislation to create a new Canada 

Ports Act. But this Act was changed to the Canada Post Co-

operation Act and the legislation was passed the Parliament in 

August 1982 and the Act was proclaimed on February 24, 1983. 

The substance of this Act was to keep the balance between each 

harbour autonomy body and national policy. In short the Port of 

Vancouver had its long awaited wish. And the Canada Port Co-

operation became able to hand over its authority to local Port Co-

operation. Under the new Act, the Port of Vancouver was to be 
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operated by a commission of up to seven members. Operating budgets 

were decided by the local port commission and capital budgets requ-

ired the approval of the Canadian Port Comm1ss10n. 

Bo Ekstrom, General Manager of the Port of Vancouver 

stated his thoughts on the Canada Port Cooperation Act: 

It has been long time coming, but the desk where the buck stops 

is leaving Ottawa at last and coming home to Vancouver 

Conclusion 

Canada is the largest country next to the Soviet Union. 

It is no exaggeration to say that the foundation of the development 

of the Port of Vancouver is its forest and lumber. The history 

of the Port of Vancouver is only 73 years long since the start 

of the Vancouver Harbour Commission as a modern port on full 

scale. But it was listed as the second busiest bulk cargo handling 

port following New York in North American in 1974. 7 

No doubt the Port of Vancouver is one of a few ports which 

achieved their dramatic development. Vancouver was munisipalized 

in 1886 and this year it sees its centennial year. 

NOTES 

1 . The World Almanac 1984，“Vancouver, British Columbia .. 

414,281 (city) , 1.263,183 (Metro Area) , p. 547. 

2. N. R. Hacking, The port of Vancouver, p. 2, 1975. 

3 . ibid, p. 3 . 

4 . ibid, p. 3 . 
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5 . Port of Vancouver，“Background Note: Overview of 1982 

Porst Legislation，＇’ Feb. 17, 1983, p. 1. 

6. Bo Ekstrom, Port of Vancouver. Feb. 17, 1983, p. 4. 

7 . The volume of foreign cargo in 1974 was: 

' In the record year 1974, this amounted to 32.465,536 tons. 

Deepsea arrivals totalled 2,022 vessels of 39,393,218 

gross tons." 

The volume of lumber export in 1974 was: 

‘In the year 197 4 the Port of Vancouver exported 950 

million board feet of lumber and logs.” 

The major export items in the years around 1974 were: 

‘In recent years, Vancouver has become one of the great 

bulk cargo handling ports due to the huge increase 

in shipments of grain, coal, potash, sulphur, asbestos, 

metals, and other products of western Canade’s vast 

hinterland.” 
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書評

喜多村昌次郎編

港湾研究シリ ーズ「港湾労働」

大森秀雄

（神奈川県職業相談センター）

1.はじめに

港湾研究シリーズ「港湾労働」が昭和60年10月上梓された。港湾関係の研

究者とくに港湾労働問題に関心を有する者にとってはまさに待望の書の出現

である。しかも，乙の「シ リーズ」の初巻が出版されてから10数年経過して

からの出版だけに一層その感を深くするのは筆者のみであろうか。

日本の港湾労働問題は，開港以来存在していたと思われるが，それはまず

治安対策や社会政策的見地から問題視された。労働問題と して国政レベルで

議論されるのは，昭和30年の中期以後のいわゆる臼本経済の高度成長期まで

待たなければ。ならなかった。港湾が経済成長のボトルネックとなった時，は

じめて港湾労働問題がク ローズアップされ，その対策が国政レベルで採択さ

れるζととなったのであって，その点iζζの問題の特殊性を見出すととがで

きるのである。

乙の港湾労働問題K科学的・ 理論的な分析を加えたのが本書である。執筆

は分担によって行われ，喜多村昌次郎氏（第l章，第5章）坂井吉良氏（第

2 章，第 3~）富田功氏（第 4 主主） 田中省三氏（第 6 章）千須和富士夫氏

（第7章） 北見俊郎氏（第8章）がそれぞれ分担執筆され，乙れを喜多村昌

次郎氏が編集されたものである。編者の喜多村昌次郎氏は，港遥業界の実状

lζ精通し，また全国的にみて唯一の港湾専門の研究機関である財団法人港湾

労働経済研究所を主催されている学究の徒である。その他の執筆者もそれぞ
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れの分野での専門家であり，各々独自の健筆を賑われている。とくに最終章を

担当された北見俊郎氏は，青山学院大学教授で‘日本港湾経済学会会長，中央 ・

地方省庁の各種審議会の委員，会長を歴任され名実ともに日本の港湾研究の

最高権威である乙とは，つとに知られていると乙ろである。 以上の方々の手

になる珠玉編であり，港湾労働のみならず港湾に関心のある方々には，絶好

の著書として推薦したい。

2.本書の構成と概要

本書は，次の8章（24節）から構成されている。

第l章港湾労働の形成と成立

第2章 港湾労働市場の需給分析

第3章 港湾労働市場の賃金決定賃金変動

第4章港湾労働の労働条件

第5章港湾労務管理の体系

第6掌 港湾における「労使関係Jの形成と発展

第7掌 港湾の合理化と港湾労働

第8章 港湾労働の課題と対策

本書の編集の流れを概括してみると，まず日本国の開港（1859年）以来の

港湾労働の歴史（第 l章）から説き始め，港湾という地域における労働力の

売買市場についての分析を第2章において試み，その市場内lζおいて行われ

る賃金決定の精織な理論を第3章において展開する。

第4章では，一転して現実の港湾での労働条件Kついて触れ，第5章では

労働問題の総括と しての港湾労務管理がとりあげられ，ついで個別的労使関

係から集団的（産業別・地域別等）な労使関係への発展について第6章にお

いて述べられている。 第7章では，海運業を含む業界すなわち資本と港湾労

働者との関係について論じ，第8章では総括として港湾労働対策と政策論IL.

ついて述べられている。

その中で印象に残る何つかの論点について順次言及させていただく。
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横浜開港と同時に発生したと思われる港運業の初期的業態は人足供給業で

あり，その業の管理体制の歴史的変遷と労働運動の勃興と終息の状況が第一

章K詳細に記述されている。

とくに注目されるのは，明治22年（1889年）に神奈川県が公布した「人足

受負営業井人足取締規則JJについてである。乙の規則は，受負営業者と港湾

労働者を規制するものであるが，その施行された時期が，ロン ドン港やハン

フ、ルク’港において港湾労働者の恒常化対策が実施された時期より，はるか以

前lζ行われた乙とである。当時の横浜港においては，同規則を必要とするほ

どすでに多くの労働問題を内臓していたと考えるべきであろうか。

さほど魅力的でない港湾運送業界に労働力を導入するためには， 「平衡化

格差jと呼ばれる高賃金が必要とされ，賃金水準は労働生産性と消費者物価

水準の2変数K良好に相関する。しかし，労働組合がその交渉力によって賃

金の引き上げを実現するというメカニズムにはないとの結論は多くの示唆に

富む。

昭和57年の船内荷役作業員の賃金は，産業別に最も高賃金と目される電気

力”ス水道業の次ICランクされるような高賃金となったと指摘されており，か

つての港湾労働者即低賃金労働者のイメージはζの際一掃されるべきである。

なお，経済理論を駆使しての賃金分析技法の精微さは，まさに圧巻である。

（第2章～第3章）

第4章では，まず賃金と労働時間を中心と した労働条件の歴史的経過につ

いて述べられているが，それよりも後半の福祉厚生対策 ・労働災害防止対策

に興味をもった。港湾労働者の福祉厚生対策は，公共的あるいは集団的立場

からの対策が行われてきたが，今後は社会保障制度の視点からその対策を見

直すζ とを提唱されているが，まさに同感である。労働災害の防止対策につ

いては，各界の努力にもかかわらず鉱業につく高率の労働災害が発生してい

る現況に鑑み，外国lζ例にならい港湾労働安全衛生法ともいうべき立法の検

討の必要性を提案されている乙ともあわせて紹介させていただく。

第5章においては，港湾労務管理について論ぜられているが，そのうち基

礎的課題の例として，港湾荷役近代化のシンボノレともいうべきコンテナー・
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ターミナノレ作業の下請作業料がエキストラ ・レバー ・チャージ（港湾労働者

l人1時間，または1日当りいくらと港湾運送料金表できめている。）となっ

ている乙とをあげており， 「仕事の完成を約した契約」でなくなっている乙

とに疑問を投げかけている。また， ζの現象は港湾荷役業界の資本への従属

性を現わすとの指摘は説得力を持つ。

第6章は港湾における労使関係論の展開である。戦後，一般的な労働運動

の高揚を背景に港湾でも労働組合が結成されていくが E 労使一体とする観念

から脱却できず，今日の港湾の労使関係lζ影響を与えているとの指摘は重要

な観察である。その後の港湾労働法の成立，コンテナ リーゼーションを中心

とする合理化の要請等の中で激動する港湾労使の苦悩を読み取る乙とができ

る。今後の港湾の労使関係は，変貌する港湾社会にし、かに主体性を確保する

かが重要であると説かれている。

今後の港湾労働のすう勢を占う意味において港湾業務を動かしている潮流

の把握は重要である。第7章においては，その潮流を5種類iζ分類している

が，その中では情報通信技術革命の進展についての記述が最も興味を呼ぶ。

乙の進展の如何によっては，港運業界と港湾労働者がその業域と職域を蚕食

される可能性もあるとされるからである。

第8章は，港湾における労働問題が対策として政策の下請的立場Kおかれ

ている現状を改善しない限り，抜本的な改正とくに近代化は実施できないと

理解させていただいた。

3.むすびにかえて

かつて港湾労働諸問題の線源は，労働力需給の「波動性Jにあるとされた。

日雇労働力への高率依存，低賃金，労働災害の高率発生，封建的労働組織の

存在等はそのための必要惑とされた時代もあった。昭和59年度の6大港の日

雇依存率は，平均3.6% （港湾雇用整調計画による）という低率になり，そ

の賃金も最高クラスの賃金となっている。かつての波動性の議論は虚構であっ

たのか，また現在の波動性の実態ILついて，その調整方式，調整機能との関
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連を含めて一回のアプロ チを望みたいテーマであった。港湾労働者の社会

的地位の向 tを目的とする教育訓練間岨も労使関係の近代化問組も吟｜床した

し、問題である。

本当が港湾労働問題を重点的に集約した意義は先導的立場において特筆さ

れるべきであろう。しかし，港湾労働問題は，広般かっ複雑多岐にわたる。

それだけに限られた紙面の中にすべてを凝縮させる乙とは極めて困雌な作業

であったであろう。そ乙で，稿を新たにして，本書のパート 日と もいうべき

企画を今から期待したい。

港湾労働は生（Leben）の問題であり，現実の問題である。従って現場か

らの問題提起と理論的解決策の検討が絶えず必要とされる。

その意味において，本書は港湾関係の実務者にとっては，十分なパイロッ

ト的役割りをはたし，また研究者には十分な問題意識を提供する好著である

ととを最後に強調しておきたい。

〔成山堂書店刊行，昭和60年10月， 244p，定価3,400円〕
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1 .はじめに

篠原陽一編著「現代の海運J

木村武彦

（名古屋港管理組合）

昨年（昭和60年） 6月に出された海運造船合理化審議会（以下「海造審」

という）の答申は，昭和39年に確立された海運業の集約合併体制が20年を経

て，中核6社とその系列海運業を中心にした国家主導型の外航海運管理体制

の規制緩和とその政策の転換を示唆したものであった。現在みられるような

世界的な船腹過剰の中で定期船（コンテナ船）部門，不定期船部門及びタン

カ一部門の同時不況という状況が常態化し，海運各社の経営格差が拡大化す

る方向を示している時，乙の打開策として，従来の集約合併体制の枠に必ず

しもとらわれないで海運業の経営の安定と活性化を図ろうとその方策を模索

しつつある。

わが国の海運業が乙のような政策転換を図らなければならなくなった主要

因は，国際海運の環境変化iζ由来する。伝統的な国際海運秩序は「海運自由

の原則」によって律せられてきたが，その秩序形成に対抗する発展途上国の

海運活動への介入や定期船同盟行動規範条約の発効により「海運参加の自由

原則」が定着し，一方，共産圏国営海運や国家威信をかけた中進国海運の進

出，あるいは伝統的海運国の政策に対抗するアメリカの海運政策の拾頭等の

諸要因が国際的な海運秩序を変化させつつある。乙のような海運秩序の様変

りが，国際的な船腹過剰を招き，伝統的海運固においても，海運各社はコス

ト高による競争力の喪失という致命傷を受けて倒産の，夏’き自にあうものもで

ている。乙の困難な環境を乗り切るための企業合理化の徹底が，便宜置籍船

を急増させる帰結となっている。
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乙のような国際的な海運環境や海運市場構造変化の余波を受けて，わが国

海運も，先進国中最大の船隊を保有しているにもかかわらず，国際競争力を

失ない，その政策転換過程で便宜置籍船への依存度を増加させ，超合理化船

の出現をみたが，乙れらの事実は優秀な日本人船員の雇用不安という型で集

中的に顕在化してきた。

とのような海運の閉塞状況下K，篠原陽一氏初め6名の海運，港湾経済の

学者，研究者が， 「現代の海運」を出版された。その「まえがき」で篠原陽

一氏は上述した国際的，圏内的海運の諸問題について円、ままでになく深刻

になった資本主義の構造的危機の海運産業における表われである。それは，

一方で少数の海運大手企業の高蓄積と市場支配が強まり ，他方では船員の賃

金抑制・ 労働強化・ 失業の増加，中小・ 零細企業の破綻，国民の生活困難 ・

社会福祉の切り捨てとなっている。そして，その間で，経済的 ・政治的な対

立と矛盾が激化し，その解決が真剣に求められている。」と本書の問題意識

を吐露しているが，現代海運の諸問題を最新の資料をもとにして検証してお

り，特に矛盾の集中的表現形態となる日本船員，中小零細海運の立場を明快

に分析し併せて政策転換過程の諸方策を提起しているが，その方法論は伝統

的海運論にはみられない試みであり，今後の研究の集大成を期待したい。

2.本書の構成と内容

本書の目次lζ従って章別分担を紹介すると次のよう になる（原則的には章

別に紹介するが，一部節分担があるのでその部分のみ節分担を掲げる）。

第 I章海運論概説 篠原陽一

第2章海運の歴史

第3章 日本海運産業の構造

(1) 外航海運産業

(2) 内航海運産業

(3) 海上輸送と港湾

第4章海運市場の構造と競争

鈴木暁

土居靖範

田中省三
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(1) 定期船輸送と海運同盟

(2) 外航不定期輸送と市場競争

(3) 内航海運市場の構造と競争

第5章 日本の海運政策

(1) 外航海運政策

(2) 内航海運政策

第6章国際海運問題

第7章海運 ・貿易実務

終主主 日本海運の海外進出とその矛盾

田中省三

鈴木暁

土居靖範

鈴木暁

土居靖範

松本勇

雨宮洋司

篠原陽一

本書は8章17節で構成されており，各章の内容を順次みてい乙う。

第 1章 海運論概説では，伝統的海運論と本書の意図する海運論の差異を

明確に位置づけている。即ち，伝統的海運論は海運業者の立場lζ立ったもの

であり，海運の安定と発展の条件を見出すと共K，国際海運における船舶の

保有や輸送形態，市場構造について争って分析するが，海運用役の供給者と

需要者を単なる与件として受け入れているにすぎないと断言してはばからな

い。乙れに対して本書の方法論は，荷主大企業が海運用役の生産や取引， 海

運資本の蓄積や海運政策~r_ 及ぼしている要因や機構を分析し ， 「海運資本の

生成・発展 ・没落の論理J (11頁）を見出すものでなければならないと力説

している。また，世界経済の中での海運資本の生産はアメ リカ経済支配下で

の日本経済の仕組の一部として把握している。

第2章 海運の歴史Irおいては，世界と日本の海運の歴史がまとめられて

おり，現代の国際海運の特徴を，アメ リカが世界の原燃料資源を独占し，そ

の輸送支配の強化による荷主大企業への海運の従属，インダス トノレアノレ・キャ

リッジ化が急速に進行している乙とを指摘している。海運資本の生き残りを

かけた競争の中で，船舶の競争力強化のために便宜置籍船国の拍頭，あるい

は共産圏諸国，中進国，途上国の国威をかけた海運への進出による海運市場

構造の変動は，伝統的海運秩序の崩壊をもたらし， 「荷主大企業と海運産業

との矛盾，それらと船員との矛盾は深まらざるを得ない。J (26頁） と現代

海道の基本矛盾にせまっている。
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第3章においては，日本海運産業の構造が分析されている。昭和39年の海

運集約合併政策の推進は，海運大手6社体制を確立強化し，一方，荷主大企

業によるインダストリアル・キャリッジ化が進行し，内航海運においてもそ

の傾向は加速化された。 ζの過程で固定交通手段としての港湾にも急速な国

家資本投下が行われ，特IC::輸送革新としてのコンテナ輸送体制受け入れのた

めの港湾整備の過程での港湾における諸矛盾の指摘が行われている。

第4章 海運市場の構造と競争においては，定期船輸送分野における国際

カルテノレとしての海運同盟の役割がコンテナ輸送の進展にともなって，その

機能を低下させており，特に南北問題の妥協の産物としての定期船同盟行動

憲章条約の発効や昭和59年 (1984年）アメリカ海運法の施行は定期船市場に

おける競争要因を拡大させており，世界的な船腹過剰と相侯って新しい定期

船分野の秩序が模索されつつある。また，不定期船市場での専用船のインダ

ストリアノレ・キャリッジ化lとともなう市場の変形や内航海運市場における荷

主大企業支配の実態が分析されている。

第5章 日本海運政策においては，戦後の代表的な海運政策としての計画

造船，利子補給，海運集約・再整備についてのその時代における意義が解明

されており，海造審の沿革役割及び問題点が指摘されている。内航海運政策

については，昭和41年12月に内航2法（内航海運業法・内航海運組合法）の

一部改正と船舶整備公団法により，内航海運全体の規制政策が確立し，建造

調整や許可制導入にもとづく業界再編の実態が分析されている。

第6章 国際海運問題の中心論点は，便宜置籍船についてであるが，その

背景を経済的，歴史的に展開し，乙の問題を中心にした各種の国際会議にお

ける先進国と途上国との新しい海運秩序を求めての討論経緯が詳述されてい

る。

第7章 海運・貿易実務については，海上輸送契約と用船契約の実務を紹

介し，輸送実態の変化IC::ともない国際輸送ルールの変更の事実を指摘してい

る。

終主主 日本海運の海外進出とその矛盾は，本書の結論にあたる部分で，高

度成長lとともなって推進された海運政策が仕組船，マルシップ及びチャーター
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パック船を公認させるようになり日本船員の不安定雇用を誘発した点を批判

している。

3.本書の特色と意義

既lζ前節で述べたように，伝統的海運論は，海運業者の立場からの論理展

開であるのに対して，本書は日本海運の実態を海運集約化という政策手法に

照して，海運資本の生産 ・発展 ・没落の論理として展開する ζとにより，国

民経済 ・国民生活の立場に立ってみた場合lζ海運資本の横暴，自己中心的な

経済合理主義が，自己矛盾に満ちている乙とを強く指摘している。わが国の

海運資本が乙のような経営行動をとるようになった背景には，貿易立国とし

て経済政策が外貨獲得のためKは，必然的IL国家助成を導き出すとしづ前提

IL経営姿勢が組み立てられたとみてよい。

そのツケが，三光汽船の倒産iとみられるような海運不況の対応策への甘さ

となってあらわれている。特IL安定成長下での海運合理化政策を推進する乙

とによる弱者への救済策が社会政策の推進という補完材料を用意できないだ

けに，内航弱小船主の救済手段や日本人船員の雇用対策には困難が倍加して

いる状況を分析している。本書にみられるような，新しい分析手法の試みが

なければ今後の海運政策が従来の政策体系の中では，社会的，文化的環境条

件への対応を不可能にしている乙とを示唆している。海運不況の中で新しい

海運政策が模索されている時だけに，時宜を得た好書である。

本書は教科書風にまとめられているが，海運，港湾経済の専門家や研究者

にも充分参考になるし，海運，港湾関係の行政担当者はもとより，学生，一

般読者にもわかりやすく丁寧K書かれており是非一読をお勧めしたい。

＜税務経理協会発行，昭和60年5月， A5判 ・231頁，定価2,700円＞
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鷹取 調

（日本大学）

1.はじめに

港が経済・社会のなかでどれだけ重要なはたらきを果たしてきたか，また

今後ともすべきかとの問題は，今日のわが国の港のあり方を考える場合，重

要なテー？と言える。というのも従来，港の社会科学からの体系的な研究は，

必ずしも豊鏡な沃地とはし、えなかった。乙乙に紹介する本書は，乙のような

疑問lζ対し，港の主要な機能を単lζ流通機能lζ限定して考えるものでなく，

多様な機能が配置している空間と捉え，社会科学の側面からの総合的，本質

的な面をも問題にしたいとするものである。

本書は，北見俊郎教授の「還暦」を祝賀する記念論文集用lζ編纂されたも

のであり，原著書は，限定版と して刊行されたものであったためK，多くの

方々より問い合わせ等もあり，乙のような形lζて改訂し，再刊行されたので

あるとしづ。各執筆者は，港湾経済学会等でよく活躍されている方々であり，

乙の改訂版には，最後iζ北見教授の論文も掲載されて編著者となられたよう

である。本書は， 「港と経済・社会の変貌」を共通の問題意識としながら，

乙れを「歴史」， 「港勢・物流」， 「経営J, 「港運・労働J, 「臨海部・

都市」という視点から港の総合的研究を行った23編の論文から編成されてい

る。

2 .本書の構成と概要
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次IL.本書の構成と各項目の概要について述べてみる ζとにしたい。

「歴史」

1 カナタの港と社会文化 （臼本医科大学社会学教室主任 ・荒木智種），

パンクーパー港の史的発達過程をとりあげ，港と町並み文化について論述し

ている。 2 .人間と港の機能の史的考察（流通経済大学講師 ・市来清也） ；

港は，人間社会と複合的に関連しつつ各種の機能を果たしてきたが，歴史的

経緯，変革過程を考察し，さらに人間性復活への動向等を展望している。

3.若松港と石炭輸送（立命館大学教授・土居靖範） ；若松港の性格を歴史

的IL分析し，筑豊の各鉱山の物流ターミナノレ拠点Kついて考察している。

4.横浜港の豪華客船（横浜市立大学教授 ・寺谷武明） ，明治末年lζ日本の

造船所で建造され， 横浜港を出航して欧米との文化の掛け橋と しての役割を

果たしたが，歴史の舞台から消えた豪華客船の意義について考察し，日本海

運史の側面を論じている。 5.太平洋戦争期における港湾行政の一元化過

程（国際臨海開発研究センター研究員 ・香川正俊） ，わが国が日中戦争から

太平洋戦争へと突入していくなかで，港湾行政の変革について，とくに港湾

行政の一元化を問題lとし，集権的指揮方法に重点が置かれた背景について詳述

している。 6.戦後わが国における港湾研究（大阪市立大学教授 ・柴田悦

子） ，戦後からの港湾研究業績を追跡し， 港湾史， 港湾経済論，自由港 ・港

湾立地論，港湾計画論 ・開発論，港湾産業論，港湾労働論，情報システム等

の研究論文を分類し， 紹介している。

「港湾 ・物流」

7.ハノレ港の機能と役割（関東学院大学教授 ・小林照夫） ，古典的港とし

てのハJレ港が，今日，いかに変貌してきたかとの問題意識を背景K，その機

能や役割について論述している。 8.埠頭利用形態からの工業港の類型

（仙台大学教授 ・永野為紀） ，本論文は，英文に記述されており， 和文に

変えてタイトノレを紹介する乙とにしたが，私的埠頭を利用形態から8つに分

類し，工業港の類型化を試みた貴重な論文と言える。 9 1970年代におけ

るわが国産業の生産拠点の再編成と港湾貨物量の推移（横浜商科大学教授 ・

故 入江成雄）' 1970年代のわが国の海外直接投資s 国内生産拠点の再編成
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を考察し，外貿港湾が，今後し、かに変貌するかとの問題を論じている。

10.港湾の供給メカニズムと需要構造分析（中部女子短期大学助教授 ・坂井

吉良） ，港湾整備の供給メカニズム，その需要構造について，経済学的分析

により計量化を試みようとしたものである。 11.海港交通のサービス需要

（日本大学教授・山上徹），交通サービス生産の空間としての港の特性を問

題IC.し， 他の交通手段との相違，共通面を分析し海港交通需要の派生性は，

経済発達の段階，産業構造の変化lζ応じて歴史的に変わり，単なる地問的事

情だけでないことを強調している。 12.物流港湾と旅客港湾（函館大学教

授 ・和泉雄三） ；旅客用ターミナjレを主たる港湾の機能とする函館港には，

青函連絡船の廃止問題があり ，まさ』ζ港は，物流基地として発達するばかり

でなく， 「みなとJというイメージがなくなり ，コンクリー 卜と機械だけの

港となり人聞を港から放逐している乙とが指摘されている。 13.国土利用

の平準化と格差（臼本港湾経済学会理事 ・tlll代方雅） ．北海道を事例として

国土利用の平準的増加と海運による物流の効果とをシステムとして考え，格

差是正の計画方針を決定する必要性を分析している。

「経営J

14.港湾経営K関する一考察（東京都職員研修所主幹 ・山本和夫） ，港湾

利用システムと供給システムとの聞に隔たりがあり，利用者の利用システム

と無関係に設備が建設され，その建設コス トを回収するという観念があまり

みられないと指摘している。そ乙で港湾の本質は，利用者の立場lζ立ちシス

テムを提供するようにしないと港湾競争の時代には，対応できなくなるとし

ている。 15.大都市港湾経営の政策軌跡と課題（名古屋港管理組合計画部

企画課主幹 ・木村武彦） ，わが国の港の中でも経営体としての条件を満たし

ている大都市港湾に焦点をあて，高度成長期前後からの港湾経営の軌跡をた

どり，港湾経営体の確立への課題について試みられている。

「港運・労働」

16.技術革新と荷役業の生産性（神奈川総合高等職業訓練校 ・横浜港湾分

校教導・松橋幸一） ，港湾における荷役ロボットの問題，コンビューター導

入の動向による港湾の生産性が人と機械との関係をどのように し，将来，い
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かなる問題が生じるかが提起されている。 17.現代港湾運送事業の基礎的

問題（財・港湾労働経済研究所研究主幹・富田功） ；港湾逆送業の公共性との

関係より港湾労働福祉の費用負担問題があり，利害当事者間Kおける応分負担

の必要性を提起している。 18.転換期の港連経営と港湾労働（財 ・港湾労

働経済研究所所長 ・喜多村昌次郎） ，国際複合一貫輸送あるいは総合物流業

が台頭してきているが，そのような流動的環境下iとある港連は，海陸の共通

の基礎的機能を提供しており，その安定的維持発展のための労使関係が確立

され，今後とも港運の労使関係の安定条件を配慮する必要性を提起している。

「臨海部 ・都市」

19.東京湾横断道路計画の経緯と意義（千葉地域科学研究所研究員 ・渡辺

啓文） ，東京湾横断構想の史的概況を論じ，千葉県の建設促進の史的展開を

試み，湾なり半島のあり方を提起している。 20.臨海部開発の現段階と地

域主義（広島商船高等専門学校助教授・鈴木暁） ，高度成長期からの各地の

臨海部で用地造成や港湾整備がなされたが，不利用，遊休化という問題が生

じている。 地方自治体または地域の観点から，臨海部の活性化への解決策を

提起している。 21.港湾都市の伝統と発展の道筋（日本港湾経済学会評議

員 ・千須和富士夫） ；横浜が開港以来の宿命を分析し，また「みなとみらい

21」の事業の矛盾点を指摘している。 22.港湾の都市的課題と新しいみなと

づくり（日本大学教授 ・長尾義三） ；国土の第3の空間であり ，沿岸域開発

保全の中核としてのみなと（水都）づくりのあり方を提起されている。

23.都市と港湾の総合的課題（青山学院大学教授・北見俊郎） ，わが国の都

市の殆どが形態的lζ 「港湾都市」であっても機能的には， 「港湾都市」とし

ての実体をそなえきれてない多くの構造的な問題点をもっていると指摘し，

とくに港湾と都市の総合的課題を「港湾政策」での関係で考えるべきである

とし，今後，都市と港の近代化の実現には，問題意識の転換が不可欠と論じ

ている。

3.むすび
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以上のように本書は，多くの気鋭な筆者による23編の貴重な論文が5部門

iζ分けられ，編集されている。各時代の経済・社会の要請に応じつつ，港の

もつ潜在的機能がいかにクローズ・アップされ，推移発展してきたか，また

行くべきか等の提言がみられた。港の全ての領域を網羅した総合的研究は，

個人的能力だけでは限界があるであろう。そのような意味でも本書の刊行は，

わが国の港の研究lζ学際的研究が必要である ζとを提起したという ζとの意

義は大きい。

強いて一言指摘するならば，部内の各論文相互が，必ずしも体系化されて

いなく，相互に関連していない側面がみられ，さらに焦点を絞られ，部門内

だけでも体系化する乙とが必要である。確かに，本書の当初の目的は，編者

のI人でもある北見俊郎教授の「還暦記念論文集」の改訂版であり ，各論文

の内容等の不統ーな面については致し方ない乙とかもしれない。

本書は，乙のように時間的経緯により港の変化， 変貌という問題意識から

編集され，広範なかっ本質的問題についても考察されている。多方面な分野

からなり，単i乙港湾問題lζ興味のある方々だけでなく ，都市・交通・歴史等

lζ関心のある方々にも是非とも一読をすすめたい。

（時潮社昭和61年9月発行 404p. 定価 3,300円）
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学会記録

港湾活性化と都市再開発

第24回全国大会（大阪港）シンポジュム概要

昭和60年度大阪大会のシンポジュムは首記論題の研究発表K対する質疑応

答をもとにして行われたが，乙乙にその要点をとりまとめて収録するものと

する。

報告テーマと発表者ならびに予定討論者は次のとおりであり，司会は柴田

悦子氏（大阪市立大学）であった。

テーマ・報告者 予定討論者

①アメニティと港湾再開発に関する一考察

（横浜港湾カレッジ）香川 正俊 （仙台大学）永野為紀

②港湾空間活性化に関する一考察

（地域計画建築研究所）金井万造 （神戸港埠頭公社）小合彬生

③港湾都市の再生と活性化

（筑波大学）安田八 卜五

④港湾活性化と地域開発

（ターミナノレ・レポー 卜社）稲垣 哲

一一一韓国の西海岸を中心にして一一一

（韓国 ・全州大学校）金 在河（肘港湾労働経済研究所）喜多村昌次郎

⑤港湾機能の拡充と再開発

一一一神戸港長期計画検討委員会の報告書から一一

（神戸市港湾局）雑喉 徹 （立命館大学）土居靖範

＠都市 ・経済政策上の港湾活性化の理念

（名古屋港管理組合）木村 武彦 （日本海事検定協会）田中省三

⑦ 「港湾活性化と都市再開発」への基本的考察

（青山学院大学）北見俊郎 （神戸商船大学）市来清也
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司 会 ：それでは今年度の共通テーマに基づきまして，活発な討論を乙れ

からお願いしたいと思います。

では一番最初］に香川先牛ーから始めさせてl頁きます。

仙台の永野先生からきております。 『報告者の問題意識と内容は 共通論題

テーマの「港湾活性化と都市再開発」に対して，都市や港湾再開発の検討に

は，行政環境の変化を前提に活性化と再開発における行政分化の民主的プロ

セスの確立の必要性や都市港湾の法体系の整備の必要性を明維に提起された

ので，乙の点，大変示唆lととむもの』という感想をいだいております。しか

し次の乙とを考えて解明しなければならないのではないか。 lつは， 「活性

化，再開発には誰が誰のためにどのような目的でおζなうのかという視点か

ら見ると多様な内容と歴史があり，乙の点の分析を明確にしていく必要があ

るのではないか， 2番目K., 「再開発が地域的調和の破壊につながって一部

の地域が繁栄し，他の地域が衰微するというような点の考え方をどう扱うか，

第3IC, 「山村先生も指摘されたけれど行財政の財源と民間投資の融合させ

た計画的な都市経営についてはどう考えるか。Jそして第 4iζ， 「都市の階

層，地域の支配・従属関係等，乙れらを明確にしたうえで f 活性化と再開発

の視点がいるのではないか。』

香川 まず l番の点は貴重な御意見としておうかがし、しておきたいと思

し、ます。

2番目の点はたしかにおっしゃるとおりで乙ざいましてアメニティが地域iζ

偏在するという乙とは当然考えられるわけでして，例えば最近， 一時，その

スプローノレ現象iとより，都心部lと人が住まなくなってきた。とくにアメリカ

のほうはそうですけれども，最近は劇場とか文化的な都市施設だとか，文化

的な施設が都心にあると，乙れを利用するためには都心の方に逆に来た方が

いいという乙とで，たしかに再開発のやり方しだいiCよりましては一部の地

区が繁栄して，他の部分が衰微し，したがってそのアメニティは本当は全住

民がその平等に与えられるべきものでございますけれども，それがそういう

ふうにうまくゆかないという場合も当然考えられると思し、ます。

だから， ζの点はやっぱり最初に言いましたようK行政の分化，行政の技
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術的な問題というと乙ろを考えて，行政と地域住民がどういうふうにそのコ

ンセンサスをへていくかという問題に最終的になろうかと思います。

3番目の点ですが，これについてはたとえばフィツシャー・マンツー・ウォ

ーフがあるというふうな乙とで，フィツシャー・マンツー・ウォーフのこと

につきましては，注のほうで一応くわしく書いておりますので他にもいろい

ろとあると思うのですけれども，乙れについてさらに詳細に書くスペースが

なかったものですから，乙の点はζ海容下さい。

4番目の点は貴重な街l意見としてうかがっておきたいと思います。

それから千須和先生からですが， 「環境の快適化は自然生態系の保存と切

り放せられない、港湾臨海部開発等は基本的な矛盾関係にある。したがって，

人工的にアメニティ化を計るという前提に立つ今回の課題は自然生態系を保

有する ζとと，人間生活の便宜，便益のバランスとしてとらえる視点が個人

要求 c~ 、わゆる市民運動）の法に展開されている線本には開発時の環境評価

が形式でなくて，実行あるものとするためには市民自体が評価力を持つよう

にならなければならない。本質は権力 （計画主体）のあり方にあるというの

ではないだろうか。そうでなければ，腕力のある者（資本）の論理が常に支

配する乙とにならざるを得ないと思う。」というような御意見です。

乙れにつきましては，いくつかポイントがあると思うのですが，港湾開発

等と環境の快適化というのはたしかに矛盾の関係にあると思うのですが，ア

メニティ港湾の再開発という乙とに関していえばそうじゃないと思うのです。

公害問題とアメニティの関係というのは相関関係にあるので，アメニティが

失われるということが公害の発生であり，公害を防止する乙とでアメニティ

が高まると，乙の関係の正確な把握が必要なのではなし、かというふうに思い

ます。 それから， 「環境影響評価は市民全体がその評価力をもつようにな

らなければならないという点は， 実際上，難しいと思うのです。環境影響評

価といのは非常に専門的でございますので，市民全体が評価力を持つという

のは難しし、。したがって，乙 ζlζ千須和先生がお書きになっているように本

質は権力，計画主体のあり方にあるというのではないだろうか。乙れに，そ

の政策プロセスにどう市民が参加するのか。また，審議会等IL:対して，どう
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いうふうな形で専門家が参加するのかというような事になるだろうと思いま

す。

司 会・ どうもありがとうございました。たいへんせかして申 し訳ありま

せん。

次lζ金井先生iζ対する質問，予定討論者は小合さんでどざいます。 （乙れ

は予定されております篠原氏がお見えになりませんのでかわって小合さんの

ほうでしていただきます。）

小 合・ 急な事でちょっと難しいんですけれども，簡単なことを2' 3 

質問させていただきたいと思います。金井先生のお話は今，各地の大港湾で

行われている港湾の再開発，そして新しい都市機能をそ乙へ入れていくと，

乙ういう作業を今度は地域的な中心で－ある地方都市の港湾で進めていくにあ

たってのいろいろな研究，それを高松とか笠岡，大津の例を引いて取りまと

めておられます。なかなか熱心な研究で、非常に我々も感銘を受けておるんで

す。実際に今までで我々，港湾のほうから見ますと，乙ういう地方都市の港

湾において再開発というのにどういうふうにやったらいいのか，あまりはっ

きりした基準みたいなものがなかったわけで乙ざいますけれども，乙ういう

古い港，古い港町というのは機帆船なんかが中心lζ発達して，町と港が非常

に密接になっていた。一方大都市でいえば，去年乙の会議がありま した名古

屋のガーデン埠頭みたいに広い公園とか港の見える斜面，そして観光パスが

入るような駐車場とかいうものがあったり，食堂があったり，乙ういうのが

非常κ良い乙とで先ほど雑喉先生のおっしゃた神戸の計画にも入っていす。

地方都市ではどうも港湾区域というのが非常に狭い。あるいは港によっは，

港湾区域を設定していないと乙ろもあって陸上と海との計画がなかなかうま

くすりつかないんじゃないかと，我々そういう心配をするんですが，何か乙

ざいましたらお聞かせいただきたし、。それから，もう一つは活性化という点

について，今までのと乙いろいろと規制が多いわけで埋立地の利用とか人の

集まる施設を港の中へつくって，旅館をつくるとかレストランをつくるとか，

いろいろな問題があるようなんですけれども， ζういう点で何か活性化にとっ

て乙れからDeregulationと言いますか，規制を緩和していく方向というの
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はどういう方向が良いのか御意見をおうかがいしたいと思います。

司 会： 埠頭公社の小合先生でした。それでは金井さんどうぞ。

金 井： 先生どうもありがとうございます。非常に難しい質問なんですけ

れども，それ以外の先生方からも質問し、ただいていますので，手短かに私の

考え方を述べさせていただきたいと思います。

一つ目の質問ですが，地方都市の場合には実際，先生も御指摘のように港

湾区域が非常に狭いという ζとで実際，計画する場合にはある意味では港湾

区域とそれから都市サイドの区域が重なってくるというようなととで，報告

でも説明しましたけれども，実際iζは港湾計画をやる場合lζ都市サイドまで

含めてなかなか計画化できない。計画する場合には非常に都市サイドのほう

は都市サイドの熟度に合わせて計画するというような乙とで，たとえば，和

歌山津港ですけれども，都市としては地方的な都市で乙ざいまして，乙乙で

も港湾計画として再開発を考えましたが，都市サイドの空間で都市で使って

いただきたい土地ができても都市サイドの需要のほうからの熟度が乙ないと

いうような形で，極端に言いますと，計画としては両方合せてやりたいわけ

ですけれども，港湾だけで計画を進めていかざるを得ない。したがって一つ

の結論としまして，都市サイドの計画と港湾サイドの計画をやはり合わせて

やっていくという計画段階で調整していくという乙とが非常に重要ではない

かと考えております。

都市利用制度も非常lζたくさん乙ざいます。港湾の場合は，それに対応し

た事業制度だとか事業制度の面で，事業種が合わないという段階でございま

す。

そういう乙とで，今後，港湾サイドでも都市サイドの区画整理的な要素，

また基盤施設としてのいろいろ都市的なUTDの施設の整備を都市サイドと

同じように港湾サイドも同じような補助率でできるようなシステム，乙うい

うものを汲んでいったり，また事業年次をうまく合わせるような計画段階の

調整，乙ういうと乙ろが非常に重要な感じがしております。また，民閉会社

の場合ICは非常K投資時期を見ているというような事もどざいまして，十分

な調整がいるんではないかというふうな事でございます。
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第二番目の非常に規制の多いという乙とで乙ざいますが，私も，具体的κ

一つの問題としまして大都市に近くいるわけでございますけれども，いろい

ろな作業をやらせていただきまして，いろいろな民間活力だとか，アメニティ

の問題もございますが，いろいろな活性化のための都市的な機能を入れてい

く乙とになりますと，一つは制度的な面，また，もう一つは事業のフィリピー

トの面から考えました場合ICネックと，なってきますのは，乙れは， 一つは

具体的に東京港の竹芝なんかの再開発が，現在進んでおりますが，非常に地

価が実際高くて，そ乙での開発をしようとした場合の事業種を考えた場合IC., 

なかなかその住宅的な要素が港湾活動と合わないという第 l点がございます

が，それ以外でも港湾となじむような機能を持ってきましでも，実際の事業

制度から見た場合には，地価が高し、。それから建設費も高い，また，空間を

非常につくる必要があるという事から見ました場合，かなり上に積むような

容積率を上げるような計画も入ってくるわけです。

それからもう一つ，千須和先生からの質問でこざいますけれども，非常に

長い文書ですので，少し概略で言いたいと思うのですけれども，いろいろ港

湾再開発の中で新規機能と伝統的な機能に対して，実際l乙誰が投資するのか，

投資主体とその内容が非常IC重要であるという乙とで活性化の起爆力は住民

か，または他力か，他力というのはたぶん外からの力という意味じゃなし、か

と思いますけれども，乙ういうふうな質問と，もう一つはし、わゆる利益代表

の問題ですね。誰が利益を受けるかというあたりにつきましての質問でござ

います。私は乙れにつきましては，一つは，他力というんですか人、わゆる

他からの土地をつく って他からの方を誘致して開発していくというのも一つ

でございますけれども，実際iζ港湾サイドというのはそう大きな空間形成が

出来ませんので実際には地域の住民の方，それから地域の産業，地域の活性

化のために都市サイドの空間を提供するのに地域の産業，乙ういうのも入る

と思います。もう一つ，都市の機能を高めるような公的な空間，いろいろ，

今日先生方も報告しておられます。けれども，情報機能だとか，都市機能が

乙ざいますが，そういう公的な機能の問題ーとう考えております。それから

もう一つ，利益の代表，したがいまして，私自身，もちろん市民の方が当



286 港湾活性化と都市再開発 第24回全国大会（大阪港）シンポジウム概要

然利益を得るという事でとざいますけれども，それとともに地域の事業者の

方，それは地域の活性化K直接役割をもっている地域の産業の方，地場産業

の方，乙ういう方とそれから，やはり公的な行政ではなし、かと。 以上でご

ざし、ます。

司 会 ：どうもありがとうございました。また時間が乙ざいましたら，

フロアと後ほど議論を進めさせていただく ζとにしましてその次へまいりま

す。安田先生にはかなりたくさんの質問がきております。討論予定者である

稲垣先生が御事情あって早くお帰りになられまして二つばかりの点について

意見と質問を兼ねたようなものを残されておられますので，乙れは読むと長

く時間がかかりますので，要点、だけを申し上げます。

まず『港を物流ターミナノレから国際情報機能を持ったものへ変えていくと

いう ，情報港湾都市を目指せという提案については賛成です，と ζろが，横

浜のプランですけれども，乙のプランlζ対する先生の評価というのがやや文

化コミッション機能にかたよっているのではないか』，乙ういう御意見を御

寄せいただいております。

それからもう一つは， 『コンバクト横浜ではなく ，入れ物は大きいほうが

良いというのではなく入れ物は大きいほうが良いというのではないかと。横

浜らしさとか，小樽らしさと人間性豊かな港湾再生というのは，いったい何

を訴えたいとされているのかという乙とがもう一つ理解できなかった』とい

う御意見なのです。乙れは，先生の方にもたくさんの御質問があると思し、ま

すので，すべてをひつくるめて御19平答いたfご．けれは

安 田．と、うも失礼しましfこ。そういつた方々カ〉ら有益な質問とコメント

がありましたので，今司会者のほうからも一括で．という乙とで．すのでz もし

不十分な点がありましたら，細かくお答えしたいと思います。まず最初に稲

垣さんのほうの御質問なんですけれども， 小樽運河問題に私自身コミッ 卜し

て後半でかなり深くコミッ 卜してその辺の教訓というのが何だったのかとい

う乙とをもっと考え，私もひとりの研究者として考え，また市民として考え

なければいけないのではなし、かと。また最近マスコミ論調としてはかなり下

火になっているのですが，先ほどの発表のl侍も申し上げましたように，小樽
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の中ではかなり地道になってきまして，運河問題を出発点にして都市づくり，

町づくりの問題を考えていζうという動きがでてきたというのが非常IC::大き

な問題ではなし、かというふうにとらえております。

それでは，港湾都市一般にどういうふうに展開するかといった乙とは非常

に難しい問題なのですけれども，私なんかが感じてますのは都市から，もし

くは市民から港湾への復讐というか，そういうものが始まってきているんで

はないかという感じを実は受け止めているわけです。

3年前大阪港を見せていただいたんですけれども，海水の遊泳場をつくっ

たり横浜市なんかでも人工砂浜をつくったりという乙とをやって，ある程度

市民の要求に一見答えるような乙とをやっているわけです。けれども， ζれ

は先ほど申し上げました非常iζ短期的な反応の仕方がないわけです。そうい

う意味では何が一番重要かという乙とに闘しましては，私はやっぱり港湾と

都市がし、かに，とくに港湾という視点で考えました場合に都市のなかで

Identityとか，存在証明がきちんとできないといけないのではなし、かと，

つまり結合化して一体化していくという視点が出せるかどうか，とくに小樽

とか横浜港を考えて気が付いたというか，非常IC::考えた乙とですが，都市が

斜陽化してし、く衰退していくのは何かというと，その都市が，その社会の外

部環境の変化 その都市が持っている外部環境の変化，それはいろいろ技術

もあります，港湾の技術革新・近代化もあります。それからいろんな情報機

能の編成その他ありますが，外部環境の変化IC::内部から適用できないと ζろ

に非常に大きな問題がでできてる。それが港湾と ，たとえば都市の

conflictという形でできているという意味では外部環境の変化Kいかに適

用していくかというそういう都市系戦略，つまり適用化戦略というか，それ

が必要でななし、かと。その適用化戦略に関して， 二つぐらいの考えかたがあ

るのですけれども，追随型の，ある意味で消極的適用 possiveadaptat10n 

という乙とでは因るわけでして，外部環境の変化自身に働きかけていく，そ

ういうものが必要だろうと，ある意味で，ニーズを先取りするような視点，

そういうものも必要なのではないかと，それを私は適用化戦II洛というか，

active adaptationというか，そういう都市系戦略というものをつくって
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いく必要があるのではないかと感じるわけです。

それから，徳田先生から質問ありましたデータ解析に闘しては，今，まだ

科学研究費の関連で研究しているものでして，いずれ細かく レポートを出し

ますので御参考にしていただければというふうに思っております。以上でど

ざいます。

司会：どうもありがとうζざいました。続きまして金先生で乙ざいます。

予定討論者喜多村先生の方から，すでに文書で質問が出ておりますので，そ

れを合わせて御返事といいうか，御解答いただけたら結構かと思います。

金 ：はいお受けしました。質問は，その大きな問題を出して下さいま

した。お受け しましたζの三つの問題は私にとっても一番核心的な問題で－あ

ります。第ーに乙ういう質問でした， 「西海岸線の干拓政策と地域住民感情

について説明してください。」

「西海岸の干拓政策Jについてまず申し上げます。日本iζ来てから日本の

埋立てを見ました。大部分，Jllの下流の河口の埋立てであって海岸の埋立て

ではなかった。干拓の埋立ては湖の干備によって水没と干満を繰り返す間に，

海と陸との接点に形成しながら千鳥などの渡り鳥が到来するなど，多くの生

物にとって貴重な生息の場であります。人間生活にとっても潮干狩や野鳥観

察を楽しむζとができる身近な自然であります。さらに微生物lζよって水質

の浄化がさかんな場所で・あります。しかし，干潟は埋立てや干拓の対象とな

りやすく，とくに西海岸は潮干の差が6mなり12mもできます。西海岸は干

拓ICよって，今，農地になっています。乙れに対しての学問的な干拓政策の

前lζ十分なる海中の生態系とか，住民の意識とか，海洋，海中，いろいろな

公害等の問題で自然の調査がなされなければならないと思います。とくに西

海岸はたくさんの島があります。その島と島とのあいだには潮干の差がはな

はだしい点と，島と島とのあいだが50m～30m，遠くはlOOmのあいだの島と

島の聞に，その潮流が急流であって湖力発電には最適の場所であります。乙

れはの理論よりも，今まで韓国は建国以来，数多い外人が来て調査をしただ

けで，乙の資源を今だに開拓していないのは，私にとっても，乙れを見た人

にとっも権実なる解答を与える資料をまだ見た乙とがありません。
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次は，地域住民感情についてですが急激なる経済成長がある時IL:は，社会

のいろいろな団体によって，その反抗があるだろうというんです。というの

は，具体的に話しまして，昔は身分社会から階級社会，階級社会から権力社

会，そして今の社会は資本社会と歴史家は言っています。共産主みのような

社会主義でも，今では blackmarketが形成されているし，中国も今，対応

しています。

今の生活iζ便利なのは，その地域住民に働く場所がなければなりません。人

聞が my town ，自分の生まれた国もあり，泉もあり， 川もあり，宅もあり

ます。 手肌のような小さい国土の中に偏在的工業配置とか，港湾の配置は

疎外された地域の不快（displeasure），地域感情等となり，乙れは社会問

題であり，政治問題という乙とは，私が体をもっての経験です。

次は2番目です，今のソウルは人口的な面においても，とうてい整備でき

ない混雑した都市になってしまいま した。首都圏の所ど乙ろに再開発問題が

今，韓国の問題であります。スプロール現象は，天然的産業の立地条件にな

ります。偏在的工業配置によってスプローJレ現象がお乙ります。いくら地価

が下っても乙れは解決できない問題であります。過密問題解決の最適地とし

て今，乙れ以上，ソウノレを市外化しない政策は，新しい人はソウノレから140

キロメートノレ以上の距離が必要だという乙とです。今の首都から140キロメィ

トノレ離れた位置がスプローノレ現象がおζらないというのは， 今のカンチョン

が再開発の問題として一番適当なターミナJレで、あります。以上の点から西海

岸中心部の地域の自然環境の特性とその気候がヒンターランドの社会的 ・経

済的開発のための港湾活性化への答えとしておきます。

次IL:三番目は， 「マドを整備開発して，中国チンタオとの航路を開発して，

西海岸地域の港湾活性化に役立てる乙とについて，また経済の実績についてJ

ですが，乙れから中共貿易の可能性は，海運の顕在化を戦略産業lζ，中間工

業国を核iζ臨海工業団地整備計画を部分的に開発し，工業生産と貿易増進に

適応するよう，港湾機能とヒンターランドを調整してし、く。時間がなかった

のが残念ですけれども，もしも許してくださるならば今日の質問にもっと詳

しくお答えする機会があったらと思います。以上，単IL答えにしておきま
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す。

司 会：大変大きな問題に対して，要領よくお答え頂きましてどうも有難と

うございました。

続きまして，神戸市港湾局の雑l喉先生に対しまして，立命館大学の土居先生

が予定討論者となっておりますので御質問頂きます。と同時に御質問用紙も

来ているかと思いますので，まとめて後で御返事頂ければ結構かと思います。

土 居 ．二十一世紀lζ向けて日本の主要なる港は，乙ういう長期計画が出

されている訳です。神戸港の場合，大阪とか東京のテ レポー卜，あるいは横

浜と言ったような目玉的なものはちょっとないようだったんですけれども，

今後の外部環境の変化をいろいろと考えられて，各種のニーズを先取りされ

ているという乙とで，利用計画なんかも非常に玉虫色的ですが，一つは理念

の問題です。海運業界の動向とか，港連業界の動き，物流の変化，多様化と

か，そういう要素はある訳なんでしょうけれども， 一つ乙の視点をぜひ入れ

て］頁きたかった。と言いますのは，やはり港というのは，本来港で‘働いてい

る港湾労働者とか，その他いろんな人が働いている訳なんですけれども，そ

ういう人々が，人間性を生きいきと発揮し得る生きがいのある，働きがし、の

ある場にまず第ーにそうすべきで，当然安全性とか，福祉とかの面ももっと高

めていかなければならない訳でして，その上で地域住民の諸要求を組み込ん

でいくと，更にそれを発展させていくという形で理念を原点におくべきでは

ないかというのが，私の一つの考えです。

乙れ迄の港のづくりというのは，運輸省とか，自治体の，いわゆる土木屋

さんの手によって計画されてきたが，今回，神戸市の場合は五十名になるい

ろんな方々が入られて，市民参加という形態は取られている訳ですけれども，

やはり働いている者の意見なんかも吸収されたのかどうか，そういう乙とを

一つ基本的におたずねしたい。もう一点，補足的なんですけれども，いろい

ろ利用計画を煮詰められて，今後いろいろと港湾の経営管理というか，経営

上いろいろ煮詰められると思いますけれども，その辺，方針とかありました

らお聞かせ頂きたい。 以上二点でございます。

雑喉： 貴重な御意見ありがとうございました。まず第一点でどさいます。
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理念の中に港湾労働者のための施設，港湾労働者が生き生きとした気持ちで

もって働けるような，何らかの対応策といったものが入っていなかったのは，

残念だというふうな御意見で乙ざいす。乙の点につきまては，実は昨年と一

昨年にかけまして，神戸港の方で，港湾近代化~Cよる影響調査というものを

実施致しました。その中で特に神戸港の場合，コ ンテナポー トと言われてま

すように，港湾の近代化がかなり急速度lζ進みまして，そのために港湾労働

者のl眠域が減ったという問題があります。乙ういった問題を踏まえまして，

実は，神戸港，神戸市の方で都市問題研究所が御座居ますがいろんな各方面

からの御意見をお聞きした上で，近代化調査というのをやりました，その中

で得た詰論と言いますのは，今後はできるだけ，貨物誘致，船舶誘致を行っ

て，まず，とにかくそのパイを大きくしようと，いわゆる港湾労働者のため

の仕事を増やそうという事が一点，それからもう一つは，やはり港湾労働者

のためのいわゆる港の直接的な仕事がなくなってもそれに代わる仕事ができ

ないという乙と。ですから，そういった意味で，いわゆる近代化Kよって失

われた仕事に変わる仕事を見つけてい乙うと。 それからもう一つはいわゆ

る港頭部地区でもって現在，バン詰めという作業が大分減って奥，内陸地で

もってそういった仕事が行われるようになりまして，本来の港湾労働者の職

場が内陸の方lζ移されてしまったという問題もあります。乙れにつきま して，

港頭地区に流通センターを設ける等して，再び港湾労働者の仕事を臨海地区

に戻そうという意見もあります。そういった大体三つの意見を今後ともいろ

んな意味で港湾の政策上花盛り込みたいという乙とは，我々も常日頃考えて

いる訳ですが，たとえば全日本労働総同盟神戸地区同盟副議長とか，それ以

外にも，かなり労働者代表にも出てもらっています。そういった意味で乙の

計画を作る段階ですでにいろんな方面の意見も入れられておりますし，乙の

長期計画がまとまった時点、でそういった労働関係の方々にも実際に御説明に

まわっております。従いまして，今後ともそういう乙とにつきま しては， 実

施面で具体化していきたいと思います。

それから今後の経宮管理の問題ですけれども，乙れにつきましては，我々

もいろんな意味でまず，貨物誘致とか船舶誘致とか，あるいは企業誘致，乙
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ういったいわゆるポートセールスを進めておりまして，現在，神戸港は物流

拠点とは言いながら，他から貨物を集めてこざるを得ない，いい方を換えれ

ば範囲が広いと言えるんですけれども，悪く言えばよその貨物を引張って来

ているという乙とですので，出来るだけ神戸の中で，神戸地域内でそういっ

た貨物を作り出そうという乙とで，我々は現在，企業誘致を非常に積極的le

進めております。

それから後，お二人の先生方から質問がまいってます。まず，木村先生か

ら頂いております。 『環境アセスメン 卜が不充分な状況の中で神戸市，大阪

市の計画の中では，臨海部の広大な埋立て計画を推進されるそうですが，港

湾の発展という理念から埋立て以外で利用拡大を計る方法はないものでしょ

うか。それから瀬戸内で埋立地の増大により汚染の頂点lζ達しているように

見受けられますが，埋立計画と利用の拡大の調和点についての御意見をお願

いします。 』

乙れにつきま しては環境アセスメン卜も全然やっていない訳でありません

ので，一応乙の長期計画を通して頂く前IL，環境アセスメン 卜については非

常κ細かく検討を行っております。環境アセスメン 卜に必要な項目と致しま

しては，潮流，水質，大気の大気質，それから騒音といった四つの項目につ

いて検討をしております。

それから瀬戸内の問題ですけれども，乙れは，汚染の頂点に到達しておる

と御指摘がありますけれども，瀬戸内の埋立てというのは，臨海工業地帯と

しての埋立てが戦後勢いよく進められまして，そういった意味から水道につ

いても大気についても汚染が限界に達したというふうに理解されているのだ

と思います。

それから，もう一方の安田先生からの御質問ですけれども， 『神戸の場合，

ポートアイランドのような新規開発が先行したけれども，今後は次の二つが

重要な政策課題となると思うが，どうでしょうか。第二点として，既存の港

湾地域の再開発をどのように進められるのか，第二点はポー トアイランドの

ような新規開発地と既存の市街地との結合化，一体化をどのように進めるの

か。』既存の港湾施設の再開発iζ付きましては，先程もちょっとふれたと思
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いますが，乙れについては一応目的を多面的，多角的に進めたいという乙と

を申しましたのですが，まず港湾と して利用するという意味ではやはりフイ

ンガータイプの夕、／型の突堤を，その聞を埋立ててクシ型でなくして，広い

ターミナJレ運営ができるような港湾にしたい，と言うのが港湾として利用す

る場合の一つのパターンであります。

それからもう一つは，外貿ではすでにもう水深も足りませんので，内貿だ

けでやっていくと，いわゆる市民の生活物資を重点においた内貿埠頭にして

いくというのも一つの手法でございまして，乙れは兵庫突堤（兵庫突堤のう

しろには，中央卸売市場，冷凍倉庫もありますので），そういった市民生活

に結び、ついた，いわゆる内航航路専用の埠頭，優先埠頭にしていったらどう

かというのも一つの考え方で乙ざいます。

それから，ポートアイランドのような既存，新開発地と既存市街地との結

合化，一体化の問題ですが，乙れにつきましては，ポートアイランドが既K,

中心部といわゆるポートライナーで結ばれておりまして，既にポートアイラ

ンドの場合は， 実際道路面，交通面におきましでも，市街地と，ほほ一体化

しております。以上でございます。

司会： どうも有難うございました。

続きまして時間も追っておりますので，次へ進めさせて頂きます。名古屋港

管理組合の木村先生の報告に対しましては，日本海事検定協会の田中省三氏

K，予定討論者としてお願し、しております。

鈴木先生が御都合で乙られなくなりま したので，代わりにお願し、しました。

田 中： 木村先生の，今回の発表は，先生のいままでのいろんな論文に書

かれている延長線で，私は読ませて頂きました。

今回の ζの発表では，非常に明確にいろんな問題が書かれており，非常lζ

大きな感銘を受けました。とりわけ冒頭K，今日の港湾の活性化論というも

のが，なんであるかという乙とを具体的に，たとえば都市経済の停滞を打ち

破る方法論として，大都市港湾の停滞状況の分析をいろいろやっておられる，

それを市民的立場で明らかにしたいと，明確に出しておられると思います。

港湾政策というのは，やはり，その港湾の計ー画，それから管理，運営から
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地方自治と表裏一体であると思うんですが，乙の一連の政策，わけでも雑喉

注んが御発表になった神戸港なんかに，あるいは横浜港なんかに，典型的lζ

表われた訳ですけれども，埠頭の効率的利用，優先使用，そして専用化とい

う乙ういう中で都市政策が幾多の矛盾を生んできた訳です。そういう乙とで

ζれまでの歴史がそういう乙とを明らかにしている訳ですけれども，一方で，

現在いろんな形で規利緩和という大きな動向があります。乙れはたとえば，

勧告基準の見直し，地方自治の見直し等，乙う言った乙とがありますけれど，

乙れと対崎しないで，市民的な活性化というものはないんではなかろうか，

かつてその市民的政治家という，つまり市民運動の発達の時期lζ乙ういう活

性化の動向があった訳なんです。そういう乙とを先生も問題提起をされてい

る。乙れは質問というより ，意見として先生の今までの論文の延長線の乙れ

からの問題として，先生も指摘されてるJAPICのいわゆる民間活力式の

再検討，それから今申し上けました，埠頭の効率的利用から，今日のポート

セールスの再検討と，こういうものを含んだ，港湾政策論としての展開は，

是非やって頂きたいと思います。

木 村： 田中さんから私が言いたいと思っていた乙とは大体整理して頂き

ました。それから少し乙の論文の中で一番抜けている点も御指摘いただきま

しTこ。

査委終的lζは財政問題として，都市と港湾の経営的要素というのをどうやっ

て整理するかという問題が抜けております。先程のJAPICの問題も抜け

ておりますので，その点は今後の一つの課題としたいと思っております。そ

れから，千須和先生から質問が出ておりますので，乙のまま簡単lζ読ませて

頂きます。 『農村の崩壊の原因は，エネルギーに原因がある都市との格差で

あるより，具体的に行われた農政エネルギーに原因がある。輸入の食料依存

需給率の大幅低下と生産コス卜の増大，農業機械化等，工業製品の支配等が

主要である工場労働者賃金のアツフ。が農村人口の移動を更に促がした。乙

れは一例である。活性化議論の本質は，自然現象のように見られる問題を人

為的な問題として，見つめ直す乙とではないだろうか。』

1967年の延長線後の議論として提示した乙とは，まさにその点ではなかろ
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うかという乙とで，かなり，政策が人為的IC進められたという考え方も乙の

中では，本源的というか，主要な工業， 重化学工業資本という，主要な資本

lζ対応して，そういう政策が進められたという考え方も千須和先生が乙乙で

言ってる通りです。乙 ζで私が具体的にどう反論しようとか，あるいは答え

ようとかいう問題ではありません。

司 会：どう もありがとうございました。

それでは次IC進ませて頂きます。青山学院大学の北見先生K対しまして予定

討論をして下さいます神戸商船大学の市来先生がお見えになっておりますの

で，よろしくお願し、します。

市 来； 人間生活を基盤とする港湾再開発概念の基礎的な理論Kつきまし

て，非常に啓発される論説を拝聴致した訳ですが，乙れにつきまして， 三つ

程質問したいと思います。

その一つは，港湾とか都市の再開発問題の中におきまして，港湾再開発と

か都市再開発といった言葉が使われておる訳ですが，乙の二つの言葉につき

ましての関連性とか，あるいは相違点といったものにつきまして，何か特別

のお考えがありましたら，お教え頂きたいと思し、ます。

それから，第二は都市再開発におきま して，港湾活性化を図るための人間

と制度の近代化を進めると，近代化しうる作業としまして，主にどのような

ことを柱として考えていらっしゃるのでしょうか，それにつきましてお教え

願いたいと思います。

それから第三としましては，港湾再開発を図る乙とに関しまして，都市再

開発が進展してくる訳でございますが，それに伴いまして港湾管理の面でも

いろいろな影響が及んでくるのではないかと思います。

そのような都市再開発のあり方と，港湾管理における財政あるいは経営化

といった課題との関連性とか関係といったようなものについて何かお考えが

あれば，お教え頂きたし、。 以上でございます。

北 見：大変重要な宿題を頂いたような気がいたす訳で，ご指摘ありがと

うございました。先程報告致しましたのは，医学の方で申しますと，何か病

理学的立場からの発言であって，先生からの乙質問はある意味では，臨床学
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的面からの乙質問という意味で私自身にかなりの限界があるような気が致し

ます。 しかし今お答えできなくても，乙指摘l頁きましたような乙とは，今後

研究をさらに具体的にして行きたいと思っております。第一点の問題K関し

まして，都市や港の再開発をめぐるその関連性，相違点というような点Kつ

きましては，一つには関連性と申しますか，歴史的な意味でのその港町とい

うのはきわめて，都市と港が一体化した様子をはっきり示している訳ですが，

現代における港湾都市はそういうものはありません。港湾都市という機能的

な一つの面を港は都市の中で一面を背負っている訳で乙ざいます。乙れは一

つの相違点になろうかと思います。そういう典型的な例では，その港町に例

が見られるような港湾機能を基軸とする都市の経済発展なり，社会的な構成

なり，人間の生活なりが非常に素朴な型で明確に出ております。

しかし， 現代における港湾都市の中でもそうゅう関連がきわめて重要な

ものがある訳ですが，基本的Kは，日本の経済発展の中で，やはり何かを失っ

てしまったものが，今やっと誰れしも気づいている訳ですし，ある意味では

ヨーロツパが二百年以上も前に見い出したものが，日本は今やっと見い出し

いるのではないかと， それが人間性の問題であったり，その生活の問題であっ

たりする訳です。その港がその都市空間の一部であるというような認識はそ

ういったものを背景にして生まれて来ている訳で，しかし，現実の都市は様々

な機能によって複合体としてでき上っている訳で，その内の一つが港の機能

との関連性を持っている訳です。

総合的に考えてみますと，そういう施策の政策主体になるものを都市が持

ち得てきたかという問題は，それは基本的な問題だと思います。

次の二つ目の問題に移らせて頂きますが，活性化をめぐって人間と制度の

近代化のための作業の柱になるものは，乙ういうふうに具体的にどういうふ

うにしたらいし、かとなりますと，大変むずかしい問題になる訳です。極く端

的な表現をさせて頂きますと，人間の問題をめぐる近代化というのは，乙れ

はやはり一番時間がかかる問題だと思います。私は，やっぱりインディビジュ

アノレな個人意識という ものが，日本の思想、の中には非常に欠落している，そ

れはヨ ーロ ッパの市民社会と比較して，なぜ彼らが近代化を先になしとげた
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のか，なぜアジアがそれを今だに跨諾している状能なのか，乙れは個の自覚

の問題だと思います。

たとえば市民税を払っていてそれがどれだけ港に使われていて，それがどれ

だけ市民K還元性があるのか，港があるために市民がどれだけ還元性を持っ

ているのかという乙とをはっきりさせるべきではないか，そうする乙とによっ

て，いわばそういう経済的な利害関係と市民と港の関係をはっきりさせる乙

とによってその啓蒙の手助けになるのではなかろうか，もちろん港は外の特

定の都市だけではありません。国民経済という重要な関係もありますから，

それだけでは考えられませんが，そういう乙とが，一つ考えられるのではな

いかと思います。

それから三番目には，その近代化という意味からすれば，民間諸力をし、か

に活用するかというのは，今，国や自治体の財政が行き詰ってきて，そして

一つには，その経済成長の結果，民間資本が力を得てきたからうまく使って

やろうという発想がある訳ですが，私はそう言った時代的な流れの中で言っ

てる訳ではなくて，基本的にその港なり，者II市というのは，市民やその民間

のためにある訳であって，国家のためにある訳ではないんです。ヨーロッパ

の歴史を丹念に見てみれば，そういう乙とが非常にはっきりするんではない

か。ですから，近代化の論理から して，そういう方向が歴史の中で証明され

ているから望ましいのであって，その点で，現在の日本の「背広の世界」と

いうのは，まだまだ，私は信頼性が足りないというような気が致します。そ

れが，法的にも制度の上でもそういうふうな基盤ができれば当然、その都市と

しての受皿，あるいは国が都市K任せうるものをはっきりする乙とも出来る

だろうと思う。

それから，以後の11』l)l]免のあり）jと管理，運営の1予約t'I：の川＠，これは経営

化と書いて乙ざいますが，端的IC申しまして，私は，日本の今の管理，運営

の体制では，たとえばポートセーノレスというのは乙れは本当に地についてい

ないポー トセールスだと思います。やはり欧米iとみられるポー トオーソ リティ

のような経営体にならないと本当の経営体はできないのではなし、かと。やは

り経済性の原則をいかに上手にそれを持ち得るかという乙とは，今の管理，
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運営の体制の中では当然制限が出てくる。したがって，日本的な意味での，

日本的なポー トオーソ リティが何とかできなし、かと，乙れは現在の伝統的な

国との関係を充分尊重して，日本的なポートオーソリティを作っていく乙と

が必要ではないかと思います。

司 会・ ありがとう ζざいました。本当ならばもう二十分程余計にお時聞

がある訳なんですが，全体としての E 乙の進め方が遅れております。折角乙

れだけ集まって頂きましたので， 会場の方から，質問ではなくて意見を頂き

たいと思います。今回のシンポジュウムについて，伺らかの建設的な御意見，

来年のシンポジウュウムを持つに当つての参考になるような御意見を，二，

三伺いたいので，もし乙ざいましたなら手をあげて頂きたいと思います。い

かがでしょうか，来年の参考にする為にも，是非意見伺いたいのですがござ

いませんか。それでは，先生方の中で少し補足という御意見があるかと思い

ます。極く短時間ですけれどもおっしゃって頂きたいと思います。安田先生

はいかがで‘すか。

安 田：小樽lζ関連してちょっと一言いいますと，私自身はどちらかとい

いますと，やはり市民側の立場IC基本的に立ちま して，あそ乙はやはりもう

本来の機能はなくなった訳ですから，非常に都市への市街地lζ近いので，都

市的な再開発行なって近代的な港湾機能はやっぱり外側に出して行くべきだっ

たのではないかと。市役所の人なんかもなんとなく，感じはしてたんですが

間に合わなかた。それは横浜の問題lζ関連しでも私はちょっと批判している

訳です，当初造船所がなくなるというので， プラ ンと称するものが作られて，

そしてそれが今後一人歩きして行ってしまう。この辺の政策過程というもの

を，特lζ中央官庁行政では，地方自治体には期待してないと，言う訳です。

司 会 ：どうも有難うございました。徳田さんどうぞ。

徳 田：安田先生の柱としていわれる港湾都市の斜陽化といのはそういう

ζとを言っているようです。そうすると斜陽化の中味は何か，港湾都市とは

何かという乙と，それを明示しないとまた，国際情報化都市になれと言うの

ならその中味を言わないと。ただ表題だけ並べて国際情報化都市になれと言っ

ても，何の意味は解らないと思う。そういう点では，一つ，態度の問題だと
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思う。統計の問題では，いわゆる乙乙に明示した資料K，論文lζ，「時点」

が入っていない。何時のものか解らないのです。小樽，室蘭，苫小牧は斜陽

化，事実はそうだと思うんですけれども，そういうふうに断言できるのかど

うか。それから資料の問題として，いわゆる29年と57年とを比較したものと，

23年と50年とを比較したものがあが，どうして乙ういう差ができたのか。そ

れから，先程言われた乙とですが，それについては具体的にどのような分析

をして，乙の結論を得られたのか。科学的論文だと言うのであれば乙れを立

証するものが何であったのか，その点をはっきりさせないと，そう言い切れ

ないのではないかと，私はそのように思います。

司会． どうも有難うとざいました。

本来なら乙 ζから議論が出発してもいいのですが，討議をなさるのなら又，

別の会場で改めて是非やって頂きたいし，私もそういう乙とがされるのなら

横に座って聞きたいという気持でζざいます。

と乙ろで，乙れで今日一日朝から進めておりますζのシンポジュウムを終

る訳でございますが，私自身も不慣れであったのと，七人もの乙報告が相つ

ぎまして，聞くだけでくたびれて討議をする時にはもう皆，フラフラだとい

うような状態では困ると思いまして，ζの教訓は来年lζ持ち越したいと思い

ます。今日の七人の方の報告は大きく分けて三つのジャンノレに分けられるの

ではなかろうか，と。一つは，港湾の活性化，都市の再生というのを，どう

いう理念でっかまえるかという乙とであります。乙れについては第一報告の

香川先生，それから木村先生，並びに北見先生が各々その理念、等を中心に報

告されま した。

それから第二に空間を一体どのように使っていくのかと言う，工学視点か

らのアプローチであります。乙れは金井先生の報告並びに，安田先生の報告

かと思います。結局乙れらの報告は，従来の都市の具体的な発展と系譜と歴

史と，あるいは文化の継承を含めま して，その上で港がどうあるべきかと言

う乙との問題意識から出発しておりまして，それはそれなりに都市の再生と

言うか，活性化と言う乙とと港とを結びつけると言う一つの方法論が示され

たのではなし、かと思います。それから，三つ目の報告でありますが， 実は乙
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の報告がもっと数が多いのではないかと私は予想しておりまして，乙の本を

見て，いささかちょっと期待をはずれたのは，具体的な再生の実例と言うの

が，実は日本では神戸港だけでとざいました。それからもっとも理念を導き

出すプロセスでそれらの具体例を踏まえられた，と言う点で、は何人かの先生

方から示された例も乙ざいました。又金井先生の仮IJからは具体的な港湾，安

田先生の方も具体的な港湾を示されておりましたけれども，港湾そのものを

取りあげて，そ ζで都市の再開発と結びつけながら港湾の活性化を論じられ

たというのは，雑喉氏であります。さらにもう一つ，韓国からの金先生もど

ちらかと言えはとれに属する訳でして，ただ韓国の西海岸の具体的な港湾の

活性化と言うのを韓国経済，あるいはその中国貿易も含めまして経済発展と

の関連で，どうとらえていくかと言うような視点が少し大きく打ち出された

かと思います。乙れら三つの御意見にいろいろあるかと思います。勝手に独

断と偏見でまとめたと言う気がしないでもないのであります。乙れら三つの

視点からそれぞれのアプローチをして頂きまして，都市というものが従来の

ように，港の，港湾の研究者が港湾だけの視点からでなくて，かなり目が，

広がって行ったと言う事実が具体的に示されたと思し、ます、願わくば，港湾

管理者というのは，非常に限定されておりますが，ただ，都市と言うだけで

いいのかどうか，それぞれがヒンターランドというような概念が出てくれば，

都市圏とか，あるいは北海道のような一つの経済圏を独立させているような

と乙ろではもっと広いです。一つの地域というようなものが想定されまして，

そういう所と港の再生とがどう考えられていくのか。 ζの点は乙れから大き

な研究課題ICなるのではなし、かと言うふうに思いました。そういう意味では，

港を物流として見ると言うのから ， 更に人間の生きている~行であるとか，

あるいは生活圏とか言う言葉が何回も出て参りまして，乙れも一つの曲り角

として感じるような次第であります。しかし，何と言っても港と言うのは，

大量の物を流すには間違いない訳でありまして，その流し方についてはもう

少し本来の港の使命というか，役割というのを議論しでも良かったのではな

かろうか。そして，都市の機能とを考えても良かったのではなかろうか，と

いうふうな感想ももっております。何分時間が限られており，報告者は多く，
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しかもどの先生方も各界のオーソ リティ で，大変しっかりした即念K基づい

た理論を持っていらっしゃいまして，短時間でそれをまとめて国くのには，

随分御苦労をなさったと思います。木：.！：11ζ七人の先生方有難う乙ざいました。

御苦労様で乙ざいました。それでは閉会と致します。

；主

本記は年報編集委員会によって務m，要約されたものであるが，テープの

音声不良などのために．不備な点などがありましたならばと海容の程念じま

す。
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学会記事

1 . 第24回全国大会（大阪港）概要

昭和60年度の第24回全国大会は10月24日（金） ～26日（日）の3日間，大

阪港管理センターを中心lとして開催された。

本大会の共通論題は「港湾の活性化と都市再開発Jと題し，アメニティと

港湾再開発，港湾空間の活性化等をはじめ，地域開発問題，港湾機能の拡充

策，都市 ・経済政策問題，および都市再開発との関連性について報告発表が

なされ，乙れをもとにシンポジュームが開催され，活発に討論がなされた

（なお，シンポジュームの内容については本誌に収録されているので参照さ

れたしつ。

自由論題は，築港技術史，港湾労働問題，港湾産業と高度先端技術，港湾

物流問題，および大都市港湾管理の問題等lζついて発表がなされた（以上の

発表内容は年報No.2 3 , 139～196ページに収録されている）。

なお，会期中lζ大阪港見学会，総会，懇親会等がもたれた， 150余名参加

者があり（委員長 柴田悦子，大阪市立大学教授，大阪市立大学）と大阪市

港湾局ならびに関西部会の関係者各位の絶大な乙尽力のもとに準備が進めら

れたζとを銘記して心から深く感謝する次第である。

研究報告会

自由論題

近代土佐藩の総合開発と築港技術ー一………・・一・安彦 正

～野中兼山の政策を中心lζ～

港湾労働における賃金構造一一 （青山学院大学） 本田重美

（三菱総合研究所）宮田 譲

港湾産業とハイテクノロジー

（神奈川総合高等職業訓練校横浜港湾分校）森口 明
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港湾物流の変化とその対応課題 （明治学院大学） 山村 学

大都市港湾管理と統一的管理機関 （大阪市大大学院）入谷貴夫

大阪湾の場合

港湾における計画主体一一 …・・ （京都大学） 長尾義三

（第5港湾建設局） 川 崎芳

共通論題

一
『港湾活性化と都市再開発』

アメニティと港湾再開発に関する一考察－－ …・ー…・ 一香 川 正俊

港湾空間活性化iζ関する一考察

（地域計画建築研究所）金井高造

港湾都市の再生と地域開発一－一一…一 （韓国慧回大学）金 在河

～韓国の西海岸を中心にして～

港湾機能の拡充と再開発 ー一一…一 （神戸市港湾局）雑喉 ｛散

～神戸港長期計画検討委員会の報告書から～

都市 ・経済政策上の港湾活性化の浬念

ー（名古屋港管理組合）木村武彦

「港湾活性化と都市再開発」への基本的考察

（青山学院大学） 北 見俊郎

以 上
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音B

〔関東部会〕

£』
ヨミ 活

本年度の部会は次の通りである。

重力 状

1. 昭和61年4月26日（土）午後3:00～5:00

；兄

（於日本大学会館参加者 23名）

テーマと発表者

1）地方自治と港湾経営について

大浜慶和氏（日本大学）

2）リース・トリニテイ ・ハウスの機能と役割

一船主 ・船員組合の福利厚生事業の史的考察一

小林照夫氏 （関東学院大学）

研究会終了後，昨年と同様に，年度始めでもあり，懇親会（5: 00～ 

7:00）が日本大学会館内にて催された。なお部会開催前 (14:00～）に

当学会の常任理事会が開催された。

2. 昭和61年10月4日 （土）午後2: 00～4 : 00 

（於 日本港湾協会参加者15名）

1)中国の港湾事情Kていて

香川 正俊氏（国際臨海開発研究センター）

2）港湾労働問題の一側面

富田 功氏 （財・港湾労働経済研究所）

以上（文責山上徹）

〔中部部会〕

1. 昭和60年6月6日 理事会開催

2. 昭和61年8月23日 総会及び研究報告会開催 70名出席

研究報告タイ トノレと発表者は次のとおり
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ロンドン ポート オーソリティにおける会計報告の方法について

永戸JF_火氏（名古屋商科大学）

多国籍企業の視点と港湾一一近代化を模索する中国経済を中心として

日比野光伸氏（名古屋港管理組合）

欧米における港湾の人文地理学的研究の動向

林 上氏（名古屋大学）

中部圏9県の経済構造と移出入構造の分析

真継 隆氏（名古屋大学）

3. 昭和61年3月31日 港湾研究7号発刊

上記4論文と書評

以上（文責木村武彦）

〔関西部会〕

l. 昭和61年6月20日（金） 神戸港埠頭公社会議室 参加者 8 0名

テーマと発表者

「2lttt紀の港湾」について 長尾義三氏

長尾氏の報告のあと，果して今後港湾機能は地方へ分散するか，否かをめ

ぐって多くの意見が出された。なお関西部会を活性化するため積極的な意見

を申し出て下さる乙とを念じている。

（文責柴田悦子）

日本学術会議 （研究連絡委員会）

日本港湾経済学会は昭和59年8月IEl付で日本学術会議に登録申請を行い，

周年10月25日付で認められ，11月9日「日本学術会議法」 18条3項lとより登

録を行った（第3部社会科学分野，経済政策）。その後会員候補推薦人（柴

田悦子氏，加藤寛氏，杭幸雄氏）を送り， 60年6月20日付で（加藤寛氏，大



306 部会活動状況

石泰彦氏，新野幸次郎氏，藤井隆氏，増井健一氏）の各氏が第13期会員IC::,

（北見俊郎氏）が経済政策研究連絡委員会委員になった。

同委員会は，昭和61年2月12日， 3月28日， 6月10臼に開催され，主とし

て次のような乙とがとりあげられま した。学術会議（第13JVDにおける活動

方針として①科学を人間・社会・自然、との総合的な関係で賑興。①総合的な

助長，人文・社会・自然の調和。①研究の国際的な体制づくりへの協力。ま

た協議事項として国際会議への代表派遣，科学研交費補助金，各学会活動の

振興。さらに各学会共通テーマによるシンポジュム開催・交流，各学会情報

連絡，学会誌等学術刊行物郵送費割引，その他第14期学術会員の推薦に関す

る事項等（その他省略）。

以上のうち，直接学会に関して要望される具体的な問題としては学術刊行

物郵送費の割引問題や，学問的交流を図るための共通論題IC::よるシンポジゥ

ム開催，情報連絡，科学研究費等で，早期の実現が望まれる。さらにそれら

の諸問題等も次回の委員会でひきつづき検討が行なわれる予定である。

（文責北見俊郎）

韓国港湾経済学会

韓国港湾経済学会主催の学術大会に出席

昭和61年2月27日， 斡国港湾経済学会（会長， 朴 餅洪円光大学校教授）

主催，円光大学校後援による「韓 ・臼港湾経済学国際学術発表大会Jが，韓

国全羅北道裡里市にある円光大学校で開催された。

との大会には，日本港湾経済学会からつぎの三氏が招請され，大会の共通

論題である「港湾の役割と経済発展」について，以下の区分により，それぞ

れ研究発表が行われた。

「港湾の役割と経済発展） 一総合的な立場より一発表者 ．北見俊郎 （日本

港湾経済学会会長 青山学院大学教授）

「港湾の役割と経済発展J一港湾産業活動を中心として一発表者：喜多村

昌次郎（日本港湾経済学会副会長 港湾労働経済研究所所長），また，自由
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論題として「日本の地方港湾に関する研究j発表者：中本昭夫（佐世保市企

画調整部長）

なお，大会の共通論題についての韓国側の発表者は，つぎのとおりであっ

た。

朴餅洪（韓国港湾経済学会会長 円光大学校教授）

金在河（韓国港湾経済学会副会長全州大学校教授）

また，自由論題と しては，ソウノレ市立大学の金 洪基教授，萎 平治教授

が各テーマにもとづいて発表された。

共通論題，自由論題ともに，それぞれの研究発表内容をめぐって，活発な

質疑応答があり，盛会であった。日 ・韓港湾経済の研究の交流と発展に，一

定の成果をあげえたと関係者から評価された。

大会後，円光大学よりバスで約40分の距離にある群山市で，全 鍾燥市長

主催の歓迎パーテイP＇.：招待され，日本 側被招請者全員に朴 餅洪会長より功

労牌が贈られた。

翌28日は韓国全羅北道西海岸の主要港である群山港を見学，港湾局長の案

内lとより群山臨海工業団地開発計画の懇切な説明を受けるなど，終始手厚い

ご配慮をいただいた。深謝するしだいである。

（文責喜多村昌次郎）
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会員業績 リスト

制 ζのリス トは過去2年間 (1984年度～1985年度）における会員の業績をアンケー

卜によって集録したものである。

氏 名 区分 発表 ア て7 発表個所 発表年月

赤沼邦雄 論文 価値形態について 『経済系』 1985. 7 

，， 続 ・価値形態について " 1985. 10 

書評 大吹勝男著『流通費男用とサーヒ ，， 1986. 1 
スの理論J.渡辺雅著『サーヒ
ス労働論』

安彦正一 共著 近世神奈川の被差別部落 明石蓄店 1985. 10 

論文 国鉄再建と盟主盟委員会の課題 フォアマン 1984. 8 
第35巻8号

'1 近世土佐藩の総合開発と築港技
学日本会港年報湾経No.済23 

1985. 10 
都1

，， 渡辺華山研究文献目録（ 2 ) 厚料木市調査史 1986. 1 
25号

文献 西尾一郎編著「港湾経営論」
学日会本年港湾報経22済号 1985. 11 紹介

荒木智種 論文 Historical Aspects of Pa- UFRO. 1985. 9 
ulowma physical Distribu- s5iJect 
tion in Jat:nese Mountain s 
Regions”－ ntering on the Swiss 
Communicative Functions.ー

共著 『港と経済・社会の変貌』 “カ ｜時
ナダの港と社会文化”

再現 社 1985. 9 

論文 『港湾労働経済研究jNo.10 （年 財済研港湾労働経 1986. 2 
報）“カナダ国際港湾都市とそ 究所
の社会文化史”

論文 International academic Co- Institute of 1986. 2 
ngress (Korea, Japan, Ch- Industrial 
ina）“Role of Port for Managemen1 
Regional Development" Research. 

Jeonju 
University, 
Korea 

安藤 平 資料 自由貿易地帯と横浜港 財研神奈川経済 1984. 12 
究号所シリ一
ズ42

，， 横浜港の通過貿易 " 46号 1985. 10 

，， 水産物（魚介類）輸入 " 47号 1986. 3 



会員業績リスト 309 

氏 名 区分 発表 ア てF 発表個所 発表年月

安藤 平 論文 新業潟の形港成の開発期における経団1砧I 港湾労働経済報 1985. 1 
研究所・年
Nu 9 

横経浜緯港ILおける借庫制度創設の ，， Nu IO 1986. 2 
について

池田博行 論文 アルゼンチンの鉄道史
専科月修学報大学社所会

1985 4 
研究
(Nu261) 

資料 女子炭鉱労働者 向上（Nu264) 1985. 7 

論文 田作の歯lliしりの弁 向上（Nu271) 1986. 2 

市川猛雄 著書 （三訂版）港湾運送事業法論 側成山堂書店 1985. 7 

市来清也 著書 倉庫概論 成山堂書店 1985. 4 

共著 最新国際複合輸送の話 研港湾究労所働経済 1985. 6 

論文 人間と港の機能の史的考察 北見俊郎教論授文 1985. 9 
還暦記念
集

，， 
経と動済社向会における倉庫業の機能 統計 Nu425 1985. 10 

，， 総括的倉庫事業の変貌 流通設計 1985. 11 
11月号

" 総合国際物流業の展望 名古屋港Nu23 1986. 3 

書評 「海調道の知編識」大阪商船三井船 輸送展望 1984. 10 
舶査部 Nul92 

，， 
北「港見湾俊政郎策著の形成と課題」 輸送展望 1985. 7 

No.195 

今口忠政 共著 日本企業の経営戦略 中央経済社 1985. 4 

，， 昭和60年版総合経営力指標 大蔵省印刷局 1985. 5 
一定性要因による企業評価の
試み一

，， 体系 ・経営 ・会計ハンドブック 八千代出版 1986. 4 

論文 環境変化と経港営戦業略 ー名古屋 名古屋集2商9科巻大 1984. 9 港における速についてー 学号論 1 

資料 やる気の構造 かけはし23号 1986. 4 
滋賀銀行
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氏 名 区分 発表 ア て7 発表個所 発表年月

入谷貴夫 論文 ニュ ヨーク ・ポート ・オーソ 大阪市大論集 1985. 1 
リティの成立本 大都市圏にお 第47号
ける社会資の管Im一

，， ニューヨーク ・ポート ・オーソ 経営研究 1985. 3 
リティの事業と財政本 一大都市 第35巻第6号
圏における社会資 の管埋

，， 大都市港湾管理と統一的管理機
学日会本年港湾報経Nu2済3 

1985. 10 
関一大阪港の場合一

，， 米国大都市における社会資本整 運輸と経済τ玉 1985. 11 
備 ・管Imの手法 ーニューヨー 第45巻第l1 
ク・ポート・オーソリティーの
ケースー

榎本喜三郎 著書 、国際海事法における船舶登録 1985. 12 
要件の史的研究、

論文 ジェヌイン・リンクをめぐる二 海産研所報 1984. 5 
つの立湯

北海道のフェリ ーとコンテナ事 コンテナ リ 1985. 1 
情 ゼーション

，， 海洋法条約より一歩前進 海洋 I時報 1985. 8 
(UN CT ADにおける船舶登
録要件の審議）

，， 船舶登録要件に関する第3回全 海産研所報 1985. 11 
権会議の経過

書評 オラン夕、船の国際競争力 " 1984. 7 

，， 
Dr隊ewのr全v社ICよる最近の世界閥 " 1985. 9 
船 記録の分析

ラテンアメリカ諸国のFOC船 ，， 1985. 11 

，， 国際海運の往来史 " 1985. 12 

，， ITFとFOCSlupping " 1985. 1 

遠藤幸子 論文 自動車輸出と工場配置のうこき
地9理号古第2今9巻書第院 1984. 9 

，， コンテナ化の進展に伴う国際輸
経年報済第地31理巻学第 1985. 12 送システムの変化
4号

大森秀雄 論文 横浜港労働事始記
研港湾究労年働報経Nu済10 1986. 2 

岡庭 博 論文 海運政策の本質 大集阪産業大学 1984. 12 
相反する二つの傾向一 論 61号
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氏 名 区分 発表 ア て7 発表個所 発表年月

岡庭 博 著書 近代海道の航跡 海事広報協会 1985. 3 

共著 便宜臣籍船についての考え方 稀ヲ3-',tf＼松博士文古 1985. 8 
記念論集

香川正俊 論文
公中有行心水面組埋立行政と環境的保観全点

港湾経済研究 1984. 11 

心政ILー織の行為と法 を No.22 

，， 太平洋戦争期における港湾行政 北見暦俊郎教授 1985. 9 
の一元化過程 還記念論文

集

" アメニティと港湾再開発K闘す 港湾経済研究 1985. 11 
る一考察 No.23 

書評 「港湾政策」の形成と課題 海事産業研究 1985. 6 
所報No.228

調査 「港湾」，「海岸」の部 共生・ネット 1986. 3 
ワーク型対国土
創造iζ 応、し
た交通 ・通信
ネットワーク
K関する調査
(l1) 

北見俊郎 著書 「港湾政策jの形成と課題 丘 書 房 1985. 4 

共著 港湾労働 成 山 戸呈M主， 1985. 10 

論文 Port Redevelopment In Yokohama 1984. 4 
Search for 21st Century Kanagawa 
City Life. Prefecture 

1984 

，， 海事思想、と海事政策の諸問題 海事広報1984 1984. 10 

,, 「港湾労働政策Jの形成と課題 青山経営論集 1984. 11 
Vol.19,No. 3 

,, 港湾研究の学的形成 港湾労働経済 1985. l 
研究年報No.9 

，， 港湾都市の政策的基調と課題 日本都市学会 1985. 5 
年報Vol.18 

" の「基港湾本活的性考化察と都市再開発Jへ 学日会本年港湾報経No.済23 1985. 10 

，， 
都市港 ・市「民近と「海事」中の諸問題 海 5事年 広報 1985. 10 
ーの 代化Jを心に 198 

，， 「臨海部題J ・「臨港部Jの構造 青山経営論集 1985. 11 
性と間意識
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氏 名 ｜区分 発表テーマ 発表個 所｜発表年月

北見俊郎｜論文｜港における「人間の問題Jと｜港湾Vol.62 I 1985. 12 
労働 I Nul2 

l港湾都市の構造的背景と政策的 l港湾労働経済 I1986. 1 
課題 ｜研究年報No.10

！港湾の役割と経済発展 ｜韓国港湾経済 I1986. 2 
一総合的立場より ｜学会誌（第二

l輯）

l東京港と都市生活 ｜行政管理 I 1986. 3 
ー総合的視角より一 I Nu344 

資料 ｜償浜港と港湾産業の発展 横浜港振興協 I1984. 7 
会.1984年

，， 

i運輸省「コミュニティ港湾計画
調査報告書」

「研究年譜資料」 （港と経済社
会の変貌ー北見俊郎教授還暦記
念論文集ー）

Nu 02 （講演記
録）

日本港湾協会 I1985. 3 
「討議結果J

時潮社I1985. 9 

喜多村 昌次郎｜共著｜本間創業百年史

｜港湾労働

本間船舶作業 I1984. 3 

成 山 堂 I1985. 10 

論文｜港湾運送事業の将来課題 ｜日本の港連 I1984. 3 

i総合港湾物流とはなにか ｜「港 運」 I1984. 11 

1ポートオーソ リティの研究 ｜中部女子短大 I1984. 12 
｜紀要第14号

l戦後経済復興期における港湾労｜港湾労働経済 I1985. 1 
働 ｜研究 Nu 9 

" l総合港湾物流業をめざして

II l第3セクターの実証的研究

！総合港湾物流の知識①

1総合港湾物流の知識②

l総合港湾物流の知識③

l港湾労働の形成と展望

日本の港迩 I1985. 3 

中部女子短大 I1985. 8 
社会文化研究
所

「港通JI 1985. 10 

「港連」 I1985. 11 

「港巡」 I1985. 12 

「港連」 I1985. 12 
Vol. 62 85 
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氏 名 ｜区分 発表テーマ 発表個所｜発表年月
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学l港湾の役割と経済発展

！総合港湾物流時代を迎えた港湾｜日本 の港連 I1986. 3 

！総合港湾物流の知識⑤ ｜「港 連JI 1986. 3 

1港湾機能と地域経済の課題 ｜中部女子短大 I1986. 3 
社会文化研究
所

資料｜三浦半島地域における労働問題｜機須賀地区労 I1985. 3 
1働問題協会

l公私共同企業体による埠頭経営 ｜埠頭経営研究 I1985. 10 
の現状と課題 ｜会

書評｜北見俊郎著「港湾政策Jの形成｜港湾経済学会 I1985. 10 
と課題 ｜年報 Nu23 

木村武彦｜書評｜市来清也著「港湾管理論J n
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論文｜定期船市場（コンテナ）の構造｜第19回日本経 I1984. 11 
変動と港湾 l済政策学会中

部地方大会

l名古屋港と地域経済 名古屋商工 I1985. 1 
Vol.40 Nu 4 

i中国における港湾，海運の管理｜ほだ沖 Nul7 I 1985. 3 
運営の現状と課題

共著 ｜港と経済 ・社会の変貌ー北見 111寺 潮 社 I1985. 9 
俊郎教授還麿記念論文集ー

論文｜都市？経済政策上の港湾活性化｜港湾経済研究 I1985. 10 
の理念 I Nu23 
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氏 名 ｜区分 発表テーマ 発表個所｜発表年月

木村武彦 論文｜地域経済と港湾物流 第2回日本物 I1985. 10 
流学会中部部一名古屋港を事例として
会（報告）

神代方雅｜論文 11週土利用の平準化と格差 ｜北見俊郎教授 I1985. 8 
（物流の経済性追求と地域経済｜還暦記念論文
との牙故佐） ｜：集

l港湾と地域振興（港湾整備の方｜附北海道開発 I1985. 3 
向と北海道の港湾） ｜技術センター

｜ 「寒地開発」

l室蘭港の港湾長期構想 ｜室蘭市 I 1985. 10 

l中国港湾の現状と政策の概要 ｜北海道港湾・ I1986. 3 
海岸研究会
「海の港j

図領英雄｜論文｜韓国海運と海運政策 ｜海事産業研究 I1984. 8 
｜所報 No.218 

書評｜ 日本海技協会編 「傭船契約と海｜港湾経済研究 I1984. 10 
上物品運送契約J ｜第18号

論文｜石油危機の海道経営

l海運企業の経営生産性

神戸商船大学 I1985. 7 
紀要第 l類
第34号

海外海事研究 I1985. 10 
No.91 

l世界海運市場におけるソ連海道｜神戸大学経済 I1984. 10 
の躍進 ｜経営研究所研

共著｜配船の理論的基礎

究叢書27

神戸大学経済 I1986. 3 
経営研究所

是常橋治｜資料｜戦後における港湾労働近代化の｜糊神戸都市問 I1984. 8 
あゆみ ｜題研究所

小林

論文｜港湾労働三代記 制神戸都市問 I1985. l 
題研究所刊
「都市政策」
第38号

照夫｜編著｜イギリス近代史研究の諸問題 ｜ 丸 善 I 1985. s 
一重商主義l時代から産業革命へ

共著｜港と経済 ・社会の変貌 ｜時 潮 社 I1985. 9 
北見俊郎教授還暦記念論集ー
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氏 名 区分 発表 ア ーョr 発表個所 発表年月

小林照夫 論文 「昭和Jとはどんな時代か 関人文東学科院学研大学 1985. 3 一経済生活の動向にみる一考
察一 所編『人文報究科

学第研8号究所 』

，， リース・卜リニティー・ハウス
財済研港究湾湾労所編働経

1986. 2 
の機合能と役福割 一「船主 ・船員
組」の利厚生事業に関する 『港 労働年経
史的考察一 済研究』 報

NnlO 

（共資筆料同
図書館散歩館一；ヴァンクーヴァー

関人文編東学科『院大研学究
1984. 12 

公共図書 その機能と役割一
所 学紀要』執）
第41号

資料 アメ リカに於ける高等教育の現
関人東文編学科『学院大研学究

1986. 1 
状と課題 -JaPJ~i-v U. S. 
Conference of ersity 所 紀要』
Presidentsより 第44号

書評 北見俊郎著 『港湾政策』の形成 日本『港逐協会 1985. 6 
と課題 編港運』

Vol.10 No.109 

，， 四元忠博著『イギリス植民地貿 関東文学科院大学 1986. 1 
易史研究』 入 学紀研究

所第4編4号『 要』

坂井吉良 論文 暗黙的労働契約と リピュテーシ 研港湾究労働経済 1985. 1 
ョン

，， 港連業のパフォーマンスと雇用 日本の港連 1985. 3 
調整

，， 港湾分の供給メカニズムと需要構 時
造析

潮 社 1985. 9 

著書 喜多村昌次郎編 『港湾労働』 成 山 堂 1985. 10 
（第2. 3章 分担執筆）

資料 公私共同企業体による士事頭経営 埠顕経営 1985. 10 
の方向と課題 研フ司E~ζ

吾o'附n且tγ 日本の雇用調整とマクロ的 港湾究労働経済 1986. 1 
ノマフォーマンス liff NnlO 

N 多属性価値i羽数による評価への
研大中部学究女社所子会短文期化

1986. 3 
アフ。ローチ

柴田悦子 共著 『現代経済における競争と規 法律文化社 1984. 9 
告I］』第9章海上コンテナ輸送
をめぐる競争と海運同盟
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氏 名 区分 発表 ア て7 発表個所 発表年月

柴田悦子 論文 港湾行政の変化と港湾「再編J 経営研究 1984. 11 

，， 国際海運の変化と港湾 港年湾報経済研究 1984. 11 

，， 『交通学説史の研究』 E 運輸経済研究 1985. 3 
第9章港湾論の展開 センター

，， 国鉄貨物輸送の再生を考える 経営研究 1986. 1 
国鉄再建監理委員会答申ー

，， 転機に立つ経済と企業 I-5 大月書店 1986. 4 
国際競争下の日本海運

書評 武城正長「海上労働法の研究』 海運経済学会 1985. 10 
年報

，， 中本昭夫著 『佐世保港の戦後 年港湾報経済研究 1985. 10 
史』 『続 ・佐世保港の戦後史』

東海林 滋 壬品d開h）必tず 外航海道 中西健一編 1984. 4 
（分担 現代日本の交
執筆） 通産業（第6

章）

" 米国海運と“EUSC”
神戸大学経済海よZ三>. 

1984. 10 
〔，，〕 S籍h船ipping一安全保障と便宜置

経連営専研門委究所員

編， 海国業運iζお
けと企る 行家政動策

書評 篠原陽一編著『現代の海道』 海 連 1985. 8 

，， C. H. Whitehurst. Jr.’ 海道経済研究 1985. 10 
The U. S. Merchant 第19号
Marine : In Search of an 
Enduring Maritime Policy 

鈴木 暁 共著 現代の海運 税務経理協会 1985. 5 

論文 臨海部開発の現段階と地；域主義 I侍 潮 ネi 1985. 9 

高見玄一郎 論文 港湾における生産関係の歴史的 j七京ゾンポジ 1985. 5 
発展，資本と労働．手lj潤および ウム
地代

美子港口生産美系的友展歴史
中科国交通研願部究源、水所畠

1985. 5 
資本和労働，利潤及び地租

連出版学， 源

訳

" 変貌する中国港湾，経済体制の 必ー 湾 研 1985. 7 
改革が港湾に及ぼした影響
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氏 名 ｜区分 発表テーマ 発表個所 ｜発表年月

高見玄一郎｜翻訳｜張増輝著「中国海港現状与国家｜港 湾 研 I1985. 7 
対港口的政策」 ｜ 

I 林元旦著「我国水路集装箱運｜港 湾 研 I1985. 7 
輸」｜

著書｜変貌する中国港湾とコンテナシ！日本海上コン I1蜘 8 
ステム ｜テナ協会

l東の海口道（わが国原始港湾の｜神奈川新聞社 I1985. 3 
成立について）

委託IMM21’における国際商業集積｜横 浜 市 I1985. 12 
調査 11ζついて（横浜7 ーケットマッ
チシステムの提案）

田中省三｜共著｜現代の海道

｜港湾労働

税務経理協会 I1985. 5 

成山堂書店 I1985. 10 

谷端政嗣｜論文｜倉庫ビジョンの検討を終えて ｜輸送展望 I1985. 7 

千須和 富士夫｜論文｜自動車産業による資本輸出と港 ｜日本港湾経済 I1984. 10 
湾 ｜学会年報Nu22

l港湾都市の伝統と発展の道筋 ｜ 「港と経済・ I1985. 9 
社会の変貌J
所収時潮社

資料｜港湾労働欄lj厚封鍛調査（分担）｜東 京 都 I1986. 3 

共著｜喜多村昌次郎編「港湾労働J ｜成 山 堂 I1985. 10 

土居靖範｜論文｜内航海巡 『現代日本の交通産｜晃洋書房 I1984. 4 
業』第5章｜

l新交通、ノステムの経営形態K関｜運輸と経済 I1984. 7 
する一考察

I 国鉄赤字ローカノレ線廃止の現局｜立命館経営学 I1984. 12 
面と問題点（ I～VI) I ｜～1986.3 

1 「内航海運業J（篠原陽一編 ｜税務経理協会 I1985. 5 
『現代の海運』第3章12）所収）

「内航海運市場の構造と競争J
（向上書．第4章（3）所収）

「内航海運政策」 （向上書．第
5章（2）所収）

「若松港と石炭輸送ー 筑豊諸｜時 潮 社 I1985. 9 
炭鉱の共同物流ターミナノレの成
立と運営J（北見俊郎教授還暦
記念事業会編『港と経済・社会
の変貌』所収）
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氏 名 区分 発表 ア て7 発表個所 発表年月

土居立青範 壬／聞＇）ヤ<.. 「第3セクター化 ・パス転換は 『住6民月と自 1985. 6 
何をもたらすか」 治』号

. " 「筑豊石炭鉱業と若松港の生成 『私学守研修』 1985. 7 
・発展J 第99

富田 功 論文 現代港湾運送事業の基礎的問題 北見俊郎教論授文 1985. 9 
（『港と経済．社会の変貌』所 還暦記念
収） 集

，， 技術革新と港湾労働の安全性 日本港湾協会 1985. 12 

港湾福利厚生対策の現状と将来
港研湾究労年働報経Nn済10 

1986. 2 
のあり方

共著 本間創業100年史一横浜港κぉ 本間船舶作業 1984. 3 
ける港運業の生成と発展 附

" 最新港運の知識 制港湾究労所働経 1984. 4 
済研

，， 最新国際複合輸送の話 制港湾労働経 1985. 6 
済研究所

" 喜多村昌次郎編「港湾労働J 成 山 '.¥'. 1985. 10 

資料 件：±）日本港運協会35年のあゆみ 日本港連協会 1984. 3 

" 公私共同企業体による埠頭経営 埠頭経営研究 1985. 9 
の現状と課題 ~ 三

翻訳 開発途上国のための港湾価格形
研港湾究労年働報経Nn済9 1985. 1 成及び役資政策（ 4) 

〆〆 開発途上国のための港湾価格形
研港湾究労年働報経No.済10 

1986. 2 
成及び投資政策（ 5 ) 

紹介 松橋幸一著「港湾物流管理論」 港湾経済研究 1984. 11 
Nn22 

" ワーノレド ・ポー ト・ ニュース 港運 1984. 11 
12 

1985. 2 
4. 5, 6, 
7, 9, 10, 
1986. 3 

" 「北見俊郎教授選暦記念論文集・ ，， 1985. 11 
港と経済 ・社会の変貌」

" 原博良著「明日のヨコハマ」 ，， 1985. 12 

，， 総合コンテナ実務用語辞典 ，， 1986. 2 

長尾義三 著書 土木計画学シリーズ全5巻 博 報 A主U正． 1984. 6 
監修
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氏 名 区分 発表 ア ーマ 発表個所 発表年月

長尾義 三 監修 港湾工学概論 共 立 出版 1986. 3 

著書 物語日本の土木史 鹿島出版 1985. 1 
大地を築いた男たち

論文 関西国際空港の意義 土木学会誌 1984. 3 
69巻3号

，， 近世への道を拓いた土木の巨人 阪示中ハイウ 1984. 3 
達 ェイ 76号

" 大阪湾と府下沿岸域 Port News 1984. 6 
39～40号

ノノ 土木計画学の発展過程と今後の 土木学会論文 1984. 7 
課題 集 347巻町ーl

，， 明治を拓いた築港の夢 ~~Ce 1984. 7 
dulator 
63号

" 角倉了以 歴史と旅 1984. 7 
11巻9号

，， 地域計画の視点 KIIS54号 1984. 9 

" 台風時における船舶 ・避泊経費 日本文航海学会 1984. 11 
ICついて 論集 70号

" 荒天時船舶の港内避泊選好基準 土木学会論文 1984. 7 
について 集 347巻町 l

，， 荒天時港内係留の安全性評価の 日本文航集海学会 1984. 9 
方法について 論 71号

" Evaluation of Refuge Ac- Proceeding 1985. 6 
tion of ships Under Stor- of the In-
my Weather ternational 

~mposium 
hon Un-
ivers1ty. 

論文 An Activities Allocati- 向上 同 上
on Model Consideri~~ 
Inter active Effects 
Coastal Zone Planning 

，， Safe~~H~ssessment of In 向上 同 上
51 d rbour Refuge 
Based on Retiability 
Analysis 

，， 
一大土阪木港沿岸域的の過去と将来 連築と将来 1985. l 
計画 アプローチー 66巻754号

" 沿岸域問題と海岸事業 みなとの防災 1985. 7 
86号
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氏 名 区分 発表 ア てF 発表個所 発表年月

長尾義三 号G岡L>.守x.港湾の都市的課題と新しいみな
還北暦見俊記郎念教論授文

1985. 9 
とづくり

集

N 港湾の計画主体 学日会本年港湾報経済 1985. 10 

，， An Allocation Model of M日moriesof 1985. 1 
Interactive Activities the Faculty 
for coastal Zon Planning of EK;1~e 

eng to 
University 

N Safe~ Improvement Plan Proceeding 1985. 5 
nig Narrow water of the 26th 

Internatio田
nal Naviga 
tion Cong-
ressSeci. 
Sub!Brusel 

，， 
Decision Theoritic Alf :ei Proceeding 1985. 1 
oach to Planning of of JSCE 
smic Fire Cisterns No.353 VI 2 

，， 日本の土木史からみた土木事業 土木学会誌 1986. 1 
71巻 l号

，， リスク便主主分析に基つく水路改 土木学会論文 1986. 1 
良計画lζ関する方法論的研究 集 365号IV-4 

，， 荒天時避泊を考法慮した港湾施設 港湾 1986. 2 
及び整備計画 63巻2号

N 航路計画の方法論に関する 2～ 土木計集画学研 1986. 1 
3の問題点 究講演 No 8 

永瀬栄治 論文 北海道．苫蘭フェリ一戦争終結 機関誌「港運J1984. 9 

長野富士雄 論文 機械工業の生産と輸出の動向
貿（月易干lとlj)関税

1984. 6 

資料 港湾と貿易 ，， 1984. 
1. 5, 7 

，， 
" 

，， 1984. 
9～12 

中本昭夫 論文 水域に関する研究 港湾経済研究 1984. 10 
22号

" 日本の地方の港湾 韓学会国誌港湾第経2済輯 1986. 2 

その他
佐世保港の戦後史 -jj;' 

文 堂 1984. 11 τE  



会員業績リスト 321 

氏 名 区分 発表 ア てF 発表個所 発表年月

中本昭夫 その他 続 ・佐世保港の戦後史 て合E主ζ 文 堂 1985. 11 

古川哲次郎 論文 時は金なり 交通論叢 1985. 4 

新海洋法について ,, 1985. 11 

共著 公益事業論 成山堂書店 1986. 3 

本田 重美 論文 賃金若構年造から見た運輸 ・通信業 港湾労働経済 1985. 1 
の 労働者不足の原因につい 研究年報Nu9 
て

，， 労率働の供検討給関数による年齢別失業 青山国際政経 1985. 6 
論集 Nu 3 

，， 港湾労働における賃金構造 日本港湾報経済 1985. 10 
学会年 Nu23 

，， 沖縄県の失業と賃金構造につい 日本経年報済政策 1986. 5 
て 学会 Nu34 

，， 終身雇決用制度下iとおける賃金構 青山国際政経 1986. 5 
造の定 論集Nu5 

松浦茂治 紹介 『名古屋港管理組合三十年史』 港湾経済研究 1984. 11 
Nu22 

，， 『北見俊郎著「港湾政策Jの形 港湾研究 1986. 3 
成と課題』 第8号

総橋 幸一 論文 荷役ロボッ卜と港湾労働 港湾第61巻 1984. 6 
第6号

，， 業高度活情動報化社会における港湾産 日本年港湾報経済 1984. 11 
学会 Nu22 

" 一技術港革湾新と荷者役作業の生産性 港と経変済 ・社 1985. 9 
労働を中心iζー 会の貌

，， 港湾労働における教育 ・訓練 港第湾 第62巻 1985. 12 
12号

資料 港湾運送概論 教材コンクー 1984. 5 
ノレ（労働省）

三木栃彦 論文 コンテナ考詰め作業のシステム化 神戸輸商船大学 1985. 2 
IL関する察 船貨送研究

報告 2号

II コンテナ輸送のOR コンテナ リ 1985. 6 
ゼーション
176号

II 国際物流管理の一考察 海事産業研究 1985. 9 
所報 231号
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氏 名 区分 発表 ア ーマ 発表個所 発表年月

三 木楯彦 論文 コンテナ輸送自動化の将来 日本自動制御仔lj 1985. 2 
会協会資分料科会

，， 自然条件が厳しい港湾における 港巻湾l荷役 1985. l 
荷役作業限界その l. 2 30 ～2号 ～2 

" コンテナテポの立地・運用計画 日本航海海学会 1984. 12 
lζ関する一考察 誌「航 J

82号

共著 配船の理論的基礎 神戸大学経済 1986. 3 
（下条哲司編者） 経営研究所

宮下園生 論文 Structural Chang巴sin the Maritime 1984. l 
Freight Level Determin- Policy & 
at10n of Tramp Shipping 
Markets 

Management 

，， 兼用船船主の行動と不定期船市 国民経済雑誌 1984. 6 
場の構造変化

，， 海運業の国際競争力と設備投資
行動

運輸と経済 1984. 11 

，， わが国コンテナ船業の産業組織 海事産業研究 1985. 3 
論的考察 所報

，， わが国タンカー業の技術進歩と 「経済発展業と 1985. 4 
構造変化

第所（三千収倉次産書房J） 

，， 国際物流の航空化と海道 国民経済雑誌 1985. 10 

" 新海道法の影響と評価 海技と受験 1985. 12 

宮田知郎 論文 港湾労働者福利厚生事業の現状
件東協::fj会京東京刊港Nul48

1984. 12 
と問題点 港振興

森口 明 論文 港湾荷役機械運転技能の訓練方 職業訓練大学 1986. 3 
法K関する研究

校号教紀要 第文職15 共著（森 平日夫） B 人・
育練編 業
訓大学校

講演 港の仕事 第5回海事講 1985. 11 
沖仲仕からオベレーターへ

座洋科閥学博横物浜海館

論文 港湾産業とハイテクノロジー 港報湾経済研究 1985. 10 
（第24回全国大会lζて発表） 年 Nu23

共著 港湾荷役機械ハンドブック 側1港湾近代メ3』2三化 1985. 3 
促進協議
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氏 ｜発表個所｜発表年月

森口 明 教材労働省湾 教概材コンクーノレ 労働省立 （労働 I 1984. 11 
「港運送論」（共著） 大臣受賞）

講演 法港湾荷役機械研逆転技能の訓練方
に関する究

第22回研究発職 I 1984. 10 
表講演会
業訓練大学校

資料 ICAS pシステムの開発 機関誌「港連」I1984. 8 
I Vol.9 通巻
N口98

講演｜マイコンに親しむ 第山回港メZ当三' 湾 I1984. 4 

拙産量書業全研日究本中検央数研

共著 最新港港遂の知識 財港湾労働経 I1984. 4 
（ 運新書シ リーズNul ) 済研究所

山上 徹｜共著 現代の流通政策 千倉書房 1984. 4 

訳書 交通経営の立地 大 明 戸呈u. 1985. 3 

共著 港と経済 ・社会の変貌 I時 湖 ネ土 1985. 9 

論文 交通現象の本質的属性について 日本大学 1984.12 

商巻学第誌集第54
l～3号

，， 
l中国の航空輸送の特性と問題 ！日本大学 I1985. 12 

商学第誌集第55
巻 l～3号

，， l中国の港の開発について ｜港湾労年働報経済 I1986. 2 
研究 No.10 

1白冶と港湾行政 ｜東京都行政 I1986. 3 
管理

I中国の海港の開発と対外貿易iζ 日本大学 I1986. 3 
ついて 商学研究Nu4 

資料 港湾労働ICI刻する研究の系譜 日本港湾協会 I1985. 12 
港湾Vol.62 

書評最新港運の知識 日本港辺協会 I1984. 6 
港連9-98 

1 Charls W. Hallberg. The 日本港湾経済 I1984. 山
Suez Canal. 学会年報Nu22

1 D. S. H°J'J:t D. Hilling 日会本港報湾経済 I1985. 10 
S巴atoh.t em and Spat- 学年 Nu23
ial ange 
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氏 名 区分 発表 ア て7 発表個所 発表作J-J
一一一一 一一一

山 田源次 論文 北米航路小口貨物の同開運賃害lj 神戸貿易 1985. 4 
引iζ思う

，， どう｜掲くか港連業者の活路 機関誌；「港連j1984. 10 
Vol.9Nul00 

N N ｜ 同同 Nu 101 1984. 11 

N N Nu 102 1984. 12 

,, ，， 
｜機蹴「制J1985. l 
Vol.10Nul03 

，， ,, 
同 No.104 1985. 2 

，， ，， 同 No 105 1985. 3 

，， ，， 同 Nu 106 1985. 4 

，， ,, ｜司 Nu 107 1985 5 

，， ，， 同 NG 108 1985. 6 

，， ，， 
同 Nu 109 1985. 7 

，， ,, 
同 Nu llO 1985. 8 

" " ｜司 Nu 111 1985. 9 

山野辺義方 著書 航空業界 （産業界シリーズ 教 育 セt 1985. 5 
Nu433) 

共著 陸連業界〔産業界シリーズ 教
Nu431) 

育 社 1985. 6 

" 物流の知識（第2版） 東洋経済新報 1985. 5 
社

" 航空年鍛（1984年版） 日本航空協会 1984. 8 

，， 航空年鑑 (1985年版） 日本航空協会 1985. 8 

論文 通遂事業の動向 陸連経済新聞 1984. 4 
ネ土 「ROADJ 
第15巻4号

，， 物流の動向と諸問題 日電物「流物セン 1984. 5 
タ一 流情
報」 14巻

，， 陸連業の展開と諸問題 流通経済問大学研 1984. 10 
「流通題
究」 Nu3 . 4 

，， 日本経済と流通センター 「流通問題研 1985. 10 
究JNu 5, 6 
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氏 名 区分 発表 ア て7 発表個所 発表年月

山野辺義方 論文 日本経ifiiと航空貨物成長の構造 流通経済大学 1985. 12 
記「創念立20周年
論文集」

，， 航空事業の活性化へ 日「本航航空空と文協会化」
1986. 1 

第19号

，， 流通拠点施設と物流の諸問題 日本季倉庫倉協会 1986. 2 
「 刊 庫」
No.68 

山 村 学 論文 港湾物流の変化とその対応課題 学日本会港湾経済 1985. 10 

，， 港湾産業からみた港湾労働 日本港湾湾協会 1985. 12 
「港 J

米山 議 論文 電電 ・専売の特殊会社化iζつい 公営：業 評論 1984. 7 
て 公査企会 研究調

，， 過渡的な企業経社営形第態といわれ
公企A:z:;営Z業評論

1985. 10 
ている特殊会 ・ 三セクタ「 公査 研究調
に関する一考察
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編集後記

第25回の東京大会の開催にあたって多数の学会報告希望が寄せられ，編集

委員会といたしましては乙の上ない喜びであります。発表希望者が多数あっ

たという乙とで，事前ICレジメの提出を賜わりました。

本大会の共通論題が「港湾と国際複合輸送の展望Jという ζともあって学

会も一段と国際化を強め， お隣りの韓国からは三人の先生の報告希望があり，

玉稿が寄せられま した。

激動の世界経済にあって，我が国の経済は円高，貿易不均衡等の問題で乙

れまでにない状況に置かれています。また諸外国におきましでも経済の動き

は複雑さを増しております。乙うした現実を考慮しますと，国際的視野IL.基

づく港湾に関する研究が乙の大会を機にますます求められてくるものと思い

ます。

（文責 ・小林）

（編集委員）小林照夫，柴田悦子，徳田欣次，富田功，松橋幸一，山上徹
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1965年第4回大会（名古屋港） 共通論題（地峡開発と港湾）

1966年第5回大会（新 潟 港） 共通論題（日本海沿岸lとおける港湾の諸問

題と将来）

1967年第6回大会（北九州・下関港） 共通i命題（輸送の近代化と港湾）

1968年第7回大会 （小樽・ 道央諸港） 共通論題（流通体係の斉合性と港湾の近代

化）

1969年第8回大会（大 阪 港） 共通論題（大都市港湾の諸問題と将来）

1970年第9回大会（清 * 港） 共通論題（流通革新と陣頭経営）1971年第10回大会（横 浜 港） 共通論題（広域港湾と港湾経営の諸問題）

1972年第ll回大会（神 戸 港） 共通論題（輸送システムの変革と港湾運営）

1973年第12回大会（名古屋港） 共通論題（港湾の近代化と地域経済・社会）

1974年第13回大会（長 崎 港） 共通論題（地方港湾の役割と課題）

1975年第14回大会（千 葉 港） 共通論題（港湾と物価問題）

1976年第15回大会 （那 繍 港〕 共通論題（港湾経・営と財政問題）

1977年第16回大会（東 尽 港） 共通論題（港湾と都市問題）

1978年第17回大会（札幌・道央諸港） 共通論題（地峡開発と港湾問題）

1979年第18回大会（神 戸 港） 共通論題（都市と港湾）

1980年第19回大会（佐世保港） 共通論題（人間生活と港湾）

1981年第20回大会（横 浜 港） 共通論題（都市経済と港湾経営）

1982年第21回大会（富山新港） 共通課題（地方港湾の構造と課題）

1983年 第22回大会（総 LU 港） 共通論題（輸送体係の変化と港湾）

1984年第23回大会（名古屋港） 共通論題（国際経済と港の動向）

1985年第24回大会（大 阪 港） 共通論題 （港湾活性化と都市再開発）

1986年第25回大会（東 J-r< 港） 共通論題（港湾と国際複合輸送の展望）

時湾と国際複合輸送の展望
（『港湾経済研究』 No.24)
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